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共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について 
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1   重大事故等対処設備 

1.1 重大事故等対処設備について 

 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，炉心，使用済燃料プー

ル内の燃料体等，及び，運転停止中における原子炉の燃料体の著しい損傷を防止する

ために，また，重大事故が発生した場合においても，原子炉格納容器の破損及び発電

所外への放射性物質の異常な放出を防止するために，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，「設置許可基準規則」とい

う。）第三章（重大事故等対処施設）にて定められる重大事故等対処設備として以下

の設備を設ける。 

・第 43 条 アクセスルートを確保するための設備 

・第 44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・第 45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・第 46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

・第 47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・第 48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・第 49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・第 50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・第 51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・第 52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

・第 53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

・第 54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・第 55 条 工場等外（以下，「発電所外」という。）への放射性物質の拡散を抑制

するための設備 

・第 56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

・第 57 条 電源設備 

・第 58 条 計装設備 

・第 59 条 原子炉制御室 

・第 60 条 監視測定設備 

・第 61 条 緊急時対策所 

・第 62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

これらの設備については，[A]新たに重大事故等に対処する機能を付加させた設備

に加え，当該設備が機能を発揮するために必要な系統（水源から注入先まで，流路を

含む）までを含むものとする。 

また，設計基準対象施設の機能を重大事故等発生時に期待する場合において，上

記設備[A]に該当しないものは，[B]重大事故等発生時に設計基準対象施設としての

機能を期待する重大事故等対処設備（以下，「重大事故等対処設備（設計基準拡

張）」という。）と位置付け，第 44 条～第 62 条のいずれかに適合するための設備の

一部として取り扱うこととする。  
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1.2 重大事故等対処設備の設備分類について 

重大事故等対処設備は，常設のものと可搬型のものがあり，それぞれ設置許可基準

規則に示される名称を踏まえて以下のとおり分類する。 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち常設のもの 

a． 常設重大事故防止設備 

 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，設計基準事故対処

設備の安全機能又は使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能が喪失した

場合において，その喪失した機能（重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能に限る。）を代替することにより重大事故の発生を防止する機

能を有する設備（重大事故防止設備）のうち，常設のもの 

b． 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設（耐震 S クラス施設）に属する

設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

c． 常設重大事故緩和設備 

 重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備（重大事故緩

和設備）のうち，常設のもの 

d． 常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の発生を防止する機能を有する上記 a.以外の常設のもの 

e． 常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する上記 c.

以外の常設のもの 

f． 常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 常設重大事故等対処設備のうち，上記 a.，b.，c.，d.，e.以外の常設設備で，

防止又は緩和の機能がないもの 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備のうち可搬型のもの 

g． 可搬型重大事故防止設備 

 重大事故防止設備のうち可搬型のもの 

h． 可搬型重大事故緩和設備 

重大事故緩和設備のうち可搬型のもの 

i． 可搬型重大事故防止設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の発生を防止する機能を有する上記 g.以外の可搬型のもの（ただし，

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉においては，本分類に該当する設備はな

し） 
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j． 可搬型重大事故緩和設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設のうち，重大事故等発生時に機能を期待する設備であって，

重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する上記 h.

以外の可搬型のもの（ただし，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉において

は，本分類に該当する設備はなし） 

k． 可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備 

 可搬型重大事故等対処設備のうち，上記 g.，h.，i.，j.以外の可搬型設備で，

防止又は緩和の機能がないもの 

 

重大事故等対処設備の分類の概念を図 1 に示す。 

 

図 1 重大事故等対処設備の分類  

重大事故等対処施設

特定
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施設
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設備
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重大事故防止設備

重大事故緩和設備
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ａ．常設重大事故防止設備
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ｃ．常設重大事故緩和設備

ｆ． 防止でも緩和でもない設備 ｋ．

ｈ．可搬型重大事故
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設計基準対象施設

ｄ．常設重大事故
防止設備
（設計基準拡張）

ｉ．可搬型重大事故
防止設備
（設計基準拡張）

ｅ．常設重大事故
緩和設備
（設計基準拡張）

ｊ．可搬型重大事故
緩和設備
（設計基準拡張）
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1.3  重大事故等対処設備の選定の考え方について 

1.1 に示した重大事故等対処設備については，図 2 に示す選定及び分類フローに基

づき，それぞれ以下のとおり選定し，かつ 1.2 に示した設備分類に分類する。 

(1) 対象設備の選定 

1.1 に示したとおり，『重大事故等対処設備』とは，設置許可基準規則第三章（重

大事故等対処施設）に定められる設備である。設置許可基準規則第三章には第 37 条

～第 62 条の 26 条文があり，このうち，選定した重大事故等対処施設の有効性の評

価を求める条文である第 37 条，重大事故等対処施設全般に対する要求を示した条

文である第 38 条～第 41 条を除く 21 条文に適合するために必要な設備が対象とな

る。なお，各条文に適合するために必要な設備ではなく，かつ設計基準対象施設に

も該当しない設備は，自主設備である。 

 

(2) 設計基準対象施設と重大事故等対処設備の分類 

1.1 に示したとおり，(1)に示す 21 条文に適合するために必要な設備には，新た

に重大事故等に対処する機能を付加させた設備，及び当該設備が機能を発揮するた

めに必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）が含まれるものとする。一方，

設計基準対象施設の機能を重大事故等発生時に期待する場合において，上記設備に

該当しないものは，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

これは，設計基準対象施設として設計されており，かつ新たに機能を付加させて

いない設備については，設計基準対象施設としての機能を重大事故等発生時に流用

しているものであるが，使用環境等が異なる可能性があるため，当該使用環境にお

いて使用できること等を評価によって示すためである。 

この考え方は，「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策の有効性評価に関する審査ガイド」2.2.2 有効性評価の共通解析条件に記載

されている以下の内容にも合致するものである。 

 

(3) 設計基準事故対処設備の適用条件 

b. 故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待することの妥当性（原子炉

の圧力、温度及び水位等）が示された場合には、その機能を期待できる。 

 

すなわち，重大事故等対処設備の有効性評価においては，有効性を確認したい重

大事故等対処設備以外は，機能を期待することが妥当な設計基準対象施設を含んで

も良いということであり，このような設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）

と位置付けるものである。 

 

なお，第 44 条に適合するために必要な設備のうち，ほう酸水注入系については，

第 25 条に定められる反応度制御系及び原子炉停止系に該当する設計基準対象施設

であり，原子炉に注入することで反応度を制御するための設備である点は変更がな

い。しかし，当該系統の効果に期待する「原子炉停止機能喪失」事象が新たに重大

事故等として明確に位置付けられたことから，重大事故等対処設備にも該当する設
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備と整理し，重大事故等対処設備（設計基準拡張）には位置付けないこととする。 

 

また，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」で設置を

要求される設備についても，同様に，重大事故等対処設備と整理されるか，重大事

故等対処設備（設計基準拡張）と位置付けられるかの分類を実施する。 

例えば，同審査基準 １．２【解釈】１（３）ａ） 

「重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機

構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。（BWR の場合）」 

で要求される手順にて使用する SLC 又は CRD を用いた注水（事象緩和のみの少量注

水）は，設計基準対象施設 兼 重大事故等対処設備である SLC 又は設計基準対象

施設であるCRDを重大事故等発生時の高圧注水の用途に流用して使用するものであ

り，本来の機能を発揮させる方法で使用した結果として原子炉圧力容器内に水を送

ることも兼ねる手順を整備するものである。本要求に対しては，設計基準対象施設 

兼 重大事故等対処設備である SLC をもって適合することとし，CRD について新た

な分類は付加しないこととする。 

一方，同審査基準 １．１４【解釈】１（１）ｃ） 

「複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにしてお

くこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブ

ル等を用意すること。」 

で要求される手順にて使用する号機間電力融通用の予備ケーブルは，新規に配備す

る設備として新たな機能を与えるものであることから，重大事故等対処設備と整理

する。 

 

(3) 特定重大事故等対処施設の除外 

第 42 条に適合するためだけに必要な設備は『特定重大事故等対処施設』であり，

本申請内容には該当しないため除外する。 

 

(4) 防止設備，緩和設備の分類 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）を除き，重大事故を防止するために必要な

設備は『重大事故防止設備』，重大事故の影響の緩和を行うために必要な設備は『重

大事故緩和設備』と整理する。両方に該当する場合は『重大事故防止設備 兼 重

大事故緩和設備』と整理し，いずれにも該当しない場合は『防止でも緩和でもない

設備』とする。 
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図 2 重大事故等対処設備の選定及び分類フロー

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下，設置許可基準規則）第三章　重大事故等対処施設　のうち，
第四十二条～第六十二条に適合するために必要な設備として

[A]新たに重大事故等に対処する機能を付加させた設備　及び　当該設備が機能を発揮するために必要な系統（水源から注入先まで，流路を含む）
又は　[B]重大事故等発生時に設計基準対象施設としての機能を期待する設備（[A]に該当しないもの）

（第三章（第三十七～六十二条）のうち，
　第三十七条は重大事故等対処施設の有効性評価を
　　　　　　　求める条文，
　第三十八～四十一条は重大事故等対処施設全般に
　　　　　　　　　　　対する要求を示した条文）

設置許可基準規則第二章　設計基準対象施設に
適合するために必要な設備 ↑に該当しない設備のうち，設計基準対象施設

を除く設備は，事業者自主として整備した設備

No

Yes

設置許可基準規則第四十二条
（特定重大事故等対処施設）に
適合するために必要な機能を

有する設備

特定重大事故等対処施設
に含まれる設備

Yes

（以下，重大事故等対処施設
  としての分類を整理）

重大事故の防止または影響の緩和を行うために
必要な機能を有する設備

No

重大事故等対処設備ではあるが，
防止でも緩和でもない設備

No

重大事故の防止のため
に必要な機能のみを有

する設備

重大事故後の影響緩和
のために必要な機能の

みを有する設備

重大事故緩和設備重大事故防止設備

Yes

Yes

No

Yes

重大事故防止設備
兼　重大事故緩和設備

No

設計基準対象施設　兼　重大事故等対処施設

特定重大事故等対処施設として
必要な機能のみを有する設備

No

特定重大事故等対処施設

Yes

（重大事故等
　対処施設と
　しての分類
　に戻る）

[A]に該当する設備
[B]重大事故等対処設備

（設計基準拡張）

Yes

No
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43 条 重大事故等対処設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

アクセスルート確保 ホイールローダ － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 
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44 条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替制御棒挿入機能に

よる制御棒緊急挿入 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能）※1 
原子炉緊急停止系 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 制御棒   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 制御棒駆動機構（水圧駆動）   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 制御棒駆動系水圧制御ユニット   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 制御棒駆動系配管［流路］   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

原子炉冷却材再循環ポ

ンプ停止による原子炉

出力抑制 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能）※1 
原子炉緊急停止系 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

ほう酸水注入 ほう酸水注入系ポンプ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ほう酸水注入系貯蔵タンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ほう酸水注入系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
高圧炉心注水系配管・弁・スパー

ジャ［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※2 

 原子炉圧力容器［注入先］ その他の設備に記載 

出力急上昇の防止 自動減圧系の起動阻止スイッチ 46 条に記載 

※1 手動・自動両方を含む 

※2 圧力容器内部構造物を除く  
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45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

高圧代替注水系による原子

炉の冷却 
高圧代替注水系ポンプ 

高圧炉心注水系， 

原子炉隔離時冷却系 
S 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 
高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁

［流路］ 
（同上）  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 主蒸気系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配

管・弁［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
高圧代替注水系（注水系）配管・弁

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 復水補給水系配管［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 高圧炉心注水系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
残留熱除去系配管・弁（7 号炉のみ）

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 給水系配管・弁・スパージャ［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

※1 圧力容器内部構造物を除く 
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45 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉隔離時冷却系に

よる原子炉の冷却 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心注水系 
S 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載 

 サプレッション・チェンバ［水源］  

 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配

管・弁［流路］ 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 主蒸気系配管・弁［流路］   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
原子炉隔離時冷却系（注水系）配

管・弁・ストレーナ［流路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 復水補給水系配管［流路］   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 高圧炉心注水系配管・弁［流路］   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
給水系配管・弁・スパージャ［流

路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2※2 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

高圧炉心注水系による

原子炉の冷却 
高圧炉心注水系ポンプ 

（高圧炉心注水系） 

原子炉隔離時冷却系 
S 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載 

 サプレッション・チェンバ［水源］  

 
高圧炉心注水系配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ［流路］ 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2※2 

 復水補給水系配管［流路］   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

ほう酸水注入系による

進展抑制 
ほう酸水注入系 44 条に記載 

※1 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 

※2 圧力容器内部構造物を除く  
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46 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

逃がし安全弁 逃がし安全弁［操作対象弁］ （逃がし安全弁） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 逃がし弁機能用アキュムレータ （アキュムレータ） （S） 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 自動減圧機能用アキュムレータ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 主蒸気系配管・クエンチャ［流路］ （逃がし安全弁排気管） （B） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

原子炉減圧の自動化 
代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能） 
自動減圧系 S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

※自動減圧機能付き逃

がし安全弁のみ 
自動減圧系の起動阻止スイッチ   常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

可搬型直流電源設備に

よる減圧 
可搬型直流電源設備 57 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 AM 用切替装置（SRV） 
直流 125V 蓄電池 A，直流 125V 蓄

電池 A-2，直流 125V 蓄電池 B 
S 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

逃がし安全弁用可搬型

蓄電池による減圧 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

直流 125V 蓄電池 A，直流 125V 蓄

電池 A-2，直流 125V 蓄電池 B 
S 可搬 可搬型重大事故防止設備 － 

高圧窒素ガス供給系に

よる作動窒素ガス確保 

高圧窒素ガスボンベ （アキュムレータ） （S） 可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

高圧窒素ガス供給系配管・弁［流

路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
自動減圧機能用アキュムレータ

［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
逃がし弁機能用アキュムレータ

［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

インターフェイスシス

テム LOCA 隔離弁 
高圧炉心注水系注入隔離弁 （高圧炉心注水系注入隔離弁） （S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

ブローアウトパネル 原子炉建屋ブローアウトパネル － － 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

※1 減圧を行う設備ではないが，インターフェイスシステム LOCA 発生時に現場での手動操作により隔離し，漏えい抑制のための減圧を不要とするための設備 

  



 

 

 

共
1
-
1
2
 

47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

低圧代替注水系（常設）

による原子炉の冷却 
復水移送ポンプ 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載 

 復水補給水系配管・弁［流路］ （同上）  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
残留熱除去系配管・弁・スパージ

ャ［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 
給水系配管・弁・スパージャ［流

路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 高圧炉心注水系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉の冷却 
可搬型代替注水ポンプ（A－2 級） 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海も使用可能 
 淡水貯水池［水源］ 

 復水補給水系配管・弁［流路］ （同上）  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
残留熱除去系配管・弁・スパージ

ャ［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 
給水系配管・弁・スパージャ［流

路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2※1 

 ホース・接続口［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

※1 圧力容器内部構造物を除く  
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47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

低圧注水 残留熱除去系ポンプ 
（残留熱除去系（低圧注水モー

ド）） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 サプレッション・チェンバ［水源］ 56 条に記載 

 
残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ・スパージャ［流路］※1 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※2 
SA－2※3 

 
給水系配管・弁・スパージャ［流

路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※2 
SA－2※3 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

原子炉停止時冷却 残留熱除去系ポンプ 
（残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード）） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 残留熱除去系熱交換器   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 
残留熱除去系配管・弁・スパージ

ャ［流路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※2 
SA－2※3 

 
給水系配管・弁・スパージャ［流

路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※2 
SA－2※3 

 原子炉圧力容器［注水先］ その他の設備に記載 

原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却水ポンプ 48 条に記載 

※水源は海を使用 原子炉補機冷却海水ポンプ  

 原子炉補機冷却水系熱交換器  

 
原子炉補機冷却系サージタンク

［流路］ 
 

 
原子炉補機冷却系配管・弁・海水

ストレーナ［流路］ 
 

※1 流路としては熱交換器も通るが，熱交換機能に期待していないため，バウンダリ機能の確保として配管に含む 

※2 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 

※3 圧力容器内部構造物を除く 
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47 条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

非常用取水設備 海水貯留堰 その他の設備に記載 

 スクリーン室 （ただし，本条文においては，海水貯留堰，スクリーン室，取水路は 

 取水路 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）である補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽に 

 補機冷却用海水取水路 海水を供給するための流路） 

 補機冷却用海水取水槽  

低圧代替注水系（常設）

による残存溶融炉心の

冷却 

低圧代替注水系（常設） 低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却に記載 

低圧代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉心

の冷却 

低圧代替注水系（可搬型） 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却に記載 
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替原子炉補機冷却系

による除熱 
熱交換器ユニット※1※2 原子炉補機冷却系 S 可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

※水源は海を使用 
大容量送水車（熱交換器ユニット

用）※1※2 
  可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
代替原子炉補機冷却海水ストレ

ーナ※1※2 
  可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
原子炉補機冷却系配管・弁・サー

ジタンク［流路］※1※2 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
残留熱除去系熱交換器［流路］※

1 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 ホース［流路］※1※2   可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 海水貯留堰 

その他の設備に記載（うち，重大事故防止設備）  スクリーン室 

 取水路 

※1 50 条（代替循環冷却系）と兼用  ※2 54 条（燃料プール冷却浄化系）と兼用  
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

遠隔手動弁操作設備 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード），原子炉補機冷却系 

 

－ 

S 

 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 不活性ガス系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
耐圧強化ベント系（W/W)配管・弁

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
耐圧強化ベント系（D/W)配管・弁

［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 非常用ガス処理系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 主排気筒（内筒）［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ，真空破壊弁を含む）

［排出元］ 

その他の設備に記載 
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

フィルタ装置 
50 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び 

原子炉補機冷却系であり，耐震重要度分類はいずれも S 
よう素フィルタ 

 ラプチャーディスク 

 ドレン移送ポンプ      

 ドレンタンク      

 遠隔手動弁操作設備      

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ      

 可搬型窒素供給装置 52 条に記載 

 スクラバ水 pH 制御設備 50 条に記載（うち，重大事故防止設備） 

 フィルタベント遮蔽壁 代替する機能を有する設計基準対象施設は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び 

 配管遮蔽 原子炉補機冷却系であり，耐震重要度分類はいずれも S 

 不活性ガス系配管・弁［流路］ 
     

 耐圧強化ベント系配管・弁［流路］      

 
格納容器圧力逃がし装置配管・

弁［流路］ 
     

 
遠隔空気駆動弁操作設備配管・

弁［流路］ 
     

 ホース・接続口［流路］      

 

原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ，真空破壊弁を含

む）［排出元］ 

その他の設備に記載 
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48 条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

（つづき） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 56 条に記載 

防火水槽［水源］  

 淡水貯水池［水源］  

原子炉停止時冷却 
残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード） 
47 条に記載 

格納容器スプレイ冷却 
残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード） 
49 条に記載 

サプレッション・チェン

バ・プール水冷却 

残留熱除去系（サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード） 
 

原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却水ポンプ （原子炉補機冷却系） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
SA－2 

※水源は海を使用 原子炉補機冷却海水ポンプ   常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
SA－2 

 原子炉補機冷却水系熱交換器   常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張）※1 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
SA－2 

 
原子炉補機冷却系配管・弁・海水

ストレーナ［流路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）※1 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
SA－2 

 
原子炉補機冷却系サージタンク

［流路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張）※1 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
SA－2 

非常用取水設備 海水貯留堰 

その他の設備に記載 

 スクリーン室 

 取水路 

 補機冷却用海水取水路 

 補機冷却用海水取水槽 

※1 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 
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49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）による原

子炉格納容器内の冷却 

復水移送ポンプ 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード） 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載 

 復水補給水系配管・弁［流路］ （同上）  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 残留熱除去系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 高圧炉心注水系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 原子炉格納容器［注水先］ その他の設備に記載 

代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内の冷

却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード） 

－ 

S 

 

－ 

可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 防火水槽［水源］ 

56 条に記載 

 淡水貯水池［水源］ 

 復水補給水系配管・弁［流路］ （同上）  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 残留熱除去系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ホース・接続口［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 原子炉格納容器［注水先］ その他の設備に記載 
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49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器スプレイ冷却

系による原子炉格納容

器内の冷却 

残留熱除去系ポンプ 
（残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

残留熱除去系熱交換器   常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 サプレッション・チェンバ［水源］ 56 条に記載 

 
残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ［流路］ 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 原子炉格納容器［注水先］ その他の設備に記載 

サプレッション・チェン

バ・プール水の冷却 
残留熱除去系ポンプ 

（残留熱除去系（サプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モー

ド）） 

（S） 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 残留熱除去系熱交換器  常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
SA－2 

 サプレッション・チェンバ［水源］ 56 条に記載 

 
残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ［流路］ 
（同上）  常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張）※1 
SA－2 

 原子炉格納容器［注水先］ その他の設備に記載 

原子炉補機冷却系 原子炉補機冷却水ポンプ 48 条に記載 

※水源は海を使用 
原子炉補機冷却系配管・弁・海水

ストレーナ［流路］ 
 

 
原子炉補機冷却系サージタンク

［流路］ 
 

 原子炉補機冷却水系熱交換器  

 原子炉補機冷却海水ポンプ  

※1 一部は，常設耐震重要重大事故防止設備 兼 常設重大事故緩和設備 
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49 条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

非常用取水設備 海水貯留堰 その他の設備に記載 

 スクリーン室 （ただし，本条文においては，海水貯留堰，スクリーン室，取水路は 

 取水路 常設重大事故防止設備（設計基準拡張）である補機冷却用海水取水路，補機冷却用海水取水槽に 

 補機冷却用海水取水路 海水を供給するための流路） 

 補機冷却用海水取水槽  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

フィルタ装置 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

  よう素フィルタ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ラプチャーディスク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 ドレン移送ポンプ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ドレンタンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 遠隔手動弁操作設備   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 可搬型窒素供給装置 52 条に記載 

 スクラバ水 pH 制御設備 － － 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 フィルタベント遮蔽壁   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

 配管遮蔽   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

 不活性ガス系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 耐圧強化ベント系配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類としている。  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

（つづき） 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁

［流路］ 
－ － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 ホース・接続口［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 

原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ，真空破壊弁を含む）

［排出元］ 

その他の設備に記載 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 56 条に記載 

 防火水槽［水源］  

 淡水貯水池［水源］  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替循環冷却系による

原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

復水移送ポンプ － － 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 残留熱除去系熱交換器 
  

常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

  熱交換器ユニット※1※3 
  

可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

  
大容量送水車（熱交換器ユニット

用）※1※3 
※水源は海を使用  可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

  
代替原子炉補機冷却海水ストレ

ーナ※1※3 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 サプレッション・チェンバ［水源］ 

56 条に記載  防火水槽［水源］ 

 淡水貯水池［水源］ 

 
原子炉補機冷却系配管・弁・サー

ジタンク［流路］※1※3 
（同上）  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 
残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ・ポンプ［流路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 高圧炉心注水系配管・弁［流路］   常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 復水補給水系配管・弁［流路］   常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 
給水系配管・弁・スパージャ［流

路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2※2 

※1 48 条（代替原子炉補機冷却系）と兼用 

※2 圧力容器内部構造物を除く  ※3 54 条（燃料プール冷却浄化系）と兼用  
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50 条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替循環冷却系による

原子炉格納容器内の減

圧及び除熱（つづき） 

格納容器スプレイ・ヘッダ［流路］ － － 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 ホース［流路］※1※2   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 海水貯留堰 その他の設備に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 スクリーン室  

 取水路  

 原子炉圧力容器［注水先］  

 原子炉格納容器［注水先］  

※1 48 条（代替原子炉補機冷却系）と兼用  ※2 54 条（燃料プール冷却浄化系）と兼用 
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51 条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器下部注水系（常

設）による原子炉格納容

器下部への注水 

復水移送ポンプ － － 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 コリウムシールド   常設 常設重大事故緩和設備 － 

 復水貯蔵槽［水源］ 56 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 復水補給水系配管・弁［流路］ （同上）  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 高圧炉心注水系配管・弁［流路］   常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 原子炉格納容器［注水先］ その他の設備に記載（うち，重大事故緩和設備） 

格納容器下部注水系（可

搬型）による原子炉格納

容器下部への注水 

可搬型代替注水ポンプ（A－2 級） － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 コリウムシールド   常設 常設重大事故緩和設備 － 

 防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海も使用可能 
 淡水貯水池［水源］ 

 復水補給水系配管・弁［流路］ （同上）  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 ホース・接続口［流路］   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 原子炉格納容器［注水先］ その他の設備に記載（うち，重大事故緩和設備） 

溶融炉心の落下遅延及

び防止 
高圧代替注水系 45 条に記載 

ほう酸水注入系 44 条に記載 

 低圧代替注水系（常設） 47 条に記載 

 低圧代替注水系（可搬型）  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器内不活

性化による原子炉格納

容器水素爆発防止 

（不活性ガス系） － － 常設 （設計基準対象施設） － 

格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容

器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出 

フィルタ装置 50 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

（なお，重大事故緩和設備であるが，代替する機能を有する設計基準対象施設として，可燃性ガス濃度

制御系がある（耐震重要度分類は S）） よう素フィルタ 

（代替循環冷却系使用

時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む） 

ラプチャーディスク  

フィルタ装置出口放射線モニタ※

1 
58 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 フィルタ装置水素濃度※1  

 ドレン移送ポンプ 50 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 ドレンタンク  

 遠隔手動弁操作設備      

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ      

 可搬型窒素供給装置 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出に記載 

 スクラバ水 pH 制御設備 50 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 フィルタベント遮蔽壁      

 配管遮蔽      

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容

器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出（つづき） 

不活性ガス系配管・弁［流路］ 50 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

耐圧強化ベント系配管・弁［流路］  

格納容器圧力逃がし装置配管・弁

［流路］ 
 

 
遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁

［流路］ 
 

 ホース・接続口［流路］  

 

原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ，真空破壊弁を含む）

［排出元］ 

その他の設備に記載 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 56 条に記載 

 防火水槽［水源］  

 淡水貯水池［水源］  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器内の

水素ガス及び酸素ガス

の排出 

（代替循環冷却系使用

時の格納容器内の可燃

性ガスの排出を含む） 

可搬型窒素供給装置 － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

サプレッション・チェンバ － － 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

耐圧強化ベント系放射線モニタ※

1 
58 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

フィルタ装置水素濃度※1  

 遠隔手動弁操作設備 48 条に記載（うち，重大事故緩和設備） 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 
（なお，重大事故緩和設備であるが，代替する機能を有する設計基準対象施設として，可燃性ガス濃度

制御系がある（耐震重要度分類は S）） 

 不活性ガス系配管・弁［流路］  

 
耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁

［流路］ 
 

 
遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁

［流路］ 
 

 非常用ガス処理系配管・弁［流路］  

 主排気筒（内筒）［流路］      

 ホース・接続口［流路］ － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 
原子炉格納容器（真空破壊弁を含

む）［排出元］ 
その他の設備に記載 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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52 条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

水素濃度及び酸素濃度

の監視 
格納容器内水素濃度（SA）※1 格納容器内水素濃度 S 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 格納容器内水素濃度※1 （格納容器内水素濃度） （S） 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 格納容器内酸素濃度※1 （格納容器内酸素濃度） （S） 常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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53 条 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

静的触媒式水素再結合

器による水素濃度抑制 
静的触媒式水素再結合器 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 
静的触媒式水素再結合器動作監

視装置 
  常設 常設重大事故緩和設備 － 

 原子炉建屋原子炉区域［流路］ その他の設備に記載 

原子炉建屋内の水素濃

度監視 
原子炉建屋水素濃度※1 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

燃料プール代替注水系

による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済

燃料プール注水及びス

プレイ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 
残留熱除去系 

（燃料プール水の冷却及び補給） 
S 可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 燃料プール冷却浄化系 B 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 常設スプレイヘッダ   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海も使用可能 

 淡水貯水池［水源］  

 ホース・接続口［流路］ （同上）  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
燃料プール代替注水系配管・弁

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
使用済燃料プール（サイフォン防

止機能含む）［注水先］ 
その他の設備に記載 
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プール注水及び

スプレイ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 
残留熱除去系 

（燃料プール水の冷却及び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

S 

 

B 

可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

可搬型スプレイヘッダ   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 防火水槽［水源］ 
56 条に記載 

※水源としては海も使用可能 

 淡水貯水池［水源］  

 ホース・接続口［流路］ （同上）  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
燃料プール代替注水系配管・弁

［流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 
使用済燃料プール（サイフォン防

止機能含む）［注水先］ 
その他の設備に記載 
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

大気への放射性物質の

拡散抑制 

大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用） 
55 条に記載 

※水源は海を使用 ホース［流路］  

 放水砲  

使用済燃料プールの監

視 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域）※1 

使用済燃料貯蔵プール水位 

燃料プール冷却浄化系ポンプ入口

温度 

使用済燃料貯蔵プール温度 

C 

C 

 

C 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA）※1 
常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）※1 

燃料貯蔵プールエリア放射線モニ

タ 
C 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

燃料取替エリア排気放射線モニ

タ，原子炉区域換気空調系排気放

射線モニタ 

S 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ（使用済燃料貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置を含む） 

  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載  
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54 条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

重大事故等時における

使用済燃料プールの除

熱 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 
残留熱除去系 

（燃料プール水の冷却及び補給） 

（燃料プール冷却浄化系） 

 

S 

 

（B） 

 

常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 熱交換器ユニット※1※2   可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
大容量送水車（熱交換器ユニット

用）※1※2 
※水源は海を使用  可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 
代替原子炉補機冷却海水ストレ

ーナ※1※2 
  可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 使用済燃料プール［注水先］ その他の設備に記載 

 
原子炉補機冷却系配管・弁・サー

ジタンク［流路］※1※2 
（同上）  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
燃料プール冷却浄化系配管・弁

［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
燃料プール冷却浄化系スキマサ

ージタンク［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 
燃料プール冷却浄化系ディフュ

ーザ［流路］ 
  常設 常設耐震重要重大事故防止設備 SA－2 

 ホース［流路］※1※2   可搬 可搬型重大事故防止設備 SA－3 

 海水貯留堰 
 

その他の設備に記載（うち，重大事故防止設備） 

 スクリーン室 

 取水路 

※1 50 条（代替循環冷却系）と兼用  ※2 48 条（代替原子炉補機冷却系と兼用） 
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55 条 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

大気への放射性物質の

拡散抑制 

大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用） 
－ － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

※水源は海を使用 放水砲   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 ホース［流路］     可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

海洋への放射性物質の

拡散抑制 
放射性物質吸着材 － － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 汚濁防止膜   可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

  小型船舶（汚濁防止膜設置用）     可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

航空機燃料火災への泡

消火 

大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用） 
－ － 可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

※水源は海を使用 放水砲   可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 泡原液搬送車   可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 泡原液混合装置   可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 ホース［流路］     可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 
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56 条 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

重大事故等収束のため

の水源 
復水貯蔵槽 

（サプレッション・チェンバ） 

（復水貯蔵槽） 

－ 

（S） 

（B） 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 サプレッション・チェンバ 常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 ほう酸水注入系貯蔵タンク 44 条に記載 

※水源としては海も使

用可能 
防火水槽 （同上）  常設 －（代替淡水源）※1 － 

  淡水貯水池   常設 －（代替淡水源）※1 － 

水の供給 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） － － 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 ホース・接続口［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 CSP 外部補給配管・弁［流路］   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 大容量送水車（海水取水用）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 ホース［流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 海水貯留堰 

その他の設備に記載  スクリーン室 

 取水路 

※1 重大事故等対処設備ではなく代替淡水源（措置）であるが，本条文において必要なため記載  
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

常設代替交流電源設備に

よる給電 
第一ガスタービン発電機 

非常用交流電源設備 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 軽油タンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 タンクローリ（16kL）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
第一ガスタービン発電機用燃

料タンク 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
第一ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
軽油タンク出口ノズル・弁［燃

料流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 ホース［燃料流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
第一ガスタービン発電機用燃

料移送系配管・弁［燃料流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

第一ガスタービン発電機～非

常用高圧母線 C 系及び D 系電路

［電路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
第一ガスタービン発電機～AM

用 MCC 電路［電路］ 
    常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

可搬型代替交流電源設備

による給電 
電源車 

非常用交流電源設備 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 軽油タンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 タンクローリ（4kL）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
軽油タンク出口ノズル・弁［燃

料流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 ホース［燃料流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
電源車～緊急用電源切替箱接

続装置電路［電路］ 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 

緊急用電源切替箱接続装置～

非常用高圧母線 C 系及び D 系電

路［電路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
電源車～動力変圧器 C 系電路

［電路］ 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
動力変圧器 C 系～非常用高圧母

線 C 系及び D 系電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
緊急用電源切替箱接続装置～

AM 用 MCC 電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
電源車～AM 用動力変圧器電路

［電路］ 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電

路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

可搬型代替交流電源設備

による代替原子炉補機冷

却系への給電 

電源車 
非常用交流電源設備 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

電源車～代替原子炉補機冷却

系電路［電路］ 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

号炉間電力融通ケーブル

による給電 

号炉間電力融通ケーブル（常

設） 

非常用所内電気設備 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
号炉間電力融通ケーブル（可搬

型） 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 

号炉間電力融通ケーブル（常

設）～非常用高圧母線 C 系及び

D 系電路［電路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）～緊急用電源切替箱接続装

置電路［電路］ 

  可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 

緊急用電源切替箱接続装置～

非常用高圧母線 C 系及び D 系電

路［電路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

所内蓄電式直流電源設備

による給電 
直流 125V 蓄電池 A 

非常用直流電源設備（B 系，C 系

及び D 系） 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 蓄電池 A-2   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用直流 125V 蓄電池   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 充電器 A   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 充電器 A-2   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用直流 125V 充電器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
直流 125V蓄電池及び充電器 A～

直流母線電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
直流 125V 蓄電池及び充電器 A-

2～直流母線電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
AM 用直流 125V 蓄電池及び充電

器～直流母線電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

常設代替直流電源設備に

よる給電 
AM 用直流 125V 蓄電池 非常用直流電源設備 S 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用直流 125V 充電器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
AM 用直流 125V 蓄電池及び充電

器～直流母線電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

可搬型直流電源設備によ

る給電 
電源車 

非常用直流電源設備 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用直流 125V 充電器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 軽油タンク   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 タンクローリ（4kL）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
軽油タンク出口ノズル・弁［燃

料流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 ホース［燃料流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
電源車～緊急用電源切替箱接

続装置電路［電路］ 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
緊急用電源切替箱接続装置～

直流母線電路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
電源車～AM 用動力変圧器電路

［電路］ 
  可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
AM 用動力変圧器～直流母線電

路［電路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

代替所内電気設備による

給電 
緊急用断路器 

非常用所内電気設備 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 緊急用電源切替箱断路器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 緊急用電源切替箱接続装置   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用動力変圧器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用 MCC   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用操作盤   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 AM 用切替盤 
非常用所内電気設備（E 系） 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用高圧母線 C 系   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用高圧母線 D 系   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

非常用交流電源設備 非常用ディーゼル発電機 （非常用ディーゼル発電機） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 燃料移送ポンプ （燃料移送ポンプ） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 軽油タンク 
（軽油タンク） 

－ 

（S） 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 燃料ディタンク （燃料ディタンク） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）  
－ 

 
非常用ディーゼル発電機燃料

移送系配管・弁［燃料流路］ 

（非常用ディーゼル発電機燃料移

送系配管・弁） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 
非常用ディーゼル発電機～非

常用高圧母線電路［電路］ 

（非常用ディーゼル発電機～非常

用高圧母線電路） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

非常用直流電源設備 直流 125V 蓄電池 A 直流 125V 蓄電池 B，直流 125V 蓄

電池 C，直流 125V 蓄電池 D 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 蓄電池 A-2 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 蓄電池 B （直流 125V 蓄電池 B） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 蓄電池 C （直流 125V 蓄電池 C） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 直流 125V 蓄電池 D （直流 125V 蓄電池 D） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 B，直流 125V 充

電器 C，直流 125V 充電器 D 

－ 

S 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 充電器 A-2 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 充電器 B （直流 125V 充電器 B） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 充電器 C （直流 125V 充電器 C） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 直流 125V 充電器 D （直流 125V 充電器 D） （S） 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 
直流 125V蓄電池及び充電器 A～

直流母線電路［電路］ 

直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直

流母線電路，直流 125V 蓄電池及

び充電器 C～直流母線電路，直流

125V 蓄電池及び充電器 D～直流母

線電路 

－ 

S 

 

 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
直流 125V 蓄電池及び充電器 A-

2～直流母線電路［電路］ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
直流 125V蓄電池及び充電器 B～

直流母線電路［電路］ 

（直流 125V 蓄電池及び充電器 B～

直流母線電路） 
（S） 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
直流 125V蓄電池及び充電器 C～

直流母線電路［電路］ 

（直流 125V 蓄電池及び充電器 C～

直流母線電路） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 
直流 125V蓄電池及び充電器 D～

直流母線電路［電路］ 

（直流 125V 蓄電池及び充電器 D～

直流母線電路） 
（S） 常設 

常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 
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57 条 電源設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

燃料補給設備 軽油タンク 
（軽油タンク） 

－ 

（S） 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 タンクローリ（4kL）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
軽油タンク出口ノズル・弁［燃

料流路］ 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 ホース［燃料流路］   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

－ 

S 

－ 

S 

S 

－ 

C 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

S 

－ 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

S 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（SA） 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注

水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注

水流量） 

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧炉心注水系系統流量 

残留熱除去系系統流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

格納容器内圧力（S/C） 

S 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

 

S 

S 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ   
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉圧力容器内の水位

（つづき） 
原子炉水位（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量（RHR A 系代替注

水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注

水流量） 

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧炉心注水系系統流量 

残留熱除去系系統流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

格納容器内圧力（S/C） 

S 

S 

－ 

－ 

 

－ 

 

S 

S 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉圧力容器への注水

量 
高圧代替注水系系統流量 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

－ 

S 

S 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

復水補給水系流量（RHR A 系代

替注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代

替注水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

－ 

S 

S 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 原子炉隔離時冷却系系統流量 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

－ 

S 

S 

－ 

常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 高圧炉心注水系系統流量 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

－ 

S 

S 

－ 

常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 残留熱除去系系統流量 

サプレッション・チェンバ・プール

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

－ 

 

S 

S 

－ 

常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ   
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器への注水

量 

復水補給水系流量（RHR B 系代

替注水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

－ 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
復水補給水系流量（格納容器下

部注水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

格納容器下部水位 

－ 

－ 

－ 

－ 

常設 常設重大事故緩和設備 － 

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 

主要パラメータの他チャンネル 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

－ 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
サプレッション・チェンバ気体

温度 

サプレッション・チェンバ・プール

水温度 

格納容器内圧力（S/C） 

－ 

 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッション・チェンバ気体温

度 

－ 

－ 

 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉格納容器内の圧力 格納容器内圧力（D/W） 
格納容器内圧力（S/C） 

ドライウェル雰囲気温度 

－ 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（D/W） 

サプレッション・チェンバ気体温

度 

－ 

－ 

 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・チェンバ・プ

ール水位 

復水補給水系流量（RHR B 系代替注

水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  格納容器下部水位 

主要パラメータの他チャンネル 

復水補給水系流量（格納容器下部

注水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

－ 

－ 

 

－ 

常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ  
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

原子炉格納容器内の水素

濃度 
格納容器内水素濃度 

主要パラメータの他チャンネル 

格納容器内水素濃度（SA） 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 格納容器内水素濃度（SA） 
主要パラメータの他チャンネル 

格納容器内水素濃度 

－ 

S 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉格納容器内の放射

線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベ

ル（D/W） 
主要パラメータの他チャンネル S 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
格納容器内雰囲気放射線レベ

ル（S/C） 
主要パラメータの他チャンネル S 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

未臨界の維持又は監視 起動領域モニタ 
主要パラメータの他チャンネル 

平均出力領域モニタ 

S 

S 
常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 平均出力領域モニタ 
主要パラメータの他チャンネル 

起動領域モニタ 

S 

S 
常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ  
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

最終ヒートシンクの確保 

（代替循環冷却系） 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッション・チェンバ気体温

度 

－ 

－ 

 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

復水補給水系温度（代替循環冷

却） 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 

－ 

 
常設 常設重大事故緩和設備 － 

復水補給水系流量（RHR A 系代替

注水流量） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

復水補給水系流量（RHR B 系代替

注水流量） 

復水補給水系流量（RHR A 系代

替注水流量） 

復水補給水系流量（格納容器下

部注水流量） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

格納容器内圧力（S/C） 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水位 

サプレッション・チェンバ・プ

ール水温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体

温度 

－ 

 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

 

－ 

－ 

 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

復水補給水系流量（格納容器下部

注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代替

注水流量） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

格納容器内圧力（S/C） 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水位 

格納容器下部水位 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

最終ヒートシンクの確保 

（格納容器圧力逃がし装

置） 

フィルタ装置水位 主要パラメータの他チャンネル － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

フィルタ装置入口圧力 
格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

－ 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

フィルタ装置出口放射線モニタ 主要パラメータの他チャンネル － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

フィルタ装置水素濃度 
主要パラメータの他チャンネル 

格納容器内水素濃度（SA） 

－ 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 主要パラメータの他チャンネル － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

フィルタ装置スクラバ水 pH フィルタ装置水位 － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

最終ヒートシンクの確保 

（耐圧強化ベント系） 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 主要パラメータの他チャンネル － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

フィルタ装置水素濃度 格納容器内水素濃度（SA） － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

最終ヒートシンクの確保 

（残留熱除去系） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

原子炉圧力容器温度 

サプレッション・チェンバ・プー

ル水温度 

－ 

－ 

 

常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

原子炉補機冷却水系系統流量 

残留熱除去系熱交換器入口冷却

水流量 

C 

C 

C 

 

常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 残留熱除去系系統流量 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 B 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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1
-
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉圧力容器内の状

態） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（SA） 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 原子炉水位（SA） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

S 

S 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 原子炉圧力 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

S 

－ 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉圧力容器温度 

S 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉格納容器内の状

態） 

ドライウェル雰囲気温度 
主要パラメータの他チャンネル 

格納容器内圧力（D/W） 

－ 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 格納容器内圧力（D/W） 
格納容器内圧力（S/C） 

ドライウェル雰囲気温度 

－ 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉建屋内の状態） 
高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

S 

－ 
常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

S 

－ 
常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ  
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

水源の確保 復水貯蔵槽水位（SA） 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量（RHR A 系代替

注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代替

注水流量） 

原子炉隔離時冷却系系統流量 

高圧炉心注水系系統流量 

復水補給水系流量（格納容器下部

注水流量） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

－ 

－ 

 

－ 

 

S 

S 

－ 

 

S 

S 

－ 

－ 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
サプレッション・チェンバ・プー

ル水位 

復水補給水系流量（RHR A 系代替

注水流量） 

復水補給水系流量（RHR B 系代替

注水流量） 

残留熱除去系系統流量 

復水移送ポンプ吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

－ 

 

－ 

 

S 

－ 

B 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

原子炉建屋内の水素濃度 原子炉建屋水素濃度 

主要パラメータの他チャンネル 

静的触媒式水素再結合器 動作監

視装置 

－ 

－ 

 

常設 常設重大事故緩和設備 － 

原子炉格納容器内の酸素

濃度 
格納容器内酸素濃度 

主要パラメータの他チャンネル 

格納容器内雰囲気放射線レベル

（D/W） 

格納容器内雰囲気放射線レベル

（S/C） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

S 

S 

 

S 

 

－ 

－ 

常設 常設重大事故緩和設備 － 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

使用済燃料プールの監視 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ 

C 

 

－ 

 

－ 

 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA） 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ 

C 

 

－ 

 

－ 

 

常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ（使用済燃料貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置を含む） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA） 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

C 

 

－ 

 

－ 

 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

発電所内の通信連絡 
安全パラメータ表示システム

（SPDS） 
－ － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

温度，圧力，水位，注水量

の計測・監視 
可搬型計測器 各計器 － 可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 
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1
-
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

その他※3 高圧窒素ガス供給系ADS入口圧力 － － 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 
高圧窒素ガス供給系窒素ガスボ

ンベ出口圧力 
－ － 常設 常設耐震重要重大事故防止設備 － 

 RCW サージタンク水位 － － 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 
原子炉補機冷却水系熱交換器出

口冷却水温度 
－ － 常設 

常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 ドレンタンク水位 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出

口圧力 
－ － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 M/C C 電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 M/C D 電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 第一 GTG 発電機電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用 D/G 発電機電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用 D/G 発電機電力 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用 D/G 発電機周波数 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用 D/G 発電機電圧（他号炉） － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用 D/G 発電機電力（他号炉） － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 非常用D/G発電機周波数（他号炉） － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 P/C C-1 電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 

※3 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ  
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58 条 計装設備 

系統機能 設備※1 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※2 

設備 

種別 
設備分類 

設備※1 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

その他※3（つづき） P/C D-1 電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 P/C C-1 電圧（他号炉） － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 P/C D-1 電圧（他号炉） － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 主母線盤 A 電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 直流 125V 主母線盤 B 電圧 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電

圧 
－ － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電

圧 
－ － 常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 第一 GTG 発電機周波数 － － 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 電源車電圧 － － 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 電源車周波数 － － 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 M/C E 電圧 － － 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 P/C E-1 電圧 － － 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

 直流 125V 主母線盤 C 電圧 － － 常設 
常設重大事故防止設備 

（設計基準拡張） 
－ 

※1 計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載 

※2 主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 

※3 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ 

  



 

 

 

共
1
-
5
6
 

59 条 原子炉制御室 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保 中央制御室 
（中央制御室） 

－ 

（S） 

－ 
常設 （重大事故等対処施設） － 

 中央制御室待避室 － － 常設 （重大事故等対処施設） － 

 中央制御室遮蔽 
（中央制御室遮蔽） 

－ 

（S） 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

 中央制御室待避室遮蔽（常設） － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 
中央制御室待避室遮蔽（可搬

型） 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 
中央制御室可搬型陽圧化空調

機 

中央制御室換気空調系 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ） 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備 SA－3 

 無線連絡設備（常設） 

62 条に記載 

 衛星電話設備（常設） 

 データ表示装置（待避室） － － 常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 差圧計※2 － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 酸素濃度・二酸化炭素濃度計※2 － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
中央制御室可搬型陽圧化空調

機用仮設ダクト［流路］ 

中央制御室換気空調系 

－ 

S 

－ 
可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
SA－3 

 
中央制御室待避室陽圧化装置

（配管・弁）［流路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 

中央制御室換気空調系給排気

隔離弁（MCR 外気取入ダンパ，

MCR 非常用外気取入ダンパ，MCR

排気ダンパ）［流路］ 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1※3 
SA－2 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※2 計測器本体を示すため計器名を記載 

※3 可搬型陽圧化空調機による陽圧化においてバウンダリを構成し，空気の流れを確保する常設設備であるため，本文類とする。  
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59 条 原子炉制御室 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保（つづき） 

中央制御室換気空調系ダクト

（MCR 外気取入ダクト，MCR 排気

ダクト）［流路］ 

中央制御室換気空調系 

－ 

S 

－ 
常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1※2 
SA－2 

 
無線連絡設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
62 条に記載 

 
衛星電話設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
 

照明の確保 可搬型蓄電池内蔵型照明 中央制御室照明 － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

被ばく線量の低減 非常用ガス処理系排風機 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 
非常用ガス処理系フィルタ装

置［流路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 
非常用ガス処理系乾燥装置［流

路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 
非常用ガス処理系配管・弁［流

路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 SA－2 

 主排気筒（内筒）［流路］   常設 常設重大事故緩和設備 － 

 原子炉建屋原子炉区域［流路］ その他の設備に記載 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※2 可搬型陽圧化空調機による陽圧化においてバウンダリを構成し，空気の流れを確保する常設設備であるため，本文類とする。  
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60 条 監視測定設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

放射線量の代替測定 可搬型モニタリングポスト モニタリング・ポスト C 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 データ処理装置［伝送路］   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

放射能観測車の代替測定

装置 

可搬型ダスト・よう素サンプラ
※1 

放射能観測車 － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
NaI シンチレーションサーベイ

メータ※1 
   可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 GM 汚染サーベイメータ※1    可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

気象観測設備の代替測定 可搬型気象観測装置 気象観測設備 C 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 データ処理装置［伝送路］   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

放射線量の測定 可搬型モニタリングポスト － － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 電離箱サーベイメータ※1   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
小型船舶（海上モニタリング

用） 
  可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 データ処理装置［伝送路］   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

放射性物質濃度（空気中・

水中・土壌中）及び海上モ

ニタリング 

可搬型ダスト・よう素サンプラ
※1 

－ － 可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
NaI シンチレーションサーベイ

メータ※1 
    可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  GM 汚染サーベイメータ※1     可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
ZnS シンチレーションサーベイ

メータ※1 
    可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

  
小型船舶（海上モニタリング

用） 
  可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

モニタリング・ポストの

代替交流電源からの給電 
モニタリング･ポスト用発電機 － － 常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

※1 計測器本体を示すため計器名を記載  
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保（対策本部） 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部） 
－ － 常設 （重大事故等対処施設） － 

 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）高気密室 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）遮蔽 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機 

    可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備※2 
－ 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型外気取入

送風機 

  可搬 可搬型重大事故緩和設備※3 － 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

  可搬 可搬型重大事故緩和設備※3 SA－3 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）二酸化炭素吸収

装置 

  常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

 酸素濃度計（対策本部）※5   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
二酸化炭素濃度計（対策本部）
※5 

 
 

 
可搬 

可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 差圧計（対策本部）※5   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
可搬型エリアモニタ（対策本

部） 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備※3 － 

 可搬型モニタリングポスト 60 条に記載 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※2 常設重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類とする。 

※3 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類とする。 

※4 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※5 計測器本体を示すため計器名を記載。 
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保（対策本部）

（つづき） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機用仮設ダクト［流路］ 

－ － 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備※2 
SA－3 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）陽圧化装置（配

管・弁）［流路］ 

  常設 常設重大事故緩和設備※4 SA－2 

居住性の確保（待機場所） 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所） 
－ － 常設 （重大事故等対処施設） － 

 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）遮蔽 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）室内遮蔽 
  常設 

常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備※1 
－ 

  

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）可搬型陽圧化空

調機 

    可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備※2 
－ 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

  可搬 可搬型重大事故緩和設備※3 SA－3 

 酸素濃度計（待機場所）※5    可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
二酸化炭素濃度計（待機場所）
※5 

    可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 差圧計（待機場所）※5   可搬 
可搬型重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
可搬型エリアモニタ（待機場

所） 
  可搬 可搬型重大事故緩和設備※3 － 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※2 常設重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類とする。 

※3 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類とする。 

※4 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※5 計測器本体を示すため計器名を記載。 
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

居住性の確保（待機場所）

（つづき） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）可搬型陽圧化空

調機用仮設ダクト［流路］ 

－ － 可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備※2 
SA－3 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）陽圧化装置（配

管・弁）［流路］ 

  常設 常設重大事故緩和設備※4 SA－2 

※1 常設耐震重要重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※2 常設重大事故防止設備・常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類とする。 

※3 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する可搬型設備であるため，本分類とする。 

※4 常設重大事故緩和設備等を操作する人が健全であることを担保する常設設備であるため，本分類とする。 

※5 計測器本体を示すため計器名を記載。 
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

必要な情報の把握 
安全パラメータ表示システム

（SPDS） 
62 条に記載 

通信連絡（5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所） 
無線連絡設備（常設） 62 条に記載 

 無線連絡設備（可搬型）      

 携帯型音声呼出電話設備      

 衛星電話設備（常設）      

 衛星電話設備（可搬型）      

 
統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 
     

 
5 号炉屋外緊急連絡用インター

フォン 
     

 無線通信装置［伝送路］  

 
無線連絡設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
 

 
衛星電話設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
 

 衛星無線通信装置［伝送路］  

 有線（建屋内）［伝送路］  
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61 条 緊急時対策所 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

電源の確保（5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用可搬型電源設備 
非常用所内電源設備 － 可搬 

可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 可搬ケーブル   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 負荷変圧器   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 交流分電盤   常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 軽油タンク 57 条に記載 

 タンクローリ（4kL）  

 
軽油タンク出口ノズル・弁［燃

料流路］ 
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62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

発電所内の通信連絡 携帯型音声呼出電話設備 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

－ 

C 

 

－ 

可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 無線連絡設備（常設）   常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 無線連絡設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 衛星電話設備（常設）   常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 衛星電話設備（可搬型）   可搬 
可搬型重大事故防止設備 

可搬型重大事故緩和設備 
－ 

 
5 号炉屋外緊急連絡用インター

フォン 
  常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 
安全パラメータ表示システム

（SPDS） 
－ － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

 
無線連絡設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

－ 

C 

 

－ 

常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

  
衛星電話設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
  常設 

常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 無線通信装置［伝送路］   常設 常設重大事故緩和設備 － 

  

有線（建屋内）（携帯型音声呼出

電話設備，無線連絡設備（常

設），衛星電話設備（常設），5 号

炉屋外緊急連絡用インターフ

ォンに係るもの）［伝送路］ 

  常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 

有線（建屋内）（安全パラメータ

表示システム（SPDS）に係るも

の）［伝送路］ 

  常設 常設重大事故緩和設備 － 
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62 条 通信連絡を行うために必要な設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

発電所外の通信連絡 衛星電話設備（常設） － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

  衛星電話設備（可搬型）   可搬 可搬型重大事故緩和設備 － 

 
統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備 
  常設 

常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 データ伝送設備   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
衛星電話設備（屋外アンテナ）

［伝送路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 － 

 衛星無線通信装置［伝送路］   常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 

 
有線（建屋内）（衛星電話設備

（常設）に係るもの）［伝送路］ 
  常設 常設重大事故緩和設備 － 

 

有線（建屋内）（統合原子力防災

ネットワークを用いた通信連

絡設備，データ伝送設備に係る

もの）［伝送路］ 

  常設 
常設重大事故等対処設備 

（防止でも緩和でもない設備） 
－ 
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その他の設備 

系統機能 設備 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 

設備 

種別 
設備分類 

設備 
耐震重要

度分類 

常設 

可搬型 
分類 

機器 

クラス 

重大事故等時に対処する

ための流路，注水先，注入

先，排出元等 

原子炉圧力容器 （原子炉圧力容器） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 原子炉格納容器 （原子炉格納容器） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 使用済燃料プール （使用済燃料プール） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
SA－2 

 原子炉建屋原子炉区域 － － 常設 常設重大事故緩和設備 － 

非常用取水設備 海水貯留堰 （海水貯留堰） （S） 常設 
常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 スクリーン室 （スクリーン室） (C(Ss)) 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 取水路 （取水路） (C(Ss)) 常設 
常設重大事故防止設備 

常設重大事故緩和設備 
－ 

 補機冷却用海水取水路 （補機冷却用海水取水路） (C(Ss)) 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 補機冷却用海水取水槽 （補機冷却用海水取水槽） (C(Ss)) 常設 
常設重大事故防止設備（設計基準拡張） 

常設重大事故緩和設備（設計基準拡張） 
－ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-2 類型化区分及び適合内容 

 

  



共 2－1 
 

■設置許可基準規則 第 43 条 第 1項 第 1 号 

重大事故等時の環境条件における健全性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等時の環境条件における健全性を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他

の使用条件において，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等時における温度（環境温度①，使用温度⑥）, 放射線③，

荷重⑥に加えて，その他の使用条件として，環境圧力①，湿度による影響①，重大事故等時に海水を通水す

る系統への影響④，自然現象による影響，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものの影響及び周辺機器等から

の悪影響⑦を考慮する。荷重⑥としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境圧

力，温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象の

うち，重大事故等時における発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，風（台風），低温（凍結），降水及び積雪を選定する。これらの事象の

うち，低温（凍結）及び降水については，屋外の天候による影響②として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風（台風）及び積雪の影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，重大事故等時における環境温度①，環境圧力①，湿度による影響①，屋外の天

候による影響②，重大事故等時の放射線による影響③及び荷重⑥に対しては，重大事故等対処設備を設置（使

用）又は保管する場所に応じて，以下の設備分類ごとに必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故等時における原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とする。操作は，

中央制御室から可能な設計とする。 

原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮す

る。また，地震における荷重を考慮して，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。操作は，中央制御室，異なる区

画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の重大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそれ

ぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また，地震による荷重を考慮して，機能を損なわない設計

とするとともに,可搬型重大事故等対処設備は，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる。操作は，中央制御室, 異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

屋外及び建屋屋上の重大事故等対処設備は，重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とす

る。操作は，中央制御室，離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。また，地震，風（台風）及び積

雪の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設備につい

ては，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる。 

海水を通水する系統への影響④に対しては，常時海水を通水する，海に設置する，又は海で使用する重大

事故等対処設備は耐腐食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海水の影響を考慮した
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設計とする。原則，淡水を通水するが，海水も通水する可能性のある重大事故等対処設備は，可能な限り

淡水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への海水の影響を考慮する。また，海から直接取水

する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものの選定に当たっては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），

ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可

能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電磁的障害⑤に対しては，重大事故等対処設

備は，重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，事故対応のために配置・配備している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪

影響⑥により機能を損なわない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては，地震，火災，溢水による波

及的影響を考慮する。溢水に対しては，重大事故等対処設備は，想定される溢水により機能を損なわない

ように，重大事故等対処設備の設置区画の止水対策等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については，「重大事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方

針」に，火災防護については，「重大事故等対処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に示す。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度による影響 

②屋外の天候による影響 

③重大事故等時の放射線による影響 

④重大事故等時に海水を通水する系統への影響 

⑤電磁的障害 

⑥荷重（重大事故等が発生した場合における圧力，温度，機械的荷重及び地震，風（台風），積雪に

よる荷重） 

⑦周辺機器等からの悪影響 

 

b. 類型化 

・①～③の項目については，Ａ:原子炉格納容器内，Ｂ：原子炉建屋原子炉区域内，Ｃ：その他の建

屋内（原子炉建屋内の原子炉区域外含む），Ｄ:屋外に分類するとともに，それぞれの場所の重大事

故等時における環境条件を考慮したものとする。 

・④海水を通水する系統については，Ⅰ：常時海水を通水又は海で使用する系統，Ⅱ：使用時海水を

通水又は淡水だけでなく海水も使用できる系統で分類する。 

・⑤，⑥, ⑦は共通事項であるため分類しない。 

 

  

使用時海水通水又は淡水だけでな
く海水も使用可能

常時海水通水又は海で使用
Ⅰ

Ⅱ

重大事故
等時の環
境条件に
おいても必
要な機能
を有効に
発揮する

① 環境温度・環境圧力・
　　湿度

②  屋外の天候による影響

③　放射線による影響

原子炉格納容器内設備
その機能を期待される

重大事故等時の最大の
もの

原子炉建屋原子炉区域内
設備

その機能を期待される
重大事故等時の最大の

もの
Ｂ

対象外

⑤電磁的障害
⑥荷重
⑦周辺機器からの悪影響

A

海水を通水する

海水を通水しない

その他建屋内設備 Ｃ

屋外 Ｄ

④海水を通水する系統
　 への影響
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・類型化区分と考慮事項の対応 

  

 ・重大事故等による環境温度，環境圧力，温度，放射線の影響範囲 

区分 原子炉格納容器内 原子炉建屋原子炉区域内 その他建屋内 屋外

④ ◯ ◯ ×

設備 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

①，③ ◯ ◯ ◯ ◯

◯：考慮必要　　×：考慮不要

② × ◯

区分
Ⅰ　（常時海水通水又は
　　　海で使用する系統）

Ⅱ（使用時海水通水又は淡水だけでな
く海水も使用可能な系統）

対象外（海水を通水しない系統）

 ◯：環境条件を確認する必要がある対象（対象機器の機能を期待する各事故シーケンスの環境条件を確認し，適切に設定）

 ×：影響なし，又は評価不要

 －：該当なし

運転中の発電用原子炉における重大事故に至る恐れがある事故

備考

　　高圧・低圧注水機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

　　事故シーケンスグループ 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲

　　全交流動力電源喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

　　高圧注水・減圧機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

　　原子炉停止機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯ ・原子炉格納容器内

　　崩壊熱除去機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

運転中の発電用原子炉における重大事故

　　格納容器破損モード 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲 備考

　　格納容器バイパス
　　（ＩＳ-ＬＯＣＡ）

◯ ◯ ◯ ◯ ・原子炉建屋原子炉区域内

　　ＬＯＣＡ時注水機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

高圧溶融物放出／格納容器雰囲
気直接加熱

◯ ◯ ◯ ◯

・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内
・その他建屋内(放射線)
・屋外(放射線)

雰囲気圧力・温度による静的負荷
（格納容器過圧・過温破損）

◯ ◯ ◯ ◯

・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内
・その他建屋内(放射線)
・屋外(放射線)

水素燃焼 ◯ ◯ ◯ ◯

・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内
・その他建屋内(放射線)
・屋外(放射線)

原子炉圧力容器外の溶融燃料－
冷却材相互作用

◯ ◯ ◯ ◯

・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内
・その他建屋内(放射線)
・屋外(放射線)

溶融炉心・コンクリート相互作用 ◯ ◯ ◯ ◯

・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内
・その他建屋内(放射線)
・屋外(放射線)

格納容器直接接触
（シェルアタック）

× × × × －

　　想定事故１ ◯ ◯ ◯ ◯ ・原子炉建屋原子炉区域内

使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故

　　事故シーケンスグループ 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲 備考

　　崩壊熱除去機能喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

・原子炉建屋原子炉区域内　　想定事故２ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

　　全交流電源喪失 ◯ ◯ ◯ ◯
・原子炉格納容器内
・原子炉建屋原子炉区域内

運転停止中の発電用原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

　　事故シーケンスグループ 温度 湿度 圧力 放射線 影響範囲 備考

　　反応度誤投入 × × × × －

　　原子炉冷却材流出 ◯ ◯
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，

重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) ①環境温度・圧力・湿度，②屋外の天候による影響，③放射線による影響 

設備分類 設計方針 関連資料 備考 

Ａ 
原子炉格納容器内設

備 

・原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は，その

機能を期待される重大事故等時における原子炉

格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

・中央制御室から操作が可能な設計とする。 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なうことのな

い設計とする。 

配置図 

接続図 

保管場所図 

(健全性説明書) 

(強度計算書) 

(耐震計算書) 

 

Ｂ 
原子炉建屋原子炉区

域内設備 

・原子炉建屋原子炉区域内の重大事故等対処設備

は，その機能を期待される重大事故等時における

原子炉建屋原子炉区域内の環境条件を考慮した

設計とする。 

・使用済燃料プール冷却機能喪失時の原子炉建屋

原子炉区域内において，使用済燃料プール水の

温度上昇及び蒸発の影響を考慮する。 

・中央制御室, 異なる区画若しくは離れた場所又

は設置場所から操作可能な設計とする。 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なうことのな

い設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設

備については，必要により当該設備の落下防止，

転倒防止，固縛の措置をとる。 

Ｃ その他の建屋内設備 

・重大事故等対処設備は，重大事故等時におけるそ

れぞれの場所（原子炉建屋内の原子炉区域外，タ

ービン建屋内，廃棄物処理建屋内，コントロール

建屋内，中央制御室内及び緊急時対策所内）の環

境条件を考慮した設計とする。 

・中央制御室, 異なる区画若しくは離れた場所又

は設置場所から操作可能な設計とする。 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なうことのな

い設計とするとともに，可搬型重大事故等対処設

備については，必要により当該設備の落下防止，

転倒防止，固縛の措置をとる。 

Ｄ 屋外設備 

・屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時にお

ける屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

・中央制御室，離れた場所又は設置場所から操作可

能な設計とする。 

・地震，風（台風）及び積雪の影響による荷重を考

慮し，機能を損なわない設計とするとともに，可

搬型重大事故等対処設備については，必要により

当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をと

る。 

・降水及び低温（凍結）により機能を損なうことの

ないよう防水対策及び凍結対策を行うことが可

能な設計とする。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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(2) ④海水を通水する系統への影響 

設備分類 設計方針 関連資料 備考 

Ⅰ 

常時海水を

通水又は海

で使用 

・常時海水を通水，海に設置する又は海で使用する重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。常時海水を通水す

るコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計と

する。使用時に海水を通水する重大事故等対処設備は，海

水の影響を考慮した設計とする。また，海から直接取水す

る際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 
系統図 

(健全性説明書) 
 

Ⅱ 

使用時に海

水を通水又

は淡水だけ

でなく海水

も使用可能 

・使用時に海水と通水する設備は海水の影響を考慮する。 

・淡水だけでなく海水も使用できる機器は,海水の影響を考

慮する。具体的には，可能な限り淡水を優先し，海水通水

を短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

・海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮する。 

対象外 
海水を通水

しない 

・海水を通水しないため設計上の考慮は必要ない。（海水通

水なし） 
－ 

 

(3) ⑥荷重 

影響評価項目 設計方針 関連資料 備考 

荷重 

・常設重大事故等対処設備は地震，風（台風）及び積雪による荷重を

考慮し，機能を有効に発揮できる設計とする。 

・可搬型重大事故等対処設備は地震，風（台風）及び積雪による荷重

を考慮し，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる。 

(健全性説明書)  
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(4) ⑤電磁波による影響／⑦周辺機器等からの悪影響 

影響評価項目 設計方針 関連資料 備考 

電磁的障害 

重大事故等が発生した場合において, 電磁波によりその機能が損な

われるおそれのある設備については，電磁波による影響を確認する，

又はラインフィルタや絶縁回路を設置することによりサージ・ノイ

ズの侵入を防止する,鋼製筐体や金属シールド付きケーブルの適用

等，電磁波の侵入を防止する処置を講じた設計とする。 

(健全性説明書)  

周辺機器等か

らの悪影響 

事故対応のために配置・配備している自主対策設備を含む周辺機器

等からの悪影響により機能を失うおそれがない設計とする。 

具体的には以下に示す通りである。 

・期待する安全機能は想定される重大事故等で発生する内部溢水

（ISLOCA）によりその機能が喪失しないように，溢水伝搬防止策等

を実施する。 

・常設重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備及び使用済燃料

プールの冷却機能又は注水機能を有する設備（以下「設計基準事故

対処設備等」という。）と位置的分散を図り，可搬型重大事故等対

処設備は，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故

等対処設備と位置的分散を図る設計とする。位置的分散は「常設重

大事故防止設備の共通要因故障について」及び「可搬型重大事故防

止設備の共通要因故障について」に示す。 

・「重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に則

り，重大事故等対処設備と設計基準事故対処設備等の安全機能が

同時に機能喪失するおそれがない等の設計とする。詳細は「常設重

大事故防止設備の共通要因故障について」及び「可搬型重大事故防

止設備の共通要因故障について」に示す。 

・地震による荷重を含む耐震設計については，「重大事故等対処設備

について 2.1.2 耐震設計の基本方針」に，火災防護については，

「重大事故等対処設備について 2.2 火災による損傷の防止」に示

す。 
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重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度，放射線の最大値※1,4,6 

   環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線
環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線
環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線
環境温度
（気温）

環境圧力 湿度 放射線

高圧・低圧注水機能喪失

高圧注水・減圧機能喪失

全交流動力電源喪失

崩壊熱除去機能喪失

LOCA時注水機能喪失

原子炉停止機能喪失

IS-LOCA

雰囲気圧力・温度による静的負荷
（格納容器過圧・過温破損）

水素燃焼

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直
接加熱

原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却
材相互作用

溶融炉心・コンクリート相互作用

　　想定事故１

　　想定事故２

　　崩壊熱除去機能喪失

　　全交流電源喪失

　　原子炉冷却材流出

※2 　運転中の事故においてはSFP冷却の復旧を考慮する

※3 　SFPの水温上昇による原子炉建屋最上階の温度上昇は個別に評価する

※4 　設備設置場所や設備の固有の条件（付近に発熱源や線源があるもの）の影響を受けるものは個別に評価する

※5 　物理化学現象の評価のためのシーケンスは原子炉圧力容器破損までの条件を記載する

※6 　炉心損傷の有無、格納容器圧力逃がし装置実施の有無、設備の配置場所等により大きく異なるため、それらの影響が大きいものは個別評価する

※7 　従来設計値は非常状態における安全系機器の設計値の一例を示す

※8 　原子炉最上階での一例を示す

※9 　従来設計値は非常状態における海水熱交換区域内の設計値の一例を示す

※10　格納容器逃がし装置使用時、よう素フィルタからのスカイシャイン線影響が大きな格納容器逃がし装置廻りを代表として記載

※11　配管破断が発生したエリアの条件を除く

※1  表中は各環境条件の項目の最大値を記載する
　　　また，評価値は基本設計段階の値であり，詳細評価により今後見直す可能性もある

-

-

大気圧相
当

従来設計と
同等(100%)
※7,または
それ以下

従来設計と
同等(100%)
※7,または
それ以下

従来設計と
同等

kGy)※

7,またはそ
れ以下

200℃

A：原子炉格納容器内設備 Ｂ：原子炉建屋原子炉区域内設備※2 Ｃ：その他建屋内設備 Ｄ：屋外

通常状態
における
設計値と

同等

設置場所
及び格納
容器圧力
逃がし装
置使用時
の使用の
可否によ
るため個
別評価

 
(

設置場所
及び格納
容器圧力
逃がし装
置使用時
の使用の
可否によ
るため個
別評価

外気温
(最大約

℃)
大気圧

通常状態
における
設計値と

同等

℃）※9

大気圧相当

通常状態
における
設計値と

同等

（ ）※9

従来設計と
同等(100%)
※7，または
それ以下

運転中の発電用原子炉における
重大事故に至る恐れがある事故

従来設計と同等
℃)※7,また

はそれ以下

運転中の発電用原子炉における

重大事故
※５

従来設計と
同等( ℃)
※7,またはそ

れ以下

従来設計と
同等

( kGy)※

7,またはそ
れ以下

使用済燃料プールにおける重大
事故に至るおそれがある事故

従来設計と
同等( ℃)
※7,またはそ

れ以下

従来設計と同
等(0.31MPa

[gage])※7,また
はそれ以下

0.62MPa
[gage]

従来設計と
同等(100%)
※7,または
それ以下

kGy
(168hour)

運転停止中の発電用原子炉に
おける重大事故に至るおそれが

ある事故

従来設計と
同等( ℃)
※7,またはそ

れ以下

従来設計と同
等(0.31MPa

[gage])※7,また
はそれ以下

従来設計と
同等

kGy)※

7,またはそ
れ以下

IS-LOCA時(実
耐力を踏まえ

た破断面積)：
約50℃以下
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 2 号  

操作の確実性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，操作の確実性を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため，

重大事故等時の環境条件を考慮し，操作が可能な設計とする（「重大事故等時の環境条件における健全性に

ついて」）。操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所

に配備する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に

作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。

可搬型重大事故等対処設備は，運搬・設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とす

る。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電

防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。 

現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一す

ることにより，確実に接続が可能な設計とする。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるように

中央制御室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器については，その作動状態

の確認が可能な設計とする。 
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 (2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・操作環境（①環境条件（被ばく影響等），②空間確保，③防護具，照明の確保，④足場の確保） 

・操作準備（⑤工具，⑥設備の運搬・設置） 

・操作内容（⑦操作スイッチ操作，⑧電源操作，⑨弁操作，⑩接続作業） 

・状態確認（⑪作動状態確認） 

・その他，設備ごとの考慮事項 

b. 類型化 

・操作が必要な設備のうち中央制御室での操作は，中央制御室の環境条件や制御盤の設計で考慮され

ることから「Ａ」に分類，現場操作については「Ｂ」に分類する。 

・現場操作の考慮事項のうち，④足場の確保，⑤工具，⑥設備の運搬・設置，⑦操作スイッチ操作，

⑧電源操作，⑨弁操作，⑩接続作業については，設備ごとに対応の組合せが異なるため，その対応

を設備ごとに明記する。 

・操作が不要な設備については，設備対応不要となる。 

 

   
 

考慮事項 
Ａ 

中央制御室での操作 

Ｂ 

現場操作 

対象外 

（操作不要） 

操作環境 

①環境条件(被ばく影響

等） 

◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

－ 

②空間確保 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

③防護具，照明の確保  × ◯ 

④足場の確保 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

操作準備 
⑤工具 × ◯ 

⑥設備の運搬・設置 × ◯ 

操作内容 

⑦操作スイッチ操作 
◯ 

（中央制御室設計） 
◯ 

⑧電源操作 × ◯ 

⑨弁操作 × ◯ 

⑩接続作業 × ◯ 

状態確認 ⑪作動状態確認 ◯ ◯ 

◯：考慮必要， ×：考慮不要  

考慮事項
・ 操作環境
　 ①環境条件（被ばく影響等）
　 ②空間確保
　 ③防護具，照明の確保
　 ④足場の確保
・ 操作準備
　 ⑤工具
　 ⑥設備の運搬・設置
・ 操作内容
　 ⑦操作スイッチ操作
　 ⑧電源操作
　 ⑨弁操作
　 ⑩接続作業
・ 状態確認
　 ⑪作動状態確認
・その他，設備ごとの考慮事項

操作の
確実性の
確保

対象外

現場での操作

Ａ

Ｂａ～Ｂg

操作が必要な設備
中央制御室
からの操作
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 備考 

Ａ 

中央制御室操作 

重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内で操作できるように中央制御室から操作スイッ

チで操作可能な設計とする。操作スイッチは運転員の操作性を

考慮した設計とし，その作動状態の確認が可能な設計とする。 

（第 26 条 

原子炉 

制御室等） 

（操作スイッ

チ操作） 

Ｂ 

現場

操作 

操

作

環

境 

 

－ 

 

共通の設計方針 

①環境条件(被ばく等） 

重大事故等時の環境条件に対し，操作場所での操作が可能な

設計とする。（「重大事故等時の環境条件における健全性につ

いて」） 

②空間確保 
操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保する設計

とする。 

③防護具，照明の確保 

防護具，可搬型照明等は重大事故等発生時に迅速に使用でき

る場所に配備する。 

配置図 

（写真） 

接続図 

系統図 

※ 

設備ごとに対

応の組み合わ

せが異なるた

め，その対応

を設備ごとに

記載する。 

（足場有） 

（工具有） 

（運搬設置） 

（操作スイッ

チ操作） 

（電源操作） 

（弁操作） 

（接続作業） 

 

Ｂa 

④足場の確保※ 

確実な操作ができるよう，必要に応じて，操作足場を設置す

る。 

操

作

準

備 

Ｂb 

⑤工具※ 

一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業

ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセス

ルートの近傍に保管できる設計とする。 

Ｂc 

⑥設備の運搬，設置※ 

人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要に

より設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

操

作

内

容 

Ｂd 

⑦操作スイッチ操作※ 

運転員等の操作性を考慮した操作スイッチ，遮断器等により

操作可能な設計とする。 

Ｂe 

⑧電源操作※ 

感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設

計とする。 

Ｂf 

⑨弁操作※ 

現場において人力で操作を行う弁は，直接又は遠隔で手動操

作が可能な設計とする。 

Ｂg 

⑩接続作業※ 

ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等

により，確実に接続が可能な設計とする。 

状

態

確

認 

－ 

共通の設計方針 

⑪作動状態確認 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設

備のうち動的機器については，ランプ表示等により，その

作動状態の確認が可能な設計とする。 

操作 

不要 
操作性に係る設計上の配慮の必要はない － 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 3 号  

試験・検査性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等対処設備の試験・検査性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇

所の保守点検，試験又は検査を実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とする。また，接近性を考慮して必要な空間等を備え，構造上接近又は検査が困難である箇所

を極力少なくする。 

試験及び検査は，使用前検査，施設定期検査，定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加

え，保全プログラムに基づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は，発電用原子炉の運転に大きな影響を及

ぼす場合を除き，運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする。また，多様性又は多重性を備

えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部分として，適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放（非破壊検査を含む。）

が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開

放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

重大事故等対処設備の試験・検査性は，「(1)基本設計方針」に示す基本的な設計方針に従うことで，

設置許可基準規則第 12 条第 4 項の解釈に準じた設計とする。 

試験・検査性を考慮する対象の具体的な試験又は検査項目は，これまでの類似設備の保守経験等を基

に策定することとし，「2.(2)設備区分毎の設計方針の整理」に示す。「2.(2)設備区分毎の設計方針の整

理」においては，機器種類ごとに試験・検査性に関する設計方針を具体的に定め，これらの方針に従う

ことで「(1)基本設計方針」に示す基本的な設計方針に従う設備設計を実現する。 

設備設計にあたっては試験又は検査項目を踏まえた上で以下を考慮する。 

○検査性のある構造 

・分解ができる構造 

・点検口等の設置 

・非破壊検査ができる構造 

○系統構成，外部入力 

・テストラインの構成 

・模擬負荷等の接続性 

 

b. 類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験又は検査項目を抽出する。 

(b) 考慮事項を踏まえて，分解点検が可能な構造であること，開放点検を行うためのマンホールや点

検口等が設置されていること，非破壊試験が可能な構造であること，機能・性能検査を行うため

のテストラインの系統構成が可能であること，機能・性能及び特性検査を行うための模擬負荷等

の接続が可能な構造であることの整理を行う。 

(c) 設備区分は，設置許可基準規則で要求されている設備を機械設備（動的機器，静的機器），電気設

備，計測制御設備，構築物，通信連絡設備に分類し，分類した設備を代表的な設備区分ごとにＡ

～Ｌに分類する。 

(d) Ａ～Ｌの区分に対して，試験及び検査項目に対する設計ができない場合は，個別に設計方針を定

める。 

 

試験又は
検査性

Ｋ　遮蔽

静的機器

電気設備

計測制御設備

構築物

試験又は検査項目
 ・分解検査
 ・開放検査
 ・非破壊検査
 ・開閉検査
 ・機能・性能検査
 ・特性検査

Ｅ　空調ユニット

Ｆ　配管

Ｇ　内燃機関

Ｈ　発電機

 Ｉ　その他電源設備

 Ｊ　計測制御設備

設備の構成による類型化考慮事項
◯検査性のある構造
　・分解が出来る構造
　・点検口等の設置
　・非破壊検査が出来る構造
◯系統構成，外部入力
　・テストラインの構成
　・模擬負荷等の接続性

機械設備

通信連絡設備
Ｌ　 通信連絡設備

動的機器 Ａ　ポンプ，
　　ファン，圧縮機

Ｂ　弁

Ｃ　容器

Ｄ　熱交換器
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c. 試験項目による類型化 

(a) 設置許可基準規則で要求されている設備における試験又は検査項目を抽出する。 

(b) 各設備の試験又は検査項目を考慮し，機能・性能検査，特性検査，分解検査，開放検査，非破壊検

査，寸法検査及び外観検査に分類し，各検査における確認内容を分類する。 

(c) 分類に対して，試験及び検査項目に対する設計ができない場合は，個別に設計方針を定める。 

 

 

 

  

系
統
検
査

　・特性検査

ケーシング取り外し

構
造
検
査

校正

設定値確認

寸法確認

外観確認

　・開放検査

　・非破壊検査

　・寸法検査

　・外観検査

　・分解検査

マンホール開放

　・機能・性能検査

絶縁抵抗測定，比重測定，電圧測定

ボンベ供給確認

ロジック確認

フィルタ性能確認

漏えい確認

試験装置での確認

テストラインでの確認

通常ラインでの確認

負荷確認（発電機負荷，ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）

フランジ開放

点検口開放

試験装置を用いた各種検査

ケーシングカバー取り外し

その他(ガスタービン，発電機）

カバー取り外し

ボンネット取り外し
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2. 設計方針について 

【要求事項：健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるも

のであること】 

 

(1) 各設備区分における試験又は検査項目の抽出について 

設置許可基準規則で要求されている設備を代表的な設備区分ごとに，定期安全管理検査及び溶接安全管

理検査の法定検査に加え，保全プログラムに基づく点検を考慮し，試験又は検査項目を抽出する。 

 

設備区分 適合性確認検査 定期事業者検査 
保全プログラム 溶接事

業者検
査 

PSI 

(供用前検査)

ISI 

(供用期間中検査)停止時 運転時 

Ａ 
ポンプ，ファン，

圧縮機 
構造検査 

機能・性能検査 

分解検査 
(非破壊検査含む) 
機能・性能検査 

漏えい検査 

分解点検又は取替 
（非破壊試験含む） 

機能・性能試験 

漏えい試験 

起動試験 － 
◯ 

（ポンプ） 
◯ 

（ポンプ） 

Ｂ 

弁 
（手動弁） 

（電動弁） 
（空気作動弁） 

（安全弁） 

構造検査 

機能・性能検査 
（開閉検査） 

分解検査 
(非破壊検査含む) 

機能・性能検査 
（開閉試験） 
漏えい検査 

分解点検 
（非破壊試験含む） 

機能・性能試験 
（開閉試験） 
漏えい試験 

開閉試験 － ◯ ◯ 

Ｃ 
容器 

（タンク類） 

構造検査 
機能・性能検査 

（容量確認検査） 
－ 

開放点検 

漏えい試験 

 水量，濃度， 

漏えい確認 
◯ ◯ ◯ 

Ｄ 熱交換器 
構造検査 

機能・性能検査 
開放検査 

（非破壊検査含む） 
開放点検 

（非破壊試験含む） 
漏えい確認 ◯ ◯ ◯ 

Ｅ 空調ユニット 
構造検査 

機能・性能検査 

開放検査 

機能・性能検査 

開放点検 

機能・性能試験 

差圧確認 

（フィルタに関するもの） 
－ － － 

Ｆ 流路 
構造検査 

機能・性能検査 
－ 

開放点検 
外観点検 

差圧確認 
（フィルタに関するもの) 

◯ 
（配管） 

◯ 
（配管） 

◯ 
（配管） 

Ｇ 内燃機関 
機能・性能検査 

（負荷検査） 

分解検査 
（非破壊検査含む） 

機能・性能検査 
（負荷検査） 

分解点検 
（非破壊試験含む） 

機能・性能試験 
（負荷試験） 

起動試験 

負荷試験 
－ － － 

Ｈ 発電機 
機能・性能検査 

（模擬負荷による負荷検査） 

分解検査 
（非破壊検査含む） 
機能・性能検査 

（模擬負荷による負荷検査） 

分解点検 
（非破壊試験含む） 

機能・性能試験 

（模擬負荷による負荷試験） 

起動試験 
負荷試験 

－ － － 

Ｉ その他電源設備 機能・性能検査 機能・性能検査 機能・性能試験 電圧，比重確認等 － － － 

Ｊ 計測制御設備 

機能・性能検査 
（ロジック検査，校正） 

特性検査 

（設定値確認検査，校正） 

機能・性能検査 
（ロジック検査，校正） 

特性検査 

（設定値確認検査，校正） 

機能・性能試験 
（ロジック試験，校正） 

特性試験 

（設定値確認試験，校正） 

パラメータ確認 － － － 

Ｋ 遮蔽 構造検査 － 外観点検 外観点検 － － － 

Ｌ 通信連絡設備 機能・性能検査 機能・性能検査 外観点検 外観点検 － － － 

Ｍ その他 （個別の設計） （個別の設計） （個別の設計） （個別の設計） － － － 
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(2) 設備区分ごとの設計方針の整理 

(1)で抽出した設備区分毎における試験又は検査項目について，試験又は検査を可能とする設計方針に

ついて以下に整理する。なお，Ａ～Ｌの区分に対して，以下の試験及び検査項目に対する設計が出来ない

場合は，個別に設計方針を定める。 

設備区分 設計方針 関連資料 

Ａ 
ポンプ，ファン，

圧縮機 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，分解が可能 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響
を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 

・ポンプ車は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

構造図 

系統図 

Ｂ 

弁 

（手動弁） 
（電動弁） 

（空気作動弁） 

（安全弁） 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，分解が可能 
・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。 
・人力による手動開閉機構を有する弁は規定トルクによる開閉確認が可能な設計とする。 

構造図 

系統図 

Ｃ 
容器 

（タンク類） 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，内部の確認が可能・マンホール等設置 
・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響

を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設計とする。 
・原子炉格納容器は，全体漏えい率試験が可能な設計とする。 
・ボンベは規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

・ほう酸水注入系貯蔵タンクは，ほう酸濃度及びタンク水位を確認できる設計とする。 
・よう素フィルタは銀ゼオライトの性能試験が可能な設計とする。 
・地下軽油タンクは油量を確認できる設計とする。 

・タンクローリは車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

構造図 

Ｄ 熱交換器 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能，分解点検が可能 

・機能・性能及び漏えいの確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼ
さず試験可能な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。 

構造図 

Ｅ 空調ユニット 

◯機能・性能の確認が可能，内部の確認が可能・点検口の設置 

・機能・性能の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可
能な設計とする。 

・フィルタを設置するものは，差圧確認が可能な設計とする。また内部確認が可能なように，点

検口を設ける設計とする。 
・可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 

構造図 

Ｆ 流路 

◯機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能 
・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，これらは他の系統へ悪影響

を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・熱交換器を流路とするものは，熱交換器の設計方針に従う。 
・フィルタを設置するものは，差圧確認が可能な設計とする。また内部確認が可能なように，点

検口を設ける設計とする。 

構造図 

Ｇ 内燃機関 

◯機能・性能の確認が可能，分解が可能 

・機能・性能の確認が可能なように，発電機側の負荷を用いる試験系統等により，機能・性能確
認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 

構造図 
系統図 

Ｈ 発電機 

◯機能・性能の確認が可能，分解が可能 
・機能・性能の確認が可能なように，各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機

能・性能確認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬型設備は分解又は取替が可能な設計とする。 
・電源車は車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

系統図 

Ｉ その他電源設備 

◯機能・性能の確認が可能，分解が可能 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置により，機能・性能
の確認ができる系統設計とする。 

・鉛蓄電池は電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。 

構造図 
系統図 

Ｊ 計測制御設備 

◯機能・性能の確認が可能，校正が可能，動作確認が可能 
・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な設計とする。 

・ロジック回路を有する設備は，模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能
な設計とする。 

ブロック図 

Ｋ 遮蔽 
◯主要部分の断面寸法の確認が可能，外観の確認が可能 
・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計とする。 

・外観の確認が可能な設計とする。 

構造図 

Ｌ 通信連絡設備 
◯機能・性能の確認が可能，外観の確認が可能 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

－ 

Ｍ その他 ・Ａ－Ｌに該当しない設備（静的触媒式水素再結合装置等）は，個別の設計とする。 － 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 4 号  

系統の切替性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，切替性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備のうち，本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は，

通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

 

(2) 対象選定の考え方 

a. 考慮事項 

・速やかに系統を切り替えられること。 

 

b. 対象選定 

・重大事故等に対処するために使用する系統であって，重大事故等時に通常時から系統構成を変更する

系統を選定する。 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に

使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること】 

設計方針について，以下の表にまとめた。 

区分 設計方針 関連資料 

本来の用途以外の用途として

使用するため，切替操作が必要 
Ａ 

◯本来の用途以外の用途として使用するため切替操

作が必要 

通常時の使用する系統から速やかに切替操作が可能

なように，系統に必要な弁等を設ける。 

系統図 

 本来の用途以外の用途として使用しない 

 
当該設備の使用にあたり切替

操作が必要 
Ｂa 

◯本来の用途として使用－切替操作が必要 

事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能

なように，系統に必要な弁等を設ける。 

 
当該設備の使用にあたり切替

操作が不要 
Ｂb 

◯本来の用途として使用－切替操作が不要 

切替せずに使用可能な設計とする。 

 

 

　

Ｂｂ

当該設備の使用にあたり切替
操作が必要

当該設備の使用にあたり切替
操作が不要

本来の用途以外の用途として
使用するための切替操作が必要

重大事故等対処設備 Ａ

本来の用途以外の用途として
使用しない

Ｂａ
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 5 号  

悪影響防止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，重大事故等対処設備の他の設備に対する悪影響を確認するための区分及び設計方針について整理し

た。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，発電用原子炉施設（他号炉を含む。）内の他の設備（設計基準対象施設及び当

該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

他の設備への悪影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を

含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

系統的な影響に対しては，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって設計基準対象施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前（通常時）の隔離若

しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他

の設備から独立して単独で使用可能なこと，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，放水砲については，建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時において必要と

なる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断，高

速回転機器の破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等対処設備がタービンミサイル等

の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

◯系統設計の考慮事項 

①系統的な影響 

◯その他の考慮事項 

②内部発生飛散物による影響 

 

b. 類型化 

・①について「Ａa」～「Ａe」に分類し，考慮する。 

・②については，内部発生エネルギの高い流体を内蔵する機器を「Ｂa」，タービンを有する高速回転

機器を「Ｂb」と分類し考慮する。 

 

    

 

  

考慮事項

重大事故等対処設備
の他の設備への悪影
響の防止

①系統的な影響 　弁等の操作で系統構成 Ａａ

Ａｂ

　他設備から独立 Ａｃ

Ａd　DB施設と同じ系統構成

　通常時は隔離又は分離

②内部発生飛散物による影響 Ｂa

対象外

内部発生エネルギの高い
流体を内蔵する機器

Ｂb

　その他 Ａe

　高速回転機器
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2. 設計方針について 

【要求事項：工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

① 系統的な影響 

類型化区分 重大事故等対処設備 

系統的な影響 

他の系統へ悪影響を及ぼさない系統構成が可能なよう以下のいずれかの設計
とする。 
・通常時の系統構成から，弁等の操作によって重大事故等対処設備としての

系統構成が可能な設計とする。 
・通常時の隔離又は分離された状態から，弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成が可能な設計とする。 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とする。 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用可能な設計と

する。 
・上記のいずれにも該当しない場合は，設備ごとの設計により他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

② 内部発生飛散物による影響 

項目 設計方針 

内部発生エネルギの高い流

体を内蔵する弁及び配管の

破断 

内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管について，十分な強度

をもたせた設計とする。 

ボンベは高圧ガス保安法に適合する容器，弁により飛散物が発生しないも

のとする。 

高速回転機器 飛散物とならない設計とする。 

ガス爆発 爆発性のガスを内包する機器は設置しない。 

重量機器の落下 落下により他の設備に悪影響を与えるような重量機器は設置しない。 

 

 

(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 

①系統的な影響 

Ａa 
弁等の操作で系統

構成 

通常時の系統構成から，弁等の操作によって重大事故

等対処設備としての系統構成が可能な設計とする。 

系統図 

配置図 

Ａb 
通常時は 

隔離又は分離 

通常時の隔離又は分離された状態から，弁等の操作や

接続により重大事故等対処設備としての系統構成が

可能な設計とする。 

Ａc 他設備から独立 他の設備から独立して単独で使用可能な設計とする。 

Ａd 
DB 施設と同様の 

系統構成 

設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で使用可能な設計とする。 

Ａe その他 
設備ごとの設計により他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

②内部発生飛散物 

Ｂa 

内部発生エネルギ

の高い流体を内蔵

する機器 

内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管

について，十分な強度をもたせた設計とする。 
(強度計算書) 

Ｂb 高速回転機器 
タービン等が破損により飛散することがないよう設

計する。 
構造図 

対象外 - － 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す. 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 1 項 第 6 号  

重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，設置場所を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から

遠隔で操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする。 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・放射線の影響 

b. 類型化 

・操作（復旧作業を含む。以下同じ。）の有無で分類を行い，操作が必要な設備を「Ａ」，「Ｂ」に，操

作不要な設備を「対象外」として分類。 

・中央制御室遮蔽区域の内外で分類し，放射線の影響を受ける中央制御室外で現場操作を行う設備を

「Ａ」として分類し，設置場所で操作可能な設備を「ａ」，離れた場所から操作可能な設備を「ｂ」

として分類。 

・放射線の影響を考慮した設計を行っている中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な

設備を「Ｂ」として分類。 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行う

ことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物

の設置その他の適切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 

Ａ 

現場 

操作 

Ａa 
現場（設置場所）で 

操作可能 

◯現場操作（設置場所） 

放射線量の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備

の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所

（使用場所）で操作可能な設計とする。 

配置図 

接続図 

Ａb 
現場（遠隔）で 

操作可能 

◯現場操作（遠隔） 

放射線の影響を受けない離れた場所から遠隔で操作可能な

設計とする。 

配置図 

接続図 

Ｂ 

中央制御室 

操作 

Ｂ 
中央制御室で 

操作可能 

◯中央制御室操作 

中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設

計とする。 

－ 

操作不要 対象外 操作不要 

◯対象外（操作不要） 

操作不要な設備については，設置場所に係る設計上の配慮

はない。 

－ 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

ａ

ｂ

操作が必要な設
備

考慮事項
　放射線の影響

Ａ

設置場所で操作可能な
設備

離れた場所から操作可
能な設備

設置場所
の選定

現場操作を行う
設備

Ｂ
中央制御室から
操作可能な設備

操作が不要な設
備

対象外
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 1 号  

常設重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，常設重大事故等対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展

等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事

故等の収束は，これらの系統の組み合わせにより達成する。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用

するものについては，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては，設計基準

対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であることを確認した上

で，設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので，重大事故等時に設

計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについては，その後の事故対応手段と合わせて，系統の目

的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容量，蓄電池容量，計装

設備の計測範囲，作動信号の設定値等とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・必要な容量等 

①圧力，②配管圧損，③温度について，設備仕様により考慮する。 

・④設計基準対象施設との容量等の比較 

・⑤補給による追加手段 

・その他，設備ごとの考慮事項があれば，必要により個別設備の設計方針に加える。 

 

b. 類型化 

・常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器は，「Ａ」

と分類する。 

・常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので，設計基準対象施

設の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であるものについては，

「Ｂ」，重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必要があるものについては，「Ｃ」に分類す

る。 

・流路として期待する配管，ストレーナ等は対象外とする。（これら設備の圧力損失は，詳細設計段階で

ポンプ流量の設定において考慮する。） 
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

類型化区分 設計方針 関連資料 

Ａ 
重大事故等への対処を本来の目

的として設置するもの 

常設重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必

要な容量等を有する設計とする。 

容量設定根拠 
Ｂ 

設計基準対象施設の系統及び機

器の容量等が十分 

設計基準対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に

応じて必要となる容量等の仕様に対して十分である

ことを確認した上で，設計基準対象施設の容量等と

同仕様の設計とする。 

Ｃ 
設計基準対象施設の容量等を補

うもの 

重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必

要があるものについては，その後の事故対応手段と

あわせて，系統の目的に応じて必要な容量等を有す

る設計とする。 

対象外 流路，その他設備 

詳細設計の段階でポンプ流量の設定において，圧力

損失を考慮する。 

弁（逃がし弁，安全弁以外），制御設備，遮蔽等は容

量等の設定がないため対象外とする。 

－ 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

流路

必要な容量等
の設計

　考慮事項
　①圧力
　②配管圧損
　③温度
　④設計基準対象施設との
　 　容量等の比較
　⑤補給による追加手段
　その他設備毎の考慮

Ａ

Ｂ

重大事故等への対処を本来の
目的として設置するもの

C

必要な容量等に対して
十分であるもの

容量等を補う必要があ
るもの

設計基準対象施設の系統
及び機器を使用するもの

対象外
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 2 号  

発電用原子炉施設での共用の禁止について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，共用の禁止を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故等対処設備の各機器については，2 以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。ただし，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を

満たしつつ，2 以上の発電用原子炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，同一の発電所内の

他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

共用する設備は，非常用取水設備（海水貯留堰，スクリーン室，取水路），第一ガスタービン発電機，第

一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，緊急用断路器，第一ガスタービン発電機用燃料タンク，軽油タ

ンク，号炉間電力融通ケーブル（常設），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設），モニタリング・

ポスト用発電機， 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）高気密室，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽，負荷変圧

器，交流分電盤，5 号炉屋外緊急連絡用インターフォン，無線連絡設備(常設)，衛星電話設備（常設），統

合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備，データ伝送設備，安全パラメータ表示システム（SPDS）

である。 
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(2) 対象選定の考え方 

a. 考慮事項 

①発電用原子炉施設の相互の安全性向上 

②他施設への悪影響 

 

b. 類型化 

・発電用原子炉施設間で共用する設備は「Ａ」として分類。 

 

 

 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二以上の発電用原子

炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合で

あって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この

限りでない】 

 

設計方針について，以下の表にまとめた 

区分 設計方針 備考 

Ａ 

共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，2以上の発電用原子炉施設と共用することによって，安全性が向

上するよう配慮した上で，共用により同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 

共用しない設備 対象外

共用の禁止 共用する設備
考慮事項
　①発電用原子炉施設の相互の安全性向上
　②他施設への悪影響

A
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 2 項 第 3 号  

常設重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，常設重大事故防止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区分及び設計方針につ

いて整理した。 

(1) 基本設計方針 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備及び使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能を有す

る設備（以下「設計基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計と

する。ただし，常設重大事故防止設備のうち，計装設備について，重要代替監視パラメータ（当該パラメ

ータの他チャンネルの計器を除く。）による推定は，重要監視パラメータと異なる物理量（水位，注水量等）

又は測定原理とする等，重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する方法により計測できる設

計とする。重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水，火災及びサポート

系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。こ

れらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，地

震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を

選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半であること

を考慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重

大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落

下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選

定する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を

講じることとする。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，可能な限り多様性を考慮する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，常設重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環

境条件における健全性については「重大事故等時の環境条件における健全性について」に記載する。 

常設重大事故防止設備は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す地盤上に設

置するとともに，地震，津波及び火災に対して，「重大事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本
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方針」，「重大事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」及び「重大事故等対処設備につい

て 2.2 火災による損傷の防止」に基づく設計とする。地震，津波，溢水及び火災に対して常設重大事故

防止設備は，設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り設計基準事

故対処設備等と位置的分散を図る。また，常設重大事故防止設備は，地震による使用済燃料プールからの

溢水に対して機能を損なわない設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対し

て，常設重大事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置するか，又は設

計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないように，設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り，

屋外に設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は，避雷設備等により防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等齧歯類の小動物に対して屋外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策に

より重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，油，冷却水を考慮し，常設重大

事故防止設備は設計基準事故対処設備等と異なる駆動源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，冷却源が同

じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と可能

な限り異なる水源をもつ設計とする。 

なお，常設重大事故緩和設備並びに常設重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備に該当しない常設

重大事故等対処設備は，共通要因に対して，同一の機能を有する設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，同一の機能を有する設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，又は修復性等を

考慮し，可能な限り頑健性を有する設計とする。 

さらに，重大事故等対処設備は，共通要因により，重大事故等対処設備の有する発電用原子炉の未臨界

移行機能，燃料冷却機能，格納容器除熱機能及び使用済燃料プール注水の各機能を損なわないよう，同一

の機能を有する重大事故等対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

②サポート系による要因：系統又は機器に供給される電力，燃料油，空気，冷却水，水源 

 

b. 類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災については，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 

 

 
 

 

 

  

Ab

B

対象外

考慮事項

常設重大事故防
止設備の共通要因
故障防止

※設計基準対象設備の機能喪失を想定して設置する重大事故等対処設備だけでなく，重大事故等時に設計基準事故対処
　 設備としての機能を期待する設備についても重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置づけている。これら設備につい
　 ては，共通要因故障を考慮すべき代替の対象となる設計基準対象施設がない。

①環境条件
　 自然現象
　 外部人為事象
　 溢水
　 火災

常設重大事故防止設備 設計基準事故対処設備

防止設備 共通要因の考慮
対象設備あり

屋内

屋外

共通要因の考慮
対象設備なし※

同一目的のSA設備
又はＤＢ設備あり

緩和設備，防止でも
緩和でもない設備

同一目的のSA設備
又はＤＢ設備なし

異なる駆動源，冷却源等

Cb

サポート系なし
対象外

重大事故等対処設備 共通要因故障対象設備

別の手段

対象外

②サポート系に
　 よる要因

サポート系あり
Ca

Aa
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じたものであること】 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

 ①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

項目 
DB 設備 常設 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 

環境条件 
第 12 条（安全施設）に基づく設
計とする。 

第 43 条第 1項第 1号の環境条件として健全性を確認している。 

地盤 
第 3条（設計基準対象施設の地
盤）に基づく地盤上に設置する。 

第 38 条（重大事故等対処施設の地盤）に基づく地盤上に設置する。 

自
然
現
象 

地震 
第 4条（地震による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 39 条（地震による損傷の防止）に基づく設計とする。 

位置的分散（2項） 

津波 
第 5条（津波による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 40 条（津波による損傷の防止）に基づく設計とする。 

位置的分散（2項） 

風（台風） 

第 6 条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

竜巻 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する 位置的分散（2項） 

低温（凍結） 

第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 

位置的分散（2項） 

降水 
第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

積雪 
第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

落雷 
第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

常設代替交流電源設備は，避雷設備等により
防護する設計とする。 

第 6 条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

地滑り 
第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

火山の影響 
第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

生物学的事象 
第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

ネズミ等齧歯類の小動物に対して屋外の常設
重大事故防止設備は，侵入防止対策により重
大事故等に対処するために必要な機能が損な
われるおそれのない設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 

位置的分散（2項） 

外
部
人
為
事
象 
火
災
・
爆
発 

森林火災 第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り，防火帯の内
側に設置し，延焼しない設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 

近隣工場等の
火災・爆発，
航空機落下火
災等 位置的分散（2項） 

有毒ガス 第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

船舶の衝突 第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

電磁的障害 第 6条（外部からの衝撃による損
傷の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損な
われないよう位置的分散を図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による
損傷の防止）に基づき設計され
た建屋内に設置する。 位置的分散（2項） 

故意による大型航
空機の衝突その他
のテロリズム 

－ 
（屋外の可搬型重大事故等対処設備は原子炉建屋等，屋外の常設重大事故等対処設備，屋外の設計基準事故対
処設備等から 100m の離隔距離を確保して複数箇所に保管する。） 

溢水 
第 9条（溢水による損傷の防止
等）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないよう位置的分散を図り
設置する。 

位置的分散（区画）（2項） 

火災 
第 8条（火災による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 41 条（火災による損傷の防止）に基づく設計とする。 

位置的分散（区画）（2項） 
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②サポート系 

共通要因 ポンプ等 発電機 弁 パラメータ 

電源 

・電源の多様性［常設

代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設

備（⇔非常用ディーゼ

ル発電機）］ 

－ 

・電源の多様性［常設

代替交流電源設備，

常設代替直流電源設

備（⇔非常用ディー

ゼル発電機）］ 

・電源の多重性 

（Ａ系：計装電源Ａ（区分Ⅰ）） 

（Ｂ系：計装電源Ｂ（区分Ⅱ）） 

※重大事故等対処設備の

みに使用するパラメー

タは，Ａ系またはＢ系よ

り給電可能 

・電源の多様性［常設

代替直流電源設備，

常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流

電源設備（⇔直流電

源設備，非常用ディ

ーゼル発電機）］ 

燃料油 － 

・位置的分散［第一ガ

スタービン発電機用

燃料タンク（⇔軽油

タンク）］ 

－ － 

空気 － － 

・駆動方式の多様性 

（高圧窒素ガスボンベ 

（⇔アキュムレータ）） 

－ 

冷却方式 

・冷却方式の多様性

［自己冷却（⇔原子

炉補機冷却系）］ 

・冷却方式の多様性

［空気冷却（⇔原子

炉補機冷却系）］ 

－ 

・冷却方式の多様性

［代替原子炉補機冷

却系（⇔原子炉補機

冷却系）］ 

水源 

・異なる水源［復水貯

蔵槽（⇔サプレッシ

ョンプール水）］ 

－ － － 

  ※括弧内の設備は，多様性の対象となる設計基準対象施設を表す。 
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(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

 

類型化区分 設計方針 関連資料 

①環境条件 

自然現象 

外部人為事象 

溢水 

火災 

共通 

生物学的事象のうち，ネズミ等齧歯類の小動物に対し

て，屋外の常設重大事故防止設備は，侵入防止対策を

実施することで機能が損なわれるおそれのない設計と

する。 

配置図 

系統図 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備 

共通要因

の考慮対

象設備あ

り 

屋

内 
Ａａ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋内 

地震，津波，溢水及び火災に対しては，設計基準事故

対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないよう

に，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散

を図る設計とする。 

風（台風），竜巻，積雪，低温（凍結），降水，落雷，火

山の影響，地滑り，生物学的事象，火災・爆発（森林火

災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置す

る。 

屋

外 
Ａｂ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋外 

地震，津波，溢水及び火災に対しては，設計基準事故

対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないよう

に，可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散

を図る設計とする。 

風（台風），竜巻，積雪，低温（凍結），降水，落雷，火

山の影響，地滑り，生物学的事象，火災・爆発（森林火

災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，設計基

準事故対処設備等と同時に機能が損なわれないよう位

置的分散を図り設置する。 

共通要因の考

慮対象設備な

し 

対象外 

◯防止設備－対象外（共通要因の考慮対象設備なし） 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及び

サポート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能

な限り頑健性を有する設計とする。） 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
及
び
防
止
で
も
緩

和
で
も
な
い
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

同一機能の設

備あり 
Ｂ 

◯緩和設備又は防止でも緩和でもない設備－対象（同

一目的の SA 設備あり） 

環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサ

ポート系の故障に対して，可能な限り多様性，位置的

分散を図る設計とする，若しくは修復性等を考慮し，

可能な限り頑健性を有する設計とする。 

同一機能の設

備なし 
対象外 

◯緩和設備又は防止でも緩和でもない設備－対象（同

一目的の SA 設備なし） 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及び

サポート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能

な限り頑健性を有する設計とする。） 

②サポート系 
サポート系あり 

異なる 

駆動源，

冷却源 

Ｃａ 

◯対象（サポート系有り）－異なる駆動源又は冷却源 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と

異なる駆動源，冷却源を用いる設計とする。また，水

源についても可能な限り異なる水源を用いる設計とす

る。 
系統図 

単線結線図 
別 の 手

段 
Ｃｂ 

◯対象（サポート系有り）－別の手段 

常設重大事故防止設備は，駆動源，冷却源が同じ場合

は別の手段が可能な設計とする。また，水源について

も可能な限り異なる水源を用いる設計とする。 

サポート系なし  － ◯対象外（サポート系なし） 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 1 号  

可搬型重大事故等対処設備の容量等について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の容量等の適合性を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せにより

達成する。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに，設備の

機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保することにより，必要な容量等に加え，十分に余裕

のある容量等を有する設計とする。 

なお，「容量等」とは，ポンプ流量，タンク容量，伝熱容量，発電機容量，蓄電池容量，ボンベ容量，計

測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れ

るものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる

設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は，

必要となる容量等を有する設備を 1基当たり 2 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

また，可搬型重大事故等対処設備のうち，負荷に直接接続する可搬型蓄電池，可搬型ボンベ等は，必要

となる容量等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検による待機

除外時のバックアップとして，発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加

え，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保する。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

(a) 容量 

・想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う 

(b) 数量 

・可搬型設備の使用方法を考慮し，必要数量を設計する。 

① 原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備かどうか 

② 負荷に直接接続する可搬型直流電源設備等か 

 

b. 類型化 

(a) 容量 

・類型化なし 

(b) 数量 

・原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備を「Ａ」，負荷に直接接続する可搬型設備を

「Ｂ」，それ以外を「Ｃ」に分類する。 

 

 

  

数量

Ｃ

考慮事項
・必要数量
　①原子炉建屋の外から
　　 水又は電力を供給す
     る設備か
　②負荷に直接接続する
  　 設備か

その他設備

Ａ

Ｂ

原子炉建屋の外から
水又は電力を供給する
設備

負荷に直接接続する
設備
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量を有するものである

こと】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた 

(1) 必要容量 

系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低減を図れるものは，同時に要求される可能性

のある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし，兼用できる設計とする。 

 

(2) 数量 

 

※1:高圧窒素ガスボンベについては，原子炉建屋内に配置することから，バックアップについても建

屋毎に設置することが適切であるため，1負荷当たり 1 セット（5 本）に加え，予備を 1基あたり

5 本以上確保する。 

 

 

類型化区分 設計方針 対象設備 

Ａ 

原子炉建屋の外から水又

は電力を供給する可搬型

設備 

必要となる容量等を有する設備を 6 号及び 7 号炉それぞれ

2 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを発電所全体で 1台以上確保

する。 

・可搬型代替注水ポンプ 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替原子炉補機冷却系 

・大容量送水車（海水取水用） 

Ｂ 

負荷に直接接続 

する可搬型設備 

必要となる容量等を有する設備を 6 号及び 7 号炉それぞれ

1 セットに加え，故障時のバックアップ及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを発電所全体で 1台以上確保

する。 

・高圧窒素ガスボンベ※1 

・逃がし安全弁用可搬型蓄

電池 

Ｃ 

その他設備 

必要となる容量等を有する設備を 6 号及び 7 号炉それぞれ

1 セット確保することに加え，プラントの安全性を向上さ

せる観点から，設備の信頼度等を考慮し，予備を確保する。 

・その他設備 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 2 号  

可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性を確認するための区分及び設計方針について整理

した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続できるように，

ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等を用い，配管は配管径や内部流体の圧力によって，

大口径配管又は高圧環境においてはフランジを用い，小口径配管かつ低圧環境においてはより簡便な接続

方式等を用いる設計とする。高圧窒素ガスボンベ，タンクローリ等については，各々専用の接続方式を用

いる。また，発電用原子炉施設間で相互に使用することができるように，6 号及び 7 号炉とも同一形状と

するとともに，同一ポンプを接続する配管は，口径を統一する等，複数の系統での接続方式の統一も考慮

する。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・容易かつ確実に接続できる設計とする。 

・相互に使用することができるように 6 号及び 7号炉とも同一形状とする。 

 

b. 類型化 

・内部流体等（水，空気，電気）に応じて各々適切な接続方式を採用しており，その接続形態に応じた

区分に類型化する。 

 

 

  

ケーブル

配管

その他
専用の接続

ボルト・ネジ接続

Ｄ

接続方法
常設設備と
接続するも
のに限る

考慮事項
　①容易かつ確実な接続
　②接続方式の統一

より簡便な接続方式等
による接続

フランジ接続

より簡便な接続方式等
による接続

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｃ
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2. 設計方針について  

【要求事項：常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接続する

ことができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易

かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること】 

 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

区分 設計方針 関連資料 備考 

Ａ 

ボルト・ネジ接続 

ケーブルは，ボルト・ネジ接続等を用い，容易かつ確実

に接続できる設計とする。また，発電用原子炉施設が相

互に使用することができるように 6号及び 7 号炉とも同

一形状の接続方式の設計とする。 

配置図 

接続図 

（写真） 

逃がし安全弁用可搬型

蓄電池 

可搬型代替交流電源設

備 等 

Ｂ 

フランジ接続 

配管は，大口径又は高圧の系統は，フランジ接続によ

り，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

発電用原子炉施設が相互に使用することができるように

6 号及び 7号炉とも同一形状，同口径の接続方式等とす

る。 

配置図 

接続図 

（写真） 

代替原子炉補機冷却系 

等 

Ｃ 

より簡便な接続 

ケーブルは，より簡便な接続方式としてスリップオン接

続を用い，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

小口径かつ低圧の系統は，簡便な接続方式として結合金

具を用い，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

発電用原子炉施設が相互に使用することができるように

6 号及び 7号炉とも同一形状とするとともに，同一ポン

プを接続する配管は口径を統一する等，複数の系統で

の接続方式の統一を図った設計とする。 

配置図 

接続図 

（写真） 

可搬型代替交流電源設

備 

可搬型代替注水ポンプ 

等 

Ｄ 

専用の接続 
上記以外の接続方法については，個別に設計する。 

配置図 

接続図 

（写真） 

高圧窒素ガスボンベ 

タンクローリ 等 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 3 号  

異なる複数の接続箇所の確保について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，異なる複数の接続箇所の確保を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備と常設設備との接続口は，共通要

因によって接続することができなくなることを防止するため，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置す

る設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水及び火災を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。こ

れらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半で

あることを考慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。自然現象の組

合せについては，地震，積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重

大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落

下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選

定する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，その機能を確実に発揮できる設計とするとともに，建屋の異なる面の隣接しない位置

又は屋内及び建屋面の適切な離隔距離をもった位置に複数箇所設置する。重大事故等時の環境条件におけ

る健全性については「重大事故等時の環境条件における健全性について」に記載する。風（台風），低温（凍

結），降水，積雪及び電磁的障害に対しては，環境条件にて考慮し，機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して接続口は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性について」に示す地盤上の屋

内又は建屋面に設置する。 

地震，津波及び火災に対しては，「重大事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計の基本方針」「重大事

故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」及び「重大事故等対処設備について 2.2 火災

による損傷の防止」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

風（台風），竜巻，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

に対して，建屋の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切な離隔距離をもった位置に複数箇

所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等齧歯類の小動物に対して，屋外に設置する場合は，開口部の閉止により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保で

きる接続口を設ける設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①重大事故等発生時における環境条件 

②自然現象 

③外部人為事象 

④溢水 

⑤火災 

⑥容量 

 

b. 類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の接続対象として，原子炉建屋の外から水又は電源供給するものを「Ａ」

と分類し，その他設備を対象外と分類。 

・複数の機能で一つの接続口を使用する設備については「ａ」，その他を「ｂ」と分類。 

 

 

  

可搬型重大事
故等対処設備

原子炉建屋の外から
水又は電力を供給する
設備の接続口

考慮事項
　・環境条件
　・自然現象
　・外部人為事象
　・溢水
　・火災
　・容量

対象外

複数の機能で
同時に使用

単独の機能で
使用

Ａａ

Ａｂ
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2. 設計方針について 

【要求事項：常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができなくなることを防

止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限

る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること】 

(1) 考慮事項に対する設計方針 

項目 可搬型 SA 設備と常設 SA 設備の接続口 

建屋面 屋内 

環境条件 第 43 条第 1 項第 1 号の環境条件として健全性を確認している 

位置的分散（複数箇所） 

地盤 第 38 条（重大事故等対処施設の地盤）に基づく地盤上に設置する。 

自
然
現
象 

地震 第 39 条（地震による損傷の防止）に基づく設計とする。 

津波 第 40 条（津波による損傷の防止）に基づく設計とする。 

風（台風） 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

竜巻 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

低温（凍結） 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。また，低温

による凍結に対して，各接続口が機

能を確保できる設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

降水 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。また，降水

による浸水に対して，各接続口が機

能を確保できる設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

積雪 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。また，積雪

に対して，各接続口が機能を確保で

きる設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

落雷 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

地滑り 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 
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火山の影響 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。また，降下

火砕物に対して，各接続口が機能を

確保できる設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

生物学的事象 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

外
部
人
為
事
象 

火
災
・
爆
発 

森林火災 接続口は，防火帯の内側の適切な離

隔距離を確保した複数箇所に設置す

る。 

 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

近隣工場等の火災・ 

爆発，航空機落下火

災等 

位置的分散（複数箇所） 

有毒ガス 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

船舶の衝突 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

電磁的障害 接続口は，適切な離隔距離を確保し

た複数箇所に設置する。また，電磁

波に対して，各接続口が機能を確保

できる設計とする。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づき設計された建屋内

又は適切な離隔距離をもって複数箇

所設置する。 

位置的分散（複数箇所） 

故意による大型航空機の

衝突その他テロリズム 

接続口は，適切な離隔距離を確保した複数箇所に設置する。 

 

溢水 溢水に対しては，想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置

する。 

 

位置的分散（複数箇所） 

火災 第 41 条（火災による損傷の防止）に基づく設計とする。 

 

位置的分散（複数箇所） 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

類型化区分 設計方針 関連資料 

Ａａ 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

る設備と常設設備との接続口は，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水

及び火災の影響による共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため，建屋の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面に適切

な離隔距離を確保した複数箇所に設置する。また，一つの接続口で，複数の

機能を兼用して使用する場合には，それぞれの機能に必要な容量が確保でき

る接続口を設ける。 

接続図 

Ａｂ 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建屋の外から水又は電力を供給す

る設備と常設設備との接続口は，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水

及び火災の影響による共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため，建屋の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面に適切

な離隔距離を確保した複数箇所に設置する。 

接続図 

対象外 －  

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 4 号  

可搬型重大事故等対処設備の設置場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の設置場所を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との

接続に支障がないように，放射線量の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への

遮蔽の設置等により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・放射線の影響 

 

2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付

け，及び常設設備と接続することができるよう，放射線が高くなるおそれが少ない設置場所の

選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

設計方針 関連資料 

可搬型重大事故等対処設備は，放射線量の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設

備の設置場所への遮蔽の設置等により，想定される重大事故等が発生した場合において

も，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

配置図 

接続図 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 5 号  

保管場所について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故等対処設備の保管場所を確認するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム，設計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。こ

れらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響及び生物学的事象を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為による

ものが大半であることを考慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，可

搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，可搬型重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆

発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムを選定する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時

の環境条件における健全性については「重大事故等時の環境条件における健全性について」に記載する。 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性に

ついて」に示す地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないこ

とを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液

状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等

の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大事故等対処設備について 2.1.2 耐震設計

の基本方針」，「重大事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」にて考慮された設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大事故等対処設備について 2.2 火災による損傷の防

止」に基づく火災防護を行う。 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対し

て，可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管するか，又

は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，防火帯の内側

の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大
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事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子

炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大

事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以

上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

・環境条件 

・自然現象 

・外部人為現象 

・溢水 

・火災 

 

b. 類型化 

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所で，屋内「Ａ」と屋外「Ｂ」に分類し，さらに当該設備に対応

する常設重大事故等対処設備があるものについては，「Ａａ」又は「Ｂａ」，対応する常設重大事故等

対処設備がないものは，「Ａｂ」又は「Ｂｂ」に分類し，分散配置の考え方を明確にした。 

 

 

  

  

屋内
共通要因の考慮対象設備あり保管場所 Ａａ

共通要因の考慮対象設備なし Ａｂ

考慮事項
　①環境条件
　②自然現象
　③外部人為事象
　④溢水
　⑤火災

Ｂａ

共通要因の考慮対象設備なし Ｂｂ

屋外
共通要因の考慮対象設備あり
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2. 設計方針について 

【要求事項：地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事

故等対処設備と異なる保管場所に保管すること】 

(1) 各考慮事項における設計方針について，以下の表にまとめた。 

項目 
DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

環境条件 
第 12 条（安全施設）に基
づく設計とする。 

第 43 条第 1項第 1号の環境条件として健全性を確認している。 

地盤 

第 3条（設計基準対象施
設の地盤）に基づく地盤
上に設置する。 

第 38 条（重大事故等対処施設の地
盤）に基づく地盤上に設置する。 

地震により生ずる敷地下斜面のすべ
り，液状化又は揺すり込みによる不
等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤

支持力の不足，地中埋設構造物の損
壊等の影響により，必要な機能を喪
失しない複数の位置に分散して保管

する。 

第 38 条（重大事
故等対処施設の地
盤）に基づき設置

された建屋内に保
管する設計とす
る。 

自
然
現
象 

地震 第 4条（地震による損傷

の防止）に基づく設計と
する。 

第 39 条（地震による損傷の防止）

に基づく設計とする。 

第 39 条（地震による損傷の防止）に基づく設計とす

る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

津波 第 5条（津波による損傷の

防止）に基づく設計とす
る。 

第 40 条（津波による損傷の防止）に 

基づく設計とする。 
（高台及び水密区画） 

第 40 条（津波による損傷の防止）に基づく設計とする。 

（高台及び水密区画） 

位置的分散（2項）  

風 
（台風） 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機

能が損なわれない
よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た屋内に設置す

る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対
処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，

複数箇所に分散して保管する設計と
する。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

竜巻 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機

能が損なわれない
よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た屋内に設置す

る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対
処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，

複数箇所に分散して保管する設計と
する。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 
 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

低温 
（凍結) 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機

能が損なわれない
よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た屋内に設置す

る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対
処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，

複数箇所に分散して保管する設計と
する。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

降水 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機

能が損なわれない
よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た屋内に設置す

る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対
処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，

複数箇所に分散して保管する設計と
する。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

積雪 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく

設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機

能が損なわれない
よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6 条（外部か
らの衝撃による

損傷の防止）に
基づき設計され
た屋内に設置す

る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損

なわれないように，設計基準事故対
処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，

複数箇所に分散して保管する設計と
する。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された屋内に
保管する設計とす

る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 
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項目 
DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

自
然
現

象 

落雷 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機
能が損なわれない

よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に基づき
設計された屋内に設置する。 
設計基準事故等対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能が損なわれないように，設計基準事
故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設
備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管する

設計とする。 

第 6 条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

地滑り 第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機
能が損なわれない

よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損
なわれないように，設計基準事故対

処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，
複数箇所に分散して保管する設計と

する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

火山の
影響 

第 6条（外部からの衝撃に
よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機
能が損なわれない

よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損
なわれないように，設計基準事故対

処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，
複数箇所に分散して保管する設計と

する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

生物学
的事象 

第 6条（外部からの衝撃
による損傷の防止）に基
づく設計とする。 

設計基準事故対処
設備等と同時に機
能が損なわれない

よう位置的分散を
図り設置する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た屋内に設置す
る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重
大事故等対処設備と同時に機能が損
なわれないように，設計基準事故対

処設備等の配置も含めて常設重大事
故等対処設備と位置的分散を図り，
複数箇所に分散して保管する設計と

する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項）  

外
部
人
為
事
象 

火
災
・
爆
発 

森林 

火災 

第 6条（外部からの衝撃に

よる損傷の防止）に基づく
設計とする。 

設計基準事故対処

設備等と同時に機
能が損なわれない
よう位置的分散を

図り，防火帯の内側
に設置し，延焼しな
い設計とする。 

第 6 条（外部か

らの衝撃による
損傷の防止）に
基づき設計され

た屋内に設置す
る。 

設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能が損
なわれないように，設計基準事故対
処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り，
防火帯の内側の複数箇所に分散して
保管する設計とする。 

第 6 条（外部から

の衝撃による損傷
の防止）に基づき
設計された屋内に

保管する設計とす
る。 

近隣工
場の火
災・ 

爆発，
航空機
落下火

災等 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

有毒ガス 

第 6条（外部からの衝撃
による損傷の防止）に基
づく設計とする。 

設計基準事故対
処設備等と同時
に機能が損なわ

れないよう位置
的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部
からの衝撃に
よる損傷の防

止）に基づき
設計された屋
内に設置す

る。 

設計基準事故対処設備等及び常設
重大事故等対処設備と同時に機能
が損なわれないように，設計基準

事故対処設備等の配置も含めて常
設重大事故等対処設備と位置的分
散を図り，複数箇所に分散して保

管する設計とする。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された屋内に 
保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

船舶の 

衝突 

第 6条（外部からの衝撃

による損傷の防止）に基
づく設計とする。 

設計基準事故対

処設備等と同時
に機能が損なわ
れないよう位置

的分散を図り設
置する。 

第 6条（外部

からの衝撃に
よる損傷の防
止）に基づき

設計された屋
内に設置す
る。 

設計基準事故対処設備等及び常設

重大事故等対処設備と同時に機能
が損なわれないように，設計基準
事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分
散を図り，複数箇所に分散して保
管する設計とする。 

第 6条（外部から

の衝撃による損傷
の防止）に基づき
設計された屋内に

保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

電磁的 

障害 

第 6条（外部からの衝撃

による損傷の防止）に基
づく設計とする。 

設計基準事故対

処設備等と同時
にその機能が損
なわれないよう

位置的分散を図
り設置する。 

第 6条（外部

からの衝撃に
よる損傷の防
止）に基づき

設計された屋
内に設置す
る。 

設計基準事故対処設備等及び常設

重大事故等対処設備と同時に機能
が損なわれないように，設計基準
事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分
散を図り，複数箇所に分散して保
管する設計とする。 

第 6条（外部から

の衝撃による損傷
の防止）に基づき
設計された屋内に

保管する設計とす
る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 
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項目 
DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

外
部
人

為
事
象 

故意によ

る大型航
空機の衝
突その他

テロリズ
ム 

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に保管する設計とする。建屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以上の離隔距離を確保すると

ともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重
大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計と
する。 

― 

位置的分散（3項） 

溢水 

第 9条（溢水による損傷の

防止等）に基づく設計とす
る。 

設計基準事故対処設備等と同時に機

能が損なわれないよう位置的分散を
図り設置する。 

屋外タンクからの溢水による影響を

受けない場所に保管する。 

設計基準事故対処

設備等と同時に機
能が損なわれない
よう位置的分散を

図り設置する。 位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 

火災 

第 8条（火災による損傷
の防止）に基づく設計と
する。 

第 41 条（火災による損傷の防止）
に基づく設計とする。 

第 41 条（火災による損傷の防止）に基づく設計とす
る。 

位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

 

類型化区分 設計方針 関連資料 

共通 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，溢水及び火災に対して，設計基準事故

対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図

り，防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

－ 

Ａa 

屋内 

（共通要因の考慮

対象設備あり） 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた屋内に保管する。また，可搬型重大事

故等対処設備のうち設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備の機能を

代替するものは，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故

等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に保管する設計とする。 

配置図， 

保管場所図 

Ａb 

屋内 

（共通要因の考慮

対象設備なし） 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火

災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた屋内に保管する設計とする。 

Ｂa 

屋外 

（共通要因の考慮

対象設備あり） 

可搬型重大事故等対処設備は，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により，必要な機能を喪失しない複数の位置に分散して保管す

る設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），

有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，設計基準事故対処設備等及び常設

重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設計基準事

故対処設備等の配置も含めて，設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図り複数箇所に保管する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対し

て，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以上の離隔距離を確

保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計

基準対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離を確保した上

で，複数の箇所に分散して保管する設計とする。 

Ｂb 

屋外 

（共通要因の考慮

対象設備なし） 

可搬型重大事故等対処設備は，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により，必要な機能を喪失しない複数の位置に分散して保管す

る設計とする。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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■ 設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号  

アクセスルートについて 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目のうち，発電

所内の屋外道路及び屋内通路を確保するための区分及び設計方針について整理した。 

(1) 基本設計方針 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できるよう，以下の設計とする。 

屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所

及び接続場所まで運搬するための経路又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」とい

う。）は，自然現象，発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，

溢水及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを

確保する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所

敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち，

発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間

余裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，低温

（凍結），降水，積雪及び火山の影響を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為に

よるものが大半であることを考慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。また，

地滑りについては，地震による影響に包絡される。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地

及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダ

ムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれが

ある事象として選定する火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対し

て，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他

自然現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，複数のアクセスルート

の中から状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを 4

台（予備1台）保管，使用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下

も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よりも高い位置にアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達するこ

とを想定した上で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで，通行性を確保できる設計とする。また，

不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行う，迂回する，又は砕石による段差

解消対策により対処する設計とする。 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，低温（凍結）及び積雪に対して，道路については融雪剤を配

備し，車両については走行可能なタイヤを装着することにより通行性を確保できる設計とする。なお，融雪剤の配備

等については，『「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料（以下「技術的能力説明資料」という）1.0 

重大事故等対策における共通事項』に示す。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等に

ついては，「技術的能力説明資料 2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応」に示す。 

屋外アクセスルートの地震発生時における，火災の発生防止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災

の拡大防止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは，自然現象として選定する津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象による影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とす

る。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半であることを考慮し，森林火

災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 
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また，発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものとして選定する火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒

ガスに対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。 

屋内アクセスルートにおいては，機器からの溢水に対して適切な防護具を着用する。また，地震時に通行が阻害さ

れないように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻

害される場合は迂回する，又は乗り越える。 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い,移動時及び作業時の状況

に応じて着用する。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明設備を配備する。これらの運用につ

いては，「技術的能力説明資料1.0 重大事故等対策における共通事項」に示す。 

 

 

 

 

(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①自然現象 

②外部人為事象 

③溢水 

④火災 

⑤夜間及び停電時 

 

b. 類型化 

・屋内アクセスルートと屋外アクセスルートに分類した。 

 

  

 

考慮事項
　①自然現象
　②外部人為事象
　③溢水
　④火災
　⑤夜間及び停電時

屋内

屋外

アクセスルート A

B
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2. 設計方針について 

【要求事項：想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被

害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること】 

各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

 

 ① 自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

考慮事項 屋内 屋外 

地盤 

耐震設計を行った建屋内に，迂回路も考慮した

複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

（第38条（重大事故等対処施設の地盤））に基

づく地盤上に設置された建屋内に確保する） 

地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上

で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行う

ことで，通行性を確保できる設計とする。 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される

箇所においては，段差緩和対策等を行う，迂回する，

又は砕石による段差解消対策により対処する設計

とする。 

自
然
現
象 

地震 

（第39条対応） 

（地滑り含む） 

耐震設計を行った建屋内に，迂回路も考慮した

複数のアクセスルートを確保することにより通

行可能な設計とする。 

（第39条（地震による損傷防止）に基づき設置

された建屋内に確保する資機材転倒時の通行性

確保対策及び地震随伴溢水を想定した防護具の

配備については，「技術的能力説明資料 1.0重

大事故等対策における共通事項」に示す。 

地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上

で，ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行う

ことで，通行性を確保できる設計とする。 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇

所においては，段差緩和対策等を行う，迂回する，

又は砕石による段差解消対策により対処する。 

 

津波 

（第40条対応） 

基準津波による遡上高さに対し高い位置の敷地

に設置される建物内にアクセスルートを設定す

るため，影響を受けない。 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大

水位よりも高い位置にアクセスルートを確保する

設計とする。 

風（台風） 

（飛来物） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

アクセスルート上の台風及び竜巻による飛来物に

ついては，ホイールローダによる撤去を行う設計と

する。 竜巻（飛来物） 

低温（凍結） 

（温度条件） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

アクセスルート上の凍結については，融雪剤を散布

することで通行性を確保できる設計とする。 

凍結時にも走行可能なタイヤを装着する。（「技術的

能力説明資料 1.0重大事故等対策における共通事

項」） 

降水 

（屋外設備） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響

を受けない箇所にアクセスルートを確保する設計

とする。 

積雪 

（積雪荷重） 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

アクセスルート上の積雪については，ホイールロー

ダによる撤去を行う設計とする。 

積雪時にも走行可能なタイヤを装着する。（「技術的

能力説明資料 1.0重大事故等対策における共通事

項」） 

 

火山の影響 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

アクセスルート上の降下火砕物については，ホイー

ルローダによる撤去を行う設計とする。 

外
部
人
為
事
象 

火
災
・
爆
発 

森林火災 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

森林火災の影響を考慮し，防火帯内に迂回路も考慮

した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

近隣工場等の火

災・爆発，航空機

落下火災等 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

有毒ガス 

第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）に

基づき設置された建屋内にアクセスルートを確

保する設計とする。 

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 
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考慮事項 屋内 屋外 

外
部
人
為
事
象 

故意による大型航空

機衝突その他テロリ

ズム 

複数ルートの確保，消火活動及びがれき撤去の考え方については，「技術的能力説明資料2. 大規模な

自然災害又は故意による大型航空機衝突その他テロリズムへの対応」に示す。 

溢水 

屋内アクセスルートにおける溢水に対しては

防護具の着用により通行できる。（「技術的能力

説明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」） 

地震による屋外タンクからの溢水に対し，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けな

い箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

火災 火災防護計画に定める。 

火災の発生防止策（可燃物収納容器の固縛による転

倒防止）及び火災の拡大防止策（大量の可燃物を内

包する変圧器の防油堤の設置）については，「火災防

護計画」に定める。 

夜間及び停電時 

可搬型設備の運用については，「技術的能力説

明資料 1.0 重大事故等対策における共通事

項」に示す。 

可搬型設備の運用については，「技術的能力説明資

料 1.0重大事故等対策における共通事項」に示す。 
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(2) 各区分における設計方針について，以下の表にまとめた。 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す。 

類型化区分 設計方針 関連資料 備考 

 

アクセス必要 迂回路も考慮して複数アクセスルートを確保する。   

Ａ 

屋内 

◯屋内アクセスルートの確保 

地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防

止対策及び火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される場合は迂回又

は乗り越える。 

自然現象による影響（津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象）及び外部人為事象（火災・爆発（森林火災，近隣工

場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガス）に対して，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋内にアクセスルートを確保する設計とする。 

アクセスルート

図 
 

 
Ｂ 

屋外 

◯屋外アクセスルートの確保 

地震による影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），そ

の他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪，火山の影響）

を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なルー

トを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを4台（予備1台）保管，

使用する。また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確

保する設計とする。 

津波の影響については，基準津波による遡上域最大水位よりも高い位置にアクセ

スルートを確保する設計とする。 

発電所敷地内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもののうち，火災・爆発（森林火

災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対して，迂回

路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダによる崩壊

箇所の仮復旧を行い，通行性の確保が可能な設計とする。また，不等沈下等に伴

う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策等を行う，迂回する，

又は砕石による段差解消対策により対処する。 

屋外アクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち，低温（凍結）及び積雪に対

して，道路については融雪剤を配備し，車両については走行可能なタイヤを装着

することにより通行性を確保できる設計とする。 

アクセスルート

図 
 

対象外 

（アクセス不要） 
中央制御室又は緊急時対策所で保管及び使用する。 －  
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■設置許可基準規則 第 43 条 第 3 項 第 7 号  

可搬型重大事故防止設備の共通要因故障について 

1. 概要 

重大事故等対処設備の基準適合性を確認するにあたり，設置許可基準規則により要求されている項目の

うち，可搬型重大事故防止設備の共通要因故障防止に関する健全性を確認するための区分及び設計方針に

ついて整理した。 

(1) 基本設計方針 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮して適切な

措置を講じた設計とする。 

共通要因としては，環境条件，自然現象，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施

設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの，溢水，火災及びサポート

系の故障を考慮する。 

発電所敷地で想定される自然現象については，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発電所敷

地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。こ

れらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学

的事象を選定する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，地

震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を

選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大半であること

を考慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・爆発）として選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるものについては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の事象を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での発生の可能性，重

大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落

下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選

定する。また，設計基準事故対処設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては，火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を

講じることとする。 

建屋については，地震，津波，火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても，可能な限り多様性を考慮する。 

環境条件に対しては，想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重及びその他の

使用条件において，可搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時

の環境条件における健全性については「重大事故等時の環境条件における健全性について」に記載する。 

地震に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，「原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性に

ついて」に示す地盤上に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は，転倒しないこ

とを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液

状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等

の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管する設計とする。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は，「重大事故等対処設備について 2.1.2 耐震設
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計の基本方針」，「重大事故等対処設備について 2.1.3 津波による損傷の防止」にて考慮された設計

とする。火災に対して可搬型重大事故等対処設備は「重大事故等対処設備について 2.2 火災による損

傷の防止」に基づく火災防護を行う。 

地震，津波，溢水及び火災に対して可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等及び常設重

大事故防止設備と同時に機能を損なうおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故防止設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発

（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対し

て，可搬型重大事故防止設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管するか，又は

設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように，設

計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数箇

所に分散して保管する設計とする。クラゲ等の海生生物の影響により可搬型重大事故等対処設備の取水ラ

インが閉塞する場合には，予備の可搬型重大事故等対処設備によって取水を継続し，閉塞箇所の清掃を行

うことで対応できるよう，クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対

処設備は，予備を有する設計とする。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，屋内の可搬型重大

事故防止設備は，可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故防止設備と位置的分散

を図り複数箇所に分散して保管する設計とする。屋外に保管する可搬型重大事故防止設備は，原子炉建屋，

タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故防

止設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備から 100m 以上の

離隔距離を確保した上で，複数箇所に分散して保管する設計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又は機器に供給される電力，空気，油，冷却水を考慮し，可搬型重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源を用いる

設計とするか，駆動源，冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能な

限り，異なる水源を用いる設計とする。 

なお，可搬型重大事故緩和設備並びに可搬型重大事故防止設備及び可搬型重大事故緩和設備に該当しな

い可搬型重大事故等対処設備は，共通要因により同一の機能を有する設備と同時に機能を損なうおそれが

ないように，同一の機能を有する設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とするか，又は可能な

限り頑健性を有する設計とする。 

さらに，重大事故等対処設備は，共通要因により重大事故等対処設備の有する発電用原子炉の未臨界移

行機能，燃料冷却機能，格納容器除熱機能及び使用済燃料プール注水の各機能を同時に損なうおそれがな

いように，同一の機能を有する重大事故等対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図る設計とする。 
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(2) 類型化の考え方 

a. 考慮事項 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

②サポート系の故障：系統又は機器に供給される電源，燃料油，空気，冷却水，水源 

 

b. 類型化 

①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災については，屋内設備と屋外設備に分類する。 

②サポート系による要因については，設備ごとに考慮する。 

 

 

  

 

  

可搬型重大事故防止設備
設計基準事故対処設備等

又は
常設重大事故防止設備

緩和設備，防止でも
緩和でもない設備 同一目的のSA設備

又はＤＢ設備あり

同一目的のSA設備
又はＤＢ設備なし

Ca

別の手段 Cb

サポート系なし
対象外

重大事故等対処設備 共通要因故障対象設備

対象外

Aa

屋外 Ab

共通要因の考慮
対象設備なし

対象外

B

考慮事項

可搬型重大事故
防止設備の共通
要因故障防止

①環境条件
　 自然現象
　 外部人為事象
　 溢水
　 火災

共通要因の考慮
対象設備あり防止設備

屋内

②サポート系によ
る要因

サポート系あり
異なる駆動源，冷却源等
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2. 設計方針について 

【要求事項：重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機

能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至

るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること】 

 

(1) 各考慮事項に対する設計方針は以下のとおり。 

 ①環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災 

項目 
DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

環境条件 第 12 条（安全施設）に基づく設計
とする。 

第 43 条第 1項第 1号の環境条件として健全性を確認している 

地盤 第 3条（設計基準対象施設の地盤）

に基づく地盤上に設置する。 

第 38 条（重大事故等対処施設の地盤）に

基づく地盤上に設置する。 

第 43 条第 3項第 5

号に基づく保管場
所に保管する。 

第 38 条（重大事

故等対処施設の地
盤）に基づき設置
された建屋内に保

管する。 

自
然
現
象 

地震 第 4条（地震による損傷の防止）に

基づく設計とする。 

第 39 条（地震による損傷の防止）に基づ

く設計とする。 

第 43 条第 3項第 5

号に基づく保管場
所に保管する。 

第 39 条（地震に

よる損傷の防止）
に基づき設計され
た建屋内に設置す

る。 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

津波 第 5条（津波による損傷の防止）に
基づく設計とする。 

第 40 条（津波による損傷の防止）に基づ
く設計とする。 

第 43 条第 3項第 5号に基づき，基準
津波の影響を受けない場所に保管す
る。 

位置的分散（2項）  

風 

（台風） 

第 6 条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設

備等と同時に機能が
損なわれないよう位
置的分散を図り設置

する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設計
された建屋内に設

置する。 

設計基準事故対処

設備等及び常設重
大事故防止設備と
位 置的分散 を図

り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設
計された建屋内に

保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

竜巻 第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設

備等と同時に機能が
損なわれないよう位
置的分散を図り設置

する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設計
された建屋内に設

置する。 

設計基準事故対処

設備等及び常設重
大事故防止設備と
位 置的分散 を図

り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設
計された建屋内に

保管する。 
 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

低温（凍
結） 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が

損なわれないよう位
置的分散を図り設置
する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設計
された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重

大事故防止設備と
位 置的分散 を図
り，複数箇所に分

散して保管する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設
計された建屋内に
保管する。 

 
位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

降水 第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設

備等と同時に機能が
損なわれないよう位
置的分散を図り設置

する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設計
された建屋内に設

置する。 

設計基準事故対処

設備等及び常設重
大事故防止設備と
位 置的分散 を図

り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の
防止）に基づき設
計された建屋内に

保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

積雪 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が

損なわれないよう位
置的分散を図り設置
する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設計
された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重

大事故防止設備と
位 置的分散 を図
り，複数箇所に分

散して保管する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設
計された建屋内に
保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 



共 2－58 

 

項目 
DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

自
然
現

象 

落雷 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が
損なわれないよう位

置的分散を図り設置
する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の
防止）に基づき設計

された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重
大事故防止設備と

位 置的分散 を図
り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の
防止）に基づき設

計された建屋内に
保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

地滑り 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が

損なわれないよう位
置的分散を図り設置
する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された建屋内
に設置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重

大事故防止設備と
位置的分散を図
り，複数箇所に分

散して保管する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷

の防止）に基づき
設計された建屋内
に保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

火山の影
響 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が
損なわれないよう位

置的分散を図り設置
する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された建屋内
に設置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重
大事故防止設備と

位置的分散を図
り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損傷
の防止）に基づき

設計された建屋内
に保管する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

生物学的
事象 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が

損なわれないよう位
置的分散を図り設置
する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の

防止）に基づき設計
された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重

大事故防止設備と
位 置的分散 を図
り，複数箇所に分

散して保管する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損

傷の防止）に基
づき設計された
建屋内に保管す

る。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

外
部
人
為
事
象 

火
災
・
爆
発 

森林 
火災 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設
備等と同時に機能が
損なわれないよう位

置的分散を図り，防
火帯の内側に設置
し，延焼しない設計

とする。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の
防止）に基づき設計

された建屋内に設
置する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重
大事故防止設備と

位 置的分散 を図
り，防火帯の内側
に複数箇所に分散

して保管する。 

第 6条（外部から
の衝撃による損
傷の防止）に基

づき設計された
建屋内に保管す
る。 

近隣工

場の火
災・ 
爆発，

航空機
落下火
災等 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

有毒ガス 第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備
等と同時に機能が損な
われないよう位置的分

散を図り設置する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の防
止）に基づき設計さ

れた建屋内に設置す
る。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重
大事故防止設備と

位置的分散を図
り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た建屋内に保管
する。 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

船舶の衝
突 

第 6条（外部からの衝撃による損傷
の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備
等と同時に機能が損な
われないよう位置的分

散を図り設置する。 

第 6条（外部からの
衝撃による損傷の防
止）に基づき設計さ

れた建屋内に設置す
る。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重
大事故防止設備と

位置的分散を図
り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部か
らの衝撃による
損傷の防止）に

基づき設計され
た建屋内に保管
する。 位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

電磁的障

害 

第 6条（外部からの衝撃による損傷

の防止）に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備

等と同時に機能が損な
われないよう位置的分
散を図り設置する。 

第 6条（外部からの

衝撃による損傷の防
止）に基づき設計さ
れた建屋内に設置す

る。 

設計基準事故対処

設備等及び常設重
大事故防止設備と
位置的分散を図

り，複数箇所に分
散して保管する。 

第 6条（外部か

らの衝撃による
損傷の防止）に
基づき設計され

た建屋内に保管
する。 

位置的分散（2項） 

位置的分散（3項） 

故意によ
る大型航

空機の衝
突その他
テロリズ

ム 

可搬型重大事故防止設備は，原子炉建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の保管場所に分
散して保管することで，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と同時に機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

－ 
 

位置的分散（3項） 
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項目 
DB 設備 常設 SA 設備 可搬型 SA 設備 

屋外 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 

溢水 第 9条（溢水による損傷の防止等）
に基づく設計とする。 

設計基準事故対処設備等と同時に機能が
損なわれないよう位置的分散を図り設置
する。 

設計基準事故対処
設備等及び常設重
大事故防止設備と

位置的分散を図
り，高所に保管す
る。 

設計基準事故対
処設備等及び常
設重大事故防止

設備と可能な限
り位置的分散を
図り設置する。 位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 

火災 第 8条（火災による損傷の防止）に
基づく設計とする。 

第 41 条（火災による損傷の防止）に基づ
く設計とする。 

火災防護計画に基づき，火災の発生防
止，感知，消火対策を行う。 

位置的分散（区画）（2項） 

位置的分散（区画）（3項） 

 

②サポート系 

共通要因 ポンプ等 発電機 

電源 

（駆動方式含む） 

・電源の多様性 

［可搬型代替交流電源設備（⇔非常用デ

ィーゼル発電機）］ 

・駆動方式の多様性［エンジン駆動（⇔

非常用ディーゼル発電機）］ 

－ 

燃料油 ・位置的分散（軽油タンク） 

・位置的分散（軽油タンク） 

・燃料移送の多重性［タンクローリ（⇔

燃料移送ポンプ，第一ガスタービン

発電機用燃料移送ポンプ）］ 

空気 － － 

冷却方式 
・冷却方式の多様性 

［自己冷却（⇔原子炉補機冷却系）］ 

・冷却方式の多様性 

［空気冷却（⇔原子炉補機冷却系）］ 

水源 

・異なる水源［代替淡水源（防火水槽，

淡水貯水池），海水（⇔サプレッショ

ンチェンバ，復水貯蔵槽）］ 

－ 

※括弧内の設備は，多様性等の対象となる設計基準対象施設を表す。 
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(2) 各区分における設計方針については，以下の表にまとめた 

類型化区分 設計方針 関連資料 

①環境条件 

自然現象 

外部人為事象 

溢水 

火災 

共通 

生物学的事象のうち，ネズミ等齧歯類の小動物に対して，屋

外の可搬型重大事故防止設備は，侵入防止対策を実施するこ

とで機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

配置図 

系統図 

接続図 

保管場所図 

重
大
事
故
防
止
設
備 

共通要因

の考慮対

象設備あ

り 

屋内 Ａａ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋内 

地震，溢水及び火災に対しては，設計基準事故対処設備等及

び常設重大事故防止設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，可能な限り設計基準事故対処設備等及び常設重大事

故防止設備と位置的分散を図る。 

津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，

地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船

舶の衝突，電磁的障害に対して外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋内に設置する。 

屋外 Ａｂ 

◯防止設備－対象（代替対象 DB 設備有り）－屋外 

地震による周辺構造物及び周辺タンクの損壊，周辺斜面の崩

壊，敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等

沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力不足，地下埋設構造

物の損壊，淡水貯水池の堰及び送水配管の損傷等の影響によ

り，必要な機能を喪失しない場所に複数に分散して配置する。 

風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工

場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害に対して，設計基準事故対処設備等及び常設

重大事故防止設備と位置的分散を図り，防火帯内側の屋外に

保管する。 

故意による大型航空機の衝突その他テロリズムに対して，原

子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から 100m 以上

の離隔距離を確保した複数の保管場所に分散して保管するこ

とで，設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

共通要因の考慮対

象設備なし 
対象外 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポ

ート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能な限り頑健

性をもたせた設計とする。） 

緩
和
設
備
・ 

防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備 

同一機能の設備あ

り又は代替対象 DB

設備あり 
Ｂ 

◯緩和設備，防止・緩和以外－対象（同一目的の SA 設備，代

替対象 DB 設備有り） 

環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポー

ト系の故障に対して，設計基準事故対処設備等又は同一目的

の重大事故対処設備と可能な限り多様性，位置的分散を図っ

た設計とする。 

同一機能の設備な

し又は代替対象 DB

設備なし 対象外 

－ 

（環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポ

ート系の故障に対して，修復性等を考慮し，可能な限り頑健

性をもたせた設計とする。） 

②サポート系 サポート系

あり 

異なる 

駆動源， 

冷却源 Ｃａ 

◯対象（サポート系有り）－異なる駆動源又は冷却源 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等又は常

設重大事故防止設備と可能な限り異なる駆動源，冷却源を用

いる設計とする。また，水源についても可能な限り異なる水

源を用いる設計とする。 
系統図 

単線結線図 
別の手段 

Ｃｂ 

◯対象（サポート系有り）－別の手段 

可搬型重大事故防止設備は，駆動源，冷却源が同じ場合は別

の手段が可能な設計とする。また，水源についても可能な限

り異なる水源を用いる設計とする。 

サポート系

なし 

 
対象外 － 

※個別条文で記載する事項を下波部で示す 
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重大事故等対処設備の環境条件について 

 

重大事故等対処設備については，保管時・機能要求時に適切な設計条件を与える必要がある。 

保管時については，重大事故等対処設備は，環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水，火災及びサポ

ート系の故障に対して，可能な限りの多様性，独立性を確保した設計とする。また，多様性を確保できな

い場合は，修復性等を考慮し，可能な限り頑健性をもたせた設計とする。 

重大事故等対処設備の機能要求時の環境条件については，自然現象を考慮に入れた適切な規模を想定

する必要がある。重大事故等については，設計基準では発生しないとしているため，発生要因は特定せず

にランダムで発生している状況を考慮する。その際に考慮すべき自然現象については，基本的に第六条

（その他自然現象）での設計基準の考え方に基づいて設定する。以下に検討の考え方を示す。 

・検討対象は，第六条で考慮している 42 事象に地震・津波を加えた 44 事象とし，第六条と同様に以

下に示す評価基準を適用する。 

基準 A：プラントに影響を与えるほど接近した場所で発生しない。 

基準 B：ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知し，ハザードを排除できる。 

基準 C：プラント設計上，考慮された事象と比べて，設備等への影響度が同等若しくはそれ以下又

はプラントの安全性が損なわれることがない。 

基準 D：影響が他の事象に包絡される。 

・想定する規模としては，重大事故等がランダムに発生した際の環境条件であることから，日常的な規

模からある程度の保守性を持った値を設定するべきと考えられる。また，重大事故等が収束するまで

の短期荷重について想定する。具体的な規模としては，年最大値の平均を参照するものとする。また

参考として，第六条での自然現象/人為事象の重畳検討において設計基準規模の主事象に対して重畳

する副事象として年超過確率 10-2 の規模を想定していることから，設計基準よりも低頻度と考えら

れる重大事故等に対する環境条件としては年超過確率 10-1の規模についても参照し，2つのうち厳し

い値を保守的に採用するものとする（表 1参照）。 

 

表 1 環境条件で想定する規模 

 事象① 事象② 

第六条（その他

自然現象） 

重畳の考え方 

設計基準の自然現象 

（主事象） 

年超過確率 10-2に相当する規模 

（副事象） 

第四十三条 

環境条件 

重大事故等 

（設計基準より低頻度） 

年最大値の平均値または年超過

確率 10-1 に相当する規模のうち

の厳しい値を採用 

 

以上の考え方に基づき，環境条件として設定する自然現象の選定及び規模について検討した結果を表 2

に示す。環境条件と設定する自然現象としては降水，積雪，風（台風），低温（凍結）が選定された。 

高頻度 

（規模小） 

低頻度 

（規模大） 
事象①×事象②で

同程度の頻度を考

慮する。 

共3-1



No. 事象*1 評価基準*2 重大事故等における環境条件としての特記事項 環境条件設定値

1 地震 － 第三十九条における評価に包絡。 －

2 津波 C 年超過確率10-1の規模の津波が発生したとしても重大事故等対処設備に影響を
及ぼさない。

－

3 降水 － 環境条件として適切な規模を考慮する必要がある。

以下の値から評価対象に応じて
影響時間等を考慮して設定

＜1時間降水量＞10-1/y値：43.0mm（年最大値平均：28.9mm）

＜1日降水量＞10-1/y値：131.4mm（年最大値平均：89.4mm）

4 積雪 － 環境条件として適切な規模を考慮する必要がある。

以下の値から評価対象に応じて
除雪等を考慮して設定

＜1日積雪量＞10-1/y値：58.0cm（年最大値平均：39.3cm）
＜平均積雪深＞31.1cm

5 雪崩 A
重大事故等対処設備保管場所・使用場所の近傍に雪崩が発生しやすい場所はな
い。

－

6 ひょう，あられ D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

7 氷嵐，雨氷，みぞれ D
雨氷やみぞれに対する堆積（又は着氷）荷重の影響については軽微であり，仮
に堆積しても火山や積雪に包絡される，給気閉塞の影響については積雪に包絡
されると判断。

－

8 氷晶 D
荷重の影響については軽微であり，仮に堆積しても火山や積雪に包絡される，
給気閉塞の影響については積雪に包絡されると判断。

－

9 霜，霜柱 C
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

10 結氷板，流氷，氷壁 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

11 風（台風） － 環境条件として適切な規模を考慮する必要がある。
以下の値から評価対象に応じて

影響時間等を考慮して設定

＜最大風速＞10-1/y値：22.2m/s（年最大値平均：18.2m/s）

12 竜巻 C
年超過確率10-1程度の規模の竜巻の規模を想定した場合，F0下限値（17m/s）以
下であり対象設備に対して有意な影響を与える規模ではなく，風（台風含む）
の影響以下となることから，環境条件の対象外とする。

－

13 砂嵐 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

14 霧，靄 C
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

15 高温 C
年超過確率10-1程度の規模の高温を想定した場合，40℃以下であり
重大事故等対処設備に対して有意な影響を与える規模ではないことから，環境
条件の対象外とする。

－

16 低温（凍結） － 環境条件として適切な規模を考慮する必要がある。

以下の値から評価対象に応じて
影響時間等を考慮して設定

10-1/y値：-10.4℃（年最大値平均：-6.9℃）
×24時間

17 高温水（海水温高） C 代替熱交換器が海水を利用しているが，高温水による損傷はしない。 －

18 低温水（海水温低） C 代替熱交換器が海水を利用しているが，低温水による損傷はしない。 －

19 極限的な圧力（気圧高/気圧低） D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

20 落雷 C

屋内設備については，設計基準設備の建屋に防護される。
屋外設備については機能要求時に，周囲に避雷効果が期待できる,より高さを
持つ設備が存在すること，落雷の影響が及ぶ高さの設備はないこと等から対象
外とする。

－

表２　重大事故等における環境条件　自然現象の抽出及び規模の設定
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No. 事象*1 評価基準*2 重大事故等における環境条件としての特記事項 環境条件設定値

21 高潮 D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

22 波浪 D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

23 風津波 D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

24 洪水 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

25 池・河川の水位低下 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

26 河川の迂回 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

27 干ばつ A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

28 火山 C

柏崎刈羽原子力発電所での火山による降灰は10年に1回程度の発生は考えにく
いことから，環境条件の対象外とする。なお，仮に重大事故等発生時と重畳し
て火山事象が発生した場合においても，重大事故等と重畳する火山事象の規模
は小さく降灰量は非常に少ないと考えられることから，積雪の堆積荷重に包含
される。

－

29 地滑り C
豪雨や地下水の浸透，地震に伴い地滑りや土砂崩れが起こる可能性があるが，
周辺斜面と重大事故等対処施設や発電用原子炉施設は十分な離隔距離を有して
おり影響はない。

－

30 海水中の地滑り C No.2津波と同様，重大事故等対処設備に影響を及ぼさない。 －

31 地面隆起（相対的な水位低下） D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

32 土地の浸食，カルスト B
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

33 土の伸縮 C
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

34 海岸浸食 B
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

35 地下水（多量/枯渇） D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

36 地下水による浸食 C
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

37 森林火災 C
防火帯があることから設備に影響を及ぼさないため，環境条件の対象外とす
る。

－

38 生物学的事象 C

クラゲ等の海生生物による取水性能への影響については，第六条と同様にカー
テンウォール等による影響防止が有効であり，また取水箇所についても柔軟な
対応が可能である。ネズミ等の小動物の侵入に対しては，屋外設備は貫通部閉
止対策，屋内設備は浸水防止対策により影響を防止するとともに，可搬型設備
については，使用中は周辺に作業者がいることから影響を及ぼす可能性は比較
的低いものと考えられる。したがって生物学的事象は環境条件の対象外とす
る。

－

39 静振 D
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

40 塩害，塩雲 C
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

41 隕石，衛星の落下 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

42 太陽フレア，磁気嵐 C
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

43 土石流 A
－

(第六条その他自然現象での設計基準としての整理と同様)
－

44 泥湧出 － 第三十八条における評価に包絡。 －

*1 太字は第六条で二次評価として詳細な影響評価を行っている事象 　
*2 基準A：プラントに影響を与えるほど接近した場所で発生しない。
   基準B：ハザードの進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知し，ハザードを排除できる。
   基準C：プラント設計上，考慮された事象と比べて，設備等への影響度が同等若しくはそれ以下又はプラントの安全性が損なわれることがない。
   基準D：影響が他の事象に包絡される。
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共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数，予備数及び保有数について 
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1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について 
可搬型重大事故等対処設備の配備数は，「2n＋α」，「n＋α」，「n」設備に分類し，

それらを屋外設備であれば荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場所・5 号炉東側保

管場所・5 号炉東側第二保管場所のいずれか 2 箇所以上に，屋内設備であれば建屋内

の複数箇所に，分散配置することにより多重化，多様化を図る設計とする。 

 

(1)「2n＋α」の可搬型重大事故等対処設備 

  原子炉建屋外から水・電力を供給する可搬型代替交流電源設備（電源車）・可

搬型代替注水ポンプ（消防車）・代替原子炉補機冷却系・大容量送水車（海水取

水用）については，必要となる容量を有する設備を 1 基あたり 2 セット及び予備

を保有し，荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場所・5 号炉東側第二保管場所

のいずれか 2 箇所以上にそれぞれ分散配置する。 

 

(2)「n＋α」の可搬型重大事故等対処設備 

  負荷に直接接続する，高圧窒素ガスボンベ・逃がし安全弁用可搬型蓄電池・遠

隔空気駆動弁操作用ボンベについては，必要となる容量を有する設備を 1 基あ

たり 1 セット及び予備を保有し，原子炉建屋内にそれぞれ分散配置する。 

 

(3)「n」の可搬型重大事故等対処設備 

  上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量を有する設備を 1 基

あたり 1 セットに加え，プラントの安全性向上の観点から，設備の信頼度等を考

慮し，予備を確保する。 

また，「ｎ」の屋外保管設備についても，共通要因による機能喪失を考慮し，

荒浜側高台保管場所・大湊側高台保管場所・5 号炉東側保管場所・5 号炉東側第

二保管場所のいずれか 2 箇所以上に分散配置する。 
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図 1 可搬型重大事故等対処設備の分類 
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2. 可搬型重大事故等対処設備の必要数の考え方について 

1 基あたりの必要となる容量は，設置許可基準規則解釈 43 条 5(c)において「当該

原子炉において想定する重大事故等において、炉心損傷防止及び格納容器破損防止

等のために有効に必要な機能を果たすことができる容量」と示されている。ここで

「想定する重大事故等」とは，同解釈 43 条 1 において「第３７条において想定する

事故シーケンスグループ（炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待でき

るものにあっては、計画された対策が想定するもの。）、想定する格納容器破損モー

ド、使用済燃料貯蔵槽内における想定事故及び想定する運転停止中事故シーケンス

グループ」と示されていることから，重大事故等対策の有効性評価において想定し

ているプラント状態を考慮して必要となる容量を算出する必要がある。 

 

一方，可搬型重大事故等対処設備は，その特性上，重大事故等発生後早期に使用す

ることはできないため，重大事故等に対する初期対応は常設設備によって行うこと

が基本となる。従って，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等発生から一定時間

経過後に常設設備に加えて使用する場合，もしくは更なる安全性向上のために常設

設備のバックアップとして待機する場合に期待することとなる。この特性も勘案し

て必要となる容量を算出する必要がある。ただし，設備設計等の考慮により常設設備

と同等程度の即応性を確保できる場合は，重大事故等発生後早期に使用できるもの

として必要となる容量を算出することも可能である。 

 

また，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）においては，可搬型重大事

故等対処設備の設置を必須のものとして要求する条文と，必須ではないが当該設備

の機能に期待することのできる設備の設置を要求する条文が存在する。この要求の

相違も踏まえて必要となる容量を算出する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 可搬型重大事故等対処設備の必要数算出における考慮事項 

 

これらの点に着目して必要となる容量を算出した結果を以下に示す。 
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 (1) 可搬型代替交流電源設備（電源車） 

 

可搬型代替交流電源設備（電源車）については，原子炉建屋の外側から電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故

障時の影響が大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設

と考える。本設備の台数を表 8(1)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う交流電源の代替機能を要求す

るのは，外部電源ならびに非常用ディーゼル発電機による給電に失敗している状態，

もしくは建屋外の電動設備に給電する必要のある状態である。 

前者の状態に対しては，早期の電源復旧が必須であることから，常設代替交流電源

設備による給電によって対応する。従って，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）等への電源供給については，常設代替交流電源設備を期待し，本設備に期待する

のは更なる安全性向上のためにバックアップとして待機する場合である。 

後者の状態に対しては，可搬型代替交流電源設備（電源車）による給電を待つこと

が可能である。従って，代替原子炉補機冷却系への電源供給については，本設備を期

待する。このとき，1 基あたり 2 台が必要となる。 

なお，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等への電源供給と代替原子炉補

機冷却系への電源供給を同時に行う状態として，格納容器過圧・過温破損シナリオに

おける代替循環冷却系の実施がある。このシナリオは初期対応における常設代替交

流電源設備からの給電に成功して初めて成立するものであるため，前述の通り，低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等への電源供給は常設代替交流電源設備から

の給電とし，代替循環冷却系（熱交換器ユニット）への電源供給は可搬型代替交流電

源設備（電源車）によって実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 重大事故等対策の有効性評価における給電対象 
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一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替電源設備を

要求しているのは表 1 に示す 14 条文である。 

 

表 1 代替電源設備を要求している条文 

条文 要求事項 

45 条 可搬型代替直流電源設備（可搬型代替交流電源設備（電源車）及

び原子炉建屋内 AM 用直流 125V 充電器等にて構成される設備） 

46 条 可搬型代替直流電源設備（同 45 条） 

47 条 設計基準事故対処設備と独立した電源（常設または可搬型） 

48 条 設計基準事故対処設備と独立した電源（常設または可搬型） 

49 条 設計基準事故対処設備と独立した電源（常設または可搬型） 

51 条 代替電源設備（常設または可搬型） 

52 条 計測設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

53 条 計測設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

54 条 計測設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

57 条 可搬型代替交流電源設備，可搬型代替直流電源設備（同 45 条） 

59 条 代替交流電源設備（常設または可搬型） 

60 条 代替交流電源設備（常設または可搬型） 

61 条 代替交流電源設備（常設または可搬型） 

62 条 通信連絡設備の代替電源設備（常設または可搬型） 

 

このうち，可搬型代替交流電源設備を必須のものとして要求している条文は 45 条，

46 条，57 条である。なお，45 条における要求は，人力による高圧代替注水系等の起

動及び十分な期間の運転継続が容易に行えることから 6 号及び 7 号炉については除

外されるが，ここでは容量算定の観点から，当該要求も加味する。 

45 条及び 57 条の可搬型代替直流電源設備に期待する場合は，高圧代替注水系によ

る原子炉注水を継続しつつ，各種計測設備による状態監視を続けている状態である。 

一方，46 条の可搬型代替直流電源設備に期待する場合は，減圧操作を行う場合で

あり，同時に 57 条の可搬型代替交流電源設備等に期待して低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水を行いつつ，各種計測設備による状態監視を続けている状態である。 

これらは同時に発生することなく，いずれも 1 基あたり 2 台以下の可搬型代替交

流電源設備（電源車）にて実施可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 条文毎の給電対象 
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以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 2 台となる。上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となるこ

とから，2 セットを準備することが必要であるため，1 基あたり 2 台×2 セット＝4 台

が必要となる。従って，6 号及び 7 号炉合計で 8 台が必要数となる。 

 

 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（消防車） 

 

可搬型代替注水ポンプ（消防車）については，原子炉建屋の外側から水を供給する

可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時

の影響が大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設と考

える。本設備の台数を表 8(1)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，注水機

能を有する設計基準対象施設が機能喪失している状態，設計基準対象施設が有して

いない注水機能が必要な状態，もしくは水源を補給する必要のある状態である。 

炉心への注水・格納容器へのスプレイ機能を有する設計基準対象施設が機能喪失し

ている状態に対しては早期の機能回復が必須であることから，低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）等の常設設備による注水・スプレイによって対応する。従っ

て，本設備に期待するのは更なる安全性向上のためにバックアップとして待機する

場合である。ただし，5 号炉東側第二保管場所に配備する等の考慮を行うことにより，

可搬型代替注水ポンプ（消防車）による早期の機能回復を可能とする場合は，本設備

を期待する。このとき，常設設備の復旧後は中断も可能ではあるが，1 基あたり 4 台

が必要となる。 

格納容器内への注水のうち設計基準対象施設が有していない機能である格納容器

下部への注水が必要な状態に対しては，事象進展によっては早期の対応が必要であ

ることから，格納容器下部注水系（常設）による注水によって対応する。従って，本

設備に期待するのは更なる安全性向上のためにバックアップとして待機する場合，

もしくは事象進展が遅く可搬型代替注水ポンプ（消防車）による注水を待つことが可

能な場合である。このとき，間欠使用による対応も可能ではあるが，1 基あたり 4 台

が必要となる。 

使用済燃料プールへの注水機能を有する設計基準対象施設が機能喪失している状

態に対しては，使用済燃料プールに貯蔵しうる燃料の崩壊熱と使用済燃料プール内

の水量との関係から，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による給水を待つことが可能

である。従って，使用済燃料プールへの注水については，本設備を期待する。このと

き，間欠使用による対応も可能ではあるが，1 基あたり 4 台が必要となる。 

水源を補給する必要のある状態に対しては，設計基準対象施設である復水貯蔵槽が

有する水量と各シナリオにおける水の使用量との関係から，可搬型代替注水ポンプ

（消防車）による給水を待つことが可能である。従って，復水貯蔵槽への水源補給に
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ついては，本設備を期待する。このとき，一時中断も可能ではあるが，1 基あたり 4

台が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 重大事故等対策の有効性評価における給水対象 

 

これらの可搬型代替注水ポンプによる給水は同時に実施する可能性もあるが，いず

れも間欠使用による対応または常設設備復旧による中断が可能なものであり，復水

貯蔵槽に十分な淡水が貯蔵でき，炉心注水・格納容器スプレイのための常設設備の復

旧ができた段階で淡水補給等を一時中断することで対応可能である。水使用の観点

から厳しいシナリオとなる格納容器過圧・過温破損シナリオ（代替循環冷却を使用し

ない場合）の復水貯蔵槽の水量変化を図 6 に示す。 
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図 6 復水貯蔵槽の水量変化 

（格納容器過圧・過温シナリオ（代替循環冷却を使用しない場合）） 

 

また，復水貯蔵槽の水量の観点から厳しいシナリオとなる高圧溶融物放出／格納

容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（FCI）

及び溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）シナリオにおける復水貯蔵槽の水量変

化を図 7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水使用パターン 

①低圧代替注水系(常設)による原子炉注水 

  事象発生 70 分後から低圧代替注水系(常設)により注水する。 

  冠水後は，破断口～原子炉水位低(レベル 1)の範囲で注水する(約 90m3/h)。 

 ②代替格納容器スプレイ冷却系による代替格納容器スプレイ 

  原子炉水位が破断口～原子炉水位低(レベル 1)の範囲で，代替格納容器スプレイを実施(140m3/h)。 

 ③淡水貯水池から復水貯蔵槽への補給 

  12 時間後から，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)4 台を用いて 130m3/h で淡水貯水池の水を復水貯蔵槽

へ給水する。 
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図 7 復水貯蔵槽の水量変化（DCH，FCI，MCCI シナリオ） 

 

これらの復水貯蔵槽への補給に対して，使用済燃料プールへの注水は，仮に原子炉

停止中の重大事故等対策の有効性評価の想定事故１または２が発生したとしても，

燃料有効長頂部まで水位が低下するまでの時間はいずれも 3 日以上であり，図 6 及

び図 7 右端より後の復水貯蔵槽水位回復後に対応可能である。かつ，7 日間合計でも

最大で約 3,300m3（45m3/h で注水した場合でも 3 日強で注水可能）と十分余裕のでき

る使用量である。 

可搬型代替注水ポンプ（消防車）を用いた格納容器下部への注水は間欠使用による

対応が可能なものであり，かつ，180m3相当と十分余裕のできる使用量である。 

従って，前述の通り，復水貯蔵槽に十分な淡水が貯蔵でき，炉心注水・格納容器ス

プレイのための常設設備の復旧ができた段階で淡水補給等を一時中断することでい

ずれも対応可能である。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替注水等設備

を要求しているのは表 2 に示す 5 条文である。 

 

 

 

 

水使用パターン 

①格納容器下部注水 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した時点で開始(約 90m3/h で 2 時間)。 

  原子炉圧力容器の破損後は崩壊熱相当で注水。 

 ②代替格納容器スプレイ冷却系による代替格納容器スプレイ 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した時点で開始（70m3/h）。 

  原子炉圧力容器の破損以降，465kPa[gage]に到達以降は 130m3/h 以上で注水。 

 ③淡水貯水池から復水貯蔵槽への補給 

  12 時間後から，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)4 台を用いて 130m3/h で淡水貯水池の水を復水貯蔵

槽へ給水する。 
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↓

格納容器圧力0.465MPa（1.5Pd）到達を受けて
格納容器スプレイ流量を130m3/hに切り替え
↓

補給が0.8時間遅れた場合
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表 2 代替注水等設備を要求している条文 

条文 要求事項 

47 条 可搬型低圧代替注水設備 

48 条 格納容器圧力逃がし装置の給水設備（常設または可搬型） 

49 条 代替格納容器スプレイ冷却設備（常設または可搬型） 

50 条 格納容器圧力逃がし装置の給水設備（常設または可搬型） 

51 条 格納容器下部注水設備（常設または可搬型） 

52 条 格納容器圧力逃がし装置の給水設備（常設または可搬型） 

54 条 使用済燃料プールへの可搬型代替注水設備，可搬型スプレイ設備 

56 条 水源からの移送設備（常設または可搬型） 

 

このうち，可搬型代替注水等設備を必須のものとして要求している条文は 47 条，54

条である。 

47 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，低圧代替注水系（常設）等の常設

設備による原子炉注水に失敗している状態であり，可搬型代替注水ポンプによる原

子炉注水を続けている状態である。重大事故等発生時点においては期待できないも

のであり，かつ初期の低圧代替注水系（常設）等の常設設備による原子炉注水に成功

しなければ基本的には燃料損傷防止・格納容器破損防止が成立しないことから，条文

上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバックアップという

位置付けとなる。ただし，5 号炉東側第二保管場所に配備する等の考慮を行うことに

より，可搬型代替注水ポンプ（消防車）による早期の機能回復を可能とする場合は，

本設備による燃料損傷防止・格納容器破損防止も成立する。このための必要数は 1 基

あたり 4 台である。 

一方，54 条の可搬型代替注水設備に期待する場合は，崩壊熱等によって徐々に減

少する使用済燃料プール水位を維持するために間欠使用による対応も可能な状態で

ある。このための必要数は 1 基あたり 4 台であり，前述の通り復水貯蔵槽への補給

等と同時に発生しても復水貯蔵槽への補給等を一時中断することで対応可能である。 

54 条の可搬型スプレイ設備に期待する場合は，重大事故等対策の有効性評価の範

疇を超える使用済燃料プールの損傷が発生し，注水による水位維持が出来ず，スプレ

イによる可能な限りの影響緩和を行っている状態である。可搬型スプレイヘッダを

使用できる場合は当該設備を設置してスプレイを行うが，使用済燃料プールの損傷

の規模によっては可搬型スプレイヘッダの設置場所への据え付けが困難となるため，

そのような状態においては更なる信頼性向上策である常設スプレイヘッダを用いて

スプレイを行う。いずれの場合においても可搬型スプレイ設備の台数を増やすこと

で影響緩和の程度を拡大することも可能であるが，必要数としては 1 基あたり最低 4

台で影響緩和が可能である。このような状態は，2.に記載の「第３７条において想定

する（中略）使用済燃料貯蔵槽内における想定事故」には該当しないことから，前述

の通り，「想定する重大事故等」を超える状態であり，大規模損壊に繋がる状態の一

種となる。従って，6 号及び 7 号炉のいずれか 1 基で当該状態になった場合の必要数

1 セットに加えて設備の信頼度等を考慮して 6 号及び 7 号炉合計で 1 台の予備を確
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保することとし，「2n＋α」の対象施設としての必要数算出においては，総数として

包含されることを確認する。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 4 台となる。上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となるこ

とから，2 セットを準備することが必要であるため，1 基あたり 4 台×2 セット＝8 台

が必要となる。従って，6 号及び 7 号炉合計で 16 台が必要数となる。この必要数は

54 条の可搬型スプレイ設備の必要数及び予備の 6 号及び 7 号炉合計で 5 台を総数と

して包含するものである。 

 

 

(3) 代替原子炉補機冷却系 

 

代替原子炉補機冷却系（代替循環冷却系の熱交換器ユニット等を含む）については，

タービン建屋の外側もしくは建屋内に設置した接続口を通じて原子炉建屋内の残留

熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却浄化系熱交換器との間で淡水を循環させると

ともに，取水した海水を使用して車載熱交換器によって除熱を行うための可搬型重

大事故等対処設備であり，重大事故の防止及び影響緩和の観点から故障時の影響が

大きい重要な設備であることから，1.(1)に示す「2n＋α」の対象施設と考える。本

設備の台数を表 8(1)に示す。 

なお，格納容器内での重大事故の防止及び影響緩和の観点からは，格納容器ベント

の前に使用する設備であり，仮に故障した場合には格納容器ベントによって除熱機

能を維持することも可能である。また，除熱設備という特徴から，注水や電源供給の

ための設備と異なり，初期対応においては不要であるため，現場状況等を考慮した対

応も可能である。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，海水を

用いた除熱機能が喪失している状態である。前述の通り初期対応においては不要で

あり，一定時間経過後の除熱機能復旧の段階において，本設備に期待する。このとき， 

1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 台）

が必要となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替除熱設備を

要求しているのは表 3 に示す 2 条文である。 
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表 3 代替除熱設備を要求している条文 

条文 要求事項 

48 条 炉心損傷前において，残留熱除去系が使用可能な場合，使用不可

能な場合の代替除熱設備（所内車載代替最終ヒートシンクシステ

ムなど） 

50 条 炉心損傷後において，格納容器の圧力及び温度を低下させるため

の代替除熱設備（格納容器圧力逃がし装置など） 

 

このうち，可搬型の代替除熱設備を必須のものとして要求している条文は 48 条であ

る。 

48 条の可搬型代替除熱設備に期待する場合は，海水を用いた除熱機能が喪失して

いる状態である。このための必要数は 1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，大

容量送水車（熱交換器ユニット用）1 台）である。 

なお，上述の通り，一定時間経過後に期待するものであるため，常設代替除熱設備

である格納容器ベント（格納容器圧力逃がし装置）を用いて最終ヒートシンクへの熱

輸送を達成することも可能である。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は，原子炉圧力容器・原子炉格納容器と使用済燃料プールの除熱を同時に行うこ

とができる 1 基あたり 1 式（熱交換器ユニット 1 式，大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）1 台）となる。上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となることから，

2 セットを準備することが必要であるため，1 基あたり 1 式×2 セット＝2 式が必要

となる。従って，6 号及び 7 号炉合計で 4 式が必要数となる。 

 

 

(4) 大容量送水車（海水取水用） 

 

大容量送水車（海水取水用）については，淡水が必要な量を確保できない場合におい

て，原子炉建屋の外側から水を供給する可搬型重大事故等対処設備であり，重大事故の

防止及び影響緩和の観点から故障時の影響が大きい重要な設備であることから，1.(1)

に示す「2n＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表 8(1)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価においては，事象を収束するために必要な水を淡水のみ

で確保可能であることから，本設備が担う機能は要求されない。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，海水取水設備を要

求しているのは表 4 に示す 56 条のみである。 
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表 4 海水取水設備を要求している条文 

条文 要求事項 

56 条 海水取水設備 

 

56 条の大容量送水車（海水取水用）に期待する場合は，淡水補給機能が喪失してい

る状態である。上述の通り，事象収束に必要な淡水は確保しており，それでも淡水が不

足する場合において使用する設備であることから，条文上要求されているものではある

が，更なる安全性向上のためのバックアップという位置付けとなる。このための必要数

は 2 基で 1 台である。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる容

量は 2 基で 1 台となる。上述の通り，本設備は「2n＋α」の対象施設となることから，

2セットを準備することが必要であるため，6号及び7号炉合計で2台が必要数となる。 

 

 

(5) 高圧窒素ガスボンベ 

 

高圧窒素ガスボンベについては，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対処設備で

あり，1.(2)に示す「n＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表 8(2)に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，減圧機

能を有する逃がし安全弁の作動機能が喪失している状態である。初期対応としてこ

のような状態になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不要である

が，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳した場合においては早期に機能回

復させ，減圧・低圧注水を行う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難であ

ることから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従っ

て，減圧機能の維持において，本設備に期待する。このとき，1 基あたり 5 本が必要

となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，代替ボンベ等ガ

ス供給設備を要求しているのは表 5 に示す 2 条文である。 

 

表 5 代替ボンベ等ガス供給設備を要求している条文 

条文 要求事項 

45 条 弁操作用の可搬型代替直流電源設備または代替ボンベ設備 

46 条 減圧弁操作用の可搬型コンプレッサーまたは代替ボンベ設備 

 

このうち，可搬型の代替ボンベ等ガス供給設備を必須のものとして要求している条文

は 46 条である。 

46 条の可搬型代替ボンベ設備に期待する場合は，減圧用の逃がし安全弁操作用の
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ガスが喪失している状態である。上述の通り，初期対応として期待する設備ではない

ことから，条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバック

アップという位置付けとなる。このための必要数は 1 基あたり 5 本である。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 5 本となる。上述の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となるこ

とから，1 セットを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉それぞれで 5 本

ずつが必要数となる。 

 

 

(6) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対

処設備であり，1.(2)に示す「n＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表 8(2)

に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，減圧機

能を有する逃がし安全弁の作動機能が喪失している状態である。初期対応としてこ

のような状態になった場合，高圧注水機能が健全であれば早期の対応は不要である

が，高圧注水機能が機能喪失している状態が重畳した場合においては早期に機能回

復させ，減圧・低圧注水を行う必要がある。しかしながら，早期機能回復は困難であ

ることから，減圧機能の多重性・頑健性確保による機能喪失回避が必須である。従っ

て，減圧機能の維持において，本設備に期待する。このとき，1 基あたり 1 個が必要

となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，逃がし安全弁用

可搬型蓄電池を要求しているのは表 6 に示す 46 条のみである。 

 

表 6 逃がし安全弁用可搬型蓄電池を要求している条文 

条文 要求事項 

46 条 減圧弁操作用の可搬型代替直流電源設備 

 

46 条の逃がし安全弁用可搬型蓄電池に期待する場合は，減圧用の逃がし安全弁操

作用の直流電源が喪失している状態である。上述の通り，初期対応として期待する設

備ではないことから，条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のた

めのバックアップという位置付けとなる。このための必要数は 1 基あたり 1 個であ

る。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 1 個となる。上述の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となるこ
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とから，1 セットを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉それぞれで 1 個

ずつが必要数となる。 

 

 

(7) 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベについては，負荷に直接接続する可搬型重大事故等対

処設備であり，1.(2)に示す「n＋α」の対象施設と考える。本設備の台数を表 8(2)

に示す。 

 

重大事故等対策の有効性評価において，本設備が担う機能を要求するのは，格納容

器圧力逃がし装置の遠隔空気駆動弁の中央制御室からの遠隔操作機能が喪失してい

る状態である。格納容器圧力逃がし装置は事象初期においては使用しないことから，

このような状態になった場合，早期の対応は不要であるが，格納容器圧力逃がし装置

の機能に期待するまでの間に機能回復させる必要がある。しかしながら，早期機能回

復は困難であることから，遠隔空気駆動弁の操作機能の多様性・頑健性確保による機

能喪失回避が必須である。従って，格納容器圧力逃がし装置の機能維持において，本

設備に期待する。このとき，1 基あたり 4 本が必要となる。 

 

一方，設置許可基準規則第三章（重大事故等対処施設）において，遠隔空気駆動弁

操作用ボンベを要求しているのは表 7 に示す 50 条のみである。 

 

表 7 遠隔空気駆動弁操作用ボンベを要求している条文 

条文 要求事項 

50 条 隔離弁の現場操作設備 

 

50 条の隔離弁の現場操作設備に期待する場合は，隔離弁の中央制御室からの遠隔

操作機能が喪失している状態である。上述の通り，初期対応として期待する設備では

ないことから，条文上要求されているものではあるが，更なる安全性向上のためのバ

ックアップという位置付けとなる。このための必要数は 1 基あたり 4 本である。 

 

以上の有効性評価における必要数，ならびに条文毎の最大必要数から，必要となる

容量は 1 基あたり 4 本となる。上述の通り，本設備は「n＋α」の対象施設となるこ

とから，1 セットを準備することが必要であるため，6 号及び 7 号炉それぞれで 4 本

ずつが必要数となる。 

  



共 4－16 

 

3. 可搬型重大事故等対処設備の予備数の考え方について 

 

(1) 可搬型代替交流電源設備（電源車） 

 

可搬型代替交流電源設備（電源車）については，2.(1)の通り，必要となる容量は

1 基あたり 2 台であり，「2n＋α」の対象施設となることから，6 号及び 7 号炉合計

で 8 台が必要数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，6 号

及び 7 号炉合計で 1 台を確保する。 

以上から，合計で 9 台保有する。 

 

 

(2) 可搬型代替注水ポンプ（消防車） 

 

可搬型代替注水ポンプ（消防車）については，2.(2)の通り，必要となる容量は 1

基あたり 4 台であり，「2n＋α」の対象施設となることから，6 号及び 7 号炉合計で

16 台が必要数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待

機除外時のバックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，6 号

及び 7 号炉合計で 1 台を確保する。 

以上から，合計で 17 台保有する。 

 

 

 (3) 代替原子炉補機冷却系 

 

代替原子炉補機冷却系については，2.(3)の通り，必要となる容量は 1 基あたり 1

式（熱交換器ユニット 1 式，大容量送水車（熱交換器ユニット用）1 台）である。本

設備は原子炉圧力容器・原子炉格納容器と使用済燃料プールの除熱を同時に行うこ

とができる容量を有するものである。 

「2n＋α」の対象施設となることから，6号及び 7号炉合計で 4式が必要数となる。

これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 式以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとしては，6 号

及び 7 号炉合計で 1 式を確保する。 

以上から，合計で 5 式保有する。 

なお，原子炉圧力容器・原子炉格納容器の除熱に関しては，格納容器ベント（格納
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容器圧力逃がし装置）も同等の機能を有する設備として利用可能である。 

 

 

(4) 大容量送水車（海水取水用） 

 

大容量送水車（海水取水用）については，2.(4)の通り，必要となる容量は 2 基で

1 台であり，「2n＋α」の対象施設となることから，6 号及び 7 号炉合計で 2 台が必要

数となる。これに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 台以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，6 号及

び 7 号炉合計で 1 台を確保する。 

以上から，合計で 3 台保有する。 

 

 

(5) 高圧窒素ガスボンベ 

 

高圧窒素ガスボンベについては，2.(5)の通り，必要となる容量は 1 基あたり 5 本

であり，「n＋α」の対象施設となることから，1 セットを準備することが要求となる

ため，6 号及び 7 号炉でそれぞれ 5 本ずつが必要数となる。 

この 5 本ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設備は各原子炉建屋内に配

置することから，バックアップについても建屋毎に配置することが適切である。従っ

て，1 基あたり最大で 5 本同時に保守点検を実施する運用としたうえで，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，1 基あたり 5 本

以上を確保する。 

以上から，合計で 1 基あたり 10 本以上を確保することとし，余裕を見て 1 基あた

り 25 本保有する。 

 

 

(6) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池については，2.(6)の通り，必要となる容量は 1 基あ

たり 1 個であり，「n＋α」の対象施設となることから，1 セットを準備することが要

求となるため，6 号及び 7 号炉でそれぞれ 1 個ずつが必要数となる。 

この 1 個ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，2 個以上同時に保守点検することのないよう運用することとしたうえで，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，6 号
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及び 7 号炉合計で 1 個を確保する。 

以上から，合計で 3 個保有する。 

 

 

(7) 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベについては，2.(7)の通り，必要となる容量は 1 基あ

たり 4 本であり，「n＋α」の対象施設となることから，1 セットを準備することが要

求となるため，6 号及び 7 号炉でそれぞれ 4 本ずつが必要数となる。 

この 4 本ずつに加えて，故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを発電所全体で確保する。 

本設備は，高い信頼度を有する設備である。一方で，本設備は各原子炉建屋内に配

置することから，バックアップについても建屋毎に配置することが適切である。従っ

て，1 基あたり最大で 4 本同時に保守点検を実施する運用としたうえで，故障時のバ

ックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして，1 基あたり 4 本

を確保する。 

以上から，合計で 1 基あたり 8 本保有する。 
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4. その他の可搬型重大事故等対処設備の台数について 

 

その他の設備については，原子炉建屋の外側から水・電力を供給するものではなく，

かつ負荷に直接接続する可搬型重大事故等対処設備でもないことから，1.(3)に示す

「n」の対象施設と考える。本設備の台数及び必要となる容量を表 8(3)に示す。 

本設備は「n」の対象施設となることから，設置許可基準規則 43 条 3 項 1 号に定め

られる「十分に余裕のある容量を有する」ための予備台数を確保する。 

また，がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備えて配備し

ているホイールローダの配備数を表 9 に示す。 
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表 8 主要可搬型設備 

(1)「2n＋α」の可搬型設備 

設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考 
荒浜側 大湊側 

可搬型代替交流電源設備 

（電源車） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

9 台 

【6 号炉分】 

2 台 

（2n=4） 

【7 号炉分】 

2 台 

（2n=4） 

 

【合計】 

8 台 

1 台 4 台 5 台 

・ 必要数（1 基あたり

2 台）の 2 セット，

2 基で合計 8 台 

・ 故障時バックアッ

プ及び保守点検待

機除外時バックア

ップ 1 台（共用） 

 

ケーブル（一式：約 40ｍ） 9 式 8 式 1 式 4 式 5 式 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-2 級消防車） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

17 台 

【6 号炉分】 

4 台 

（2n=8） 

【7 号炉分】 

4 台 

（2n=8） 

 

【合計】 

16 台 

1 台 

荒浜側 大湊側 ・ 必要数（1 基あたり

A-2 級消防車 4 台，

6号炉ホース292本，

7号炉ホース256本）

の 2 セット，2 基で

合計A-2級消防車16

台及びホース 1096

本 

・ 故障時バックアッ

プ及び保守点検待

機除外時バックア

ップ A-2 級消防車 1

台（共用）及びホー

ス 1 本（共用） 

 

6 台 6 台 

K5 東二 

5 台 

ホース（1 本：約 20ｍ） 1097 本 1096 本 1 本 

荒浜側 大湊側 

468 本 469 本 

K5 東二 

160 本 

代替原子炉補機冷却系 

（代替循環冷却系の熱交換器ユ

ニット等を含む） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

1 式あたり 

・熱交換器ユニット：1 式 

・大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）：1 台 

5 式 

【6 号炉分】 

1 式 

（2n=2） 

【7 号炉分】 

1 式 

（2n=2） 

 

【合計】 

4 式 

1 式 2 式 3 式 

・ 必要数（1 基あたり 1

式）の 2 セット，2 基

で合計 4 式 

・ 故障時バックアップ

及び保守点検待機除

外時バックアップ 1

式（共用） 

 
ホース（一式：約 400ｍ， 

口径 300A） 
5 式 4 式 1 式 2 式 3 式 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

保管場所の荒浜側は荒浜側高台保管場所，大湊側は大湊側高台保管場所，K5 東一は 5 号炉東側保管場所，K5 東

二は 5 号炉東側第二保管場所を示す。  
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設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考 
荒浜側 大湊側 

大容量送水車 

（海水取水用） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

3 台 

【6 号及び 

7 号炉分】 

1 台 

（2n=2） 

 

【合計】 

2 台 

1 台 1 台 2 台 

・ 必要数（2 基で 1 台）

の 2 セット，2 基で

合計 2 台 

・ 故障時バックアッ

プ及び保守点検待

機除外時バックア

ップ 1 台（共用） 

・ なお，予備 1 台は 6

号及び 7号炉代替原

子炉補機冷却系の

予備として配備し

ている大容量送水

車（熱交換器ユニッ

ト用）1 台及び原子

炉建屋放水設備の

予備として配備し

ている大容量送水

車（原子炉建屋放水

設備用）1 台と兼用。 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

保管場所の荒浜側は荒浜側高台保管場所，大湊側は大湊側高台保管場所，K5 東一は 5 号炉東側保管場所，K5

東二は 5 号炉東側第二保管場所を示す。 
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(2)「n＋α」の可搬型設備 

設備名 配備数 必要数 予備 保管場所 備考 

6 号炉 

高圧窒素ガスボンベ 
25 本 5 本 

20 本 

（5 本以

上） 

6 号炉原子炉建屋 ・ 必要数 5 本（1 基あた

り） 

・ 故障時バックアップ

及び保守点検待機除

外時バックアップ 5本

以上（1 基あたり） 

余裕を見て 20 本配備

（1 基あたり） 

 

25 本 

（10 本・10 本・

5 本で分散） 

7 号炉 

高圧窒素ガスボンベ 
25 本 5 本 

20 本 

（5 本以

上） 

7 号炉原子炉建屋 

25 本 

（10 本・10 本・

5 本で分散） 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

 

設備名 配備数 必要数 予備 保管場所 備考 

6 号炉 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

3 個 

1 個 

1 個 

6 号炉原子炉建屋 ・ 必要数 1 個（1 基あた

り） 

・ 故障時バックアップ及

び保守点検待機除外時

バックアップ 1 個（共

用） 

 

1 個 

7 号炉 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 
1 個 

7 号炉原子炉建屋 

2 個 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

 

設備名 配備数 必要数 予備 保管場所 備考 

6 号炉 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 
8 本 4 本 4 本 

6 号炉原子炉建屋 ・ 必要数 4 本（1 基あた

り） 

・ 故障時バックアップ及

び保守点検待機除外時

バックアップ 4 本（1

基あたり） 

 

8 本 

7 号炉 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 
8 本 4 本 4 本 

7 号炉原子炉建屋 

8 本 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 
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(3)「n」の可搬型設備 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

保管場所の荒浜側は荒浜側高台保管場所，大湊側は大湊側高台保管場所，K5 東一は 5 号炉東側保管場所，K5

東二は 5 号炉東側第二保管場所を示す。

設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考（必要数 n の補足） 
荒浜側 大湊側 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-1 級消防車） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 

1 台でスプレイが必要な大

規模な損壊が発生してい

る 1プラントの使用済燃料

プールのスプレイ冷却が

可能。 ホース（1 本：約 20ｍ） 20 本 10 本 10 本 10 本 10 本 

可搬型窒素供給装置 

 
3 台 

【6 号炉

分】 

1 台 

【7 号炉

分】 

1 台 

 

【合計】 

2 台 

1 台 

（共用） 
1 台 2 台 

号炉あたり 1台で窒素供給

が可能。 

スクラバ水 pH 制御設備 3 式 

【6 号炉

分】 

1 式 

【7 号炉

分】 

1 式 

 

【合計】 

2 式 

1 式 1 式 2 式 
号炉あたり 1式で薬液注入

が可能。 

取水口用汚濁防止膜（ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ） 

（1 箇所あたり） 
約 200m 

（1 重） 

約 80m 

（2 重+

予備） 

約 120m 

約 100m 約 100m 
1 箇所あたり 80m で汚濁防

止膜を設置可能。 

放水口用汚濁防止膜（ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ） 

【6 号及び 7 号炉共用】 
約 320m 

（1 重） 

約 140m 

（2 重+

予備） 

約 180m 

約 160m 約 160m 
１箇所あたり 140ｍで汚濁

防止膜を設置可能。 

小型船舶（汚濁防止膜設置用） 

【6 号及び 7 号炉共用】 
2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 

汚濁防止膜を 1台で設置可

能。 

放射性物質吸着材 

【6 号及び 7 号炉共用】 
7 式 6 式 1 式 1 式 6 式 

5 号，6 号及び 7 号炉雨水

排水路集水桝並びにフラ

ップゲート入口 3箇所にそ

れぞれ 1 式を設置。 

原子炉建屋放水設備 

【6 号及び 7 号炉共用】 

一式あたり 

・大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用）：1 台 

・放水砲：1 台 

・泡原液混合装置：1 台 

・泡原液搬送車：1 台 

2 式 1 式 1 式 1 式 1 式 
申請プラント数の半数以

上の１式。 

ただし，泡原液混合装置及

び泡原液搬送車は，1 台で

1 プラントの航空機火災発

生時に対応が可能。 
ホース 

・送水側一式：950m，口径 300A 

・吸込側一式： 80m，口径 150A 

1 式 

及び 

予備 

1 式 

送水側 

50m 1 本 

10m 1 本 

5m 1 本 

吸込側 

20m 1 本 

送水側 

50m 1 本 

10m 1 本 

5m 1 本 

吸込側 

20m 1 本 

1 式 
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設備名 配備数 必要数 予備 
保管場所 

備考（必要数 n の補足） 
荒浜側 大湊側 

号炉間電力融通ケーブル 

【6 号及び 7 号炉共用】 
1 式 

0 式 

（常設） 
1 式 1 式 0 式 

号炉間電力融通ケーブル

（常設）の予備。 

タンクローリ 

【発電所共用】 

【4kL】 

4 台 

【16kL】 

2 台 

【合計】 

6 台 

【4kL】 

3 台 

【16kL】 

1 台 

【合計】 

4 台 

【4kL】 

1 台 

【16kL】 

1 台 

【合計】 

2 台 

荒浜側 大湊側 

4kL3 台及び 16kL1 台で 6

号及び 7 号炉が運転中か

つ 1～5 号炉が停止中の場

合の給油作業を実施可

能。 

【4kL】 

1 台 

【16kL】

1 台 

【4kL】 

1 台 

【16kL】 

1 台 

K5 東二 

【4kL】2 台 

小型船舶 

（海上モニタリング用） 

【発電所共用】 

2 隻 1 隻 1 隻 1 隻 1 隻 
1 隻で海上モニタリングを

実施可能。 

可搬型モニタリングポスト 

【発電所共用】 
16 台 15 台 1 台 

8 台 7 台 
モニタリングポストの陸

側代替測定用で 9 台，海

側測定用で 5 台，5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所

の陽圧化判断用で 1 台の

合計 15 台で測定可能。 

5 号炉原子炉建屋 

1 台 

可搬型気象観測装置 

【発電所共用】 
2 台 1 台 1 台 1 台 1 台 

気象観測は 1 台で測定可

能。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

可搬型電源設備 

【6 号及び 7 号炉共用】 

5 台 2 台 3 台 

K5 東一 大湊側 1 台で 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所必要負荷へ

給電可能。 

ただし，燃料補給時に停

止する必要があるため合

計 2 台が必要。 

2 台 3 台 

可搬ケーブル（一式：約 100ｍ） 2 式 0 式 2 式 
5 号炉原子炉建屋 ケーブル（常設）の予

備。 2 式 

※ 各設備の保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

保管場所の荒浜側は荒浜側高台保管場所，大湊側は大湊側高台保管場所，K5 東一は 5 号炉東側保管場所，K5

東二は 5 号炉東側第二保管場所を示す。  
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設備名 配備数 必要数 予備 備考 

中央制御室 可搬型陽圧化空調機 

【6 号及び 7 号炉共用】 

一式あたり 

・フィルタユニット：1 台 

・ブロワユニット：2 台 

3 式 

【6 号炉分】 

1 式 

【7 号炉分】 

1 式 

【合計】 

2 式 

1 式 

（共用） 

6 号及び 7 号炉合計 2 式で中

央制御室内を隣接区画＋20Pa

以上＋40Pa 未満の範囲内で陽

圧化することが可能。 

中央制御室待避室 

陽圧化装置 

（空気ボンベ） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

194 本 174 本 20 本 

6 号及び 7 号炉合計 174 本で

中央制御室待避室を窒息防止

しつつ 10 時間陽圧化するこ

とが可能。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）可搬型陽圧化空調機 

【6 号及び 7 号炉共用】 

（フィルタ，ブロワ一体型） 

2 台 1 台 1 台 

1 台で 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）を陽圧

化することが可能。 

ただし，建屋内の雰囲気線量

が屋外より高い場合において

は，可搬型外気取入送風機と

あわせて使用する。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）可搬型外気取入送風機 

【6 号及び 7 号炉共用】 

3 台 2 台 1 台 

建屋内の雰囲気線量が屋外よ

り高い場合において，1 台で 5

号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機及び 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）可搬

型陽圧化空調機設置エリアを

外気パージすることが可能。 

その際には，5号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）の

陽圧化のため，5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型陽圧化空調機とあわせ

て追加 1 台を使用。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）陽圧化装置 

（空気ボンベ） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

123 本以上 123 本 

（現場運用を

考慮し別途決

定） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部）二酸化炭素吸

収装置の機能とあわせて，123

本で 5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）を窒息防

止しつつ 10.5 時間陽圧化す

ることが可能。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）可搬型陽圧化空調機 

【6 号及び 7 号炉共用】 

（フィルタ，ブロワ一体型） 

4 台 2 台 2 台 

2 台で 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（待機場所）を陽圧

化することが可能。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）陽圧化装置 

（空気ボンベ） 

【6 号及び 7 号炉共用】 

1792 本以上 1792 本 

（現場運用を

考慮し別途決

定） 

1792 本で 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）を窒

息防止しつつ 10.5 時間陽圧

化することが可能。 

※ 各設備の数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 
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表 9 アクセスルート確保のための可搬型設備 

設備名 配備数 
保管場所 

備考 
荒浜側高台 大湊側高台 

ホイールローダ 5 台 2 台 3 台 5 台中 1 台は予備として配備。 

※ 保管場所・数量については，今後の検討結果等により変更となる可能性がある。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-5 可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況について 
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原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況は以下のとおり。 

 

表 1 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（6 号炉）（1/2） 

接続口（建屋壁面） 設置場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型） 

【47 条】 

原子炉格納容器下部注水（可搬

型）【51 条】 
可搬型代替注水ポンプ 

（A-2 級） 

 

結合金具接続 

系統構成上，原

子炉注水と格納

容器下部注水は

同時使用可能 

結合金具接続 

結合金具接続 

（原子炉建屋内の接

続口までホース敷

設） 

復水貯蔵槽への水の供給 

【56 条】 

結合金具接続 

－ 

結合金具接続 

燃料プール代替注水系 

【54 条】 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-1 級） 

（A-2 級） 

－ 

－ 結合金具接続（可搬ス

プレイヘッダまでホ

ース敷設） 

結合金具接続（常設ス

プレイヘッダ配管接

続口へ接続） 

－ 
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表 1 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（6 号炉）（2/2） 

接続口（建屋壁面） 設置場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替原子炉補機冷却系 

【48 条】 

熱交換器ユニット 

フランジ接続 

－ 
代替原子炉補機冷却系 

【48 条，50 条】 
フランジ接続 

代替原子炉補機冷却系 

【50 条】 
フランジ接続 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

【57 条】 

電源車 

貫通口（建屋内で可搬

ケーブルにボルト・ネ

ジ接続，さらに可搬ケ

ーブルを布設し，緊急

用電源切替箱接続装

置にボルト・ネジ接

続） 
交流電源負荷と

直流電源負荷へ

同時に給電可能 
貫通口（建屋内で可搬

ケーブルにボルト・ネ

ジ接続，さらに可搬ケ

ーブルを布設し，動力

変圧器 6C又は AM用動

力変圧器にボルト・ネ

ジ接続） 
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表 2 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（7 号炉）（1/2） 

接続口（建屋壁面） 場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型） 

【47 条】 

原子炉格納容器下部注水（可搬

型）【51 条】 可搬型代替注水ポンプ 

（A-2 級） 

 

結合金具接続 

系統構成上，原

子炉注水と格納

容器下部注水は

同時使用可能 

結合金具接続 

結合金具接続 

（原子炉建屋内の接

続口までホース敷設） 

復水貯蔵槽への水の供給 

【56 条】 

結合金具接続 

－ 

結合金具接続 

燃料プール代替注水系 

【54 条】 

可搬型代替注水ポンプ 

（A-1 級） 

（A-2 級） 

－ － 

結合金具接続（可搬ス

プレイヘッダまでホ

ース敷設） 

結合金具接続（常設ス

プレイヘッダ配管接

続口へ接続） 

－ 

 

 

 

 



 

 

 

共
5-4

 

 

表 2 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口の兼用状況（7 号炉）（2/2） 

接続口（建屋壁面） 場所 使用用途 接続設備 接続方式 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替原子炉補機冷却系 

【48 条】 

熱交換器ユニット 

フランジ接続 

－ 
代替原子炉補機冷却系 

【48 条，50 条】 
フランジ接続 

代替原子炉補機冷却系 

【50 条】 
フランジ接続 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

【57 条】 

電源車 

貫通口（建屋内で可搬

ケーブルにボルト・ネ

ジ接続，さらに可搬ケ

ーブルを布設し，緊急

用電源切替箱接続装

置にボルト・ネジ接

続） 
交流電源負荷と

直流電源負荷へ

同時に給電可能 
貫通口（建屋内で可搬

ケーブルにボルト・ネ

ジ接続，さらに可搬ケ

ーブルを布設し，動力

変圧器 7C又は AM用動

力変圧器にボルト・ネ

ジ接続） 
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図 1 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口（6 号炉）  
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図 2 原子炉建屋の外から水又は電源を供給する可搬型重大事故等対処設備の接続口（7 号炉） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-6 重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について 

  



共 6-1 

 

重大事故等対処設備の外部事象に対する防護方針について 

 

1. 概要 

重大事故等対処設備については，待機時・機能要求時に適切な設計条件を与え

る必要がある。重大事故等対処設備の待機時の外部事象に対する耐性を確保す

るにあたっては，共通要因故障（設置許可基準規則 第 43 条 2-三，第 43 条 3-

七），接続箇所（同第 43条 3-二），保管場所（同 第 43条 3-五），アクセスルー

ト（同 第 43 条 3-六）の各観点で，第 6 条外部事象説明資料にて網羅的に収集

した事象に加え，重大事故等対処設備に特有の事象を考慮する。さらに各事象の

発生可能性や影響度等を踏まえ重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象を選定する。 

なお，機能要求時の外部事象は，環境条件において考慮する。 

 

2. 重大事故等対処設備に対し設計上考慮する事象 

重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等の設計に際し考慮する外部事象

は，第 6条での安全施設への検討を踏まえ抽出する。 

発電所敷地で想定される自然現象（地震及び津波を除く。）については，網羅

的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，

国内外の基準や文献等に基づき事象を収集し，洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考

慮する。 

また，発電所敷地又はその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）（以下「外部人為事象」という）は，網羅的に抽出するために，発電

所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき事象を収集し，飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等

の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等の事象を考慮する。 

以上に加えて，重大事故等対処設備による対応が期待される，故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを考慮する。 

 

3．重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象の選定 

「2.」に挙げた設計上考慮する事象のうち，重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象の選定を行う。 

第 6 条での検討と同様，柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺での発生の可能

性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，

重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，自然現象（地震及
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び津波を除く。）として風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，外部人為事象として火災・爆発（森林火災，

近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突，電磁的

障害を選定する。加えて以下の事象を選定する。 

第 6 条において航空機落下確率が十分低いと評価した標的面積の範囲外に設

置・保管する重大事故等対処設備があることを踏まえ飛来物（航空機落下）につ

いて選定する。 

また，重大事故等対処設備による対応が期待される，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムについて，重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として選定する。 

 

4. 重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象に対する評価 

 第 6 条で選定した外部事象に加えて，新たに重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として選定された 2事象に対する評価を以下に示す。 

①  飛来物（航空機落下） 

 設計基準事故対処設備は，航空機落下確率が十分低いことから，設計基準事

故対処設備と重大事故等対処設備が同時に機能喪失することはない。また，可

搬型重大事故等対処設備については，可能な限り分散配置して保管する。 

 

 ② 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム 

 可搬型重大事故等対処設備は故意による大型航空機の衝突その他テロリズム

を考慮して，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条

件を考慮した上で，常設重大事故等対処設備に対して，同時に機能が失われな

いよう，100m以上の離隔距離を取った高所かつ防火帯の内側の場所に保管す

る。また，可搬型重大事故等対処設備については，可能な限り分散配置して保

管する。 

 

5. 重大事故等対処設備の共通要因故障に対する防護方針 

第 43条の要求を踏まえ，設計基準事象によって，設計基準対象施設の安全機

能と重大事故等対処設備の機能が同時に損なわれることがないことを確認する

とともに，重大事故等対処設備の機能が喪失した場合においても，位置的分散又

は頑健性のある外郭となる建屋による防護に期待できる代替手段等により必要

な機能を維持できることを確認する。 

重大事故等対処設備の機能維持は，以下の方針に従い評価を実施する。 

（１）重大事故防止設備は，外部事象によって対応する設計基準対象施設の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれのないこと 
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（２）重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，代替設

備もしくは安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能である

こと 

（３）外部事象が発生した場合においても，重大事故等対処設備によりプラン

ト安全性に関する主要な機能（未臨界移行機能，燃料冷却機能，格納容器

除熱機能，使用済燃料プール注水機能）が維持できること（各外部事象に

より重大事故等対処設備と設計基準対象施設が同時に損なわれることは

ないが，安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能であること

を確認する） 

外部事象による重大事故等対処設備への影響評価フロー並びに方針（１）及び

（２）に対する評価結果をそれぞれ図 1，表 1に示す。方針（３）に示した，プ

ラント安全性に関する主要な機能は，以下に例示するとおり重大事故等対処設

備により維持される。 

 

・ 未臨界移行機能：代替制御棒挿入機能及び代替冷却材再循環ポンプ停止 

 

・ 燃料冷却機能：高圧代替注水系 

 

・ 格納容器除熱機能：耐圧強化ベント系 

 

・ 使用済燃料プール注水機能：燃料プール代替注水系（可搬型）による常設

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プール注水及びスプレイ  
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図 1 外部事象による重大事故等対処設備への影響評価フロー 

重大事故等対処設備 

 

評価完了 

（影響ないことを確認） 

代替設備による機

能維持や安全上支

障のない期間での

修復等による対応

が可能であること

を確認 

N 

N N 

N 

Y Y 
Y 

Y 

各外部事象に対し 

機能維持可能か 

防止でも緩和 

でもない設備 

N 

Y 

 各外部事象に対し 

機能維持可能か 

 

 
重大事故等対処設備での  

未臨界移行，燃料冷却，格納容器除熱，使用済燃料プ

ール注水が可能※1か 

 

 各外部事象に対し 

機能維持可能か 

 

対応する設計基準対象施

設が同一の外部事象に対

して機能維持可能か 

 

代替設備による機

能維持や安全上支

障のない期間での

修復等による対応

が可能であること

を確認 

 

緩和設備 

対策 

対策 

防止設備 

※1：各外部事象により重大事故等対処設備と設計基準対象施設が同時に損なわれることはないが，

安全上支障のない期間内での復旧により機能維持可能であることを確認。 



評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

第37条（重大事故等の拡大の防止等） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第38条（重大事故等対処施設の地盤) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第39条（地震による損傷の防止） － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第40条（津波による損傷の防止) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第41条（火災による損傷の防止) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第42条（特定重大事故等対処施設) － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第43条（重大事故等対処設備)
防止でも緩和でもない

設備
可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 分散配置 ○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 分散配置 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 補修を実施 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし

（設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

（設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B, C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

（設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 屋外R/B廻り ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 影響なし ○
防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（低圧代替
注水系（常設））

○
分散配置及び代替設
備（低圧代替注水系

（常設））
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（低圧代替注水系

（常設））
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 屋外R/B廻り ○
代替設備（低圧代替
注水系（常設））

○
分散配置及び代替設
備（低圧代替注水系

（常設））
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

残留熱除去系ポンプ （設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

残留熱除去系配管，弁等 （設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

サプレッション・チェンバ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

原子炉補機冷却系ポンプ （設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

原子炉補機冷却系配管，弁等 （設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

自然現象による影響

降水風（台風） 積雪竜巻設置許可基準

高圧代替注水系

第44条（緊急停止失敗時に発電用原子炉
を未臨界にするための設備)

－

保管・設置箇所※重大事故等対処設備

－

分類

－

－

自動減圧系の起動阻止スイッチ

→56条に記載

高圧窒素ガスボンベ(供給系配管含む)

原子炉補
機冷却

→56条に記載

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路等 ]

低圧代替注水系（可搬型）（常設箇所）〔接続口，配管等〕

※　重大事故等対処設備（SA設備），原子炉建屋（R/B），コントロール建屋（C/B），廃棄物処理建屋（Rw/B）

復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ

代替自動減圧機能

AM用切替装置（SRV)

低圧注水

有毒ガス低温(凍結） 落雷

－

低圧代替注水系（常設）〔復水移送ポンプ〕

逃がし安全弁
（逃がし弁機能用及び自動減圧機能用アキュムレータ含む）

→申請範囲外

原子炉隔離時冷却系

特定重大事故等対処施設

ホイールローダ

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）

高圧炉心注水系注入隔離弁

自動減圧系の起動阻止スイッチ

逃がし安全弁用可搬型蓄電池

高圧炉心注水系

→56条に記載

可搬型直流電源設備 →57条に記載

人為事象による影響

地滑り 生物学的事象 船舶の衝突 電磁的障害

制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動），制御棒駆動系水圧制御ユ
ニット

ほう酸水注入系

→46条に記載

防火水槽，淡水貯水池

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕

火災・爆発

→その他の設備に記載

火山

第47条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低
圧時に発電用原子炉を冷却するための設
備）

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（１／５）

第46条（原子炉冷却材圧力バウンダリを
減圧するための設備）

第45条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高
圧時に発電用原子炉を冷却するための設
備）

復水貯蔵槽 →56条に記載

原子炉補機冷却系 →48条に記載

原子炉建屋ブローアウトパネル

ほう酸水注入系 →44条に記載

3

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応する設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理

共6-5



評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

防止設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（原子炉補

機冷却系）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備 屋外T/B廻り ○
代替設備（原子炉補

機冷却系）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

（設計基準対象施設）
R/B
T/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（代替格納
容器スプレイ冷却系

常設））
○

分散配置及び代替設
備（代替格納容器ス
プレイ冷却系（常

設））

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○

分散配置及び代替設
備（代替格納容器ス
プレイ冷却系（常

設））

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 屋外R/B廻り ○
代替設備（代替格納
容器スプレイ冷却系

（常設））
○

分散配置及び代替設
備（代替格納容器ス
プレイ冷却系（常

設））

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

（設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

フィルタ装置，よう素フィルタ，フィルタベント遮蔽
壁，配管等

防止設備・緩和設備 R/B・屋外 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 建屋遮へいの範囲内 ○
斜面からの
離隔の確保

○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 影響なし ○
防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

ラプチャーディスク 緩和設備 屋外 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（雪が侵入

し難い構造）
○ 建屋遮へいの範囲内 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（降下火砕
物が侵入し難い構

造）
○ 影響なし ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

ドレン移送ポンプ，ドレンタンク 防止設備・緩和設備 屋内・屋外 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 建屋遮へいの範囲内 ○
斜面からの
離隔の確保

○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 影響なし ○
防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

遠隔手動弁操作設備・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

スクラバ水pH制御設備 防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（代替循環

冷却）
○

代替設備（代替循環
冷却）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（代替循環
冷却）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○

代替設備（代替循環
冷却）

○
防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

可搬型窒素供給装置 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

ホース，接続口 防止設備・緩和設備 屋外 ○
代替設備（代替循環

冷却）
○

代替設備（代替循環
冷却）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（代替循環
冷却）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ
（A－2級）〕

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防火水槽，淡水貯水池 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

復水移送ポンプ 緩和設備 Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

残留熱除去系（熱交換器等） 緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

代替原子炉補機冷却系（可搬型）〔熱交換器ユニッ
ト，大容量送水車（熱交換器ユニット用）等〕

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（格納容器
圧力逃がし装置）

○
分散配置及び代替設
備（格納容器圧力逃

がし装置）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（格納容器圧力逃

がし装置）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

代替循環冷却系（常設箇所）〔配管，弁等〕 緩和設備 R/B,T/B,Rw/B,C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

サプレッション・チェンバ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路等]

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（格納容器
下部注水系（常

設））
○

分散配置及び代替設
備（格納容器下部注
水系（常設））

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（格納容器下部注

水系（常設）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 屋外R/B廻り ○
代替設備（格納容器
下部注水系（常

設））
○

分散配置及び代替設
備（格納容器下部注
水系（常設））

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

格納容器圧力逃がし装置
[フィルタベント]

→50条に記載（うち，防止設備）

※　重大事故等対処設備（SA設備），タービン建屋（T/B），原子炉建屋（R/B），廃棄物処理建屋（Rw/B），コントロール建屋（C/B）

有毒ガス

耐圧強化ベント系（W/W及びD/W）〔ボンベ，配管，弁等〕

格納容器下部注水系（常設）〔復水移送ポンプ〕

格納容器下部注水系（常設）（常設箇所）
〔配管，弁等〕

ほう酸水注入系

人為事象による影響

風（台風）設置許可基準 地滑り 生物学的事象 船舶の衝突 電磁的障害火災・爆発重大事故等対処設備 分類

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路]

代替格納容器スプレイ冷却系（常設箇所）〔接続口，配管等〕

サプレッション・チェンバ

コリウムシールド

防火水槽，淡水貯水池

→48条に記載

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（２／５）

竜巻

→56条に記載

→その他の設備に記載

→その他の設備に記載

→49条に記載

→44条に記載

→56条に記載

→56条に記載

格納容器
圧力逃が
し装置

保管・設置箇所※

自然現象による影響

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路等]

復水貯蔵槽

→47条に記載

→56条に記載

→56条に記載

→52条に記載

→56条に記載

低温(凍結） 落雷積雪 火山

→56条に記載

→56条に記載

降水

→その他の設備に記載

→56条に記載

→56条に記載（うち，緩和設備）復水貯蔵槽

→47条に記載

高圧代替注水系 →45条に記載

格納容器下部注水系（可搬型）（常設箇所）〔接続口，配管等〕

格納容器下部注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2
級）〕

低圧代替注水系（常設），（可搬型）

第50条（原子炉格納容器の過圧破損を防
止するための設備）

第51条（原子炉格納容器下部の溶融炉心
を冷却するための設備）

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ
（A－2級）〕

防火水槽，淡水貯水池

第48条（最終ヒートシンクへ熱を輸送す
るための設備）

代替原子炉補機冷却系（可搬型）〔熱交換器ユニット，大容量送
水車（熱交換器ユニット用）等〕

原子炉補機冷却系

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）〔復水移送ポンプ〕

代替原子炉補機冷却系（常設箇所）〔接続口，配管等〕

第49条（原子炉格納容器内の冷却等のた
めの設備）

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕

防火水槽，淡水貯水池

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード，サプレッション・
チェンバ・プール水冷却モード）

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード，サプレッション・
チェンバ・プール水冷却モード）

原子炉補機冷却系

代替循環
冷却

3

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応する設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

（設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（耐圧強化
ベント系，代替循環

冷却）
○

代替設備（耐圧強化
ベント系，代替循環

冷却）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（耐圧強化
ベント系，代替循環

冷却）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
外殻となる建屋が開
口する場合には同機

能は不要
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
外殻となる建屋が開
口する場合には同機

能は不要
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（残留熱除
去系及び燃料プール

冷却浄化系）
○

代替設備（残留熱除
去系及び燃料プール

冷却浄化系）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（残留熱除
去系及び燃料プール

冷却浄化系）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外R/B廻り ○
代替設備（残留熱除
去系及び燃料プール

冷却浄化系）
○

代替設備（残留熱除
去系及び燃料プール

冷却浄化系）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
代替設備（残留熱除
去系及び燃料プール

冷却浄化系）
○

斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○
設計荷重に対して影
響ないことを確認

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（原子炉補

機冷却系）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（原子炉補機冷却

系）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○
影響なし（暖機運転

にて対応）
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 分散配置 ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 分散配置 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 分散配置 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 分散配置 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 分散配置 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 分散配置 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 分散配置 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○
影響なし（暖機運転

にて対応）
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 分散配置 ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－（代替淡水源） 屋外(地下埋設) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし(地下) ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－（代替淡水源） 屋外 ○ 影響なし ○
代替設備（復水貯蔵

槽）
○

影響なし（池表面の
み凍結すると評価）

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（淡水貯水

池）
○

代替設備（淡水貯水
池）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（淡水貯水
池）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（復水貯蔵
槽及びサプレッショ
ン・チェンバ）

○
代替設備（復水貯蔵
槽及びサプレッショ
ン・チェンバ）

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
代替設備（復水貯蔵
槽及びサプレッショ
ン・チェンバ）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

※2　重大事故等対処設備（SA設備），原子炉建屋（R/B），廃棄物処理建屋（Rw/B）

設置許可基準

淡水貯水池

大容量送水車（海水取水用）

→その他の設備に記載

原子炉建屋水素濃度
※1

重大事故等対処設備

可搬型スプレイヘッダ

原子炉建屋放水設備
［大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲］

海洋拡散抑制設備
〔放射性物質吸着材〕

→55条に記載

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA・SA広域）

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監視カ
メラ用空冷装置を含む）

防火水槽，淡水貯水池 →56条に記載

代替原子炉補機冷却系（可搬型）〔熱交換器ユニット，大容量送
水車（熱交換器ユニット用）等〕

水素濃度及び酸素濃度の監視
［格納容器内水素濃度（SA），格納容器内水素濃度，格納容器内

酸素濃度］

火災・爆発落雷 船舶の衝突 電磁的障害降水 有毒ガス地滑り

サプレッション・チェンバ

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路等]

防火水槽

ほう酸水注入系貯蔵タンク

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（３／５）

第55条（工場等外への放射性物質の拡散
を抑制するための設備）

第54条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた
めの設備）

低圧代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕 →56条に記載

防火水槽，淡水貯水池 →56条に記載

第53条（水素爆発による原子炉建屋等の
損傷を防止するための設備）

原子炉建屋原子炉区域 →その他の設備に記載

火山風（台風）

→44条に記載

航空機燃料火災への泡消火
〔泡原液搬送車，泡原液混合装置〕

竜巻 生物学的事象

静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装置

積雪

→50条に記載

分類

→48条に記載

→58条に記載

人為事象による影響自然現象による影響

保管・設置箇所※2 低温(凍結）

格納容器圧力逃がし装置［ホース，接続口] →50条に記載

可搬型窒素供給装置

可搬型代替注水ポンプ（A－2級）

代替原子炉補機冷却系（常設箇所）〔接続口，配管等〕

不活性ガス系

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路等]

燃料プール代替注水系（可搬型）〔可搬型代替注水ポンプ（A－1
級），可搬型代替注水ポンプ（A－2級）〕

第52条（水素爆発による原子炉格納容器
の破損を防止するための設備）

海洋拡散抑制設備
〔汚濁防止膜〕

復水貯蔵槽

海洋拡散抑制設備
〔小型船舶（汚濁防止膜設置用）〕

原子炉建屋放水設備
［大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲等］

燃料プール代替注水系（常設箇所）〔常設スプレイヘッダ，配
管，弁等〕

第56条（重大事故等の収束に必要となる
水の供給設備）

耐圧強化ベント系［耐圧強化ベント系放射線モニタ，フィルタ装
置水素濃度計］

サプレッション・チェンバ

※1　計装設備については計装ループ全体を示すため要素名を記載

→その他の設備に記載

→48条に記載

→58条に記載

燃料プール代替注水系（可搬型）（常設箇所）〔接続口，配管
等〕

燃料プール冷却浄化系

格納容器圧力逃がし装置

格納容器圧力逃がし装置［フィルタ装置出口放射線モニタ，フィ
ルタ装置水素濃度計］

耐圧強化ベント系（W/W）

3

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応する設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

防止設備・緩和設備 屋外T/B廻り ○
代替設備

（非常用交流電源設
備）

○
分散配置及び代替設
備（非常用交流電源

設備）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（非常用交流電源

設備）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（軽油タン

ク）
○

分散配置及び代替設
備（軽油タンク）

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（軽油タンク）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備

（非常用交流電源設
備）

○
分散配置及び代替設
備（非常用交流電源

設備）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（非常用交流電源

設備）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外R/B廻り ○
代替設備

（非常用交流電源設
備）

○
分散配置及び代替設
備（非常用交流電源

設備）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 開口部閉止 ○
防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備

（非常用交流電源設
備）

○
代替設備

（非常用交流電源設
備）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○

代替設備（号炉間電
力融通ケーブル（常

設）
○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備
R/B
C/B

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（非常用直

流電源設備）
○

分散配置及び代替設
備（非常用直流電源

設備）
○

影響なし(暖機運転
にて対応)

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

分散配置及び代替設
備（非常用直流電源

設備）
○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外T/B廻り ○
代替設備

（非常用所内電源設
備）

○
代替設備

（非常用所内電源設
備）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（離隔距離
により影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B, C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

（設計基準対象施設） R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

（設計基準対象施設） 屋外 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

（設計基準対象施設） C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 影響なし ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（軽油タン

ク）
○

分散配置及び代替設
備（軽油タンク）

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○
分散配置及び代替設
備（軽油タンク）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備
（設計基準対象施設）

C/B
R/B
Rw/B

R/B(5号炉)

○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外 ○
代替設備（主要パラ
メータの他チャンネ

ル）
○

代替設備（主要パラ
メータの他チャンネ

ル）
○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○
影響なし

（居住性評価）
○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 C/B, Rw/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止でも緩和でもない
設備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でも緩和でもない
設備

C/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

※　重大事故等対処設備（SA設備），タービン建屋（T/B），原子炉建屋（R/B），廃棄物処理建屋（Rw/B），コントロール建屋（C/B）

有毒ガス風（台風） 竜巻 積雪分類 生物学的事象火山保管・設置箇所※ 落雷低温(凍結） 火災・爆発降水 地滑り

人為事象による影響

船舶の衝突 電磁的障害

自然現象による影響

非常用ガス処理系（排風機，フィルタ装置等）

可搬型代替交流電源設備〔電源車〕

可搬型代替交流電源設備（常設箇所）〔電源車接続箇所〕

所内蓄電式直流電源設備〔AM用直流125V蓄電池・充電器，直流
125V蓄電池・充電器A，A-2，B〕

代替所内電源設備〔非常用高圧母線C・D系〕

重大事故等発生時の計装（SA時計装一式）
［原子炉圧力容器の温度・圧力・水位］

［原子炉圧力容器・原子炉格納容器への注水量］
［原子炉格納容器内の温度・圧力・水位・水素濃度・酸素濃度・

放射線量率］
［未臨界の維持又は監視］

［最終ヒートシンクの確保(代替循環冷却系・格納容器圧力逃がし
装置・耐圧強化ベント系・残留熱除去系)］

［格納容器バイパス監視］
［水源の確保］

［原子炉建屋内の水素濃度］
[使用済燃料プールの監視]

[発電所内の通信連絡]
[可搬型計測器]

可搬型蓄電池内蔵型照明

非常用交流電源設備〔非常用ディーゼル発電機，燃料ディタン
ク〕

号炉間電力融通ケーブル（常設）

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

可搬型代替直流電源設備〔電源車〕

非常用直流電源設備〔直流125V蓄電池・充電器C，D等〕

中央制御室待避室及び遮蔽

中央制御室及び遮蔽

中央制御室可搬型陽圧化空調機

重大事故等対処設備

常設代替直流電源設備〔AM用直流125V蓄電池，充電器〕

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（４／５）

第59条（原子炉制御室）
無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設） →62条に記載

データ表示装置（待避室），差圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度
計

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

非常用交流電源設備〔燃料移送ポンプ，配管等〕

第58条（計装設備）

常設代替交流電源設備〔タンクローリ（16kL）〕

重大事故等発生時の計装
［最終ヒートシンクによる冷却状態の確認（格納容器圧力逃がし

装置）］

燃料補給設備〔軽油タンク〕

燃料補給設備〔タンクローリ（4kL）等〕

代替所内電源設備〔緊急用断路器〕

常設代替交流電源設備〔第一ガスタービン発電機一式〕

代替所内電源設備〔緊急用電源切替箱断路器，緊急用電源切替箱
接続装置，AM用動力変圧器，MCC等〕

第57条（電源設備）

設置許可基準

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応する設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
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評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法 評価 防護方法

防止でも緩和でもない設
備

可搬型SA設備保管場所
R/B（5号炉）

○
代替設備（モニタリ

ングポスト）
○

代替設備（モニタリ
ングポスト）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（モニタリ
ングポスト）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

可搬型SA設備保管場所 ○
代替設備（気象観測

装置）
○

代替設備（気象観測
装置）

○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○

代替設備（気象観測
装置）

○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

可搬型SA設備保管場所 ○ 補修を実施 ○ 補修を実施 ○ 影響なし ○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

屋外 ○
代替設備（可搬型モ
ニタリングポスト）

○
代替設備（可搬型モ
ニタリングポスト）

○
代替設備（可搬型モ
ニタリングポスト）

○ 影響なし ○
影響なし（適切に除

雪する。）
○ 補修を実施 ○

斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備
R/B（5号炉）

屋外
○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○

影響なし
（居住性評価）

○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止でも緩和でもない設
備

R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備
R/B（5号炉）

屋外
○

建屋内（屋上生体遮
蔽は飛散せず機能維

持可能）
○

建屋内（屋上生体遮
蔽は飛散せず機能維

持可能）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○

影響なし
（居住性評価）

○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

緩和設備 R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止でも緩和でもない設
備

R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

防止設備・緩和設備 可搬型SA設備保管場所 ○

風荷重に対して影響
のないことを確認。
飛来物による損傷を
考慮した場合でも，
大湊側高台保管場所
の予備機と接続

○
大湊側高台保管場所
の予備機と接続

○
影響なし(暖機運転

にて対応)
○ 影響なし ○

影響なし（適切に除
雪する。）

○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○
影響なし（適切に除

灰する。）
○ 開口部閉止 ○

防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

携帯型音声呼出電話設備 防止設備・緩和設備   C/B，R/B（5号炉） ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

無線連絡設備（常設）（可搬型） 防止設備・緩和設備
C/B，

R/B(5号炉)
（屋外設備含む）

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は風の
影響を受けない屋
内，地下に配置され
た代替設備（有線
系）により機能維持

可能

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，衛星系）
により機能維持可能

○
代替設備（有線系）
により機能維持可能

○ 影響なし ○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系））にて機
能維持可能

○

分散配置された代替
設備（有線系，衛星
系）により機能維持

可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系））にて機

能維持可能

○
代替設備（有線系）
により機能維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

安全パラメータ表示システム（SPDS） 緩和設備
C/B,

R/B（5号炉）
（屋外設備含む）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系））にて機

能維持可能

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系））にて機

能維持可能

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系））にて機

能維持可能

○ 影響なし ○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系））にて機
能維持可能

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系））にて機
能維持可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（有線系））にて機

能維持可能

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（有線系））にて機
能維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

5号炉屋外緊急連絡用インターフォン 防止設備・緩和設備
R/B（5号炉）

（屋外設備含む）
○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（送受話器，電力保
安通信用電話設

備））にて機能維持
可能

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（送受話器，電力保
安通信用電話設

備））にて機能維持
可能

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備
（送受話器，電力保

安通信用電話設
備））にて機能維持

可能

○ 影響なし ○

影響なし
（屋外設備について
も，雪が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除雪する
などの対応により機

能維持可能）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（送受話器，電力保
安通信用電話設

備））にて機能維持
可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

影響なし
（屋外設備について
も，灰が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除灰する
などの対応により機

能維持可能）

○

建屋内（屋外設備に
ついては代替設備

（送受話器，電力保
安通信用電話設

備））にて機能維持
可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

衛星電話設備（常設）（可搬型） 防止設備・緩和設備
C/B，

R/B(5号炉)
（屋外設備含む）

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，無線系）
により機能維持可能

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，無線系）
により機能維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし
（屋外設備について
も、雪が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除雪する
などの対応により機

能維持可能）

○

分散配置された代替
設備（有線系，無線
系）により機能維持

可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

影響なし
（屋外設備について
も、灰が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除灰する
などの対応により機

能維持可能）

○
代替設備（有線系）
により機能維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連
絡設備，データ伝送設備

防止でも緩和でもない設
備

R/B(5号炉)
（屋外設備含む）

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，衛星系
（復旧））により機

能維持可能

○

建屋内設備は影響な
し。屋外設備は分散
配置された代替設備
（有線系，衛星系）
により機能維持可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○

影響なし
（屋外設備について
も、雪が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除雪する
などの対応によりに
より機能維持可能）

○

分散配置された代替
設備（有線系，衛星
系）により機能維持

可能

○
斜面からの
離隔の確保

○

影響なし
（屋外設備について
も、灰が積もりにく
い形状であるととも
に，適切に除灰する
などの対応によりに
より機能維持可能）

○

分散配置された代替
設備（有線系，衛星
系）により機能維持

可能

○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 R/B ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 建屋内 ○ 影響なし ○ 建屋内 ○ 影響なし

防止設備・緩和設備 屋外 ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし ○
斜面からの
離隔の確保

○ 影響なし ○ 影響なし ○
防火帯内（輻射熱に
対して影響ないこと

を確認）
○ 影響なし ○ 影響なし ○ 影響なし

第60条（監視測定設備）

第61条（緊急時対策所）

放射線サーベイ機器〔可搬型ダスト・よう素サンプラ，
GM汚染サーベイメータ，NaIシンチレーションサーベイ
メータ，電離箱サーベイメータ，ZnSシンチレーション

サーベイメータ〕

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置
（空気ボンベ）

重大事故等時に対処するための流路，注水先又は注入先
[原子炉圧力容器，原子炉格納容器，使用済燃料プール，

原子炉建屋原子炉区域]

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計（待機場所）

5号炉屋外緊急連絡用インターフォン

可搬型気象観測装置

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
及び遮蔽並びに高気密室

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
可搬型陽圧化空調機，可搬型外気取入送風機

※　重大事故等対処設備（SA設備），原子炉建屋（R/B），コントロール建屋（C/B）

非常用取水設備
[海水貯留堰，取水路等]

その他の設備

→57条に記載

安全パラメータ表示システム（SPDS）

第62条（通信連絡を行うために必要な設
備）

所外通信

軽油タンク，タンクローリ(4kL)

所内外
通信

所内
通信

→62条に記載

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

通信連絡設備 →62条に記載

→62条に記載

生物学的事象

可搬型モニタリングポスト

重大事故等対処設備

→60条に記載

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計（対策本部）

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
，遮蔽及び室内遮蔽

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）
可搬型陽圧化空調機

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置
（空気ボンベ）

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素
吸収装置

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型エリ
アモニタ

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型エリ
アモニタ

可搬型モニタリングポスト

小型船舶（海上モニタリング用）

モニタリング・ポスト用発電機

降水 地滑り

自然現象による影響

表1 外部事象に対する重大事故等に対処するための機能を有する設備の影響評価（５／５）

電磁的障害船舶の衝突

人為事象による影響

火災・爆発 有毒ガス保管・設置箇所※ 火山落雷積雪設置許可基準 低温(凍結）風（台風）分類 竜巻

4

○：各外部事象に対し安全機能を維持できる

又は各外部事象による損傷を考慮した場合でも，対応する設計基準対象施設が各外部事象に対し安全機能を維持できる（防止設備）

又は各外部事象による損傷を考慮して，代替設備による機能維持や安全上支障のない期間での修復等の対応が可能（緩和設備，防止でも緩和でもない設備）

―：他の項目にて整理
44
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共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について 

  



共 7－1 

 

重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について 

 

 

1．概 要 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則」（以下「設置許可基準規則」という。）第四十三条第２項第三号にて，常

設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないことを要求している。また，同規則

第四十三条第３項第七号にて，可搬型重大事故防止設備は，共通要因によって，

設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水

機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処する

ために必要な機能と同時にその機能が損なわれることがないことを要求してい

る。 

 柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉の重大事故防止設備が，単一の火災に

よっても上記の要求に適合していることを以下に示す。また，これを踏まえて，

内部火災が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的な防護方針を以

下に示す。 
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2．基本事項 

 

［要求事項］ 

 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（重大事故等対処設備） 

 第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以

下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重

大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケー

ブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に定め

るもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 ３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほかに、次に掲げるも

のでなければならない。 

  七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設

備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止

設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 
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2.1． 基本的な防護方針の整理 

重大事故等対処施設に対する火災防護としては，設置許可基準規則第四十一

条にしたがい，火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうお

それがないよう，火災の発生防止対策及び火災感知・消火対策を実施する。 

一方，設置許可基準規則第四十三条第２項第三号を火災の観点からみると，

常設重大事故防止設備は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故

対処設備の安全機能とが同時喪失しないことを要求している。また，設置許可

基準規則第四十三条第３項第七号を火災の観点からみると，可搬型重大事故防

止設備は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故対処設備の安全

機能とが同時喪失しないこと，及び当該設備の機能と使用済燃料貯蔵槽の冷却

機能若しくは注水機能とが同時喪失しないこと，さらには当該設備の機能と常

設重大事故防止機能の重大事故対処に必要な機能とが同時喪失しないことを要

求している。 

これらを踏まえ，内部火災が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基

本的な防護方針を以下に整理する。この際，運転員等による各種対応操作※１に

関しても，火災による影響を考慮の上，期待することとする。 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部火災によって，対応する設計基準対象施設

の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれのないこと 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，修復

性等も考慮の上，できる限り内部火災に対する頑健性を確保すること 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部火災が発生した場合においても，設計基準対象施設の機能に期待

せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全性に関する主要な

機能※２が損なわれるおそれのないこと 

 

※１：火災の影響により電動弁の遠隔操作機能が喪失した場合に，現場の環境状況を

考慮の上，運転員等が現場へアクセスし，消火活動後，手動にて弁操作を実

施する，等 

※２：「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器除熱」及び「使用済燃料プール注水」

機能とする 
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2.2． 方針への適合性確認の流れ 

2.1．に示した防護方針への適合性の確認においては，まず，設置許可基準規

則第三十七条以降の各条文に該当する重大事故等対処施設を抽出し，それらを

「防止設備」「緩和設備」及び「防止でも緩和でもない設備」に分類する。これ

らの分類を行った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，方針

Ⅲへの適合性を確認する二次評価の，二つの段階にて確認する。 

 

(1) 方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は「防止設備」に分類された設備

であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の「防止設備」が，単一の火災による影響でその安全機能を維持

できるか 

②：①にて維持できない場合は，単一の火災で当該防止設備に対応する設計

基準対象施設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(2) 方針Ⅱへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は「緩和設備」及び「防止でも緩

和でもない設備」に分類された設備であり，以下のような流れでその適合性

を確認する。 

①：各条文の「緩和設備」及び「防止でも緩和でもない設備」が，単一の火

災による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限りの頑健性を

確保する 

 

(3) 方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れで確認する。 

①：火災による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器

除熱」及び「使用済燃料プール注水」機能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 
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3．火災による重大事故対処設備の独立性・修復性 

3.1．重大事故防止設備の火災による設計基準事故対処設備等への影響（独立性） 

設置許可基準規則第四十三条第２項第三号を火災の観点からみると，常設重

大事故防止設備は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故対処設

備の安全機能とが同時喪失しないことを要求している。また，設置許可基準規

則第四十三条第３項第七号を火災の観点からみると，可搬型重大事故防止設備

は，単一の火災によって当該設備の機能と設計基準事故対処設備の安全機能と

が同時喪失しないこと，及び当該設備の機能と使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若

しくは注水機能とが同時喪失しないこと，さらには当該設備の機能と常設重大

事故防止機能の重大事故対処に必要な機能とが同時喪失しないことを要求して

いる。 

このため，まずは単一の火災によって可搬型重大事故防止設備の機能と設計

基準事故対処設備の安全機能が同時に喪失しないこと，当該設備の機能と使用

済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能が同時に喪失しないこと，及び当該

設備の機能と常設重大事故防止設備の重大事故対処に必要な機能が同時に機能

喪失しないことを確認する。 

次に，単一の火災によって常設重大事故防止設備の機能と設計基準事故対処

設備の安全機能が同時に喪失しないことを示す。 

また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置していることを示す。 

 

なお，上記の確認は，重大事故防止設備の各機能について，火災によって当

該設備の機能と，当該設備が代替する機能を有する設計基準事故対処設備の安

全機能が同時に喪失しないことを確認することによって，任意の単一火災によ

って，重大事故防止設備の機能と設計基準事故対処設備の安全機能が同時に喪

失しないことを示すものである。 
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3.1.1．可搬型重大事故防止設備の火災による設計基準対象施設等への影響 

重大事故防止設備のうち可搬型のものを第１表に示す。 

 

第１表：可搬型重大事故防止設備（１／３） 

 

可搬型重大事故防止設備 関連 

条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

逃がし安全弁用可搬型 

蓄電池による減圧 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

46 

直流 125V 蓄電池 A，直流

125V 蓄電池 A-2，直流

125V 蓄電池 B 

高圧窒素ガス供給系による

作動窒素ガス確保 
高圧窒素ガスボンベ （アキュムレータ） 

低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉の冷却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
47 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） ホース・接続口[流路] 

代替原子炉補機冷却系 

による除熱 

＊水源は海を使用 

熱交換器ユニット 

48 

原子炉補機冷却系 
大容量送水車（熱交換器ユニット用） 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

ホース[流路] 

耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）， 

原子炉補機冷却系 

代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格

納容器内の冷却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
49 

残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード） 
ホース・接続口[流路] 

格納容器圧力逃がし装置に

よる原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 

50 - スクラバ pH 制御装置 

ホース・接続口[流路] 

燃料プール代替注水系（可搬

型）による常設スプレイヘッ

ダを使用した使用済燃料プ

ール注水及びスプレイ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 

54 

残留熱除去系（燃料プー

ル水の冷却及び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース・接続口[流路] 

燃料プール代替注水系（可搬

型）による可搬型スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料

プール注水及びスプレイ 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

可搬型スプレイヘッダ 

ホース・接続口[流路] 

重大事故等時における 

使用済燃料プールの除熱 

熱交換器ユニット 

大容量送水車（熱交換器ユニット用） 

代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

ホース[流路] 
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第１表：可搬型重大事故防止設備（２／３） 

 

可搬型重大事故防止設備 関連 

条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

水の供給 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

56 － 
ホース・接続口[流路] 

大容量送水車（海水取水用） 

ホース[流路] 

常設代替交流電源設備 

による給電 

タンクローリ（16kL） 

57 

非常用交流電源設備 

ホース[燃料流路] 

可搬型代替交流電源設備 

による給電 

電源車 

タンクローリ（4kL） 

ホース[燃料流路] 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置

電路[電路] 

電源車～動力変圧器 C 系電路[電路] 

電源車～AM 用動力変圧器電路[電路] 

可搬型代替交流電源設備 

による代替原子炉補機 

冷却系への給電 

電源車 

電源車～代替原子炉補機冷却系電路

[電路] 

号炉間電力融通ケーブルに

よる給電 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

非常用所内電気設備 
号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

～緊急用電源切替箱接続装置電路

[電路] 

可搬型直流電源設備 

による給電 

電源車 

非常用直流電源設備 

タンクローリ（4kL） 

ホース[燃料流路] 

電源車～緊急用電源切替箱接続装置

電路[電路] 

電源車～AM 用動力変圧器電路[電路] 

燃料補給設備 
タンクローリ（4kL） 

（軽油タンク） 

ホース[燃料流路] 

温度，圧力，水位，注水量の

計測・監視 
可搬型計測器 

58 

各計測器 

その他 
電源車電圧 

－ 
電源車周波数 

居住性の確保 

中央制御室可搬型陽圧化空調機 

59 中央制御室換気空調系 中央制御室可搬型陽圧化 

空調機用仮設ダクト[流路] 
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第１表：可搬型重大事故防止設備（３／３） 

 

可搬型重大事故防止設備 関連 

条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

居住性の確保（対策本部） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）可搬型陽圧化空調機 

61 

－ 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）可搬型陽圧化空調機用仮設

ダクト[流路] 

居住性の確保（待機場所） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）可搬型陽圧化空調機 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）可搬型陽圧化空調機用仮設

ダクト[流路] 

通信連絡（5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 

無線連絡設備（可搬型） 
送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

- 

衛星電話設備（可搬型） 

携帯型音声呼出電話設備 

電源の確保（5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用 

可搬型電源設備 非常用所内電気設備 

可搬ケーブル 

タンクローリ（4kL） （軽油タンク） 

発電所内の通信連絡 

携帯型音声呼出電話設備 

62 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

- 

無線連絡設備（可搬型） 

衛星電話設備（可搬型） 
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第１表の設備のうち，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級,A-2 級），代替原子炉補

機冷却系（熱交換器ユニット・大容量送水車（熱交換器ユニット用）・代替原子

炉補機冷却海水ストレーナ），スクラバ pH 制御装置，可搬型スプレイヘッダ，

ホース・接続口［流路］，大容量送水車（海水取水用），電源車，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備，可搬ケーブル，タンクローリ，ホース[燃

料流路]，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）は，6 号及び 7 号炉の原子炉建屋，

タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，常設代替交流電源設備等

とは距離的に離れた場所に配備することとしており，これらの設備に火災が発

生しても，各重大事故防止設備が代替する機能を有する設計基準事故対象設備，

6 号及び 7 号炉の使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能，又は常設重

大事故防止設備に影響を及ぼすおそれはない。すなわち，2.2．(1)②において

安全機能が同時に喪失しないと判断する。（41-3 添付資料３）遠隔空気駆動弁

操作用ボンベについては，不燃性材料で構成され過圧防止の安全弁を設ける等，

火災により影響を受けることは考えにくく，また代替する機能を有する設計基

準対象施設である残留熱除去系（原子炉建屋原子炉区域内），原子炉補機冷却系

（タービン建屋）とは別の原子炉建屋原子炉区域外に分散配置する設計とする。

すなわち，2.2．(1)①並びに②において安全機能が同時に喪失しないと判断す

る。 

 

高圧窒素ガスボンベは原子炉建屋  及び  （6 号炉），又は    及び 

（7 号炉）に，逃がし安全弁用可搬型蓄電池は原子炉建屋    （6 号炉

及び 7 号炉）に設置されている。一方，当該ボンベが代替する機能を有する設

計基準事故対処設備である自動減圧系の圧縮空気供給機能（駆動用窒素源）は

原子炉格納容器内に設置されている。したがって，高圧窒素ガスボンベと圧縮

空気供給機能（駆動用窒素源）は分散配置されており，火災により同時に機能

喪失することはない。また，逃がし安全弁用可搬型蓄電池が代替する機能を有

する設計基準対処設備である直流 125V 蓄電池 A,A-2,B はコントロール建屋 

 （6 号炉及び 7 号炉）に設置されている。したがって,火

災によって逃がし安全弁用可搬型蓄電池と直流 125V蓄電池 A,A-2,Bが同時に機

能喪失することはない。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置して

いる。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。

（第１図） 

 

可搬型計測器は，当該計測器が代替する機能を有する設計基準対象施設又は

重大事故等対処設備である各計測器（主要設備の計測が困難となった場合の代

替監視パラメータを含む）の電源設備（非常用交流電源設備，常設代替交流電

源設備，可搬型代替交流電源設備）が機能喪失した場合にも重要監視パラメー
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タ及び重要代替監視パラメータを計測可能なように配備するものである。可搬

型計測器が代替する機能を有する設計基準対象施設又は重大事故等対処設備で

ある各計測器（主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータを含

む）は，重大事故等対処設備の計装設備及びその代替する機能を有する設計基

準対象施設の計装設備のそれぞれにおいて異なる系統として設計し，検出器・

伝送器等の位置的分散を図るとともにケーブルを電線管に布設することによっ

て，単一の火災によって重大事故等対処設備と設計基準対象施設の安全機能が

同時に喪失しないよう設計している。また，可搬型計測器は，当該計測器が代

替する機能を有する設計基準対象施設又は重大事故等対処設備である各計測器

（主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータを含む）の電源設

備（非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備）

を配置する火災区域とは別の火災区域として 6 号及び 7 号炉の中央制御室に配

置していることから，単一の火災によってそれぞれが同時に機能喪失すること

はない。さらに，可搬型計測器は，6 号及び 7 号炉の中央制御室に配置してい

るものに加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用の 1 セ

ットを 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所にも配備し，位置的分散を図っている。

また，消火設備についてもそれぞれ分散して配置している。すなわち，2.2．(1)

②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機及び中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮設ダ

クトについては，当該空調機が代替する機能を有する設計基準事故対処設備で

ある中央制御室換気空調系を設置する火災区域とは別の火災区域に設置するこ

とから，火災によって中央制御室可搬型陽圧化空調機及び中央制御室可搬型陽

圧化空調機用仮設ダクトと中央制御室換気空調系が同時に機能喪失することは

ない。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，

2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。（第２図） 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の可搬型陽圧化空調機(対策本部，待機場

所)及び可搬型陽圧化空調機用仮設ダクトについては，5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部，待機場所）が 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋・コントロー

ル建屋等と位置的に分散して設置されていることから，当該空調機の単一の火

災によっても 6 号及び 7 号炉の原子炉及び使用済燃料プールに影響を及ぼすお

それはない。なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の可搬型陽圧化空調機（対

策本部，待機場所）及び可搬型陽圧化空調機用仮設ダクトは単一の火災に対し

て予備機を分散配備することから，火災によって 5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部，待機場所）の居住性を確保する機能が喪失することはない。

また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)

②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。（第３図） 
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携帯型音声呼出電話設備は 6 号及び 7 号炉の中央制御室と 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所内に設置しているが，当該設備が代替する機能を有する設計基

準対象施設である送受話器，電力保安通信用電話設備は廃棄物処理建屋・コン

トロール建屋に設置しており，位置的分散が図られていることから，火災によ

って発電所内の通信連絡機能が喪失することはない。また，無線連絡設備（可

搬型），衛星電話設備（可搬型）については， 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所に設置されているが，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設で

ある送受話器，電力保安通信用電話設備は廃棄物処理建屋・コントロール建屋

に設置しており，位置的分散が図られていることから，火災によって発電所内

の通信連絡機能が喪失することはない。また，消火設備についてもそれぞれ分

散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失し

ないと判断する。（第４図） 

 

以上より，単一の火災によって，可搬型重大事故防止設備は，当該設備が代

替する機能を有する設計基準対象施設の安全機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれはない。 

また，当該設備の機能と使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能も同

時に喪失しない。さらに，当該設備の機能と常設重大事故防止設備の重大事故

対処に必要な機能についても同時に機能喪失しない。 
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6 号炉の配置 

 

第 1-1 図：高圧窒素ガスボンベとアキュムレータの配置 
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7 号炉の配置 

 

第 1-2 図：高圧窒素ガスボンベとアキュムレータの配置 
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     6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7 号炉の配置 

 

第 1-3 図：逃がし安全弁用可搬型蓄電池と直流 125V 蓄電池 A,A-2,B の配置 
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6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉の配置 

 

第 2 図：中央制御室可搬型陽圧化空調機と中央制御室換気空調系の配置 
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第 3 図：5 号炉原子炉建屋緊急時対策所可搬型換気空調系の配置 
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5 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6／7 号炉の配置 

第 4-1 図：通信連絡設備の配置 
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7 号炉の配置 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 号炉の配置 

第 4-2 図：通信連絡設備の配置 
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3.1.2． 常設重大事故防止設備の火災による設計基準対象施設への影響 

重大事故防止設備のうち常設のものを第２表に示す。 

 

第２表：常設重大事故防止設備（１／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

代替制御棒挿入機能による

制御棒緊急挿入 

ATWS 緩和設備 

（代替制御棒挿入機能） 

44 
原子炉緊急停止系 

制御棒 

制御棒駆動機構（水圧駆動） 

制御棒駆動系 水圧制御ユニット 

制御棒駆動系 配管［流路］ 

原子炉冷却材再循環ポンプ

停止による原子炉出力抑制 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能） 

ほう酸水注入 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系 配管・弁［流路］ 

高圧炉心注水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 

出力急上昇の防止 自動減圧系の起動阻止スイッチ 自動減圧系 

高圧代替注水系による 

原子炉の冷却 

高圧代替注水系ポンプ 

45 
高圧炉心注水系， 

原子炉隔離時冷却系 

高圧代替注水系（蒸気系） 

配管・弁[流路] 

主蒸気系 配管・弁[流路] 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁[流路] 

高圧代替注水系（注水系） 

配管・弁[流路] 

復水補給水系 配管[流路] 

高圧炉心注水系 配管・弁[流路] 

残留熱除去系 配管・弁 

（7 号炉のみ）[流路] 

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 

原子炉圧力容器[注水先] 45,47 （原子炉圧力容器） 

高圧炉心注水系による 

原子炉の冷却 

高圧炉心注水系ポンプ※ 

45 
（高圧炉心注水系）， 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心注水系 配管・弁・スト

レーナ・スパージャ［流路］※ 

復水補給水系 配管［流路］※ 
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第２表：常設重大事故防止設備（２／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

原子炉隔離時冷却系による

原子炉の冷却 

原子炉隔離時冷却系ポンプ※ 

45 
（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心注水系 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 

配管・弁[流路]※ 

主蒸気系 配管・弁[流路]※ 

原子炉隔離時冷却系（注水系）  

配管・弁・ストレーナ[流路]※ 

復水補給水系 配管・弁[流路]※  

高圧炉心注水系  

配管・弁[流路] ※ 

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］※ 

逃がし安全弁 

逃がし安全弁[操作対象弁] 

46 

(逃がし安全弁) 

逃がし弁機能用アキュムレータ 
（アキュムレータ） 

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気系配管・クエンチャ[流路] （逃がし安全弁排気管） 

原子炉減圧の自動化 

＊自動減圧機能付き逃がし

安全弁のみ 

代替自動減圧ロジック 

（代替自動減圧機能） 自動減圧系 

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

可搬型直流電源設備による

減圧 
AM 用切替装置（SRV） 

直流 125V 蓄電池 A, 直流

125V 蓄電池 A-2, 直流

125V 蓄電池 B 

高圧窒素ガス供給系による

作動窒素ガス確保 

高圧窒素ガス供給系 

配管・弁［流路］ 

（アキュムレータ） 
自動減圧機能用アキュムレータ

[流路] 

逃がし弁機能用アキュムレータ

[流路] 

インターフェイスシステム

LOCA 隔離弁 
高圧炉心注水系注入隔離弁※ 

（高圧炉心注水系 

注入隔離弁） 

ブローアウトパネル 原子炉建屋ブローアウトパネル - 

低圧代替注水系（常設） 

による原子炉の冷却 

復水移送ポンプ 

47 
残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

残留熱除去系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］ 

低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉の冷却 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

残留熱除去系 配管・弁・スパー

ジャ［流路］ 

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 
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第２表：常設重大事故防止設備（３／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 
系統機能 主要設備 

低圧注水 

残留熱除去系ポンプ※ 

47 

（残留熱除去系（低圧注

水モード）） 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ・スパージャ［流路］※  

給水系 配管・弁・スパージャ［流

路］※ 

原子炉停止時冷却 

残留熱除去系ポンプ※ 

（残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）） 

残留熱除去系熱交換器※ 

残留熱除去系 配管・弁・スパー

ジャ［流路］※ 

給水系 配管・弁・スパージャ［流

路］※ 

非常用取水設備 

海水貯留堰 47,48, 

49,50, 

54,56 

(海水貯留堰) 

スクリーン室 (スクリーン室） 

取水路 (取水路) 

補機冷却用海水取水路※ 47,48, 

49 

(補機冷却用海水取水路) 

補機冷却用海水取水槽※ (補機冷却用海水取水槽) 

代替原子炉補機冷却系によ

る除熱＊水源は海を使用 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク［流路］ 

48 

原子炉補機冷却系 

残留熱除去系熱交換器［流路］ 

耐圧強化ベント系による 

原子炉格納容器内の 

減圧及び除熱 

遠隔手動弁操作設備 

残留熱除去系（格納容器 

スプレイ冷却モード）， 

原子炉補機冷却系 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁

[流路] 

不活性ガス系 配管・弁［流路］ 

耐圧強化ベント系（W/W） 

配管・弁[流路] 

耐圧強化ベント系（D/W） 

配管・弁[流路] 

非常用ガス処理系  

配管・弁［流路］ 

主排気筒（内筒）[流路] 

原子炉格納容器（サプレッショ

ン・チェンバ，真空破壊弁を含む）

[排出元] 

48,49, 

50,52 
（原子炉格納容器） 

原子炉停止時冷却 
残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）※ 

48 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード） 

格納容器スプレイ冷却 
残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）※ 

残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード） 

サプレッション・チェンバ・

プール水冷却 

残留熱除去系（サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード）

※ 

残留熱除去系（サプレッ

ション・チェンバ・プー

ル水冷却モード） 

 

 



共 7－22 

 

第２表：常設重大事故防止設備（４／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 
系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置 

による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

フィルタ装置 

48 

残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）， 

原子炉補機冷却系 

よう素フィルタ 

ラプチャーディスク 

ドレン移送ポンプ 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・

弁[流路] 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

淡水貯水池［水源］ 

不活性ガス系 配管・弁［流路］ 

耐圧強化ベント系  

配管・弁［流路］ 

格納容器圧力逃がし装置  

配管・弁［流路］ 

原子炉補機冷却系 

＊水源は海を使用 

原子炉補機冷却水ポンプ※ 

48,49 （原子炉補機冷却系） 

原子炉補機冷却海水ポンプ※ 

原子炉補機冷却水系 熱交換器※ 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

海水ストレーナ[流路]※ 

原子炉補機冷却系  

サージタンク[流路]※ 

代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）による原子炉格納

容器内の冷却 

復水移送ポンプ 

49 

残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却

モード） 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

残留熱除去系 配管・弁［流路］ 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

高圧炉心注水系配管・弁［流路］ 

代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格

納容器内の冷却 

復水補給水系配管・弁[流路] 残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却

モード） 

残留熱除去系配管・弁 [流路] 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

格納容器スプレイ冷却系に

よる原子炉格納容器内の冷

却 

残留熱除去系ポンプ※ 

（残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モード）） 

残留除去系熱交換器※ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ［流路］※ 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

サプレッション・チェンバ・

プール水の冷却 

残留熱除去系ポンプ※ 
（残留熱除去系(サプレ

ッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード)） 

残留熱除去系熱交換器※ 

残留熱除去系配管・弁・ストレー

ナ［流路]※ 



共 7－23 

第２表：常設重大事故防止設備（５／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 
系統機能 主要設備 

格納容器圧力逃がし装置 

による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

フィルタ装置 

50 － 

よう素フィルタ 

ラプチャーディスク 

ドレン移送ポンプ 

ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 

遠隔空気駆動弁操作設備 配管・

弁[流路] 

フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 

不活性ガス系 配管・弁［流路］ 

耐圧強化ベント系  

配管・弁［流路］ 

格納容器圧力逃がし装置  

配管・弁［流路］ 

燃料プール代替注水系（可搬

型）による常設スプレイヘッ

ダを使用した使用済燃料プ

ール注水及びスプレイ 

常設スプレイヘッダ 

54 

残留熱除去系（燃料プー

ル水の冷却及び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

燃料プール代替注水系 配管・弁

［流路］ 

使用済燃料プール（サイフォン防

止機能含む）[注水先] 
（使用済燃料プール） 

燃料プール代替注水系（可搬

型）による可搬型スプレイヘ

ッダを使用した使用済燃料

プール注水及びスプレイ 

燃料プール代替注水系 配管・弁

［流路］ 

残留熱除去系（燃料プー

ル水の冷却及び補給） 

燃料プール冷却浄化系 

使用済燃料プールの 

監視 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

(SA 広域) 
使用済燃料貯蔵プール水

位,燃料プール冷却浄化

系ポンプ入口温度,使用

済燃料貯蔵プール温度,

燃料貯蔵プールエリア 

放射線モニタ,燃料取替

エリア排気放射線モニ

タ,原子炉区域換気空調

系排気放射線モニタ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

(SA) 

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

（使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ用空冷装置を含む） 

重大事故等時における使用

済燃料プールの除熱 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

残留熱除去系（燃料プー

ル水の冷却及び補給） 

（燃料プール冷却浄化

系） 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 

原子炉補機冷却系配管・弁・サー

ジタンク[流路] 

燃料プール冷却浄化系  

配管・弁［流路］ 

燃料プール冷却浄化系  

スキマサージタンク［流路］ 

燃料プール冷却浄化系  

ディフューザ［流路］ 
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第２表：常設重大事故防止設備（６／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

重大事故等収束のための水

源 

※水源としては海も使用可

能 

復水貯蔵槽 49，56 

（サプレッション・ 

チェンバ） 

（復水貯蔵槽） 

水の供給 CSP 外部補給配管・弁[流路] 56 － 

常設代替交流電源設備によ

る給電 

第一ガスタービン発電機 

57 

非常用交流電源設備 

軽油タンク 

第一ガスタービン発電機用 

燃料タンク 

第一ガスタービン発電機用 

燃料移送ポンプ 

軽油タンク出口ノズル・弁 

[燃料流路] 

第一ガスタービン発電機用 

燃料移送系配管・弁[燃料流路] 

第一ガスタービン発電機～非常用

高圧母線 C 系及び D 系電路 

[電路] 

第一ガスタービン発電機～AM 用

MCC 電路[電路] 

号炉間電力融通ケーブルに

よる給電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

非常用所内電気設備 

号炉間電力融通ケーブル（常設）

～非常用高圧母線 C 系及び D 系電

路[電路] 

緊急用電源切替箱接続装置～非常

用高圧母線 C 系及び D 系電路[電

路] 

可搬型代替交流電源設備に

よる給電 

軽油タンク 

57 非常用交流電源設備 

軽油タンク出口ノズル・弁 

[燃料流路] 

緊急用電源切替箱接続装置～非常

用高圧母線 C 系及び D 系電路[電

路] 

動力変圧器 C 系～非常用高圧母線

C 系及び D 系電路[電路] 

緊急用電源切替箱接続装置～AM用

MCC 電路[電路] 

AM 用動力変圧器～AM 用 MCC 電路

[電路] 
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第２表：常設重大事故防止設備（７／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

所内蓄電式直流電源設備に

よる給電 

直流 125V 蓄電池 A 

57 

非常用直流電源設備（B

系,C 系及び D 系） 

直流 125V 蓄電池 A-2 

AM 用直流 125V 蓄電池 

直流 125V 充電器 A 

直流 125V 充電器 A-2 

AM 用直流 125V 充電器 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直

流母線電路[電路] 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～

直流母線電路[電路] 

AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器

～直流母線電路[電路] 

常設代替直流電源設備によ

る給電 

AM 用直流 125V 蓄電池 

非常用直流電源設備 
AM 用直流 125V 充電器 

AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器

～直流母線電路[電路] 

可搬型直流電源設備による

給電 

AM 用直流 125V 充電器 

非常用直流電源設備 

- 

軽油タンク 

軽油タンク出口ノズル・弁[燃料流

路] 

緊急用電源切替箱接続装置～直流

母線電路[電路] 

AM 用動力変圧器～直流母線電路

[電路] 

代替所内電気設備による 

給電 

緊急用断路器 

非常用所内電気設備 

緊急用電源切替箱断路器 

緊急用電源切替箱接続装置 

AM 用動力変圧器 

AM 用 MCC 

AM 用操作盤 

AM 用切替盤 

非常用所内電気設備 

（E 系） 
非常用高圧母線 C 系 

非常用高圧母線 D 系 
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第２表：常設重大事故防止設備（８／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設 系統機能 主要設備 

非常用直流電源設備 

直流 125V 蓄電池 A 

57 

直流 125V 蓄電池 B， 

直流 125V 蓄電池 C， 

直流 125V 蓄電池 D 
直流 125V 蓄電池 A-2 

直流 125V 蓄電池 B※ （直流 125V 蓄電池 B） 

直流 125V 蓄電池 C※ （直流 125V 蓄電池 C） 

直流 125V 蓄電池 D※ （直流 125V 蓄電池 D） 

直流 125V 充電器 A 直流 125V 充電器 B， 

直流 125V 充電器 C， 

直流 125V 充電器 D 
直流 125V 充電器 A-2 

直流 125V 充電器 B※ （直流 125V 充電器 B） 

直流 125V 充電器 C※ （直流 125V 充電器 C） 

直流 125V 充電器 D※ （直流 125V 充電器 D） 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A～直

流母線電路[電路] 

直流 125V蓄電池及び充電

器 B～直流母線電路, 

直流 125V蓄電池及び充電

器 C～直流母線電路, 

直流 125V蓄電池及び充電

器 D～直流母線電路 

直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2～

直流母線電路[電路] 

直流 125V 蓄電池及び充電器 B～直

流母線電路[電路] 

（直流 125V蓄電池及び充

電器 B～直流母線電路） 

直流 125V 蓄電池及び充電器 C～直

流母線電路[電路]※ 

（直流 125V蓄電池及び充

電器 C～直流母線電路） 

直流 125V 蓄電池及び充電器 D～直

流母線電路[電路]※ 

（直流 125V蓄電池及び充

電器 D～直流母線電路） 

燃料補給設備 
軽油タンク 

（軽油タンク） 
軽油タンク出口ノズル・弁[流路] 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機※ 
（非常用ディーゼル 

発電機） 

燃料移送ポンプ※ （燃料移送ポンプ） 

軽油タンク （軽油タンク） 

燃料ディタンク※ （燃料ディタンク） 

非常用ディーゼル発電機燃料移送

系配管・弁[燃料流路]※ 

（非常用ディーゼル発電

機燃料移送系配管・弁） 

非常用ディーゼル発電機～非常用

高圧母線電路[電路]※ 

(非常用ディーゼル発電

機～非常用高圧母線電

路） 
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第２表：常設重大事故防止設備（９／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 

58 

主要パラメータの 

他チャンネル 

原子炉圧力 

原子炉圧力（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

残留熱除去系熱交換器 

入口温度 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

主要パラメータの 

他チャンネル 

原子炉圧力（SA）※2 

原子炉圧力（SA） 原子炉圧力※2 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの 

他チャンネル 

原子炉水位（SA）※3 

原子炉水位（SA） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域）※3 

原子炉圧力容器への注水量 

高圧代替注水系系統流量 

復水貯蔵槽水位（SA） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

復水補給水系流量（RHRA 系代替注

水流量） 

復水補給水系流量（RHRB 系代替注

水流量） 

原子炉隔離時冷却系系統流量※ 

高圧炉心注水系系統流量※ 

残留熱除去系系統流量※ 

サプレッション・ 

チェンバ・プール水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（SA） 

原子炉格納容器への注水量 
復水補給水系流量（RHRB 系代替注

水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

※1：主要設備の計測が困難となった場合の代替監視パラメータ 

※2：「原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（SA），原子炉圧力容器温度」を含む 

※3：「高圧代替注水系系統流量，復水補給水系流量(RHR A 系代替注水流量)，復水補給水系流量(RHR B 系

代替注水流量)，原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧炉心注水系系統流量，残留熱除去系系統流量，

原子炉圧力，原子炉圧力（SA），格納容器圧力（S/C）」を含む 
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第２表：常設重大事故防止設備（１０／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル雰囲気温度 

58 

主要パラメータの 

他チャンネル 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

サプレッション・チェンバ 

気体温度 

サプレッション・ 

チェンバ・プール水温度 

格納容器内圧力（S/C） 

サプレッション・ 

チェンバ・プール水温度 

主要パラメータの 

他チャンネル 

サプレッション・ 

チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の圧力 

格納容器内圧力（D/W） 
格納容器内圧力（S/C） 

ドライウェル雰囲気温度 

格納容器内圧力（S/C） 

格納容器内圧力（D/W） 

サプレッション・チェン

バ気体温度 

原子炉格納容器内の水位 
サプレッション・ 

チェンバ・プール水位 

復水補給水系流量 

（RHRB 系代替注水流量） 

復水貯蔵槽水位（SA） 

格納容器内圧力（D/W） 

格納容器内圧力（S/C） 

原子炉格納容器内の 

水素濃度 

格納容器内水素濃度 

主要パラメータの 

他チャンネル 

格納容器内水素濃度（SA） 

格納容器内水素濃度（SA） 

主要パラメータの 

他チャンネル 

格納容器内水素濃度 

原子炉格納容器内の 

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル 

（D/W） 

主要パラメータの 

他チャンネル 

格納容器内雰囲気放射線レベル 

（S/C） 

主要パラメータの 

他チャンネル 

未臨界の維持又は監視 

起動領域モニタ 

主要パラメータの 

他チャンネル 

平均出力領域モニタ 

平均出力領域モニタ 

主要パラメータの 

他チャンネル 

起動領域モニタ 

最終ヒートシンクの確保 

（代替循環冷却系） 

サプレッション・ 

チェンバ･プール水温度 

主要パラメータの 

他チャンネル 

サプレッション・ 

チェンバ気体温度 

復水補給水系流量（RHRA 系代替注

水流量） 
※2 
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第２表：常設重大事故防止設備（１１／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

最終ヒートシンクの確保 

（代替循環冷却系） 

復水補給水系流量（RHRB 系代替注

水流量） 

58 

復水補給水系流量（RHRA

系代替注水流量） 

復水補給水系流量（格納

容器下部注水流量） 

復水移送ポンプ吐出圧力 

格納容器内圧力(S/C) 

サプレッション・チェン

バ・プール水位 

サプレッション・チェン

バ・プール水温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェン

バ気体温度 

最終ヒートシンクの確保 

（格納容器圧力逃がし装置） 

フィルタ装置水位 
主要パラメータの他チャ

ンネル 

フィルタ装置入口圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

フィルタ装置出口放射線モニタ 
主要パラメータの他チャ

ンネル 

フィルタ装置水素濃度 

主要パラメータの他チャ

ンネル 

格納容器内水素濃度(SA) 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 
主要パラメータの他チャ

ンネル 

フィルタ装置スクラバ水 pH フィルタ装置水位 

最終ヒートシンクの確保 

（耐圧強化ベント系） 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 
主要パラメータの他チャ

ンネル 

フィルタ装置水素濃度 格納容器水素濃度（SA） 

最終ヒートシンクの確保 

（残留熱除去系） 

残留熱除去系熱交換器入口温度※ 

原子炉圧力容器温度 

サプレッション・チェン

バ・プール水温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度※ 

残留熱除去系熱交換器 

入口温度 

原子炉補機冷却水系 

系統流量 

残留熱除去系熱交換器 

入口冷却水流量 

残留熱除去系系統流量※ 
残留熱除去系ポンプ吐出

圧力 
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第２表：常設重大事故防止設備（１２／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

使用済燃料プールの 

監視 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度 

(SA 広域) 

58 

使用済燃料貯蔵プール水

位・温度(SA) 

使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・

低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度 

(SA) 

使用済燃料貯蔵プール水

位・温度(SA 広域) 

使用済燃料貯蔵プール放

射線モニタ（高レンジ・

低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

使用済燃料貯蔵プール放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

使用済燃料貯蔵プール水

位・温度(SA 広域) 

使用済燃料貯蔵プール水

位・温度(SA) 

使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉圧力容器内の状態） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの 

他チャンネル 

原子炉水位(SA) 

原子炉水位（SA） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉圧力 

主要パラメータの 

他チャンネル 

原子炉圧力(SA)※2 

原子炉圧力（SA） 原子炉圧力※2 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉格納容器内の状態） 

ドライウェル雰囲気温度 

主要パラメータの 

他チャンネル 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力（D/W） 
格納容器内圧力(S/C) 

ドライウェル雰囲気温度 
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第２表：常設重大事故防止設備（１３／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

水源の確認 

復水貯蔵槽水位（SA） 

58 

高圧代替注水系系統流量 

復水補給水系流量（RHRA

系代替注水流量），復水補

給水系流量（RHRB 系代替

注水流量），原子炉隔離時

冷却系系統流量，高圧炉

心注水系系統流量復水補

給水系流量（格納容器下

部注水流量），原子炉水位

（広帯域），原子炉水位

（燃料域），原子炉水位

（SA），復水移送ポンプ吐

出圧力 

サプレッション・ 

チェンバ・プール水位 

復水補給水系流量（RHRA

系代替注水流量），復水補

給水系流量（RHRB 系代替

注水流量），残留熱除去系

系統流量，復水移送ポン

プ吐出，残留熱除去系ポ

ンプ吐出圧力 

その他 

高圧窒素ガス供給系 ADS 入口圧力 

 － 

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボン

ベ出口圧力 

RCW サージタンク水位※ 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口

冷却水温度※ 

ドレンタンク水位 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口

圧力 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 

第一 GTG 発電機電圧 

非常用 D/G 発電機電圧 

非常用 D/G 発電機電力 

非常用 D/G 発電機周波数 

非常用 D/G 発電機電圧（他号炉） 

非常用 D/G 発電機電力（他号炉） 

非常用 D/G 発電機周波数（他号炉） 

P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 

P/C C-1 電圧（他号炉） 
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第２表：常設重大事故防止設備（１４／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

その他 

P/C D-1 電圧（他号炉） 

58 - 

直流 125V 主母線盤 A 電圧 

直流 125V 主母線盤 B 電圧 

直流 125V充電器盤 A-2蓄電池電圧 

AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電

圧 

第一 GTG 発電機周波数 

M/C E 電圧※ 

P/C E-1 電圧※ 

直流 125V 主母線盤 C 電圧※ 

居住性の確保 

中央制御室遮蔽 

59 

（中央制御室遮蔽） 

中央制御室換気空調系給排気隔離

弁（MCR 外気取入ダンパ，MCR 非常

用外気取入ダンパ，MCR 排気ダン

パ）[流路] 中央制御室換気空調系 

中央制御室換気空調系ダクト（MCR

外気取入ダクト，MCR 排気ダクト）

[流路] 

居住性の確保（対策本部） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）高気密室 

61 

- 
5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）遮蔽 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）二酸化炭素吸収装置 

居住性の確保（待機場所） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）遮蔽 
- 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）室内遮蔽 

通信連絡（5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 
無線連絡設備（常設） 

送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

電源の確保（5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所） 

負荷変圧器 
非常用所内電気設備 

交流分電盤 

 



共 7－33 

第２表：常設重大事故防止設備（１５／１５） 

 

常設重大事故防止設備 ※設計基準拡張 
関連条文 

代替する機能を有する 

設計基準対象施設※1 系統機能 主要設備 

発電所内の通信連絡 

無線連絡設備（常設） 

62 
送受話器， 

電力保安通信用電話設備 

無線連絡設備（屋外アンテナ） 

[伝送路] 

衛星電話設備（常設） 

5 号炉屋外緊急連絡用インターフ

ォン 

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝

送路] 

有線（建屋内）（携帯型音声呼出電

話設備，無線連絡設備（常設），衛

星電話設備（常設），5 号炉屋外緊

急連絡用インターフォンに係るも

の）[伝送路] 
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第２表の設備のうち，配管，手動弁，逆止弁，海水ストレーナ，ストレーナ，

スパージャ，海水貯留堰，スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補

機冷却用海水取水槽，スプレイヘッダ，クエンチャ，ディフューザ，熱交換器，

発火性・引火性物質を内包しないタンク，復水貯蔵槽，サプレッション・チェ

ンバ，防火水槽，淡水貯水池，海水取水箇所，原子炉圧力容器，原子炉格納容

器，ラプチャーディスク，使用済燃料プール，遮蔽，遠隔手動弁操作設備，ダ

クト，ダンパ，アキュムレータ，原子炉建屋ブローアウトパネル，主排気筒（内

筒）は金属等の不燃性材料で構築されていること，内部の液体の漏えいを防止

するためのパッキンが装着されている場合でもパッキン類のシート面は機器内

の液体と接触しており大幅な温度上昇は考えにくいことから，火災発生のおそ

れはない。また，逃がし安全弁・真空破壊弁については，原子炉運転中は窒素

封入された原子炉格納容器内に設置されていることから，火災発生のおそれは

ない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

 

上記以外の常設重大事故防止設備について，当該設備の機能と，当該設備が

代替する機能を有する設計基準対象施設の安全機能が火災によって同時に喪失

しないことを以下に示す。 



共 7－35 

 

（１） 代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸  

水注入系[44 条] 

代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸

水注入系は重大事故等時に原子炉の緊急停止機能及び未臨界維持機能を代

替するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準

対象施設は「原子炉緊急停止系」である。 

原子炉緊急停止系の機器等のうち，制御棒，制御棒案内管，制御棒駆動

機構（水圧駆動），制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，制

御棒駆動機構ラッチ機構，制御棒駆動機構ハウジングについては，原子炉

圧力容器内又は原子炉格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成さ

れていることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。 

また，水圧制御ユニットについては，フェイルセーフ設計となっており，

火災によって電磁弁のケーブルが損傷した場合，あるいはスクラム弁・ス

クラムパイロット弁のダイヤフラム等が機能喪失した場合も，スクラム弁

が「開」動作しスクラムすることから，火災により本機能に影響が及ぶお

それはない。さらに，万一火災によってケーブルが損傷し，すべての電磁

弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることに

よってスクラム弁を「開」動作しスクラムさせることができる。（第 5 図） 

一方，ほう酸水注入系については原子炉建屋  に設置されており，未

臨界維持機能として同等の機能を有している制御棒駆動機構（水圧駆動は

原子炉建屋    に設置，制御棒駆動機構は原子炉格納容器内に設置）

と位置的分散を図り，火災に対する影響軽減対策を実施している。 

（第 6，7 図） 

 加えて，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による

過熱防止対策を講じているとともに，感知・消火対策として異なる２種類

の感知器，局所固定式ガス消火設備並びに消防法に基づく消火設備を設置

している。 

以上より，原子炉の緊急停止機能，未臨界維持機能は火災によって影響

を受けないことから，代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・ト

リップ機能，ほう酸水注入系のいずれかに単一の火災が発生した場合でも，

原子炉の緊急停止機能及び未臨界維持機能すなわち，原子炉緊急停止系と

代替制御棒挿入機能，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸水

注入系は同時にすべて喪失することなく確保できる。また，消火設備につ

いてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)①②において

安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 5 図：制御棒駆動系，水圧制御ユニットの概要図 
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・計装設備については「3.15計測設備（設置許可基準
規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。
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第 6 図：ほう酸水注入系の概要図 

窒
素
容
器

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

スクラムパイロット弁

水圧制御ユニット（全１０３基）

制御棒
（全２０５体）

計装空気系計装空気系

FO

原子炉
緊急
停止系

窒
素
容
器

ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

スクラムパイロット弁

計装空気系計装空気系

FO

原子炉
緊急
停止系

区分Ⅱより電源供給

区分Ⅲより電源供給

制御棒駆動機構
（全２０５体）

原子炉格納
容器内

原
子
炉
圧
力
容
器

水圧制御ユニット水圧制御ユニット

制御棒

制御棒案内管

原子炉圧力容器底部

制御棒カップリング
制御棒駆動機構
カップリング

ラッチ

制御棒駆動機構ラッチ機構

スクラム弁スクラム弁

制御棒駆動機構
ハウジング



共 7－37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 号炉の配置 

 

第 7 図：ほう酸水注入系と水圧制御ユニットの配置 
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（２） 高圧代替注水系 [45 条] 

高圧代替注水系は重大事故等時に炉心に高圧注水するための常設設備で

あり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「高圧炉心注

水系」及び「原子炉隔離時冷却系」である。 

高圧代替注水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系とも，火災の発

生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講

じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充

満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。さら

に，高圧代替注水系・原子炉隔離時冷却系と高圧炉心注水系は異なる区分

の火災区域に設置されている。加えて，高圧代替注水系・原子炉隔離時冷

却系と高圧炉心注水系はそれぞれ異なる流路を使用する。（第 8,9 図） 

以上より，単一の火災によって高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心注水系の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，

消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)

②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 8-1 図：高圧代替注水系 系統概略図 
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第 8-2 図：原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系 系統概略図 
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6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉の配置 

 

第 9 図：高圧代替注水系・高圧炉心注水系・原子炉隔離時冷却系の配置 
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（３） 原子炉減圧の自動化[46 条] 

代替自動減圧機能は重大事故等時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対

象施設は「自動減圧系」である。 

代替自動減圧機能，自動減圧系の起動阻止スイッチ，自動減圧系とも，

火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対

策等を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及

び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置してい

る。 

さらに，代替自動減圧機能と自動減圧系は異なるインターロック回路と

しており，中央制御室の論理回路も異なる制御盤に設置している。加えて，

両者はそれぞれ多重化しており，区分ごとの伝送器はそれぞれ別の区画に

設置しているとともに，異なる区分のケーブル等については，米国電気電

子工学学会（IEEE）規格 384（1992 年版）に準じて，離隔，バリア又はケ

ーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離している。（第 10

～12 図） 

逃がし安全弁機能回復のための AM 用切替装置（SRV）は，重大事故等時

に逃がし安全弁駆動用の直流電源を供給するための常設設備であり，当該

設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「直流 125V蓄電池 A，A-2，

B」である。 

AM 用切替装置（SRV），直流 125V 蓄電池 A,A-2,B とも，火災の発生防止

対策として主要な構造材への不燃性材料の使用，過電流による過熱防止対

策等を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及

び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置してい

る。さらに，AM 用切替装置（SRV）と直流 125V 蓄電池 A,A-2,B は異なる区

分の火災区域に設置されている。(第 12 図) 

以上より，単一の火災によって代替自動減圧機能，自動減圧系の安全機

能は同時に喪失することなく確保できる。逃がし安全弁機能回復について

も同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞ

れ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時

に喪失しないと判断する。 
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A系と同様

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ1) 区分Ⅰ

区分Ⅱ
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区分Ⅳ

2/4
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B

C
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(WO)

ADS(A)起動信号
リセット

T.D.
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A系ロジック

A系と同様 B系ロジック

高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力高
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B
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凡例

： 信号阻止

： OR論理
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6号炉：H11-P662-1 
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7号炉：H11-P662-2

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ1)

2/3
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(WO)

区分Ⅰ

区分Ⅱ

区分Ⅲ

SA-ADS(A)起動
信号リセット

(WO)

B系ロジック

残留熱除去系ポンプ吐出圧力高 A

B

C

ADS(A)/SA-ADS(A)

KOS

自動起動阻止

阻止

通常

A系ロジック

6号炉：H11-P654 
7号炉：H11-P652

6号炉：H11-P654 
7号炉：H11-P653

Ｓ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

主蒸気逃がし安全弁
作動用電磁弁

主蒸気逃がし安全弁
（ADS機能付き（8弁））

A, C, F, H

L, N, T, R

：代替自動減圧機能（4弁）

SV-ASV-BSV-C
ND NDND代替自動減圧機能ロジック回路

自動減圧機能ロジック回路
自動起動阻止
キーSW

自動減圧系

通
常

阻
止

通
常

阻
止

通
常

阻
止

代替自動減圧機能

 

第 10-1 図：自動減圧系と代替自動減圧系ロジック概要図 

 

隔離装置

隔離装置

隔離装置

自動減圧系

代替自動減圧機能

原子炉水位検出器信号 Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

残留熱除去系ポンプ吐出圧力信号

隔離装置

隔離装置

隔離装置

自動減圧系

代替自動減圧機能

A

B

C

Ry

検出器信号

出力信号

隔離装置の概要図

警報設定器

設定値

自動減圧系

代替自動減圧機能

検出器

ロジック回路

主蒸気逃がし安全弁
作動用電磁弁

RyRy 自動減圧系
起動信号

代替自動減圧機能
起動信号

電磁弁

隔離装置

ヒューズ

ヒューズ

論理回路からの作動用電磁弁制御
信号についても共用しているが，自
動減圧系と隔離装置（リレー）を用
いて信号を分離しており，自動減圧
系への悪影響を与えない設計とす
る。

自動減圧系と隔離装置（リレー）を
用いて信号を分離し，自動減圧系
への悪影響を与えない設計とする。

自動減圧系と代替自動減圧機能の
ロジック回路の電源は,それぞれ分
離されており自動減圧系に悪影響
を与えない設計とする（遮断器によ
って分離を実施）。配線用

遮断器

配線用
遮断器

 
    第 10-2 図：信号の分離について
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6 号炉 代替自動減圧系伝送器配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉 代替自動減圧系伝送器配置図 

 

第 11 図：代替自動減圧系の伝送器の配置 
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6／7 号炉 中央制御室配置図 

 

 

第 12-1 図：代替自動減圧系・自動減圧系の中央制御室における配置 
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第 12-2 図：直流 125V 蓄電池 A,A-2,B の配置 
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（４） 低圧代替注水系（常設）[47 条] 

低圧代替注水系（常設）は重大事故等時に炉心に低圧注水するための常

設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「残

留熱除去系（低圧注水モード）」である。（第 13 図） 

低圧代替注水系（常設）の主要設備を第 3 表に示す。 

 

第 3 表 低圧代替注水系（常設）の主要設備について（例：7 号炉） 

 

低圧代替注水系（常設），残留熱除去系（低圧注水モード）とも，火災の

発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策を講

じている。また，感知・消火対策として異なる 2 種類の感知器及び煙の充

満により消火困難となる場所には固定式ガス消火設備を設置している。 

低圧代替注水系（常設）のポンプ（復水移送ポンプ）は廃棄物処理建屋

に設置，残留熱除去系（低圧注水モード）のポンプ（残留熱除去系ポンプ）

は原子炉建屋に設置されており，位置的分散を図っている。（第 14 図） 

低圧代替注水系（常設）は，第 15 図のとおり屋外に設置する第一ガスタ

ービン発電機から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去系（低圧注水モ

ード）は，第 15 図のとおり原子炉建屋 1 階に設置する非常用ディーゼル発

電機から非常用所内電気設備を経由して電源を受電できる設計としており，

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・低圧代替注水系（常設） ・残留熱除去系（低圧注水モード） 

ポンプ ・復水移送ポンプ ・残留熱除去系ポンプ 

電動弁 

（状態表示を含む） 

・残留熱除去系注入弁  

（例：E11-MO-F005B） 

・タービン建屋負荷遮断弁 

（例：P13-MO-F029 ） 

・残留熱除去系洗浄水弁(B)    

（例：E11-MO-F032B） 

・残留熱除去系注入弁 

（例：E11-MO-F005A ） 

監視計器 

・復水補給水系流量 

（RHR A 系代替注水流量） 

（RHR B 系代替注水流量） 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・残留熱除去系流量 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 
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第一ガスタービン発電機と非常用ディーゼル発電機，代替所内電気設備と

非常用所内電気設備とは，それぞれ位置的分散を図っている。また，低圧

代替注水系（常設）使用時の機器への電路と残留熱除去系（低圧注水モー

ド）使用時の機器への電路とは，米国電気電子工学学会（IEEE）規格 384

（1992年版）の分離距離を確保することにより独立性を有する設計とする。

（第 15 図） 

以上より，単一の火災によって低圧代替注水系（常設）と残留熱除去系

（低圧注水モード）の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。ま

た，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．

(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 13 図 低圧代替注水系（常設）と残留熱除去系（低圧注水モード）の

系統概略図 
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6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 号炉の配置 

第 14 図 低圧代替注水系（常設）と残留熱除去系（低圧注水モード）の配置 
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第 15-1 図 単線結線図（6 号炉） 
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第 15-2 図 単線結線図（7 号炉） 
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（５） 代替原子炉補機冷却系[48 条] 

代替原子炉補機冷却系は重大事故等時に最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための重大事故防止設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計

基準対象施設は「原子炉補機冷却系」及び「原子炉補機冷却海水系」であ

る。（第 16 図） 

代替原子炉補機冷却系の主要設備を第４表に示す。 

 

第４表 代替原子炉補機冷却系の主要設備 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・代替原子炉補機冷却系 
・原子炉補機冷却系 

・原子炉補機冷却海水系 

ポンプ 

・熱交換器ユニット（代替原子炉補機 

冷却水ポンプ） 

・大容量送水車（熱交換器ユニット用） 

・原子炉補機冷却水ポンプ 

・原子炉補機冷却海水ポンプ 

熱交換器 ・熱交換器ユニット ・原子炉補機冷却水系熱交換器 

 

代替原子炉補機冷却系の常設のもののうち，配管・手動弁・サージタン

ク，残留熱除去系熱交換器については，不燃性材料で構成されていること

から，火災発生のおそれはない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能

が喪失しないと判断する。 

代替原子炉補機冷却系及び原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系と

も，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防

止対策を講じる。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び

煙の充満により消火困難となる場所には固定式ガス消火設備を設置する。

さらに，原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系は３区分に分離して位

置的分散を図っている。（第 17 図） 

また，代替原子炉補機冷却系は，可搬型の熱交換器ユニット，大容量送

水車（熱交換器ユニット用）で構成しており，車輌で原子炉施設の近傍に

運搬し，同時に運搬する電源車から電源を供給する設計としていることか

ら，原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系の機器の電路へ影響を及ぼ

さない設計とする。 

以上より，単一の火災によって代替原子炉補機冷却系及び原子炉補機冷

却系，原子炉補機冷却海水系の安全機能は同時に喪失することなく確保で

きる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわ

ち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 17-1 図：原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系の配置（6 号炉） 
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第 17-2 図：原子炉補機冷却系，原子炉補機冷却海水系の配置（7 号炉） 
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（６） 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置 [48，50 条] 

 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置は重大事故等時に原子炉格

納容器内を冷却するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有

する設計基準対象施設は「残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）」

及び「原子炉補機冷却系」である。 

（第 18,19 図） 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置の主要設備を第５表に示す。 

 

第５表 耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置の 

主要設備（例：7 号炉） 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

・耐圧強化ベント系 

・格納容器圧力 

逃がし装置 

・耐圧強化ベント系 

・フィルタ装置 

・よう素フィルタ 

・ドレン移送ポンプ 

・遠隔手動弁操作設備 

・遠隔空気駆動弁操作設備 

・格納容器スプレイ冷却系 

（残留熱除去系（格納容器 

スプレイ冷却モード）） 

・原子炉補機冷却系 

電動弁 

（状態表示を含む） 

・二次隔離弁バイパス弁 

（例：T31-MO-F072） 

・D/W ベント弁操作用空気供給

弁 

（例：T31-MO-F082） 

・S/C ベント弁操作用空気供給

弁 

（例：T31-MO-F092） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却流量調整弁 

（例：E11-MO-F017C） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却ライン隔離弁 

（例：E11-MO-F018C） 

・残留熱除去系サプレッション 

・チェンバ スプレイ注入弁 

（例：E11-MO-F019C） 

監視計器 

・フィルタ装置入口圧力 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置水素濃度 

・フィルタ装置出口放射線 

モニタ 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ 

気体温度 

・格納容器内圧力(D/W) 

・格納容器内圧力(S/C) 

・残留熱除去系流量 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却系とも，火災の発生防止対策と
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して難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策を講じる。また，感

知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難と

なる場所には固定式ガス消火設備を設置する。 

耐圧強化ベント系，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は原

子炉建屋に設置，原子炉補機冷却系はタービン建屋に設置，格納容器圧力

逃がし装置は屋外に設置されており，位置的分散を図るとともに，格納容

器圧力逃がし装置のケーブルは電線管に敷設しており，他の系統のケーブ

ルと分離している。（第 20,21 図） 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置の電動弁は，第一ガスター

ビン発電機から非常用所内電気設備または代替所内電気設備を経由し電源

を受電している。一方，電源が喪失した場合を想定し，人力の遠隔手動弁

操作設備にて開閉操作が可能な設計とする。操作は原子炉建屋原子炉区域

外で実施可能な設計とし，原子炉建屋原子炉区域内に設置した電動弁とは

位置的分散を図る。また，電磁弁については第一ガスタービン発電機から

代替所内電気設備を経由し電源を受電している。一方，原子炉建屋原子炉

区域外に遠隔空気作動弁操作設備を設け，中央制御室からの遠隔もしくは

手動による開閉操作が可能な設計とし，位置的分散を図る。（第 22 図） 

耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置のドレン移送ポンプ及び監

視計器は,屋外に設置する第一ガスタービン発電機から代替所内電気設備

を経由し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，第 23 図のと

おり原子炉建屋１階に設置する非常用ディーゼル発電機から非常用所内電

気設備を経由して電力を受電できる設計としており，ガスタービン発電機

と非常用ディーゼル発電機，代替所内電気設備と非常用所内電気設備とは，

それぞれ位置的分散を図っている。また，耐圧強化ベント系，格納容器圧

力逃がし装置使用時の機器への電路と残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）使用時の機器への電路とは，米国電気電子工学学会（IEEE）規

格 384（1992 年版）の分離距離を確保することにより独立性を有する設計

とする。（第 23 図） 

以上より，単一の火災によって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし

装置，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備につ

いてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安

全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 18 図：耐圧強化ベント系 系統概要図 

 

 

 

 

 

：重大事故等対処設備（主要設備） 

：重大事故等対処設備（附属設備等） 
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第 19 図：格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：重大事故等対処設備（主要設備） 

：重大事故等対処設備（附属設備等） 



共 7－61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20-1 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）， 

耐圧強化ベント系の配置（6 号炉）（１／２） 
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第 20-2 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）， 

耐圧強化ベント系の配置（6 号炉）（２／２）
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第 21-1 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）， 

耐圧強化ベント系の配置（7 号炉）（１／２） 
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第 21-2 図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）， 

耐圧強化ベント系の配置（7 号炉）（２／２） 
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第 22 図：耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置，残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）の配置 
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第 23-1 図：単線結線図（6 号炉） 
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第 23-2 図：単線結線図（7 号炉） 
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（７） 代替格納容器スプレイ冷却系 （常設）[49 条]  

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は重大事故等時に原子炉格納容器内を

冷却するための設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施

設は「残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）」である。（第 24 図） 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の主要設備を第６表に示す。 

 

第６表 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の主要設備（例：7 号炉） 

 

 

 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・代替格納容器スプレイ冷却系 
・残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード） 

ポンプ ・復水移送ポンプ ・残留熱除去系ポンプ 

電動弁 

（状態表示を含む） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却流量調整弁 

（例：E11-MO-F017B） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却ライン隔離弁 

（例：E11-MO-F018B） 

・残留熱除去系サプレッショ

ン・チェンバ・プールスプレ

イ注入隔離弁 

（例：E11-MO-F019B） 

・タービン建屋負荷遮断弁 

（例：P13-MO-F029 ） 

・残留熱除去系洗浄水弁 

（例：E11-MO-F032B） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却流量調整弁 

（例：E11-MO-F017C） 

・残留熱除去系格納容器 

冷却ライン隔離弁 

（例：E11-MO-F018C） 

・残留熱除去系サプレッション・ 

チェンバ・プールスプレイ注入

隔離弁 

（例：E11-MO-F019C） 

監視計器 

・復水補給水系流量 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

・ドライウェル雰囲気温度 

・サプレッション・チェンバ 

気体温度 

・格納容器内圧力(D/W) 

・格納容器内圧力(S/C) 

・サプレッション・チェンバ・

プール水位 

・残留熱除去系流量 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 



共 7－69 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設），残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）とも，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電

流による過熱防止対策を講じている。また，感知・消火対策として異なる

２種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火

設備を設置している。さらに，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）のポ

ンプは廃棄物処理建屋に設置，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）のポンプは原子炉建屋に設置しており，位置的分散を図る。（第 25 図） 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，第 26 図のとおり屋外に設置す

る第一ガスタービン発電機から代替所内電気設備を経由し，残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）は，第 26 図のとおり原子炉建屋１階に設

置する非常用ディーゼル発電機から非常用所内電気設備を経由して電源を

受電できる設計としており，第一ガスタービン発電機と非常用ディーゼル

発電機，代替所内電気設備と非常用所内電気設備とは，それぞれ位置的分

散を図っている。また，低圧代替注水系使用時の機器への電路と残留熱除

去系（低圧注水モード）使用時の機器への電路とは，米国電気電子工学学

会（IEEE）規格 384（1992 年版）の分離距離を確保することにより，独立

性を有する設計とする。（第 26 図） 

以上より，単一の火災によって代替格納容器スプレイ冷却系（常設），残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の安全機能は同時に喪失する

ことなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置し

ている。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判

断する。 
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第 24 図：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）と残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モード）の系統概略図
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第 25-1 図：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）， 残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モード）の配置（6 号炉） 
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第 25-2 図：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）， 残留熱除去系 

（格納容器スプレイ冷却モード）の配置（7 号炉） 
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第 26-1 図：単線結線図（6 号炉） 
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第 26-2 図：単線結線図（7 号炉）
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（８） 燃料プール代替注水系 （可搬型）[54 条] 

燃料プール代替注水系（可搬型）は重大事故等時に使用済燃料プールを

冷却するための重大事故防止設備であり，当該設備を代替する機能を有す

る設計基準対象施設は「残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給）」及

び「燃料プール冷却浄化系」である。 

燃料プール代替注水系（可搬型）の常設のもののうち，配管・手動弁・

スプレイヘッダについては，不燃性材料で構築されていることから，火災

発生のおそれはない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能が喪失しな

いと判断する。 

燃料プール代替注水系（可搬型）及び残留熱除去系（燃料プール水の冷

却及び補給）とも，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電

流による過熱防止対策等を講じる。また，感知・消火対策として異なる２

種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所には固定式ガス消火

設備を設置する。さらに，燃料プール代替注水系（可搬型）と残留熱除去

系はそれぞれ異なる流路を使用する。（第 27 図） 

以上より，単一の火災によって燃料プール代替注水系（可搬型）及び残

留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給）の安全機能は同時に喪失する

ことなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置し

ている。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判

断する。 
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第 27-1 図：燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダによる 

注水の場合）の系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27-2 図：燃料プール代替注水系（常設スプレイヘッダによる 

スプレイの場合）の系統概略図 
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第 27-3 図：燃料プール代替注水系（可搬スプレイヘッダによる 

注水の場合）の系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27-4 図：燃料プール代替注水系（可搬スプレイヘッダによる 

スプレイの場合）の系統概略図 
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第 27-5 図：残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給）の系統概略図 
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（９） 燃料プール冷却浄化系 [54 条] 

燃料プール冷却浄化系は重大事故等時に使用済燃料プールを冷却するた

めの重大事故防止設備であり，当該設備を代替する機能を有する設計基準

対象施設は「残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給）」である。（第

28 図） 

燃料プール冷却浄化系の主要設備を第７表に示す。 

 

第７表 燃料プール冷却浄化系の主要設備 

機能 重大事故等対処設備 対応する設計基準対象施設 

－ ・燃料プール冷却浄化系 
・残留熱除去系（燃料プール水の冷

却及び補給） 

ポンプ ・燃料プール冷却浄化系ポンプ ・残留熱除去系ポンプ 

熱交換器 
・燃料プール冷却浄化系熱交換

器 
・残留熱除去系熱交換器 

 

燃料プール冷却浄化系のうち，熱交換器，配管・手動弁・タンク，ディ

フューザについては，不燃性材料で構築されていることから，火災発生の

おそれはない。また，電動弁については，火災によって遠隔操作機能が喪

失した場合においても，使用済燃料プールの水位低下には時間的余裕があ

ることから，手動操作等により機能を復旧することが可能である。すなわ

ち，2.2．(1)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系とも，火災の発生防止対策とし

て難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じる。また，感

知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難と

なる場所には固定式ガス消火設備を設置する。 

燃料プール冷却浄化系ポンプと残留熱除去系ポンプは原子炉建屋に設置

されており，位置的分散を図っている。（第 29 図） 

以上より，単一の火災によって燃料プール冷却浄化系及び残留熱除去系

の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備につい

てもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全

機能が同時に喪失しないと判断する。 
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（10）使用済燃料プールの監視[54 条] 

使用済燃料プールの監視設備（使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広

域，SA），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ），使

用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷

装置を含む））は重大事故等時に使用済燃料貯蔵プールの冷却等を監視する

ための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施

設は「使用済燃料貯蔵プール水位」，「燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温

度」，「使用済燃料貯蔵プール温度」，「燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ」，

「燃料取替エリア排気放射線モニタ」，「原子炉区域換気空調系排気放射線

モニタ」である。 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高レンジ・低レンジ），使用済燃料貯蔵プール監視カメラ

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む）は，火災の発生防

止対策として難燃ケーブルの使用等の対策等を講じる。また，感知・消火

対策として当該計器を設置する原子炉建屋オペレーティングフロアについ

ては異なる２種類の感知器を設置するとともに，消防法に基づく消火設備

を設置している。さらに，これらの計器のケーブルは電線管に敷設するこ

とによって他の系統のケーブルと分離している。加えて，使用済燃料貯蔵

プール水位・温度（SA 広域，SA），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）の電源（AM 用直流 125V 蓄電池）は原子炉建屋に設置，

これらの設備が代替する設計基準対象施設である使用済燃料貯蔵プール水

位，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済燃料貯蔵プール温度，

燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ，燃料取替エリア排気放射線モニタ，

原子炉区域換気空調系排気放射線モニタの電源はコントロール建屋（交流

120V 中央制御室計測用分電盤）に設置しており，位置的分散を図る（第 30

～32 図）。使用済燃料貯蔵プール監視カメラは交流 120V バイタル電源装置，

空冷装置は交流 120V 中央制御室計測用分電盤から給電するが，同じ機能を

有する SA 設備である使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域，SA），使

用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）を AM 用直流 125V

蓄電池から給電し位置的分散を図ることで全ての監視機能が喪失しない設

計とし，多様性を確保する。また，各監視パラメータは以下の通り位置的

分散を図る。 
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監視パラメータ 評価 

水位 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）と使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA），使用済燃料貯蔵プール水位とは約 12m の離隔距離。 

水温 ・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）と使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA），使用済燃料貯蔵プール温度とは約 12m の離隔距離。 

・上記の計器の設置場所が原子炉建屋地上 4 階に対して，燃料プール冷却浄

化系ポンプ入口温度は原子炉建屋地上 2 階に設置。 

放射線 ・「使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）」，「燃料貯蔵

プールエリア放射線モニタ」，「燃料取替エリア排気放射線モニタ」の設置場

所が原子炉建屋地上 4 階に対して，「原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ」

は原子炉建屋地上中 4 階（6 号炉），原子炉建屋地上 3 階（7 号炉）に設置。 

状態監視 ・使用済燃料貯蔵プール監視カメラと使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA），

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ）とは約 6m の離隔距離。 

 

以上より，単一の火災によって使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広

域，SA）と使用済燃料貯蔵プール水位，使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（SA 広域，SA）と燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度及び使用済燃料貯

蔵プール温度，使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

と燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ，燃料取替エリア排気放射線モニタ

及び原子炉区域換気空調系排気放射線モニタとは，それぞれ同時に喪失す

ることなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置

している。加えて，使用済燃料貯蔵プール監視カメラについても同じ機能

を有する SA 設備である使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域，SA），

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）と同時に機能

喪失することなく多様性を確保できる。すなわち，2.2．(1)②において安

全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 30-1 図：6 号炉 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 
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第 30-2 図：7 号炉 使用済燃料プール監視設備の全体系統図 
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6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31-1 図：使用済燃料貯蔵プール水位・温度・放射線モニタの 

検出器の配置 
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6 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31-2 図：使用済燃料貯蔵プール水位・温度・放射線モニタの 

検出器の配置 
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7 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31-3 図：使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計・放射線モニタの 

検出器の配置
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7 号炉の配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31-4 図：使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計・放射線モニタの 

検出器の配置 
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第 32-1 図：単線結線図（6 号炉）  
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第 32-2 図：単線結線図（7 号炉）  
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（11）常設代替交流電源設備[57 条] 

常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン発

電機用燃料タンク，第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ）は重大事

故等時に交流電源を供給するための常設設備であり，当該設備が代替する

機能を有する設計基準対象施設は「非常用交流電源設備」（非常用ディーゼ

ル発電機，燃料ディタンク）である。 

第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン発電機用燃料タンク，第一

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，非常用ディーゼル発電機，非常用

高圧母線並びにこれらの電路は，火災の発生防止対策として難燃ケーブル

の使用，過電流による過熱防止対策等を講じており，燃料タンクについて

は火災の発生防止対策として主要な構造材に不燃性材料を使用している。

また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器，及び非常用ディーゼ

ル発電機室には全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している。

さらに，第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン発電機用燃料タンク，

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは屋外設置，非常用ディーゼル

発電機，燃料ディタンクは原子炉建屋内に設置しており，位置的分散を図

る。加えて，非常用ディーゼル発電機に接続する非常用高圧母線には遮断

器及び保護継電器を設置し，電気的にも分離を図る。（第 33 図） 

以上より，単一の火災によって常設代替交流電源設備，非常用交流電源

設備の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備に

ついてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において

安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 33-1 図：交流電源系統図（１／２） 
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第 33-2 図：交流電源系統図（２／２） 
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（12）所内蓄電式直流電源設備（常設代替直流電源設備）[57 条] 

AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器，直流 125V 蓄電池及び充電器 A，直流

125V 蓄電池及び充電器 A-2 は重大事故等時に直流電源を供給するための常

設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は，「直

流 125V 蓄電池及び充電器 B，直流 125V 蓄電池及び充電器 C，直流 125V 蓄

電池及び充電器 D」である。 

AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器，直流 125V 蓄電池及び充電器 A，直流

125V 蓄電池及び充電器 A-2，直流 125V 蓄電池及び充電器 B，直流 125V 蓄

電池及び充電器 C，直流 125V 蓄電池及び充電器 D 並びにこれらの電路は，

火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対

策等を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及

び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置してい

る。さらに，AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器と，直流 125V 蓄電池及び充

電器 A，直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2，直流 125V 蓄電池及び充電器 B，

直流 125V 蓄電池及び充電器 C，直流 125V 蓄電池及び充電器 D はそれぞれ

異なる火災区域に配置しており，位置的分散を図っている。加えて，各蓄

電池に接続する充電器には遮断器を設置し，電気的にも分離を図る。（第

34,35 図） 

以上より，単一の火災によって AM 用直流 125V 蓄電池及び充電器と，直

流 125V 蓄電池及び充電器 A，直流 125V 蓄電池及び充電器 A-2，直流 125V

蓄電池及び充電器 B，直流 125V 蓄電池及び充電器 C，直流 125V 蓄電池及び

充電器 D の安全機能はそれぞれ同時に喪失することなく確保できる。また，

消火設備についてもそれぞれ分散されて設置している。すなわち，2.2．(1)

②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 

なお，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V 蓄電池

～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されている箇所周辺

の火災影響について，「参考」に示す。 
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6 号炉の配置 

第 34-1 図：AM 用直流 125V 蓄電池・充電器と 

直流 125V 蓄電池 A・A-2・B・C・D の配置（１／２） 
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7 号炉の配置 

第 34-2 図：AM 用直流 125V 蓄電池・充電器と 

直流 125V 蓄電池 A・A-2・B・C・D の配置（２／２） 
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（a）6 号炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）7 号炉 

 

第 35 図：直流電源系統図 
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（13）代替所内電気設備，号炉間電力融通電気設備，燃料補給設備 [57 条] 

代替所内電気設備（緊急用断路器，緊急用電源切替箱断路器，緊急用電

源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，AM 用 MCC， AM 用切替盤，AM 用操作

盤，非常用高圧母線 C 系，D 系），号炉間電力融通ケーブル（常設），軽油

タンクは重大事故等時に交流電源を供給するための常設設備であり，当該

設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「非常用所内電気設備」，

「軽油タンク」である。 

代替所内電気設備，非常用所内電気設備とも，火災の発生防止対策とし

て難燃ケーブルの使用，過電流による過熱防止対策等を講じており，軽油

タンクについては火災の発生防止対策として主要な構造材に不燃性材料を

使用している。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙

の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。

さらに，代替所内電気設備のうち緊急用断路器，緊急用電源切替箱断路器，

緊急用電源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，AM 用 MCC，AM 用操作盤は，

非常用所内電気設備と米国電気電子工学学会（IEEE）規格 384（1992 年版）

の分離距離を確保することにより独立性を有する設計とする。号炉間電力

融通ケーブル（常設）は，非常用所内電気設備とは別の火災区域であるコ

ントロール建屋２階に設置しており，位置的分散を図っている。（第 36 図） 

一方，非常用高圧母線については C,D,E 系でそれぞれ分散配置している。

加えて，代替所内電気設備，非常用所内電気設備とも遮断器を設置し，電

気的にも分離を図る。軽油タンクについては２系統あるが，外部火災影響

評価によると１系統の軽油タンクで火災が発生しても他方の軽油タンクで

は火災が発生せず，単一の火災によって同時に機能喪失しないことが確認

されている。 

以上より，単一の火災によって代替所内電気設備，非常用所内電気設備

の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備につい

てもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)②において安全

機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 36-1 図：代替所内電気設備，非常用 MCC（C,D,E）,号炉間電力融通 

ケーブル（常設）の配置（１／２） 

（代替所内電気設備） 
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   (非常用 MCC) 

 

第 36-2 図：代替所内電気設備，非常用 MCC（C,D,E）,号炉間電力融通 

ケーブル（常設）の配置（２／２）

（代替所内電気設備，号炉間電力融通ケーブル（常設）） 
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（14）計装設備 [58 条] 

重大事故等対処設備のうち計装設備は重大事故等時に原子炉圧力容器，

原子炉格納容器の状態，最終ヒートシンクによる冷却状態等を把握するた

めの常設設備であり，これらの設備による計測が困難となった場合の代替

監視パラメータについては，第 8 表に記載のとおりである。 

重大事故等対処設備のうち，計装設備は，火災の発生防止対策として難

燃ケーブルの使用等の対策等を講じている。また，感知・消火対策として

異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガ

ス消火設備を設置している。さらに，重大事故等対処設備の計装設備を，

代替する機能を有する設計基準対象施設の計装設備とは異なる系統として

設計し，検出器・伝送器等の位置的分散を図るとともにケーブルを電線管

に敷設することによって，単一の火災によって重大事故等対処設備と設計

基準対象施設の安全機能が同時に喪失しないように設計している。また，

重大事故等対処設備の計装設備は，当該設備の主要パラメータでの計測が

困難となった場合，少なくとも一つの代替パラメータで計測が可能となる

ように，検出器・伝送器を位置的に分散して設置している。ただし，重大

事故等対処設備の計装設備の主要パラメータと代替パラメータが同一の系

統となる場合は，検出器・伝送器の位置的分散を図ることができないが，

上記の通り，重大事故等対処設備と，代替する機能を有する設計基準対象

施設の計装設備を異なる系統として設計していることから，単一の火災に

よって重大事故等対処設備と設計基準対象施設の安全機能が同時に喪失す

ることはない。なお，重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断

基準として用いる補助パラメータが単一火災によって機能喪失しても，上

記の理由から，重大事故等対処設備と，代替する機能を有する設計基準対

象施設の安全機能が同時に喪失することはない。 

（第 8-1～2 表，第 37-1～25 図，第 38-1～2 図） 

以上より，単一の火災によって重大事故等対処設備の計装設備と設計基

準対象施設の計装設備の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。

また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．

(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 
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第 8-1 表:重大事故等対処設備 計装設備一覧（6 号炉） 

 

計装設備名称 設置場所 

ドライウェル雰囲気温度 原子炉格納容器内 

サプレッション・チェンバ気体温度 原子炉格納容器内 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 原子炉格納容器内 

起動領域モニタ 原子炉格納容器内 

平均出力領域モニタ 原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 原子炉格納容器内 

格納容器下部水位 原子炉格納容器内 

格納容器内水素濃度 原子炉格納容器内 

格納容器内水素濃度(SA) 原子炉格納容器内 

残留熱除去系系統流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

原子炉隔離時冷却系系統流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

高圧炉心注水系系統流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

原子炉圧力 原子炉建屋地下 1 階 

原子炉圧力(SA) 原子炉建屋地下 1 階 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 原子炉建屋地下 1,3 階 

原子炉水位(SA) 原子炉建屋地下 1,3 階 

高圧代替注水系系統流量 原子炉建屋地下 2 階 

復水補給水系流量（RHR A/B 系代替注水流量） 原子炉建屋地下 1 階 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 原子炉建屋地下 2 階 

格納容器内圧力(D/W) 原子炉建屋地上中 3 階 

格納容器内圧力(S/C) 原子炉建屋地上 1 階 

サプレッション・チェンバ・プール水位 原子炉建屋地下 3 階 

格納容器内雰囲気放射線レベル(D/W) 原子炉建屋地上 1 階 

格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 原子炉建屋地下 1 階 

残留熱除去系熱交換器入口温度（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

残留熱除去系熱交換器出口温度（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 2 階 

復水補給水系温度（代替循環冷却） 原子炉建屋地下 3 階 

復水移送ポンプ吐出圧力 廃棄物処理建屋地下 3 階 

復水貯蔵槽水位(SA) 廃棄物処理建屋地下 3 階 

フィルタ装置水位 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 

フィルタ装置入口圧力 原子炉建屋地上 3 階 

フィルタ装置出口放射線モニタ 屋外（原子炉建屋屋上） 

フィルタ装置水素濃度 原子炉建屋地上 3 階 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 

フィルタ装置スクラバ水 pH 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA 広域） 原子炉建屋地上 4 階 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA) 原子炉建屋地上 4 階 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 原子炉建屋地上 4 階 

原子炉補機冷却水系系統流量（設計基準拡張） 
原子炉建屋地下 3 階 

タービン建屋地下 2 階 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 2,3 階 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 



共 7－103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 37-1 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（1／25） 
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第 37-2 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（2／25） 
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第 37-3 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（3／25） 
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第 37-4 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（4／25） 
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第 37-5 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（5／25） 
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第 37-6 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（6／25） 
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第 37-7 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（7／25） 
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第 37-8 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（8／25） 
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第 37-9 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（9／25） 
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第 37-10 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（10／25） 
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第 37-11 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（11／25） 
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第 37-12 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（12／25） 
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第 37-13 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（13／25） 
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第 8-2 表：重大事故等対処設備 計装設備一覧（7 号炉） 

 

計装設備名称 設置場所 

ドライウェル雰囲気温度 原子炉格納容器内 

サプレッション・チェンバ気体温度 原子炉格納容器内 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 原子炉格納容器内 

起動領域モニタ 原子炉格納容器内 

平均出力領域モニタ 原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 原子炉格納容器内 

格納容器下部水位 原子炉格納容器内 

 
格納容器内水素濃度 原子炉格納容器内 

格納容器内水素濃度(SA) 原子炉格納容器内 

原子炉圧力 原子炉建屋地下 1 階 

原子炉圧力(SA) 原子炉建屋地下 1 階 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 原子炉建屋地下 1,3 階 

原子炉水位(SA) 原子炉建屋地下 1,2 階 

原子炉隔離時冷却系系統流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

高圧代替注水系系統流量 原子炉建屋地下 2 階 

高圧炉心注水系系統流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

復水補給水系流量（RHR A/B 系代替注水流量） 
原子炉建屋地上 1 階, 
原子炉建屋地下 1 階 

復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 原子炉建屋地下 2 階 

格納容器内圧力(D/W) 原子炉建屋地上 3 階 

格納容器内圧力(S/C) 原子炉建屋地上 1 階 

サプレッション・チェンバ・プール水位 原子炉建屋地下 3 階 

格納容器内雰囲気放射線レベル(D/W) 原子炉建屋地上 1 階 

格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 原子炉建屋地下 1 階 

残留熱除去系系統流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

残留熱除去系熱交換器入口温度（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

残留熱除去系熱交換器出口温度（設計基準拡張 原子炉建屋地下 3 階 

復水補給水系温度（代替循環冷却） 原子炉建屋地下 3 階 

復水移送ポンプ吐出圧力 廃棄物処理建屋地下 3 階 

復水貯蔵槽水位(SA) 廃棄物処理建屋地下 3 階 

フィルタ装置水位 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 

フィルタ装置入口圧力 原子炉建屋地上中 4 階 

フィルタ装置出口放射線モニタ 屋外（原子炉建屋屋上） 

フィルタ装置水素濃度 原子炉建屋地上 3 階 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 

フィルタ装置スクラバ水 pH 屋外（フィルタベント遮蔽壁内） 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA 広域） 原子炉建屋地上 4 階 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA) 原子炉建屋地上 4 階 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 原子炉建屋地上 4 階 

原子炉補機冷却水系系統流量（設計基準拡張） タービン建屋 1,2 階 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力（設計基準拡張） 原子炉建屋地下 3 階 
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第 37-14 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（14／25） 
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第 37-15 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（15／25） 
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第 37-16 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（16／25） 
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第 37-17 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（17／25） 



共 7－121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 37-18 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（18／25） 
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第 37-19 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（19／25） 
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第 37-20 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（20／25） 
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第 37-21 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（21／25） 
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第 37-22 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（22／25） 



共 7－126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 37-23 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（23／25） 
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第 37-24 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（24／25） 
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第 37-25 図：重大事故等発生時の計装（重大事故防止）と 

事故時監視計器の配置（25／25） 
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第 38-1 図:重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の 

電源の概略系統図（1／2） 
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第 38-2 図:重大事故等発生時の計装と事故時監視計器の 

電源の概略系統図（2／2） 
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（15）5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 [61 条] 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部及び待機場所）は，重大事

故等に対処するために必要な指示を行い，要員を収容するための常設設備

であり，常設重大事故防止設備には高気密室，遮蔽，二酸化炭素吸収装置

が該当する。そのうち高気密室，遮蔽は不燃性材料で構築されていること

から，火災発生のおそれはない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能

が喪失しないと判断する。また，二酸化炭素吸収装置は，5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所が 6 号及び 7 号炉の原子炉建屋・コントロール建屋等と

位置的に分散して設置されていることから，当該対策所における単一の火

災によっても 6 号及び 7 号炉の原子炉及び使用済燃料プールに影響を及ぼ

すおそれはない。 

なお，二酸化炭素吸収装置を設けている 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対

策等を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器，

二酸化炭素消火器を配備している。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）については,可燃物はいずれも金属筐体に納められ煙の充満は考え

にくく，また運転員が近接した区域に常駐するため万一，火災が発生した

場合でも速やかな消火が可能であることから，単一の火災によって 5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所は機能喪失しない。すなわち，2.2．(1)①にお

いて安全機能が喪失しないと判断する。（第 39 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 39 図：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の配置 
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（16）通信連絡（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所） [61 条] 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備である無線連絡設備（常

設），無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（常設），衛

星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]及び 5 号炉屋外緊急連絡用インター

フォンについては，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所が 6 号及び 7 号炉の

原子炉建屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されていること

から，当該設備の単一の火災によっても 6 号及び 7 号炉の原子炉及び使用

済燃料プールに影響を及ぼすおそれはない。 

 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の無線連絡設備（常設），衛星電

話設備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンは重大事故等時に 5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所において通信連絡を行うための常設設備で

あり，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「送受話器」，

「電力保安通信用電話設備」である。 

無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用イ

ンターフォンは，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策

を講じている。また，感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙

の充満により消火困難となる場所には固定式ガス消火設備を設置している。 

屋外に設置する無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備

（屋外アンテナ）[伝送路]は，通電電流が微弱であることから自己発火す

るおそれがなく，ケーブルを電線管で敷設するとともに周辺に可燃物を設

置せず火災の影響を受けない設計とする。さらに，無線連絡設備（常設），

衛星電話設備（常設）と送受話器，電力保安通信用電話設備はそれぞれ別

の火災区域に設置しており，位置的分散を図っている。（第 40 図）また 5

号炉屋外緊急連絡インターフォンは屋外のアクセスルート扉近傍に設け，

送受話器，電力保安通信用電話設備とは位置的分散を図っている。 

以上より，単一の火災によって通信連絡設備（5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所），送受話器，電力保安通信用電話設備の安全機能は同時に喪失す

ることなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置

している。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと

判断する。 
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第 40 図：無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）と 

送受話器，電力保安通信用電話設備の配置 
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（17）電源の確保（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所）[61 条] 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器,交流分電盤）

については，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所が 6 号及び 7 号炉の原子炉

建屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されていることから，

当該電源設備の単一の火災によっても 6 号及び 7 号炉の原子炉及び使用済

燃料プールに影響を及ぼすおそれはない。 

 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器,交流分

電盤）は重大事故等時に 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に交流電源を供

給するための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有する設計基準

対象施設は非常用所内電気設備である。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器，交流分電盤）

は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器,交流分電

盤）については感知・消火対策として異なる２種類の感知器を設置してい

る。さらに，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器，

交流分電盤）は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置，6 号及び 7 号

炉非常用高圧母線は，6 号及び 7 号炉原子炉建屋内に設置している非常用

ディーゼル発電機から給電しており，位置的分散を図っている。（第 41 図） 

以上より，単一の火災によって 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源

と，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の常設電源は同時に機能を喪失する

ことなく確保できる。また，消火設備についてもそれぞれ分散して設置し

ている。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判

断する。 
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第 41-1 図：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の電源の配置 
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第 41-2 図：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の電源の配置 
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（18）発電所内の通信連絡 [62 条] 

無線連絡設備（常設）,無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電

話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]，有線（建屋内）

（携帯型音声呼出電話設備，無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），

5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンに係るもの）[伝送路]は重大事故等

時に発電所内の通信連絡を行うための常設設備であり，当該設備を代替す

る機能を有する設計基準対象施設は「送受話器」，「電力保安通信用電話設

備」である。 

無線連絡設備（常設），無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電

話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]，有線（建屋内）

（携帯型音声呼出電話設備，無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），

5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンに係るもの）[伝送路]は，火災の発

生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。また，建屋

内においては感知・消火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満に

より消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。屋外に設

置する無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（屋外アン

テナ）[伝送路]は，通電電流が微弱であることから自己発火するおそれが

なく，ケーブルを電線管で敷設するとともに周辺に可燃物を設置せず火災

の影響を受けない設計とする。さらに，無線連絡設備（常設），無線連絡設

備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（常設），衛星電話設備（屋外

アンテナ）[伝送路]，有線（建屋内）（携帯型音声呼出電話設備，無線連絡

設備（常設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用インターフォ

ンに係るもの）[伝送路]と送受話器，電力保安通信用電話設備はそれぞれ

別の火災区域に設置しており，位置的分散を図っている。（第 42 図） 

以上より，単一の火災によって無線連絡設備（常設），無線連絡設備（屋

外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路]，有線（建屋内）（携帯型音声呼出電話設備，無線連絡設備（常

設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンに係る

もの）[伝送路]と送受話器，電力保安通信用電話設備の安全機能は同時に

喪失することなく確保できる。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が

同時に喪失しないと判断する。 
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（6/7 号炉） 

 

第 42-1 図：無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）と 

送受話器，電力保安通信用電話設備の配置（１／２） 
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     （6 号炉）               （7 号炉） 

 

第 42-2 図：無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）と 

送受話器，通信用電話設備の配置（２／２） 
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3.2．重大事故防止設備でない重大事故等対処設備の火災による影響（修復性） 

重大事故防止設備でない重大事故等対処設備は，常設重大事故緩和設備，常

設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備，可搬型重大事故緩和

設備，可搬型重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でもない設備に分類され

る。これらの火災による影響について，以下に示す。 

 

 

3.2.1．重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備の火災による影響 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備を第９表に示す。 
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第９表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（１／３） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

代替循環冷却系による 

原子炉格納容器内の 

減圧及び除熱 

復水移送ポンプ 

50 緩和 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉補機冷却系 配管・弁・ 

サージタンク［流路］ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレ

ーナ・ポンプ［流路］ 

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］  

復水補給水系 配管・弁［流路］  

給水系  

配管・弁・スパージャ［流路］ 

格納容器スプレイ・ヘッダ[流路] 

格納容器下部注水系（常設）

による原子炉格納容器下部

への注水 

復水移送ポンプ 

51 緩和 

コリウムシールド 

復水補給水系 配管・弁[流路］ 

高圧炉心注水系 配管・弁［流路］ 

格納容器下部注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下

部への注水 

復水補給水系 配管・弁［流路］ 

コリウムシールド 

原子炉格納容器内不活性化

による原子炉格納容器水素

爆発防止 

（不活性ガス系） 52 （設計基準対象施設） 

耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系実施時の格納容器

内の可燃性ガスの排出を含

む） 

サプレッション・チェンバ 52 緩和 

水素濃度及び酸素濃度の 

監視 

格納容器内水素濃度（SA） 

52 緩和 格納容器内水素濃度 

格納容器内酸素濃度 

静的触媒式水素再結合器に

よる水素濃度抑制 

静的触媒式水素再結合器 

53 緩和 

静的触媒式水素再結合器 

動作監視装置 

原子炉建屋内の 

水素濃度監視 
原子炉建屋水素濃度 
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第９表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（２／３） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

重大事故等収束のための 

水源 

※水源としては海も 

使用可能 

サプレッション・チェンバ 
47,49, 

50,56 
緩和 

防火水槽 

50,51, 

54,56 

-（代替淡水源） 

[常設重大事故等対処設備で

はなく代替淡水源（措置）で

あるが,本条文において必要

なため記載] 

淡水貯水池 

-（代替淡水源） 

[常設重大事故等対処設備で

はなく代替淡水源（措置）で

あるが,本条文において必要

なため記載] 

原子炉格納容器への注水量 
復水補給水系流量（格納容器下部

注水流量） 

58 緩和 

原子炉格納容器内の水位 格納容器下部水位 

原子炉格納容器内の酸素濃

度 
格納容器内酸素濃度 

原子炉建屋内の水素濃度 原子炉建屋水素濃度 

最終ヒートシンクの確保 

（代替循環冷却系） 

復水補給水系温度（代替循環冷却） 

復水補給水系流量（格納容器下部

注水流量） 

最終ヒートシンクの確保 

（耐圧強化ベント系） 

耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

発電所内の通信連絡 
安全パ ラメータ表示システ ム

（SPDS） 

居住性の確保 

中央制御室 

59 

（重大事故等対処施設） 
中央制御室待避室 

中央制御室待避室遮蔽（常設） 

緩和 
中央制御室待避室陽圧化装置 

（配管・弁）[流路] 

データ表示装置（待避室） 

被ばく線量の低減 

非常用ガス処理系フィルタ装置

[流路] 

緩和 

非常用ガス処理系乾燥装置[流路] 

非常用ガス処理系排風機 

非常用ガス処理系 配管・弁[流

路] 

原子炉建屋原子炉区域[流路] 

主排気筒（内筒）[流路] 
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第９表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（３／３） 

 

常設重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

放射線量の代替測定 データ処理装置[伝送路] 

60 防止でも緩和でもない 

気象観測設備の代替測定 データ処理装置[伝送路] 

放射線量の測定 データ処理装置[伝送路] 

モニタリング・ポストの代替

交流電源からの給電 
モニタリング・ポスト用発電機 

居住性の確保（対策本部） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部） 

61 

（重大事故等対処施設） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）陽圧化装置（配管・

弁）[流路] 

緩和 

居住性の確保（待機場所） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所） 
（重大事故等対処施設） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（待機場所）陽圧化装置（配管・

弁）[流路] 

緩和 

必要な情報の把握 
安全パ ラメータ表示システ ム

（SPDS） 
緩和 

通信連絡（5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所） 

統合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 
防止でも緩和でもない 

無線通信装置[伝送路] 緩和 

衛星無線通信装置[伝送路] 防止でも緩和でもない 

発電所内の通信連絡 

安全パ ラメータ表示システ ム

（SPDS） 

62 

緩和 

無線通信装置[伝送路] 緩和 

有線（建屋内）（安全パラメータ表

示システム（SPDS）に係るもの）[伝

送路] 

緩和 

発電所外の通信連絡 

衛星電話設備（常設） 緩和 

統合原子力防災ネットワークを 

用いた通信連絡設備 
防止でも緩和でもない 

データ伝送設備 防止でも緩和でもない 

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝

送路] 
緩和 

衛星無線通信装置[伝送路] 防止でも緩和でもない 

有線（建屋内）（衛星電話設備（常

設）に係るもの）[伝送路] 
緩和 

有線（建屋内）（統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設

備，データ伝送設備に係るもの）

[伝送路] 

防止でも緩和でもない 
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第９表の設備のうち，ラプチャーディスク，配管，手動弁，サージタンク，

熱交換器，ストレーナ，スプレイ・ヘッダ，コリウムシールド，原子炉圧力容

器，原子炉格納容器，中央制御室待避室陽圧化装置（配管・弁），サプレッショ

ン・チェンバ，防火水槽，淡水貯水池，原子炉建屋原子炉区域，主排気筒（内

筒）については，金属等の不燃性材料で構築されていること，内部の液体の漏

えいを防止するためのパッキンが装着されている場合でもパッキン類のシート

面は機器内の液体と接触しており大幅な温度上昇は考えにくいことから，火災

発生のおそれはない。すなわち，2.2．(2)①において安全機能が喪失しないと

判断する。 

上記以外の常設重大事故緩和設備及び常設重大事故等対処設備のうち防止で

も緩和でもないものについては，火災防護に係る審査基準にしたがい，火災の

発生防止対策及び火災の感知・消火対策を実施する（41-2）。 

すなわち，これらの設備については，火災防護対策の実施によって， 2.2．

(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 
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3.2.2．重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備の火災による影響 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備を第１０表に示す。 

 

第１０表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（１／２） 

 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

アクセスルート確保 ホイールローダ 43 防止でも緩和でもない 

代替循環冷却系による 

原子炉格納容器内の 

減圧及び除熱 

熱交換器ユニット 

50 緩和 

大容量送水車 

（熱交換器ユニット用） 

代替原子炉補機冷却 

海水ストレーナ 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

ホース[流路] 

格納容器下部注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下

部への注水 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
51 緩和 

ホース・接続口[流路] 

耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の水素ガス

及び酸素ガスの排出（代替循

環冷却系実施時の格納容器

内可燃性ガスの排出を含む） 

可搬型窒素供給装置 

50,52 緩和 

ホース・接続口[流路] 

大気への放射性物質の拡散 

抑制 

※水源は海を使用 

大容量送水車 

（原子炉建屋放水設備用） 

55 緩和 

放水砲 

ホース[流路] 

海洋への放射性物質の拡散 

抑制 

放射性物質吸着材 

汚濁防止膜 

小型船舶（汚濁防止膜設置用） 

航空機燃料火災への泡消火 

※水源は海を使用 

大容量送水車 

（原子炉建屋放水設備用） 

放水砲 

泡原液搬送車 

泡原液混合装置 

ホース[流路] 

居住性の確保 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型） 

59 

緩和 

中央制御室待避室 

陽圧化装置（空気ボンベ） 
緩和 

差圧計 

防止でも緩和でもない 酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

照明の確保 可搬型蓄電池内蔵型照明 
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第１０表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（２／２） 

 

可搬型重大事故等対処設備 
関連条文 分類 

系統機能 主要設備 

放射線量の代替測定 可搬型モニタリングポスト 

60 防止でも緩和でもない 

放射能観測車の 

代替測定装置 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM 汚染サーベイメータ 

NaI シンチレーション 

サーベイメータ 

放射性物質濃度（空気中・水

中・土壌中）及び海上モニタ

リング 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

GM 汚染サーベイメータ 

NaI シンチレーションサーベイ 

メータ 

ZnS シンチレーションサーベイ 

メータ 

小型船舶（海上モニタリング用） 

放射線量の測定 

可搬型モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶（海上モニタリング用） 

気象観測設備の代替測定 可搬型気象観測装置 

居住性の確保（対策本部） 

酸素濃度計（対策本部） 

61 

防止でも緩和でもない 二酸化炭素濃度計（対策本部） 

差圧計（対策本部） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部） 

陽圧化装置（空気ボンベ） 

緩和 可搬型エリアモニタ（対策本部） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）可搬型外気取入送風

機 

居住性の確保（待機場所） 

酸素濃度計（待機場所） 

防止でも緩和でもない 二酸化炭素濃度計（待機場所） 

差圧計（待機場所） 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）陽圧化装置（空気ボ

ンベ） 緩和 

可搬型エリアモニタ（待機場所） 
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第１０表の設備のうち，中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室待避室

陽圧化装置（空気ボンベ），5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部並びに

待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）は金属等の不燃性材料で構築されている

ことから，火災発生のおそれはない。また，ホイールローダ，可搬型窒素供給

装置，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニット用及

び原子炉建屋放水設備用），放水砲，汚濁防止膜，放射性物質吸着材，泡原液搬

送車，泡原液混合装置，可搬型モニタリングポスト，可搬型ダスト・よう素サ

ンプラ，GM 汚染サーベイメータ，NaI シンチレーションサーベイメータ，ZnS

シンチレーションサーベイメータ，電離箱サーベイメータ，小型船舶（海上モ

ニタリング用），可搬型気象観測装置については，荒浜側，大湊側の双方に保管

することから，単一の火災によっても同時にすべての機能を喪失するおそれは

ない。すなわち，2.2．(2)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備については，火災防護計画にしたがっ

て火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対策を実施する。すなわち，2.2．

(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 

 

 

 



共 7－148 

 

4．火災による重大事故対処設備の機能維持 

 内部火災が発生した場合，設計基準対象施設の機能に期待せず，重大事故等対

処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器除熱」及び「使用済燃料

プール注水」機能が維持できるかについて，以下に示す。 

 

4.1．火災による未臨界移行機能の維持について 

未臨界移行機能を有する設計基準対象施設である原子炉緊急停止系が機能喪

失した場合で，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための常設重大

事故防止設備である ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環

ポンプ・トリップ機能）によって，原子炉を停止し未臨界を維持することが可

能である。 

ここで，火災によって ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再

循環ポンプ・トリップ機能）の制御電源がすべて喪失した場合は，ほう酸水注

入系によって原子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。また，火災

によってほう酸水注入系が機能喪失した場合，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能又は代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）によって原子炉を停止し未

臨界を維持することが可能である。なお，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能

又は代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）の制御盤は中央制御室に設置，

制御電源はコントロール建屋に設置しているが，ほう酸水注入系は原子炉建屋 

に設置しており，位置的分散を図っている。 

（第 43 図） 

さらに，これら常設重大事故防止設備がすべて機能喪失した場合でも，スク

ラムソレノイドヒューズを引き抜くことによって原子炉を停止し未臨界を維持

することが可能である。 
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第 43-1 図：代替制御棒挿入機能制御盤，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

機能制御盤とほう酸水注水系の配置（１／２） 
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第 43-2 図：代替制御棒挿入機能制御盤，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ 

機能制御盤とほう酸水注水系の配置（２／２） 
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4.2．火災による燃料冷却機能の維持について 

燃料冷却機能を有する設計基準対象施設のうち，高圧炉心冷却機能である高

圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合でも，高圧代替注水系

ポンプによって，燃料冷却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって高圧代替注水系が機能喪失した場合，原子炉を減圧し

低圧で冷却することによって燃料冷却機能を維持する。設計基準対象施設のう

ち，原子炉を減圧する機能である自動減圧系，及び低圧炉心冷却機能である残

留熱除去系が機能喪失した場合でも，原子炉冷却材バウンダリを減圧するため

の常設重大事故防止設備である代替自動減圧機能，及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための常設重大事故防止設備である復

水移送ポンプによって，燃料冷却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって代替自動減圧機能が喪失した場合，可搬型代替直流電

源設備，及び可搬型重大事故防止設備である高圧窒素ガスボンベを使用して逃

がし安全弁を開操作することにより，原子炉を減圧することが可能である。ま

た，火災によって復水移送ポンプが機能喪失した場合，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）によって低圧で炉心を冷却する機能を維持できる。以上より，火災

によっても燃料冷却機能を維持することが可能である。（第 44 図） 

 

 

第 44 図：燃料冷却機能の系統概略図 
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4.3．火災による格納容器除熱機能の維持について 

格納容器除熱機能を有する設計基準対象施設である残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード），原子炉補機冷却系が機能喪失した場合，最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための常設重大事故防止設備である耐圧強化ベント系，格納

容器圧力逃がし装置で格納容器除熱機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置の電動弁

等が機能喪失した場合，遠隔手動弁操作設備を使用することによって耐圧強化

ベント系，格納容器圧力逃がし装置を動作させることが可能であり，格納容器

除熱機能を維持することができる。（第 45,46 図） 
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第 45 図：耐圧強化ベント系 系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：重大事故等対処設備（主要設備） 

：重大事故等対処設備（附属設備等） 
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第 46 図：格納容器圧力逃がし装置の系統概略図 

 

：重大事故等対処設備（主要設備） 

：重大事故等対処設備（附属設備等） 
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4.4．火災による使用済燃料プール注水機能の維持について 

使用済燃料プール注水機能を有する設計基準対象施設である残留熱除去系

（燃料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷却浄化系が機能喪失した場合，

使用済燃料プールの冷却等のための可搬型重大事故防止設備である可搬型代替

注水ポンプ（A-1 級）及び（A-2 級）によって使用済燃料プール注水機能を維持

することが可能である。 

ここで，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び（A-2 級）に火災が発生した場

合，当該ポンプは荒浜側，大湊側にそれぞれ位置的に分散して設置しているこ

とから，すべての可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び（A-2 級）が火災によっ

て機能喪失することはなく，使用済燃料プール注水機能を維持することができ

る。（第 47 図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 47 図：使用済燃料プール注水機能の系統概略図 
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接続口

常設スプレイヘッダ

可搬型スプレイヘッダ

建屋扉
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外部注水配管

可搬型代替

注水ポンプ
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：重大事故等対処設備

大容量送水車 
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AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V 蓄電池 

～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されている 

箇所周辺の火災影響について 

 

 

AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V 蓄電池～直流母線

の各ケーブルの，火災に対する影響について，上記の各ケーブルが発火源とな

る火災については，原子炉隔離時冷却系と高圧代替注水系が同時に機能喪失す

ることがない設計とする。また，以下のとおり，当該ケーブルの周辺にある可

燃物から延焼することのない設計とする。 

 

1. 原子炉建屋地上 3 階（中間階） 

第 48図のとおり，AM用直流 125V蓄電池～高圧代替注水系と AM用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されているエ

リアは，異なる種類の感知器と固定式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，FMCRD 制御盤があるが，FMCRD 制

御盤の充電部が金属製の筐体に格納されていること，ケーブルトレイと

FMCRD 制御盤は水平約 1.0m の離隔距離を確保していること，及び万一，FMCRD

制御盤で火災が発生しても固定式消火設備による消火を可能とし，FMCRD 制

御盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼することはない設計とする。 

 

2. 原子炉建屋地上 3 階 

第 49図のとおり，AM用直流 125V蓄電池～高圧代替注水系と AM用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されているエ

リアは，異なる種類の感知器と固定式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，作業用分電盤があるが，作業用分

電盤の充電部が金属製の筐体に格納されていること，ケーブルトレイと作業

用分電盤は水平約 4.5m の離隔距離を確保していること，及び万一作業用分

電盤で火災が発生しても固定式消火設備による消火を可能とし，作業用分電

盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼することはない設計とする。 

 

参考 
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3. 原子炉建屋地上 2 階 

第 50 図の通り，AM 用直流 125V 蓄電池～高圧代替注水系と AM 用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されている箇

所は，3 時間以上の耐火能力を有するコンクリート製の障壁にて隔離する設

計とする。なお，コンクリート製の障壁内にはケーブルトレイのみを設置す

る設計とする。 

 

  

4. 原子炉建屋地上 1 階 

第 51図のとおり，AM用直流 125V蓄電池～高圧代替注水系と AM用直流 125V

蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されているエ

リアは，異なる種類の感知器と固定式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，常用照明用分電盤があるが，常用

照明用分電盤の充電部が金属製の筐体に格納されていること，ケーブルトレ

イと常用照明用分電盤は水平約 2.5m の離隔距離を確保していること，及び

万一常用照明用分電盤で火災が発生しても固定式消火設備による消火を可

能とし，常用照明用分電盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼すること

はない設計とする。 

 

なお，持込み可燃物管理に関する，火災の発生防止・延焼防止に関する遵守

事項は以下のとおりとする。（第 8 条-別添 1-資料 1 を参照） 

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。 

・火災区域（区画）で周囲に火災防護対象機器が無い場所に可燃物を仮置き

する場合には，不燃シートで覆う又は金属箱の中に収納するとともに，そ

の近傍に消火器を準備する。 

・火災区域（区画）での作業に伴い，火災防護対象機器近傍に作業上必要な

可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置くとともに，休憩時や作業終了

時には火災防護対象機器近傍から移動する。 

・火災発生時の煙の充満等により，消火活動が困難とならない火災区域（区

画）は，可燃物の仮置きを禁止する。 
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第 48 図：火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 3 階（中間階） 

T.M.S.L.27200） 
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第 49 図：火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 3 階 T.M.S.L.23500） 
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第 50 図：火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 2 階 T.M.S.L.18100） 
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第 51 図：火災区域及びケーブルルート図（原子炉建屋地上 1 階 T.M.S.L.12300） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 
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重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，重大事故等対処設備を対象と

した内部溢水についての基本的な防護方針を以下に示す。 

 

1．溢水防護の基本方針 

1.1 基本的な防護方針の整理 

内部溢水が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的な防護方針を

以下に整理する。なお想定する内部溢水は，設置許可基準規則第九条，及び内部

溢水影響評価ガイドにて定められる内部溢水と同等とする。さらに，運転員等に

よる各種対応操作※1に関しても，溢水による影響を考慮の上，期待することとす

る。またスロッシングに伴う溢水の影響に関しては，以下の方針とは独立に重大

事故等対処設備の安全機能を損なわない方針とする。 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部溢水によって対応する設計基準対象施設の

安全機能と同時にその機能が損なわれる恐れのないこと 

 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備は，修復

性等も考慮の上，できる限り内部溢水に対する頑健性を確保すること 

 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部溢水が発生した場合においても，設計基準対象施設の機能に期待

せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全性に関する主要な

機能※2が損なわれる恐れのないこと 

 

※1 対応操作例：溢水の影響により一時的に電動弁の遠隔操作機能が喪失

した場合に，現場の環境状況を考慮の上，運転員等が現

場へアクセスし，手動にて弁操作を実施する，等 

※2 主要な機能：“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容器除熱”，及

び“使用済燃料プール注水”機能とする 
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1.2 方針への適合性確認の流れ 

1.1 にて示した防護方針への適合性の確認においては，まず，設置許可基準規

則第四十三条～六十二条の各条文に該当する重大事故等対処設備を抽出し，それ

らを“防止設備”，“緩和設備”，及び“防止でも緩和でもない設備”に分類す

る。これらの分類を行った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，

方針Ⅲへの適合性を確認する二次評価の，二つの段階にて確認する。 

 

(a)方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は，“防止設備”に分類された設備

であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の防止設備が，溢水による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，同一の溢水により対応する設計基準対象施

設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(b)方針Ⅱへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は，“緩和設備”及び“防止でも緩

和でもない設備”に分類された設備であり，以下のような流れでその適合性を

確認する。 

①：各条文の緩和設備又は防止でも緩和でもない設備が，溢水による影響で

その安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限りの頑健性を

確保する 

 

(c)方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：溢水による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容

器除熱”，及び“使用済燃料プール注水”機能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 
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1.3 重大事故等対処設備 

設置許可基準規則第四十四条～六十二条の各条文に該当する設備，それらの分

類，及び対応する設計基準対象施設を整理する（共 1 参照）。なお本表には，重大

事故等対処設備として有効性評価にてその機能に期待する設備は全て含まれる。 

 

1.4 方針への適合性確認フロー 

上記を踏まえ，方針への適合性確認フローを第 1.4-1 図に示す。 
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第 1.4-1 図 方針への適合性確認フロー 
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重大事故等対処設備での

“未臨界移行” “燃料冷却” “格納容器除熱” “SFP注水”
機能維持

条文No ⇒

一
次
評
価

二
次
評
価
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2.1 重大事故等対処設備を対象とした溢水評価結果について 

重大事故等対処設備について，先行して実施した評価結果の一例を示す。 

 

2.2 想定破損による没水影響評価 

単一機器の破損により生じる溢水箇所を起点とし，溢水経路を経由して最終的

な滞留箇所に到達するまでを一つの評価ケースと定め，溢水経路に位置する全て

の溢水防護区画における溢水水位を算定した。算定した溢水水位と当該区画内の

防護対象設備の機能喪失高さとを比較することにより，当該設備の機能への影響

を評価し，1．の溢水防護の方針が確保されるかを判定した。 

第 2.2-1 図に溢水伝播における水位の算定フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1 図 溢水伝播における水位の算定フロー 

  

起点となる区画
における水位算出

有

隣接区画への
伝播判定　※1

伝播先区画での水位算出　※2

次の隣接区画への
伝播判定　※1

水位評価完了

無

有

無

無

※1
水位が隣接区画への伝播開始高さを
超えた場合に伝播する

繰り返し

※2
区画への伝播ルートが複数存在
する場合は、最大水位を用いて評
価



共 8-6 

2.2.1 評価ケースの設定 

以下に柏崎刈羽 6 号炉における評価結果の一例を示す。 

○溢水発生区画 

：原子炉建屋地上 2 階 FPC 弁室（R-2F-1） 

○溢水源 

：R-2F-1 内に敷設されている全溢水源とそれらの溢水量を以下にまとめ

る。これより最も溢水量の大きい残留熱除去系を溢水源として設定す

る。 

 

存在する溢水源 溢水量 (m3) 代表溢水源 

燃料プール冷却浄化系 115  

サプレッションプール浄化系 93  

残留熱除去系 258 ○ 

原子炉補機冷却水系 57  

純水補給水系 34  

復水補給水系 89  

 

2.2.2 溢水伝播評価 

 溢水伝播モデルを用いて 2.2.1 の評価ケースにおける最終滞留区画に到達する

までの溢水経路に位置する溢水防護区画の溢水水位を評価する。評価は溢水区画

を起点（一次）とし，隣接する区画への伝播を段階的に二次，三次と進め，それ

を最終滞留区画まで実施する。 
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2.2.3 重大事故等対処設備の防護対象設備の機能喪失判定 

2.2.2.で実施した溢水伝播評価の結果を基に，各防護対象設備の機能喪失判定を実施し，第 2.2.3-1 表に示す。 

 

第2.2.3-1表 没水影響評価結果 

溢水防護区画 溢水防護対象設備 溢水水位(m) 機能喪失高さ(m) 
判定 

没水 被水※1 

 

0.35 

1.70 ○ - 
1.67 ○ - 
0.66 ○ - 
※2 × - 
※2 × - 

0.22 

0.14 × - 
0.14 × - 
0.92 ○ - 
※2 × - 
※2 × - 
0.42 ○ - 
0.87 ○ - 
0.87 ○ - 
※2 × - 

0.15 
※2 × - 
1.60 ○ - 
0.32 ○ - 

0.14 
※2 × - 

※2 × - 
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第 2.2.3-1 表 没水影響評価結果 

溢水防護区画 溢水防護対象設備 溢水水位(m) 機能喪失高さ(m) 
判定 

没水 被水※1 

 

0.35 

0.00 × ○ 
1.26 ○ ○ 
※2 × × 
1.14 ○ ○ 
0.74 ○ ○ 

1.26 ○ × 

0.12 × ○ 

0.35 
0.77 ○ ○ 
0.92 ○ ○ 

0.23 

1.71 ○ ○ 
1.74 ○ ○ 
2.46 ○ ○ 
1.19 ○ ○ 
1.42 ○ ○ 
1.16 ○ ○ 
3.67 ○ ○ 
4.17 ○ ○ 
3.67 ○ ○ 
4.17 ○ ○ 

0.17 4.18 ○ - 

0.17 1.08 ○ ○ 

0.43 0.92 ○ ○ 

※1：上階からの溢水伝播がある場合は被水による影響も評価する。（無い場合は評価不要とし，「-」で示す。） 

※2：設置高さが未調査の機器のため，設置区画に浸水した時点で機能喪失として評価している。 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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2.2.4 判定 

 2.2.1 にて示した評価ケースが 1．にて定めた方針を踏まえ，重大事故等対処設

備の没水影響評価結果の判定を実施する。設置許可基準規則第 43 条～第 62 条の

条文ごとに溢水による影響でその安全機能が維持できるか，また維持できない場

合の対応について以下のとおり判定する。(第 2.2.4-1 表参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

43 アクセスルート確保 ◯ ◯ ※3 なし    ◯ 

44 

代替制御棒挿入機能 ○ 

○ 防止 

原子炉緊急停止系 ○ 

○   ○ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 ○ 原子炉緊急停止系 

制御棒 

制御棒駆動系  水圧制御ユ

ニット 

○ 

ほう酸水注入系 ○ 

45 

高圧代替注水系 ○ 

○ 防止 

高圧炉心注水系 ○ 

○   ○ 

原子炉隔離時冷却系 ○ 

高圧代替注水系の機能回復 ○ （蓄電池 A，蓄電池 A-2） ○ 

ほう酸水注入系 ○ なし  

46 

逃がし安全弁 ○ 

○ 防止 

（逃がし安全弁） 

（アキュムレータ） 

（逃がし安全弁排気管） 

○ 

○   ○ 
代替自動減圧機能 ○ 自動減圧系 ○ 

逃がし安全弁機能回復（可搬型直流電源供

給） 
○ 

（蓄電池 A，蓄電池 A-2，蓄電

池 B） 
○ 

逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） ○ （アキュムレータ） ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

47 

低圧代替注水系（常設） ○ 

○ 防止 

残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 
○ 

○   ○ 

低圧代替注水系（可搬型） ○ 
残留熱除去系（低圧注水モー

ド） 
○ 

非常用取水設備 

◯ （海水貯留堰） ○ 

◯ （スクリーン室） ○ 

◯ （取水路） ○ 

◯ （補機冷却用海水取水路） ○ 

◯ （補機冷却用海水取水層） ○ 

48 

代替原子炉補機冷却系 × 

○ 防止 

原子炉補機冷却系 ○ 

○   ○ 

S/P への蓄熱補助 ○ （真空破壊弁（S/C→D/W）） ○ 

耐圧強化ベント系（W/W） ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

耐圧強化ベント系（D/W） ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

格納容器圧力逃がし装置 ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

48 

代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 

○ 防止 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

○  ○ 

非常用取水設備 

○ （海水貯留堰） ○ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

49 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） × 

× 防止 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード） 
○ 

○   ○ 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） × 
残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード） 
○ 

非常用取水設備 

○ （海水貯留堰） ○ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

50 

格納容器圧力逃がし装置 ○ 

○ 緩和 

なし  

○ ・溢水による影響なし ○ ○ 
代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 なし  

代替循環冷却系 × なし  

S/P への蓄熱補助 ○ （真空破壊弁（S/C→D/W）） ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

50 非常用取水設備 

○ 

○ 緩和 

（海水貯留堰） ○ 

◯  ◯ ◯ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

51 

格納容器下部注水系（常設） ○ 

○ 緩和 

なし  

 ・溢水による影響なし ○ ○ 

格納容器下部注水系（可搬型） ○ なし  

溶融炉心の落下遅延及び防止 

○ 
（高圧炉心注水系，原子炉隔

離時冷却系） 
○ 

○ なし  

○ （残留熱除去系（低圧注水モ

ード）） 
○ 

○ 

52 

格納容器内の水素濃度監視設備 ○ 

○ 緩和 

格納容器内水素濃度 ○ 

○ ・溢水による影響なし ○ ○ 

（格納容器内酸素濃度） ○ 

格納容器圧力逃がし装置 ○ なし  

代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 なし  

耐圧強化ベント系（W/W) ○ 

残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード），原子炉補

機冷却系 

○ 

耐圧強化ベント系（D/W） ○ なし  

53 静的触媒式水素再結合器 ○ ○ 緩和 なし   ・溢水による影響なし ○ ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

54 

燃料プール代替注水系（可搬型） ○ 

○ 防止 

残留熱除去系（燃料プール水

の冷却及び補給） 
○ 

○   ○ 

燃料プール冷却浄化系 × 

燃料プール冷却浄化系 × 
残留熱除去系（燃料プール水

の冷却及び補給） 
◯ 

非常用取水設備 

○ （海水貯留堰） ○ 

○ （スクリーン室） ○ 

○ （取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水路） ○ 

○ （補機冷却用海水取水層） ○ 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ なし  

使用済燃料プールの監視設備 ○ 

使用済燃料貯蔵プール水位 ○ 

FPC ポンプ入口温度 × 

使用済燃料貯蔵プール温度 ○ 

燃料貯蔵プールエリア放射

線モニタ 
○ 

燃料取替エリア排気放射線

モニタ 
○ 

原子炉区域換気空調系排気

放射線モニタ 
○ 

55 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ 

○ 緩和 なし 

 

 溢水による影響なし ○ ○ 海洋への放射性物質の拡散抑制 ○  

航空機燃料火災への泡消火 ○  



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

56 
水源の確保 ○ 

○ 防止 

（サプレッション・プール） ○ 

○   ○ （復水貯蔵槽） ○ 

水の移送手段 ○ なし  

57 

常設代替交流電源設備 ○ 

○ 防止 

非常用ディーゼル発電機 ○ 

○   ○ 

可搬型代替交流電源設備 ○ 非常用ディーゼル発電機 ○ 

所内蓄電式直流電源設備 ○ 

蓄電池 B ○ 

蓄電池 C ○ 

蓄電池 D ○ 

可搬型直流電源設備 ○ 
蓄電池 A ○ 

蓄電池 A-2 ○ 

代替所内電気設備 ○ 

非常用 MCC（C,D,E) ○ 

非常用高圧母線 C 系,D 系,E

系 
○ 

号炉間電力融通電気設備 ※2 非常用所内電源設備 ○ 

燃料補給設備 ○ 
（軽油タンク） 

（燃料移送ポンプ） 
○ 

          

          



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

原子炉圧力容器内の温度 ○ 

○ 防止 

原子炉圧力 ○ 

○   ○ 

原子炉圧力（SA） ○ 

原子炉水位 ○ 

原子炉水位（SA） ○ 

原子炉圧力容器内の圧力 ○ 

原子炉水位 ○ 

原子炉水位（SA） ○ 

原子炉圧力容器温度 ○ 

原子炉圧力容器内の水位 ○ 

原子炉隔離時冷却系系統流

量 
○ 

高圧代替注水系系統流量 ○ 

復水補給水系系統流量 

（原子炉圧力容器） 
○ 

原子炉圧力容器への注水量 ○ 

復水貯蔵槽水位（SA） ○ 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ･ﾌﾟｰﾙ水位 ○ 

原子炉水位 ○ 

原子炉水位（SA） ○ 

原子炉格納容器への注水量 ○ 復水貯蔵槽水位（SA） ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 

共
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

原子炉格納容器内の温度 ○ 

○ 防止 

格納容器内圧力（D/W） ○ 

○ ○ 

サプレッション・チェンバ・

プール水温度 
○ 

サプレッション・チェンバ気

体温度 
○ 

原子炉格納容器内の圧力 ○ 
格納容器内圧力（S/C） ○ 

格納容器内圧力（D/W） ○ 

原子炉格納容器内の水位 ○ 
復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
○ 

原子炉格納容器内の水素濃度 ○ 

格納容器内水素濃度 ○ 

格納容器内水素濃度（SA） ○ 

原子炉格納容器内の酸素濃度 ○ 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（D/W） 
○ 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（S/C） 
○ 

原子炉格納容器内の放射線量率 ○ 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（D/W） 
○ 

格納容器内雰囲気放射線レ

ベル（S/C） 
○ 

未臨界の監視 ○ 

平均出力領域モニタ ○ 

起動領域モニタ ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

最終ヒートシンクによる冷却状態の確認 ○ 

○ 防止 

ドライウェル雰囲気温度 ○ 

○ ○ 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ気体温度 ○ 

格納容器内圧力（S/C） ○ 

格納容器内圧力（D/W） ○ 

原子炉圧力容器温度 ○ 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ･ﾁｪﾝﾊﾞ･ﾌﾟｰﾙ水温度 ○ 

格納容器バイパスの監視 ○ 

ドライウェル雰囲気温度 ○ 

格納容器内圧力（D/W） ○ 

原子炉水位 ○ 

原子炉水位（SA） ○ 

原子炉圧力 ○ 

原子炉圧力（SA） ○ 

水源の確認 ○ 

原子炉隔離時冷却系系統流

量 
○ 

高圧代替注水系系統流量 ○ 

復水補給水系流量 

（原子炉圧力容器） 
○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 

共
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

58 

水源の確認 ○ 

○ 防止 

復水補給水系流量 

（原子炉格納容器） 
○ 

○ ○ 

残留熱除去系系統流量 ○ 

残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力 ○ 

復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出圧力 ○ 

原子炉建屋内の水素濃度 ○ 
静的触媒式水素再結合器 動

作監視装置 
○ 

使用済燃料プールの監視 ○ 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA） 
○ 

使用済燃料貯蔵プール水位・

温度（SA 広域） 
○ 

使用済燃料貯蔵プール放射

線モニタ（高ﾚﾝｼﾞ,低ﾚﾝｼﾞ） 
○ 

発電所内の通信連絡 ○ なし  

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 ○ なし  

59 
居住性の確保 ○ 

○ 防止 

（中央制御室） ○ 

○   ○ 

（中央制御室生体遮蔽） ○ 

中央制御室換気空調系 ○ 

中央制御室照明 ○ 

汚染物の持ち込み防止 ○ 非常用照明 ○ 



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 

共
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

60 

放射線量の測定 ○ 

○ ※3 

モニタリング・ポスト ○ 

○ 溢水による影響なし ○ ○ 

放射能観測車の代替測定装置 ○ 放射能観測車 ○ 

発電所及びその周辺の測定に使用する測

定器 
○ なし  

風向・風速 

その他気象条件の測定 
○ 気象観測設備 ○ 

電源の確保 ○ なし  

61 

居住性の確保 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

○ 防止 

なし  

○   ○ 

必要な情報の把握 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ なし  

通信連絡 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

送受話器 ○ 

電力保安通信用電話設備 ○ 

電源の確保 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 外部電源 ※2 

62 

発電所内の通信連絡 ○ 

○ ※3 

送受話器 ○ 

○ 

  

  

  

○ 電力保安通信用電話設備 ○ 

発電所外の通信連絡 ○ なし  



 

※1 条文毎の重大事故対処設備の分類（防止：重大事故防止設備，緩和：重大事故緩和設備） 

※2 設備建設中等により評価未完了 

※3 重大事故防止でも緩和でもない設備 

■ 重大事故対処設備のみで機能維持が可能な場合等，考慮不要になる場合はグレーアウトしている。 
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第 2.2.4-1 表 重大事故等対処設備の没水影響評価 まとめ 

条

文 

重大事故等対処設備 設計基準対象施設 修復性 
方針 

Ⅰ/Ⅱ, 

Ⅲ 

判定 
対象施設（設備） 

個別 
機能 
維持 
判定 

条文 
判定 

分
類 
※1 

対応する 
設計基準対象施設 

個別 
機能 
維持 
判定 

判
定 

頑健性の有無等 
判
定 

未臨界移行 ○ - - - - - ○ 

燃料冷却 ○ - - - - - ○ 

格納容器除熱 ○ - - - - - ○ 

使用済燃料プール注水 ○ - - - - - ○ 
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2.2.4.1 重大事故防止設備の独立性について 

2.2.1 のケースでは，重大事故防止設備のうち第 49 条（原子炉格納容器内の冷

却等のための設備）の代替格納容器スプレイ冷却系の設備が機能喪失する。しか

し，同様の機能を有する設計基準対象施設である残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）が機能維持できている。 

従って，設計基準対象施設と重大事故防止設備が同時に機能喪失しないことが

確認でき，重大事故防止設備は 1．の方針Ⅰ「独立性」に適合していることが確

認できる。 

 

2.2.4.2 重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備の修復性について 

2.2.1 の評価例では“緩和設備”及び“防止でも緩和でもない設備”は，第 50

条(原子炉格納容器の加圧破損を防止するための設備)の代替循環冷却系の設備な

ど，一部が機能喪失するものの，修復等による対応により復旧可能であり，修復

性等を考慮した頑健性は確保されている。なお本ケースでは，同等の機能を持つ

格納容器圧力逃がし装置も機能維持しており，修復性に頼らずとも安全機能は確

保されている。 

以上より，重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備は 1．の方針Ⅱ「修

復性」に適合していることを確認できる。 

 

2.2.4.3 重大事故等対処設備による安全機能の確保について 

 1．の方針Ⅲの観点から，設計基準対象施設の機能に期待せず，重大事故等対処

設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容器除熱”，及び“使用済燃料プ

ール注水”機能が維持できるか判断し，内部溢水事象が発生した場合でも，主要

な安全機能が重大事故等対処設備によって確保されることを確認する。 

 

未臨界移行機能：第 44 条の設備(代替制御棒挿入，代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能，ほう酸水注入系)により当該機能が維持される 

 

燃料冷却機能：第 46 条の設備（代替自動減圧機能，逃がし安全弁機能回復(代

替窒素供給)）による原子炉減圧，及び第 47 条の設備（低圧代替注水系（可搬

型））による注水機能が確保されるため当該機能は維持される 

 

格納容器除熱機能：上記の燃料冷却機能と第 48 条の設備(耐圧強化ベント系

（W/W,D/W），格納容器圧力逃がし装置)により格納容器に対する除熱機能が確

保されるため，当該機能は維持される 

 

使用済燃料プール注水機能：第 54 条の設備(燃料プール代替注水系(可搬型))
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により使用済燃料プールへの注水機能が確保されるため，当該機能は維持され

る。 

 

以上より主要安全機能が重大事故等対処設備によって維持されていることから，

1．方針Ⅲに適合していることが確認できる。 

 

2.3 例示評価以外の影響評価プロセスについて 

 2.2 にて示した想定破損による没水評価以外のケースについても同様の評価プ

ロセスで 1．の方針に適合していることを今後確認していく。 
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3. スロッシングに伴う溢水による重大事故等対処設備への影響について 

スロッシングが発生した場合の重大事故等対処設備への影響について評価し，

安全機能に影響のないことを確認する。 

スロッシングは原子炉建屋オペレーティングフロアで発生し，当該エリアで約

0.80m の溢水水位となる。その後の伝播の流れとしては，当該エリアの床貫通部

や機器ハッチは下階への溢水の伝播を防止しており，それらを介した一階層下の

フロア（中 4 階）への伝播は発生しないものの，床ファンネルや階段室，エレベ

ータ室への止水処置は実施していないことから，それらを介した最地下階（地下

3 階）への直接的な溢水の伝播が発生することとなる。床ファンネル，階段室及

びエレベータ室を介した伝播の場合，最地下階の通路部に伝播することとなり，

更にその周囲の各 ECCS 室へは水密扉等により止水処置を施していることから伝

播はせず，通路部が最終的な滞留区画となる。この場合の通路部における溢水水

位は約 1.20m である。 

以上の影響範囲を考慮した場合の重大事故等対処設備への影響について第 3-1

表に示す。 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 

 

共 8-25 

 

第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

43 アクセスルート確保 ○ ○ 

44 

代替制御棒挿入機能 ○ 

○ 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 ○ 

ほう酸水注入系 ○ 

45 

高圧代替注水系 ○ 

○ 高圧代替注水系の機能回復 ○ 

ほう酸水注入系 ○ 

46 

逃がし安全弁 ○ 

○ 
代替自動減圧機能 ○ 

逃がし安全弁機能回復（可搬型直流電源供給） ○ 

逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） ○ 

47 

低圧代替注水系（常設） ○ 

○ 低圧代替注水系（可搬型） ○ 

非常用取水設備 ○ 

48 

代替原子炉補機冷却系 ○ 

○ 

S/P への蓄熱補助 ○ 

耐圧強化ベント系（W/W） ○ 

耐圧強化ベント系（D/W） ○ 

格納容器圧力逃がし装置 ○ 

代替格納容器圧力逃がし装置 (○) 

非常用取水設備 ○ 

49 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） ○ 

○ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） ○ 

非常用取水設備 ○ 

50 

格納容器圧力逃がし装置 ○ 

○ 

代替格納容器圧力逃がし装置 (○) 

代替循環冷却系 ○ 

S/P への蓄熱補助 ○ 

非常用取水設備 ◯ 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

51 

格納容器下部注水系（常設） ○ 

○ 格納容器下部注水系（可搬型） ○ 

溶融炉心の落下遅延及び防止 ○ 

52 

格納容器内の水素濃度監視設備 ○ 

○ 

格納容器圧力逃がし装置 ○ 

代替格納容器圧力逃がし装置 (○) 

耐圧強化ベント系（W/W) ○ 

耐圧強化ベント系（D/W) ○ 

53 静的触媒式水素再結合器 ○ ○ 

54 

燃料プール代替注水系（可搬型） ○ 

○ 

燃料プール冷却浄化系 ○ 

非常用取水設備 ◯ 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ 

使用済燃料プールの監視設備 ○ 

55 

大気への放射性物質の拡散抑制 ○ 

○ 海洋への放射性物質の拡散抑制 ○ 

航空機燃料火災への泡消火 ○ 

56 
水源の確保 ○ 

○ 
水の移送手段 ○ 

57 

常設代替交流電源設備 ○ 

○ 

可搬型代替交流電源設備 ○ 

所内蓄電式直流電源設備 ○ 

可搬型直流電源設備 ○ 

代替所内電気設備 ○ 

号炉間電力融通電気設備 (○) 

燃料補給設備 ○ 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 

維持判定※1 
条文 
判定※1 

58 

原子炉圧力容器内の温度 ○ 

○ 

原子炉圧力容器内の圧力 ○ 

原子炉圧力容器内の水位 ○ 

原子炉圧力容器への注水量 ○ 

原子炉格納容器への注水量 ○ 

原子炉格納容器内の温度 ○ 

原子炉格納容器内の圧力 ○ 

原子炉格納容器内の水位 ○ 

原子炉格納容器内の水素濃度 ○ 

原子炉格納容器内の酸素濃度 ○ 

原子炉格納容器内の放射線量率 ○ 

未臨界の監視 ○ 

最終ヒートシンクによる冷却状態の確認 ○ 

格納容器バイパスの監視 ○ 

水源の確認 ○ 

原子炉建屋内の水素濃度 ○ 

使用済燃料プールの監視 ○ 

発電所内の通信連絡 ○ 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 ○ 

59 
居住性の確保 ○ 

○ 
汚染物の持ち込み防止 ○ 

60 

放射線量の測定 ○ 

○ 

放射能観測車の代替測定装置 ○ 

発電所及びその周辺の測定に使用する測定器 ○ 

風向・風速その他気象条件の測定 ○ 

電源の確保 ○ 



 

※1  ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及び対策を実施 
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第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価結果 

条文 

重大事故等対処設備 スロッシングによる影響 

対象施設（設備） 
個別機能 
維持判定※1 

条文 
判定※1 

61 

居住性の確保 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

○ 

必要な情報の把握 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

通信連絡 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

電源の確保 

（５号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 
○ 

62 
発電所内の通信連絡 ○ 

○ 
発電所外の通信連絡 ○ 

未臨界移行 ○ 

燃料冷却 ○ 

格納容器除熱 ○ 

使用済燃料プール注水 ○ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-9 自主対策設備の悪影響防止について 
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1.  はじめに 

自主対策設備として使用するものについて，他の設備への悪影響防止に

ついて記載する。 

 

2.  想定される悪影響について 

重大事故等時においては，重大事故等対処設備として配備している機器

の他に，事故対応の運用性の向上のために配置・配備している自主対策設

備を用いる場合がある。この場合には，自主対策設備を使用することによ

り，他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対処設備）に対して悪影

響を及ぼすことがないように考慮する必要がある。 

  この場合に想定される悪影響については，自主対策設備の使用時の系統

的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛

散物による影響を考慮する必要がある。また，地震，火災，溢水等による

波及的影響を考慮する必要がある。 

これらの自主対策設備を使用することの影響について類型化すると，以

下に示す 2 種類の影響について考慮する必要がある。 

  ・自主対策設備を使用することによって生じる直接的な影響 

  ・自主対策設備を使用することによって生じる間接的な影響 

  直接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備を使用する際，

接続する他の設備の設計条件を上回る条件で使用する場合の影響，薬品の

使用による腐食や化学反応による影響，他の設備との干渉により使用条件

が限定されることによる影響等が挙げられる。 

一方，間接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備の損傷に

より生じる波及的影響，自主対策設備を使用することにより他の機器の環
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境条件を悪化させる影響等が挙げられる。 

さらに，これらの影響とは別に，自主対策設備を使用する場合に，発電

所構内に予め確保されている水源や燃料，人員等の運用リソースを必要と

する場合がある。 

これらの影響により，他の設備の機能に悪影響を及ぼすことがないよう，

自主対策設備の設計及び運用において，以下のとおり考慮する。 

(1) 直接的な影響に対する考慮 

   自主対策設備を使用することにより，接続される他の設備の設計条件

を超える場合には，事前に健全性を確認した上で使用する。 

自主対策設備において薬品や海水を使用することにより，他の設備に

腐食等の影響が懸念される自主対策設備については，事前にその影響や

使用時間等を考慮して使用する。また，電気設備の短絡等により生じる

電気的影響については，保護継電装置等により，他の設備に悪影響を及

ぼさないよう考慮する。 

重大事故等対処設備の配管にホースを接続する等により，他の設備の

機能を喪失させる自主対策設備については，当該設備を使用すべき状況

になった場合に自主対策設備の使用を中止することで，他の設備に悪影

響を及ぼさないよう考慮する。 

(2) 間接的な影響に対する考慮 

自主対策設備が損傷し溢水等が生じることによる波及的影響について

考慮し，耐震性を確保することや，溢水経路を確認すること，必要な強

度を有していることを確認すること等により，他の設備に波及的影響を

及ぼさないよう考慮する。 

高温箇所への注水により水蒸気が発生する場合等，自主対策設備の使
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用により他の設備の周辺環境が悪化する場合には，環境悪化による他の

設備の機能への影響を評価した上で使用する。また，自主対策設備の内

部を高放射線量の流体が流れることにより，当該機器の周辺へのアクセ

スが困難になることが想定される場合には，必要に応じて遮蔽体を設置

する等の被ばく低減対策を講じる。 

大型設備を運搬して使用する場合や，通路にホース等を敷設して使用

する場合等，現場でのアクセス性を阻害する自主対策設備については，

予め通路を確保するよう配置することや，他の設備を使用する場合には

移動することにより，他の設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して

使用する。 

(3) 発電所における運用リソースに対する考慮 

   注水に淡水を用いる場合，駆動源の燃料として軽油を使用する場合，

操作に人員を要する場合等，発電所構内の運用リソースを必要とする自

主対策設備については，他の設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮し

て使用する。 

 これらの影響を考慮する主要な自主対策設備について，次項に示す。 

 

3.  主要な自主対策設備の状況 

3.1  格納容器 pH 制御設備 

(1) 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化す

ることを防止し，サプレッション・チェンバのプール水中によう素を保

持することでよう素の放出量を低減するための設備として，格納容器 pH

制御設備を設ける。 
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炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素がサプ

レッション・チェンバのプール水へ流入し溶解する。また，原子炉格納

容器内のケーブル被覆材には塩素等が含まれており，重大事故等時にケ

ーブルの放射線分解と熱分解により塩酸等の酸性物質が大量に発生する

ため，サプレッション・チェンバのプール水が酸性化する可能性がある。

サプレッション・チェンバのプール水が酸性化すると，水中に溶解して

いるよう素が有機よう素としてサプレッション・チェンバの気相部へ放

出されるという知見がある。そこで，サプレッション・チェンバのプー

ル水をアルカリ性に保つため，pH 制御として水酸化ナトリウムをサプレ

ッション・チェンバに注入する。サプレッション・チェンバのプール水

をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減することが

期待できる。 

本系統は，復水移送ポンプの吸込配管に水酸化ナトリウムを注入させ，

ドライウェルスプレイの配管，サプレッション・チェンバスプレイの配

管，格納容器下部注水系の配管から原子炉格納容器内に薬液を注入する

構成とする。 

本系統は，廃棄物処理建屋に設置している薬液タンク隔離弁（2 弁）を

中央制御室からの遠隔操作又は現場での操作により開操作することで，

復水移送ポンプの吸込配管に薬液を混入させる。 

 (2) 他の設備への悪影響について 

格納容器 pH 制御設備では，アルカリ薬液である水酸化ナトリウムを原

子炉格納容器へ注入する。このため，格納容器 pH 制御設備を使用するこ

とで，他の設備への影響として考慮すべき事象としては，以下の項目が

ある。 
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  ・直接的影響：アルカリ薬液による原子炉格納容器バウンダリの腐食 

         アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及びグレーチ

ングとの反応による水素発生による圧力上昇 

         アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及びグレーチ

ングとの反応による水素発生による燃焼リスク 

  ・間接的影響：薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えい 

   これらの影響について，以下のとおり確認した。 

   原子炉格納容器バウンダリの腐食については，pH 制御したサプレッシ

ョン・チェンバのプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり，原子炉

格納容器バウンダリを主に構成しているステンレス鋼や炭素鋼の腐食領

域ではないため悪影響はない。同様に，原子炉格納容器のシール材につ

いても耐アルカリ性を確認した改良 EPDM を使用することから，原子炉格

納容器バウンダリのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では配管の保温

材やグレーチングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛を使用しており，

水酸化ナトリウムと反応することで水素ガスが発生する。しかしながら，

原子炉格納容器内のアルミニウムと亜鉛が全量反応し水素ガスが発生す

ると仮定しても，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発

生する水素量に比べて少なく，気相部に占める割合が十分に小さいため，

原子炉格納容器の異常な圧力上昇は生じない。さらに，原子炉格納容器

内は窒素ガスにより不活性化されており，本反応では酸素ガスの発生が

ないことから，水素ガスの燃焼も発生しない。 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいについては，タ

ンクを十分な強度を有する設計とするとともに，タンク周囲に堰を設け，
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悪影響を及ぼさないよう考慮する。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した

手順を準備しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。

また，電源を必要とするが，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう

必要な電源を確保できる場合にのみ使用する。 

 

3.2  格納容器頂部注水系 

(1) 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器頂部を冷

却することで原子炉格納容器外への水素ガス漏えいを抑制し，原子炉建

屋の水素爆発を防止するため，格納容器頂部注水系を設ける。 

格納容器頂部注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，原子炉格納容器

トップヘッドフランジシール材を原子炉格納容器外部から冷却すること

を目的とした系統である。格納容器頂部注水系は，可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），接続口等で構成しており，炉心の著しい損傷が発生した場

合において，代替淡水源の水又は海水を原子炉ウェルに注水し原子炉格

納容器頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部からの水素ガス漏え

いを抑制する設計とする。 

したがって，事故時に速やかに原子炉格納容器トップヘッドフランジ

シール材を冠水させるように原子炉ウェルに水を張ることが必要であり，

その際の必要注水量は冠水分と余裕分も見込んだ注水量とする。また，

格納容器頂部注水系は，必要注水量を注水開始から速やかに達成できる

設計とし，格納容器頂部注水系のポンプは可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を採用する。また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口
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は，位置的分散を図った複数箇所に設置する。 

(2) 他の設備への悪影響について 

格納容器頂部注水系を使用することで，原子炉ウェルに水が注水され

る。このため，格納容器頂部注水系を使用することで，他の設備への影

響として考慮すべき事象としては，以下の項目がある。 

  ・直接的影響：原子炉格納容器頂部が急冷され，鋼材部が熱収縮するこ

とによる原子炉格納容器の閉じ込め機能への影響 

・間接的影響：原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉格納

容器内の水素漏えいが低減されることによる原子炉建屋

水素爆発防止機能への影響 

原子炉格納容器頂部を冷却することで，原子炉建屋に水

蒸気が発生することによる原子炉建屋水素爆発防止機能

への影響 

原子炉格納容器頂部が急冷され，原子炉格納容器が除熱

されることによる格納容器負圧破損の影響 

   これらの影響について，以下のとおり確認した。 

   このうち，原子炉格納容器頂部を急冷することによる原子炉格納容器

閉じ込め機能への影響については，原子炉格納容器頂部締付ボルト冷却

時の発生応力を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降

伏応力を下回っていることからボルトが破損することはない。 

また，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素ガス漏えいを

防ぐことによる，原子炉建屋水素爆発防止機能への影響については，水

素ガスの漏えい箇所を原子炉建屋下層階（地上 2 階，地下 1 階，地下 2

階）のみとして原子炉建屋内の水素ガス挙動を評価した結果，原子炉建
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屋下層階において可燃限界に至ることはなく，かつ原子炉建屋最上階に

おいても静的触媒式水素再結合器により可燃限界に至らないことが確認

できているため，原子炉建屋水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建屋水素爆発

防止機能への影響については，原子炉建屋オペレーティングフロアに水

蒸気が追加で流入した場合の原子炉建屋内の水素ガス挙動を評価し，可

燃限界に至ることはないことが確認できているため，原子炉建屋水素爆

発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子炉ウェルに

注水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる原子炉格納容器の除熱

効果は小さいため，原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した

手順を準備しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。

また，淡水，電源又は燃料を必要とするが，淡水の使用量は水源である

淡水貯水池が保有する水量に比べて十分小さく，悪影響はない。また，

電源又は燃料については，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう必

要な電源又は燃料を確保できる場合にのみ使用する。 

 

3.3  第二代替交流電源設備 

(1) 設備概要 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した

場合に，第二代替交流電源設備を使用する。 

第二代替交流電源設備は，第二ガスタービン発電機，第二ガスタービ

ン発電機用燃料タンク，第二ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ，軽
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油タンク，タンクローリ（16kL），電路，計測制御装置等で構成し，第二

ガスタービン発電機を設置場所での操作にて速やかに起動し，非常用高

圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系，又は AM 用 MCC へ接続することで

電力を供給できる設計とする。 

第二ガスタービン発電機の燃料は，第二ガスタービン発電機用燃料タ

ンクより第二ガスタービン発電機用燃料移送ポンプを用いて補給できる

設計とする。また，第二ガスタービン発電機用燃料タンクの燃料は，軽

油タンクよりタンクローリ（16kL）を用いて補給できる設計とする。 

第二代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

 (2) 他の設備への悪影響について 

第二代替交流電源設備を使用することで，他の設備への影響として考

慮すべき事象としては，以下の項目がある。 

  ・直接的影響：第二代替交流電源設備の異常による電気的波及影響 

  ・間接的影響：第二ガスタービン発電機の破損による飛散 

   これについては，第二代替交流電源設備，荒浜側緊急用高圧母線及び

大湊側緊急用高圧母線の供給先の電気設備は，保護継電装置等により電

気的波及影響を防止する設計としている。 

   また，第二ガスタービン発電機は高速回転機器であるが，構造部材が

飛散物にならないよう設計する。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した

手順を準備しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。

また，燃料を必要とするが，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう

必要な燃料を確保できる場合にのみ使用する。 
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3.4  バックアップシール材 

(1) 設備概要 

バックアップシール材は，原子炉格納容器トップヘッドフランジ及び

機器搬入用ハッチ類のフランジにおいて，改良 EPDM シール材のバックア

ップとしてフランジ面に塗布することにより，高温環境下においてもシ

ール性能を維持し，原子炉格納容器からの放射性物質の漏えいの発生を

防止するために設けるものである。バックアップシール材は，耐高温性，

耐蒸気性，耐放射線性が確認され，重大事故環境下においてもシール機

能を発揮できるものを用いる。 

 (2) 他の設備への悪影響について 

バックアップシール材は，原子炉格納容器トップヘッド及び機器ハッ

チのフランジ面に塗布される。このため，バックアップシール材を使用

することで，他の設備への影響として考慮すべき事象としては，以下の

項目がある。 

  直接的影響：フランジ面における開口を考慮したシール材の押込み量 

内圧及びシール材反力に対するフランジ強度 

シール材との化学的作用による反応や劣化等の影響 

   これらの影響について，以下のとおり確認した。 

   フランジ面において，開口を考慮した適切な押込み量を確保できるこ

とを確認するため，試験体を用いてバックアップシール材の有無による

フランジ締め付け時の開口量を確認した。その結果，バックアップシー

ル材適用による押込み深さの変化量やフランジ開口量への影響は無視で

きる程度であり，悪影響はない。 
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   また，バックアップシール材の塗布後においても，適切なフランジ強

度を有していることを確認するために，バックアップシール材からの荷

重の評価を行った。その結果，バックアップシール材の荷重は内圧によ

る荷重と比較して 2 桁以上小さくなることを確認した。このことから，

フランジ部へ発生する応力の影響は内圧が支配的であり，バックアップ

シール材の有無によりフランジ部へ加わる発生応力はほとんど変化しな

いことから，フランジ強度への悪影響はない。 

バックアップシール材の塗布により，本来のシール材である改良 EPDM

に対する化学影響がないことについては，長期熱劣化影響確認試験で改

良 EPDM とバックアップシール材を組み合わせたフランジで劣化後の気

密性を確認していることから，悪影響はない。 

 

 上記に示す設備を含む自主対策設備に関する悪影響の評価について，次頁

以降に示す。 

 



技術的
能力番号

手動スクラムボタン －
・手動スクラムボタンは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使
用することから，使用による悪影響なし。

－
・手動スクラムボタンは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使
用することから，使用による悪影響なし。

○
・手動スクラムボタンの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。

原子炉モードスイッチ「停止」 －
・原子炉モードスイッチ「停止」は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系
統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

－
・原子炉モードスイッチ「停止」は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系
統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

○
・原子炉モードスイッチ「停止」の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手
順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

スクラムテストスイッチ －
・スクラムテストスイッチは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成
で使用することから，使用による悪影響なし。

－
・スクラムテストスイッチは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成
で使用することから，使用による悪影響なし。

○
・スクラムテストスイッチの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確
立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

原子炉緊急停止系電源スイッチ －
・原子炉緊急停止系電源スイッチは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系
統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

－
・原子炉緊急停止系電源スイッチは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系
統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

○
・原子炉緊急停止系電源スイッチの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手
順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

制御棒操作監視系，
制御棒駆動機構（電動駆動）

－
・制御棒操作監視系，制御棒駆動機構（電動駆動）は，設計基準対象施設として使用
する場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

－
・制御棒操作監視系，制御棒駆動機構（電動駆動）は，設計基準対象施設として使用
する場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

○

・制御棒操作監視系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・制御棒駆動機構（電動駆動）は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じ
ないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

給水制御系，給水系(原子炉給水ポンプ)，
原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系

－
・給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系
は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから，使用
による悪影響なし。

－
・給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系
は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから，使用
による悪影響なし。

○

・給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系
の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応
するため，悪影響なし。
・給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系
は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保でき
る場合のみ使用する。

高圧炉心注水系の短時間起動 ○
・高圧炉心注水系は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用によ
る悪影響なし。

○
・高圧炉心注水系は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用によ
る悪影響なし。

○

・高圧炉心注水系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，
それに基づき対応するため，悪影響なし。
・高圧炉心注水系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要
な電源を確保できる場合のみ使用する。

ほう酸水注入系による原子炉注水 －
・ほう酸水注入系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用す
ることから，使用による悪影響なし。

－
・ほう酸水注入系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用す
ることから，使用による悪影響なし。

○

・ほう酸水注入系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，
それに基づき対応するため，悪影響なし。
・ほう酸水注入系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要
な電源を確保できる場合のみ使用する。

制御棒駆動系による原子炉注水 －
・制御棒駆動系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する
ことから，使用による悪影響なし。

－
・制御棒駆動系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する
ことから，使用による悪影響なし。

○

・制御棒駆動系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，そ
れに基づき対応するため，悪影響なし。
・制御棒駆動系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な
電源を確保できる場合のみ使用する。

タービンバイパス弁，タービン制御系 －
・タービンバイパス弁，タービン制御系は，設計基準対象施設として使用する場合と
同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

－
・タービンバイパス弁，タービン制御系は，設計基準対象施設として使用する場合と
同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。

○

・タービンバイパス弁，タービン制御系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定
した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・タービンバイパス弁，タービン制御系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影
響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

直流給電車
（57条と同じ）

－ － － － － －

代替逃がし安全弁駆動装置 ○
・代替逃がし安全弁駆動装置は，設備の健全性を確認した条件下で使用することか
ら，使用による悪影響なし。

○
・代替逃がし安全弁駆動装置は，設備の健全性を確認した条件下で使用することか
ら，使用による悪影響なし。

○
・代替逃がし安全弁駆動装置の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が
確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

※「○」：影響が懸念されるため，対応（設計・運用）を検討する項目
　「－」：影響が無く，対応（設計・運用）を検討する必要が無い項目表１　自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

条文
番号

自主対策設備

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果

44
（1.1）

45
（1.2）

46
（1.3）

※ ※ ※
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技術的
能力番号

※「○」：影響が懸念されるため，対応（設計・運用）を検討する項目
　「－」：影響が無く，対応（設計・運用）を検討する必要が無い項目表１　自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

条文
番号

自主対策設備

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
※ ※ ※

残留熱除去系（C）又は
高圧炉心注水系(B,C)を用いた低圧注水
（復水移送ポンプ又は
　可搬型代替注水ポンプ（A-2級))

－
・残留熱除去系（C）又は高圧炉心注水系(B,C)を用いた低圧注水での流路は，設計基
準対象施設としての設計条件下で使用することから，使用による悪影響なし。

－
・残留熱除去系（C）又は高圧炉心注水系(B,C)を用いた低圧注水での流路は，設計基
準対象施設としての設計条件下で使用することから，使用による悪影響なし。

○

・残留熱除去系（C）又は高圧炉心注水系(B,C)を用いた低圧注水の操作に人員を要す
るが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響な
し。
・残留熱除去系（C）又は高圧炉心注水系(B,C)を用いた低圧注水は，燃料及び電源を
要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる
場合のみ使用する。

消火系を用いた低圧注水
（ディーゼル駆動消火ポンプ，
　ろ過水タンク）

－

・消火系を用いた低圧注水での流路は，設計基準対象施設としての設計条件下で使用
することから，使用による悪影響なし。
・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に
より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○

・消火系を用いた低圧注水の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確
立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・消火系を用いた低圧注水は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が
生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による残存溶融炉心の冷却
（ディーゼル駆動消火ポンプ，
　ろ過水タンク）

－

・消火系による残存溶融炉心の冷却での流路は，設計基準対象施設としての設計条件
下で使用することから，使用による悪影響なし。
・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に
より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○

・消火系による残存溶融炉心の冷却の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した
手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・消火系による残存溶融炉心の冷却は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に
悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

48
（1.5）

大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は
代替原子炉補機冷却海水ポンプによる
残留熱除去系除熱

○

・大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる残
留熱除去系除熱での流路は，淡水仕様であり，海水の通水による腐食が懸念される
が，可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで設備への影響を考慮
することから，使用による悪影響なし。

○
・大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプは，他の
設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又は移動が可能であることか
ら，悪影響なし。

○

・大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる残
留熱除去系除熱の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，そ
れに基づき対応するため，悪影響なし。
・大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる残
留熱除去系除熱は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよ
う必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系を用いた代替格納容器スプレイ冷却
（ディーゼル駆動消火ポンプ，
　ろ過水タンク）

－

・消火系を用いた代替格納容器スプレイ冷却での流路は，設計基準対象施設としての
設計条件下で使用することから，使用による悪影響なし。
・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に
より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○

・消火系を用いた代替格納容器スプレイ冷却の操作に人員を要するが，必要な人員を
想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・消火系を用いた代替格納容器スプレイ冷却は，燃料及び電源を要するが，他の設備
の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

ドライウェル冷却系による格納容器除熱 －
・ドライウェル冷却系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使
用することから，使用による悪影響なし。

－
・ドライウェル冷却系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使
用することから，使用による悪影響なし。

○

・ドライウェル冷却系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・ドライウェル冷却系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう
必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

格納容器pH制御設備
（薬液タンク，復水移送ポンプ）

○

・格納容器pH制御設備は，水酸化ナトリウム（アルカリ薬液）を原子炉格納容器へ注
入するため，アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる原子炉格納容
器バウンダリのシール性への影響が考えられるが，材料への腐食影響がないことを確
認しており，原子炉格納容器のシール材は耐アルカリ性を確認した改良EPDMを使用す
ることから，シール性への悪影響なし。
・原子炉格納容器内の保温材及びグレーチングとアルカリ薬液との反応で発生する水
素ガスの量は，ジルコニウム－水反応で発生する水素量に比べて十分少ないため，原
子炉格納容器の異常な圧力上昇は生じないことから，悪影響なし。
・原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されており，原子炉格納容器内の保温
材及びグレーチングとアルカリ薬液との反応では酸素ガスの発生はなく，水素ガスの
燃焼リスクが増加しないことから，悪影響なし。

○
・薬液タンクの破損により，アルカリ薬液が漏えいする可能性があるが，薬液タンク
は十分な強度を有する設計としており，かつ薬液タンクの周囲には堰を設ける設計と
していることから，悪影響なし。

○

・格納容器pH制御設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・格納容器pH制御設備は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう
必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

可搬型格納容器窒素供給設備 ○

・可搬型格納容器窒素供給設備は，可燃性ガス濃度制御系配管に接続するため，可燃
性ガス濃度制御系が使用できなくなる可能性が考えられるが，可燃性ガス濃度制御系
の使用と干渉しないように運用するため，悪影響なし。
・可搬型格納容器窒素供給設備は，設備の健全性を確認した条件下で使用することか
ら，使用による悪影響なし。

○

・可搬型格納容器窒素供給設備は，原子炉格納容器に屋外から窒素を供給するため，
使用時に破損した場合は格納容器内雰囲気ガスが屋外に漏えいする可能性が考えられ
るが，隔離弁により速やかに隔離が可能な設計とすることから，悪影響なし。
・可搬型格納容器窒素供給設備は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置す
ること，又は移動が可能であることから，悪影響なし。

○

・可搬型格納容器窒素供給設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順
が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・可搬型格納容器窒素供給設備は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影
響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
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技術的
能力番号

※「○」：影響が懸念されるため，対応（設計・運用）を検討する項目
　「－」：影響が無く，対応（設計・運用）を検討する必要が無い項目表１　自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

条文
番号

自主対策設備

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
※ ※ ※

消火系による格納容器下部注水
（ディーゼル駆動消火ポンプ，
　ろ過水タンク）

－

・消火系を用いた格納容器下部注水での流路は，設計基準対象施設としての設計条件
下で使用することから，使用による悪影響なし。
・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に
より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○

・消火系を用いた格納容器下部注水の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した
手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・消火系を用いた格納容器下部注水は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に
悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

制御棒駆動系による原子炉注水
（溶融炉心の落下遅延及び防止）

－
・制御棒駆動系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する
ことから，使用による悪影響なし。

－
・制御棒駆動系は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用する
ことから，使用による悪影響なし。

○

・制御棒駆動系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，そ
れに基づき対応するため，悪影響なし。
・制御棒駆動系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な
電源を確保できる場合のみ使用する。

高圧炉心注水系緊急注水による原子炉注水
（溶融炉心の落下遅延及び防止）

○
・高圧炉心注水系は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用によ
る悪影響なし。

○
・高圧炉心注水系は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用によ
る悪影響なし。

○

・高圧炉心注水系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，
それに基づき対応するため，悪影響なし。
・高圧炉心注水系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要
な電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による原子炉注水
（溶融炉心の落下遅延及び防止）
（ディーゼル駆動消火ポンプ，
　ろ過水タンク）

－

・消火系による原子炉注水での流路は，設計基準対象施設としての設計条件下で使用
することから，使用による悪影響なし。
・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に
より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○

・消火系による原子炉注水の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確
立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・消火系による原子炉注水は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が
生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

可燃性ガス濃度制御系による格納容器内の
水素・酸素濃度の制御

○
・可燃性ガス濃度制御系には，格納容器圧力逃がし装置のドレン配管が接続されてい
るが，可燃性ガス濃度制御系は，格納容器圧力逃がし装置のドレン排出と干渉しない
ように運用することから，使用による悪影響なし。

○
・内部に高濃度の放射性物質を含む流体が流れることにより，機器周囲の放射線量が
上昇する場合は，必要に応じて遮蔽体を設置する等の被ばく低減対策を講ずることか
ら，悪影響なし。

○

・可燃性ガス濃度制御系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立
され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・可燃性ガス濃度制御系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよ
う必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

可搬型格納容器窒素供給設備
（50条と同じ）

－ － － － － －

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による
格納容器頂部注水

○

・原子炉格納容器が過温状態で常温の水を原子炉ウェルに注水することから，原子炉
格納容器頂部を急冷することによる鋼材部の熱収縮による応力発生に伴う原子炉格納
容器閉じ込め機能への影響が懸念されるが，原子炉格納容器頂部締付ボルト冷却時の
発生応力を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回って
いることから，使用による悪影響なし。

○

・原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉格納容器トップヘッドフランジ
からの水素ガス漏えいを防ぐことから，静的触媒式水素再結合器が設置されている燃
料取替床に，原子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えいしない傾向になることによ
る，原子炉建屋水素爆発防止機能への影響が懸念されるが，水素ガスの漏えい箇所を
原子炉建屋下層階（地上2階，地下1階，地下2階）のみとして水素ガス挙動を評価した
結果，原子炉建屋下層階において可燃限界に至ることはなく，かつ燃料取替床におい
ても静的触媒式水素再結合器により可燃限界に至らないことが確認できていることか
ら，使用による悪影響なし。
・原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉ウェルに溜まった水が蒸発する
ことから，原子炉建屋に水蒸気が発生することによる，原子炉建屋水素爆発防止機能
への影響が懸念されるが，燃料取替床に水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建屋内
の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至らないことを確認していることから，使用に
よる悪影響なし。
・原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却するため，原子炉格納容器を除熱
することによる原子炉格納容器負圧破損への影響が懸念されるが，原子炉ウェルに注
水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる原子炉格納容器除熱効果は小さいこと
から，使用による悪影響なし。

○

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による格納容器頂部注水の操作に人員を要するが，
必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による格納容器頂部注水は，水を要するが，格納容
器頂部注水に必要となる水量は，水源である代替淡水源が保有する水量に比べて十分
小さいことから，悪影響なし。
・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による格納容器頂部注水は，燃料を要するが，他の
設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。

サプレッションプール浄化系による
格納容器頂部注水

○

・原子炉格納容器が過温状態で常温の水を原子炉ウェルに注水することから，原子炉
格納容器頂部を急冷することによる鋼材部の熱収縮による応力発生に伴う原子炉格納
容器閉じ込め機能への影響が懸念されるが，原子炉格納容器頂部締付ボルト冷却時の
発生応力を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回って
いることから，使用による悪影響なし。

○

・原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉格納容器トップヘッドフランジ
からの水素ガス漏えいを防ぐことから，静的触媒式水素再結合器が設置されている燃
料取替床に，原子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えいしない傾向になることによ
る，原子炉建屋水素爆発防止機能への影響が懸念されるが，水素ガスの漏えい箇所を
原子炉建屋下層階（地上2階，地下1階，地下2階）のみとして水素ガス挙動を評価した
結果，原子炉建屋下層階において可燃限界に至ることはなく，かつ燃料取替床におい
ても静的触媒式水素再結合器により可燃限界に至らないことが確認できていることか
ら，使用による悪影響なし。
・原子炉格納容器頂部を冷却することにより，原子炉ウェルに溜まった水が蒸発する
ことから，原子炉建屋に水蒸気が発生することによる，原子炉建屋水素爆発防止機能
への影響が懸念されるが，燃料取替床に水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建屋内
の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至らないことを確認していることから，使用に
よる悪影響なし。
・原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却するため，原子炉格納容器を除熱
することによる原子炉格納容器負圧破損への影響が懸念されるが，原子炉ウェルに注
水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる原子炉格納容器除熱効果は小さいこと
から，使用による悪影響なし。

○

・サプレッションプール浄化系による格納容器頂部注水の操作に人員を要するが，必
要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・サプレッションプール浄化系による格納容器頂部注水は，水を要するが，格納容器
頂部注水に必要となる水量は，水源である復水貯蔵槽が保有する水量に比べて十分小
さいことから，悪影響なし。
・サプレッションプール浄化系による格納容器頂部注水は，電源を要するが，他の設
備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

原子炉建屋トップベント設備 －
・原子炉建屋トップベント設備は，他の設備と独立して使用することから，使用によ
る悪影響なし。

－
・原子炉建屋トップベント設備は，他の設備と独立して使用することから，使用によ
る悪影響なし。

○
・原子炉建屋トップベント設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順
が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
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技術的
能力番号

※「○」：影響が懸念されるため，対応（設計・運用）を検討する項目
　「－」：影響が無く，対応（設計・運用）を検討する必要が無い項目表１　自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

条文
番号

自主対策設備

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
※ ※ ※

消火系による使用済燃料プール注水
（ディーゼル駆動消火ポンプ，
　ろ過水タンク）

－

・消火系による使用済燃料プール注水での流路は，設計基準対象施設としての設計条
件下で使用することから，使用による悪影響なし。
・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に
より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○

・消火系による使用済燃料プール注水の操作に人員を要するが，必要な人員を想定し
た手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・消火系による使用済燃料プール注水は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用
に悪影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

ステンレス鋼板等による漏えい緩和
（シール材，接着剤，ステンレス鋼板，
　吊り降ろしロープ）

－
・ステンレス鋼板等による漏えい緩和は，想定事象としては大規模損壊等の重大事故
等を超える事象への対応であり，ステンレス鋼板を単独で燃料プール壁面に吊下ろす
設計とすることから，使用による悪影響なし。

－
・ステンレス鋼板等による漏えい緩和は，ステンレス鋼板の使用済燃料プール壁面へ
の設置後，ロープを手摺等に固縛し，ステンレス鋼板の移動を防止することから，使
用による悪影響なし。

○
・ステンレス鋼板等による漏えい緩和の実施に人員を要するが，必要な人員を想定し
た手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

ガンマカメラ・サーモカメラ －
・ガンマカメラ及びサーモカメラは，他の設備と独立して使用することから，使用に
よる悪影響なし。

－
・ガンマカメラ及びサーモカメラは，他の設備と独立して使用することから，使用に
よる悪影響なし。

○
・ガンマカメラ及びサーモカメラの使用に人員を要するが，必要な人員を想定した手
順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

化学消防自動車，
水槽付消防ポンプ自動車，
大型化学高所放水車，
泡消火薬剤備蓄車

－
・化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，大型化学高所放水車及び泡消火薬剤備
蓄車は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。

○
・化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，大型化学高所放水車及び泡消火薬剤備
蓄車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又は移動が可能で
あることから，悪影響なし。

○

・化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，大型化学高所放水車及び泡消火薬剤備
蓄車の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき
対応するため，悪影響なし。
・化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，大型化学高所放水車及び泡消火薬剤備
蓄車は，水を要するが，使用可能な水源を選択して使用することから，悪影響なし。
・化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車，大型化学高所放水車及び泡消火薬剤備
蓄車は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃料を確保
できる場合のみ使用する。

淡水タンク
（純水タンク，ろ過水タンク）

－
・淡水タンクは，他の水源である復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ，ほう酸水
注入系貯蔵タンク，防火水槽及び淡水貯水池と独立した設備であることから，使用に
よる悪影響なし。

○
・水源である淡水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価によ
り他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響なし。

○
・淡水タンクを水源として使用する場合に人員を要するが，必要な人員を想定した手
順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

ホース及び水頭差を利用した淡水移送 －
・ホース及び水頭差を利用した淡水移送にて使用するホースは，他の設備と独立した
設備であることから，使用による悪影響なし。

－
・ホースの破損により，溢水が生じる可能性があるが，その場合には弁により隔離
し，破損したホースを交換可能であることから，使用による悪影響なし。

○
・ホース及び水頭差を利用した淡水移送に人員を要するが，必要な人員を想定した手
順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

複数の海水取水手段
（可搬型代替注水ポンプ（A-2級），
　代替原子炉補機冷却海水ポンプ，護岸）

－
・複数の海水取水手段で用いる可搬型代替注水ポンプ（A-2級），代替原子炉補機冷却
海水ポンプは，他の設備と独立した設備であることから，使用による悪影響なし。

○
・可搬型代替注水ポンプ（A-2級），代替原子炉補機冷却海水ポンプは，他の設備のア
クセス性を阻害しないように設置すること，又は移動が可能であることから，悪影響
なし。

○

・複数の海水取水のための操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立
され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・複数の海水取水手段は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じ
ないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

第二代替交流電源設備，
荒浜側緊急用高圧母線，
大湊側緊急用高圧母線

○
・第二代替交流電源設備，荒浜側緊急用高圧母線及び大湊側緊急用高圧母線の供給先
の電気設備は，保護継電装置等により電気的波及影響を防止できるため，使用による
悪影響なし。

○
・第二代替交流電源設備のうち，第二ガスタービン発電機は，高速回転機器である
が，飛散物とならない設計としていることから，使用による悪影響なし。

○

・第二代替交流電源設備，荒浜側緊急用高圧母線及び大湊側緊急用高圧母線の操作に
人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するた
め，悪影響なし。
・第二代替交流電源設備は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよ
う必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。

直流給電車 ○
・直流給電車の供給先の電気設備は，保護継電装置等により電気的波及影響を防止で
きるため，使用による悪影響なし。

○
・直流給電車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又は移動
が可能であることから，悪影響なし。

○

・直流給電車の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それ
に基づき対応するため，悪影響なし。
・直流給電車は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃
料を確保できる場合のみ使用する。

号炉間連絡ケーブル ○
・号炉間連絡ケーブルの接続先の電気設備は，保護継電装置等により電気的波及影響
を防止できるため，使用による悪影響なし。

－
・号炉間連絡ケーブルは，接続先の電気設備の設計条件下で使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・号炉間連絡ケーブルの接続に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。

電源車（荒浜側緊急用M/C経由）による
給電

○
・電源車（荒浜側緊急用M/C経由）による給電先の電気設備は，保護継電装置等により
電気的波及影響を防止できるため，使用による悪影響なし。

－
・電源車（荒浜側緊急用M/C経由）による給電は，給電先の電気設備の設計条件下で使
用することから，使用による悪影響なし。

○

・電源車（荒浜側緊急用M/C経由）による給電操作に人員を要するが，必要な人員を想
定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・電源車（荒浜側緊急用M/C経由）による給電は，燃料を要するが，他の設備の使用に
悪影響が生じないよう必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。
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技術的
能力番号

※「○」：影響が懸念されるため，対応（設計・運用）を検討する項目
　「－」：影響が無く，対応（設計・運用）を検討する必要が無い項目表１　自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

条文
番号

自主対策設備

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
※ ※ ※

有効監視パラメータの計器 －
・有効監視パラメータの計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による
悪影響なし。

－
・有効監視パラメータの計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による
悪影響なし。

○

・有効監視パラメータの計器の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が
確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・有効監視パラメータの計器は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じな
いよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

常用計器 － ・常用計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・常用計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○

・常用計器の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに
基づき対応するため，悪影響なし。
・常用計器は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源
を確保できる場合のみ使用する。

常用代替計器 － ・常用代替計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・常用代替計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○

・常用代替計器の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，そ
れに基づき対応するため，悪影響なし。
・常用代替計器は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な
電源を確保できる場合のみ使用する。

プロセス計算機による記録 －
・プロセス計算機による記録は，他の設備と独立して使用することから，使用による
悪影響なし。

－
・プロセス計算機による記録は，他の設備と独立して使用することから，使用による
悪影響なし。

○

・プロセス計算機による記録に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・プロセス計算機による記録は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じな
いよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

カードル式空気ボンベユニット
（中央制御室待避室）

－

・カードル式空気ボンベユニットは屋外の接続口から専用の屋内配管を通じ，陽圧化
装置の空気供給ヘッダ配管に接続される設計としており，カードル式空気ボンベユ
ニットを接続しても建屋内に設置する陽圧化装置（空気ボンベ）を使用することが可
能であることから，使用による悪影響なし。

－
・カードル式空気ボンベユニットの接続場所，並びに建屋脇の設置位置（駐車場所）
はあらかじめ決め，近隣に配置する可搬設備（熱交換器ユニット）との位置的干渉の
おそれの無いよう設計するため，悪影響なし。

○
・複数号機被災時の準備として，ベント開始までの時間帯で人員を確保できる場合に
あらかじめ，屋外にカードル式空気ボンベユニットを配置し，屋内では供給元弁（現
場手動弁）の開操作をしておく運用とするため，悪影響なし。

乾電池内蔵型照明及び非常用照明 －
・乾電池内蔵型照明及び非常用照明は，他の設備と独立して使用することから，使用
による悪影響なし。

－
・乾電池内蔵型照明及び非常用照明は，他の設備と独立して使用することから，使用
による悪影響なし。

○
・乾電池内蔵型照明及び非常用照明は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が
生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

モニタリング・ポスト －
・モニタリング・ポストは，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影
響なし。

－
・モニタリング・ポストは，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影
響なし。

○
・モニタリング・ポストの運転には電源を要するが，専用の電源であるモニタリン
グ・ポスト用発電機から給電するため，悪影響なし。

放射能観測車 － ・放射能観測車は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○
・放射能観測車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又は移
動が可能であることから，悪影響なし。

○
・放射能観測車の使用には燃料及び人員を要するが，重大事故等対処設備（可搬型放
射線計測器）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使用するため，悪
影響なし。

Geガンマ線多重波高分析装置 －
・Geガンマ線多重波高分析装置は，他の設備と独立して使用することから，使用によ
る悪影響なし。

－
・Geガンマ線多重波高分析装置は，他の設備と独立して使用することから，使用によ
る悪影響なし。

○
・Geガンマ線多重波高分析装置の使用には電源及び人員を要するが，重大事故等対処
設備（可搬型放射線計測器）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使
用するため，悪影響なし。

可搬型Geガンマ線多重波高分析装置 －
・可搬型Geガンマ線多重波高分析装置は，他の設備と独立して使用することから，使
用による悪影響なし。

－
・可搬型Geガンマ線多重波高分析装置は，他の設備と独立して使用することから，使
用による悪影響なし。

○
・可搬型Geガンマ線多重波高分析装置の使用には電源及び人員を要するが，重大事故
等対処設備（可搬型放射線計測器）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範
囲で使用するため，悪影響なし。

ガスフロー測定装置 －
・ガスフロー測定装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響
なし。

－
・ガスフロー測定装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響
なし。

○
・ガスフロー測定装置の使用には電源及び人員を要するが，重大事故等対処設備（可
搬型放射線計測器）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使用するた
め，悪影響なし。

気象観測設備 － ・気象観測設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・気象観測設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○
・気象観測設備の使用には電源を要するが，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使用
するため，悪影響なし。

無停電電源装置 －
・無停電電源装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響な
し。

－
・無停電電源装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響な
し。

－ ・無停電電源装置は操作が不要なことから，リソースの消費なし。
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技術的
能力番号

※「○」：影響が懸念されるため，対応（設計・運用）を検討する項目
　「－」：影響が無く，対応（設計・運用）を検討する必要が無い項目表１　自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果

条文
番号

自主対策設備

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
検討
要否

検討結果
※ ※ ※

カードル式空気ボンベユニット
（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）

－

・カードル式空気ボンベユニットは屋外の接続口から専用の屋内配管を通じ，陽圧化
装置の空気供給ヘッダ配管に接続される設計としており，カードル式空気ボンベユ
ニットを接続しても建屋内に設置する陽圧化装置（空気ボンベ）を使用することが可
能であることから，使用による悪影響なし。

－
・カードル式空気ボンベユニットの接続場所，並びに建屋脇の設置位置（駐車場所）
は予め決め，近隣に配置する停止号機の応急復旧設備（仮設電源等）との位置的干渉
のおそれの無いよう設計するため，悪影響なし。

○
・複数号機被災時の準備として，ベント開始までの時間帯で人員を確保できる場合に
あらかじめ，屋外にカードル式空気ボンベユニットを配置し，屋内では供給元弁（現
場手動弁）の開操作をしておく運用とするため，悪影響なし。

移動式待機所 － ・移動式待機所は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 －
・移動式待機所は，使用に伴って振動や熱等を発することはなく，また他の設備の運
用や移動と干渉しないよう事故後の発電所構内や道路の状況を勘案して使用すること
から，使用による悪影響なし。

○
・緊急時対策所（待機場所）として，複数号機被災時の対応等のため実際に移動式待
機所を使用して発電所内にとどまり，重大事故等への対処を行う人員が使用に必要な
準備等を行うため，悪影響はなし。

通信連絡設備
（送受話器（警報装置を含む。），
　電力保安通信用電話設備，
　専用電話設備，
　衛星電話設備（社内向），
　テレビ会議システム）

－
・送受話器（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，専用電話設備，衛星電
話設備（社内向），テレビ会議システムは，他の設備と独立して使用することから，
使用による悪影響なし。

－
・送受話器（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，専用電話設備，衛星電
話設備（社内向），テレビ会議システムは，他の設備と独立して使用することから，
使用による悪影響なし。

○

・テレビ会議システムの操作に人員を要するが，対応可能な範囲内で操作を行うた
め，悪影響なし。
・送受話器（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，専用電話設備，衛星電
話設備（社内向），テレビ会議システムは，電源を要するが，他の設備の使用に悪影
響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
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通信連絡設備
（送受話器（警報装置を含む。），
　電力保安通信用電話設備，
　専用電話設備，
　衛星電話設備（社内向），
　テレビ会議システム）

－
・送受話器（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，専用電話設備，衛星電
話設備（社内向），テレビ会議システムは，他の設備と独立して使用することから，
使用による悪影響なし。

－
・送受話器（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，専用電話設備，衛星電
話設備（社内向），テレビ会議システムは，他の設備と独立して使用することから，
使用による悪影響なし。

○

・テレビ会議システムの操作に人員を要するが，対応可能な範囲内で操作を行うた
め，悪影響なし。
・送受話器（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備，専用電話設備，衛星電
話設備（社内向），テレビ会議システムは，電源を要するが，他の設備の使用に悪影
響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

長期安定冷却設備
（可搬ポンプ，サプレッションプール浄化
系ポンプ，可搬熱交換器，大容量送水車，
原子炉冷却材浄化系，不活性ガス系）

○
・長期安定冷却設備は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用に
よる悪影響なし。

○

・内部に高濃度の放射性物質を含む流体が流れることにより，機器周囲の放射線量が
上昇する場合は，必要に応じて遮蔽体を設置する等の被ばく低減対策を講ずることか
ら，悪影響なし。
・長期安定冷却設備は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又
は移動が可能であることから，悪影響なし。

○

・長期安定冷却設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ
れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・長期安定冷却設備は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じな
いよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

格納容器下部水位調整設備 ○
・格納容器下部水位調整設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による
悪影響なし。

－
・格納容器下部水位調整設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による
悪影響なし。

○

・格納容器下部水位調整設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が
確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
・格納容器下部水位調整設備は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じな
いよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

バックアップシール材
（トップヘッドフランジへの塗布）

○

・塗布するフランジ面に設置されたシール材の押し込み量に影響を与える可能性があ
るが，試験体を用いた開口量確認の結果，影響が無視できる程度であると確認したた
め，使用による悪影響なし。
・塗布するフランジ面に過大な応力を作用させる可能性があるが，フランジ部の荷重
評価を行った結果，バックアップシール材からの荷重の影響が無視できる程度である
と確認したため，使用による悪影響なし。
・塗布するフランジ面に設置されたシール材とバックアップシール材との化学反応が
生じる可能性があるが，フランジモデル試験による気密性確認において，気密性が確
認出来ていることから，使用による悪影響なし。

－
・バックアップシール材は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影
響なし。

－ ・バックアップシール材は操作が不要なことから，リソースの消費なし。
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その他

共9－17
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容量設定根拠 
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図 1 配置図（自主対策設備） 

（6/7 号炉 コントロール建屋地上 2階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 原子炉緊急停止系電源スイッチ遮断による制御棒のスクラム動作 概要図 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 

NE

スクラム
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（励磁位置）

スクラム弁
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（無励磁位置）

スクラム弁
（開）

アキュムレータ

原子炉緊急停止系作動回路

（原子炉緊急停止系電源スイッチ
6号炉：H11-P661-2,3
7号炉：H11-P830-1～4）

NE
無励磁

《 正常運転時 》 《原子炉緊急停止系電源スイッチ遮断》

排気

原子炉緊急停止系作動回路

（原子炉緊急停止系電源スイッチ
6号炉：H11-P661-2,3
7号炉：H11-P830-1～4）



 

44-7-3 
 

(5) 制御棒操作監視系，制御棒駆動機構（電動駆動） 

制御棒駆動機構は，原子炉圧力容器下部の制御棒駆動機構ハウジング内に据

え付けられており，スクラムテストスイッチ若しくは原子炉緊急停止系電源ス

イッチの操作により制御棒を水圧駆動で挿入完了するまでの間，又はこれらの

操作が実施できない場合に，電動駆動で制御棒を挿入する手段として有効であ

ることから，制御棒操作監視系，制御棒駆動機構（電動駆動）を整備している。

なお，電動駆動で制御棒を挿入する手段には原子炉スクラム信号又は代替制御

棒挿入機能作動信号による制御棒の自動挿入及び制御棒操作監視系にて選択

した制御棒の手動挿入がある。 

制御棒挿入及び引き抜きの概要について，図 2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 制御棒駆動機構 概要図 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 
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図 4 原子炉緊急停止系及び制御棒駆動系水圧制御ユニット 概要図 

 

(6) 給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心

注水系 

給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系による

原子炉への給水量の調整により，原子炉水位を低下でき，発電用原子炉の出力

抑制を行えることから，給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔

離時冷却系，高圧炉心注水系を整備している。 
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図 5 配置図（自主対策設備） 

（6／7号炉 コントロール建屋地上 2階） 

 

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。 











 

44-8-4 
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図1 原子炉緊急停止系及びATWS緩和設備ロジック図 
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参考資料2 

代替制御棒挿入機能（ARI）による原子炉停止機能について 

 

1．代替制御棒挿入機能（ARI）の設計の基本的考え方 

プラント過渡事象が発生し，通常のスクラム機能が，電気的な故障により喪失した

場合に，後備の手段として ARI を作動させることにより原子炉停止機能を確保するこ

ととなる。 

ARI が作動した場合，SLC を起動させる必要はないため，SLC を起動させる操作の前

に制御棒挿入が完了することが必要となる。 

この要求を満足するため ARI の設計目標として， 

① 代替制御棒挿入機能による制御棒の挿入は，検出信号がトリップ設定点に達し

てから 15 秒以内に開始されること。 

② 代替制御棒挿入機能による制御棒の挿入は，検出信号がトリップ設定点に達し

てから 25 秒以内に完了されること。 

の考え方に基づき，具体的な作動信号として，以下の設定とする。 

 ・原子炉圧力高 設定圧力 7.48MPa 

 ・原子炉水位低 設定水位 レベル 2 

 ・手動起動要求 

なお，スクラムによる制御棒の挿入と代替制御棒挿入機能による制御棒の挿入は，

44-4-1 図 1 代替制御棒挿入機能の概念図に示す通り，排気ラインの構成に違いがあ

る（スクラム時の挿入時間は 3.7 秒である）。 

 

2．ARI による原子炉停止機能の評価について 

有効性評価の原子炉停止機能喪失の評価を参考に，ARI による原子炉停止機能の確

認を行った。 

当評価に際して以下を解析条件とする。 

－過渡事象は，初期の燃料被覆管温度の上昇という観点で最も厳しい主蒸気隔離弁

閉を前提とする（有効性評価の前提と同じ）。 

－ARI は，保守的に上記 1．②の条件に基づき，原子炉圧力がトリップ設定点に達

してから 25 秒以内に制御棒の全挿入が完了するものとする。 

－代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の動作条件ほか，使用する解析コード含

むその他の条件は，有効性評価における原子炉停止機能喪失と同じとする。 

 

解析結果のまとめを表 1に，燃料被覆管の温度変化を図 1に示す。 

本ケースでは，主蒸気隔離弁全閉により原子炉圧力が上昇して炉心内のボイドが減

少し，正の反応度が投入され中性子束が上昇する。これに伴い MCPR が低下し，事象

発生後約 2秒後に沸騰遷移が発生し，燃料被覆管温度が上昇する。その後，出力上昇

によるボイド発生，原子炉圧力高で原子炉冷却材再循環ポンプ（4 台）がトリップし

炉心流量が低下することにより炉心内のボイド率の増加に伴うボイドフィードバッ

ク及び出力上昇による燃料温度上昇に伴うドップラーフィードバックにより出力が

低下する。このため燃料被覆管はリウェットし，燃料被覆管の温度が低下する。これ

ら挙動は有効性評価の原子炉停止機能喪失と全く同じ挙動となる。 

その後，25 秒後には ARI による制御棒挿入が完了することから出力が低下し事象は

収束する。このため有効性評価において見られた給水過熱喪失による出力上昇（事象
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